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3　ドイツ相対的安定期の対スペイン通商条約交渉における農業利益代表の政治的役割

　
ド
イ
ツ
相
対
的
安
定
期
の
対
ス
ペ
イ
ン
通
商
条
約
交
渉
に
お
け
る

　
　
　
農
業
利
益
代
表
の
政
治
的
役
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
ド
イ
ツ
国
家
国
民
党
と
全
国
農
村
同
盟
を
中
心
に
―
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

岡
本
勇
貴　

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
を
失
敗
ば
か
り
と
断
じ
る
評
価
を
見
直
す
動
き
は
、
今
も
な

お
盛
ん
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
第
一
次
世
界
大
戦
直
後
の
敗
戦
と
革
命

に
よ
る
危
機
、世
界
恐
慌
以
後
の
混
乱
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、

そ
の
間
の
「
相
対
的
安
定
期
」
と
呼
ば
れ
る
時
期
に
つ
い
て
は
注
目
が
比
較
的
弱
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
諸
様
相
を
問
い
直
す
に
あ
た
り
、
体
制
の
崩

壊
を
も
た
ら
し
え
た
諸
要
因
に
焦
点
を
当
て
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
相
対
的
安

定
期
に
お
い
て
も
ど
の
よ
う
に
「
安
定
」
を
創
出
・
維
持
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
の

か
、
お
よ
び
そ
の
限
界
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
そ
の

よ
う
な
関
心
か
ら
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
保
守
政
党
で
あ
る
ド
イ
ツ
国
家
国
民
党
（
以

下
D
N
V
P
）、
お
よ
び
同
党
と
関
係
が
深
か
っ
た
農
業
利
益
団
体
を
中
心
に
、
一

事
例
と
し
て
対
ス
ペ
イ
ン
通
商
条
約
交
渉
を
取
り
上
げ
る
。

　

従
来
D
N
V
P
は
、
共
和
国
末
期
に
ナ
チ
党
と
協
働
し
て
民
主
体
制
の
崩
壊

を
助
長
し
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
特
に
一
九
二
八
年
に

D
N
V
P
党
首
と
な
っ
た
急
進
派
の
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
の
役
割

が
注
目
さ
れ
、
ナ
チ
党
の
躍
進
を
助
け
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る（

1
（

。
し
か
し
、
帝
政
期

の
広
範
な
保
守
派
の
結
集
政
党
と
し
て
反
共
和
国
を
掲
げ
出
発
し
た
D
N
V
P
は
、

時
々
の
状
況
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
を
変
え
て
き
た
。
と
り
わ
け
相
対
的
安
定
期
の

D
N
V
P
は
、
ク
ー
ノ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ェ
ス
タ
ル
プ
の
も
と
で
敵
視
し
て
い
る
は

ず
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
体
制
に
協
力
す
る
と
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
。

　

近
年
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
相
対
的
安
定
期
の
D
N
V
P

に
着
目
し
た
議
論
が
登
場
し
て
き
て
い
る
。
親
体
制
的
な
D
N
V
P
へ
の
注
目
は

メ
ル
ゲ
ル
の
研
究
が
嚆
矢
と
な
っ
て
お
り
、
失
業
保
険
な
ど
社
会
保
障
の
議
論
に
積

極
的
に
参
加
し
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
体
制
を
承
認
す
る
共
和
国
保
護
法
に
断
腸
の
思
い
な

が
ら
賛
成
す
る
な
ど
、
D
N
V
P
が
体
制
に
統
合
さ
れ
う
る
保
守
主
義
（
ト
ー
リ

保
守
主
義
）
た
り
え
た
こ
と
が
彼
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た（

（
（

。
リ
ン
ス
に
よ
る
古
典
的

研
究
で
は
、
D
N
V
P
は
準
忠
誠
的
反
対
派
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
民
主
体
制
の
崩

壊
過
程
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
持
つ
と
さ
れ
る
が
、
ラ
イ
テ
ル
は
リ
ン
ス
と
メ
ル

ゲ
ル
の
研
究
を
総
合
し
、
議
会
制
民
主
主
義
の
存
命
に
は
準
忠
誠
的
反
対
派
で
あ
る

D
N
V
P
を
議
会
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
と
説
く（

3
（

。
ま
た
、
ジ
ブ
ラ

ッ
ト
は
非
民
主
化
に
対
す
る
安
全
弁
と
し
て
の
旧
体
制
エ
リ
ー
ト
に
着
目
し
、
戦
間
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期
の
英
独
を
比
較
し
た（

4
（

。
ミ
ュ
ラ
ー
も
経
済
と
民
主
主
義
の
関
係
を
論
じ
る
中
で
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
D
N
V
P
の
姿
勢
を
認
め
、
フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
が
党
首
に
な

ら
な
け
れ
ば
ヒ
ト
ラ
ー
の
台
頭
は
防
げ
た
の
だ
ろ
う
か
と
問
い
を
投
げ
か
け
る（

5
（

。
こ

の
よ
う
に
、
民
主
体
制
の
崩
壊
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
存
命
に
お
い
て
も
D
N
V
P

の
意
義
は
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
D
N
V
P
が
政
治
的
実
践
に
お
い
て
親
体
制
的
と
な
っ
た
重
要

な
要
因
と
し
て
、
農
業
利
益
団
体
の
全
国
農
村
同
盟
（R

eichslandbund

、
以
下

R
L
B
）
が
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
R
L
B
は
ユ
ン
カ
ー
や
大
地
主
が

指
導
的
地
位
に
あ
る
利
益
団
体
で
、
そ
の
前
身
で
あ
る
農
業
者
同
盟
（B

und der 

Landw
irte

、
以
下
B
d
L
）
と
帝
政
期
の
ド
イ
ツ
保
守
党
の
関
係
を
引
継
い
で
、

R
L
B
も
D
N
V
P
に
対
し
て
政
策
決
定
に
お
け
る
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て

い
た
。
D
N
V
P
が
敵
視
し
て
い
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
体
制
で
の
政
権
参
加
へ
と
舵
を

切
っ
た
の
も
、
政
策
の
次
元
で
自
ら
の
利
益
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
R
L
B
が

D
N
V
P
に
圧
力
を
か
け
、
議
会
主
義
路
線
へ
の
変
更
や
ド
ー
ズ
案
へ
の
賛
成
を

促
し
た
こ
と
が
一
因
で
あ
っ
た（

6
（

。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
、
反
共

和
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ば
か
り
で
は
捉
え
き
れ
な
い
、
農
業
利
益
代
表
と
し
て
の

D
N
V
P
像
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

一
九
二
五
年
に
は
D
N
V
P
が
初
め
て
連
立
与
党
（
第
一
次
ハ
ン
ス
・
ル
タ
ー

内
閣
）
に
加
わ
っ
た
が
、
そ
の
時
期
に
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ

て
い
た
関
税
自
主
権
の
回
復
（
同
年
の
一
月
十
日
）
を
踏
ま
え
、
各
国
と
の
通
商
条

約
に
つ
い
て
交
渉
・
議
論
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
外
交
方
針
は
、
賠
償
金
支
払
い
の

た
め
の
工
業
品
輸
出
を
優
先
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
農
業
関
税
を
低
く
抑
え
る
も
の

で
あ
り
、
農
業
界
は
こ
れ
に
激
し
く
反
対
し
て
い
た
。
農
業
界
の
主
張
は
工
業
界
と

の
激
し
い
対
立
を
招
き
、
そ
の
対
立
は
政
府
内
で
も
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
特

に
激
し
か
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ス
ペ
イ
ン
と
の
通
商
条
約
交
渉
に
お
い
て
で
あ

っ
た
。
対
仏
交
渉
は
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
一
方（

（
（

、
対
ス
ペ
イ
ン
交
渉
は
少
な
い
。
ス

ペ
イ
ン
は
第
一
次
世
界
大
戦
で
中
立
国
で
あ
り
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
関
税
自
主
権

制
限
に
関
係
せ
ず
、交
渉
に
明
確
な
始
点
が
な
い
た
め
か
関
心
を
集
め
て
い
な
い
が
、

ド
イ
ツ
の
外
交
方
針
で
は
国
際
的
承
認
も
兼
ね
て
互
恵
最
恵
国
待
遇
も
目
指
さ
れ
て

お
り
、
同
時
並
行
し
て
行
わ
れ
た
対
仏
交
渉
と
も
関
税
率
交
渉
が
相
互
に
影
響
し
あ

う
側
面
も
あ
っ
た
。
対
ス
ペ
イ
ン
交
渉
の
詳
細
な
実
証
研
究
と
し
て
は
、
パ
ン
ツ

ァ
ー
が
農
工
間
対
立
の
様
相
に
重
き
を
置
い
て
交
渉
過
程
を
整
理
し
て
い
る
が
、
関

心
の
違
い
か
ら
ア
ク
タ
ー
の
一
つ
で
あ
る
政
党
の
内
部
状
況
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な

い（
8
（

。
D
N
V
P
を
主
眼
と
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
交
渉
で
の
党
の
妥
協
的
な
姿

勢
に
つ
い
て
デ
ル
は
例
外
的
だ
と
評
価
す
る
一
方（

9
（

、
オ
ー
ネ
ツ
ァ
イ
ト
は
妥
結
し
た

他
国
と
の
交
渉
結
果
を
例
に
出
し
、
例
外
と
す
る
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
述
べ

る（
（1
（

。
し
か
し
、
両
者
は
対
ス
ペ
イ
ン
交
渉
そ
の
も
の
に
は
踏
み
込
ん
で
お
ら
ず
、
そ

こ
か
ら
伺
え
る
農
業
利
益
代
表
の
あ
り
方
を
評
価
で
き
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
対
ス
ペ
イ
ン
通
商
条
約
交
渉
に
D
N
V
P
と
R
L
B
が
ど
の
よ

う
に
関
わ
っ
た
か
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
の
政
治
的
実
践
を
「
安
定
」
の
観
点
か
ら
論

じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な
お
分
析
に
は
公
刊
史
料
で
あ
る
内
閣
府
史
料
集
を
主

に
用
い
た
が
、
未
刊
行
史
料
に
つ
い
て
は
二
次
文
献
よ
り
引
用
し
た
も
の
も
あ
る
。

　
　
　
　

２　

相
対
的
安
定
期
ま
で
の
状
況

　

本
章
で
は
論
の
前
提
と
し
て
、
交
渉
が
本
格
化
す
る
以
前
の
状
況
を
説
明
す
る
。

D
N
V
P
と
R
L
B
の
そ
れ
ぞ
れ
の
前
身
で
あ
る
ド
イ
ツ
保
守
党
と
B
d
L
は
、

と
も
に
エ
ル
ベ
以
東
の
ユ
ン
カ
ー
や
大
地
主
が
主
体
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
ヴ
ァ

イ
マ
ル
期
に
新
組
織
へ
と
再
編
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
特
徴
は
変
わ
ら
ぬ

ま
ま
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
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（
１
）
ド
イ
ツ
国
家
国
民
党

　

第
一
次
世
界
大
戦
の
敗
北
や
ド
イ
ツ
革
命
を
う
け
て
、
一
九
一
八
年
十
一
月
に

広
範
な
保
守
派
が
合
流
す
る
こ
と
で
D
N
V
P
は
結
成
さ
れ
た
。
合
流
し
た
保
守

派
は
主
に
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
君
主
主
義
的
な
ド
イ
ツ
保
守

党
、
親
ビ
ス
マ
ル
ク
路
線
ゆ
え
に
ド
イ
ツ
保
守
党
か
ら
分
離
し
た
自
由
保
守
党
、
全

ド
イ
ツ
連
盟
や
祖
国
党
な
ど
の
民
族
至
上
主
義
グ
ル
ー
プ
、
反
自
由
主
義
・
反
社
会

民
主
主
義
を
掲
げ
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
派
の
四
つ
で
あ
る（

（（
（

。
こ
う
し
た
多
様
な
右
派

の
統
合
に
は
、「
国
民
的
反
対
（nationale O

pposition

）」
と
い
う
理
念
が
用
い
ら

れ
た
。
大
嶽
の
整
理
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
「
革
命
・
共
和
政
・
西
欧
的
議
会
主
義
、

国
際
主
義
、
社
会
民
主
党
や
共
産
党
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
大
衆
支
配
と
い
っ
た
一

連
の
事
象
に
対
す
る
国
民
的
立
場
か
ら
の
反
対
」
と
、「
国
民
的
基
盤
に
立
っ
た
キ

リ
ス
ト
教
の
受
容
」
を
紐
帯
と
す
る
理
念
で
あ
っ
た（

（1
（

。
そ
の
担
い
手
は
党
組
織
に
限

ら
れ
ず
、
一
九
一
九
年
に
連
合
国
か
ら
講
和
条
約
案
が
出
さ
れ
た
際
、
極
右
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
ト
団
体
で
あ
る
全
ド
イ
ツ
連
盟
は
「
国
民
的
反
対
」
の
も
と
に
激
し
く
反
対

を
唱
え
、
D
N
V
P 

内
で
影
響
力
を
拡
大
し
た
。
こ
う
し
た
理
念
を
訴
え
た
結
果
、

一
九
一
九
年
の
国
民
議
会
選
挙
で
の
得
票
は
約
三
〇
〇
万
票
の
う
ち
エ
ル
ベ
以
西
の

地
域
が
約
六
割
を
占
め
て
お
り
、
左
派
に
よ
る
「
ユ
ン
カ
ー
政
党
」
と
い
う
非
難
に

反
し
て
全
国
の
保
守
・
反
共
和
国
派
の
支
持
を
獲
得
で
き
て
い
た（

（1
（

。

　

全
国
に
拡
大
し
た
の
は
支
持
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
D
N
V
P
の
党
員
は

一
九
一
九
年
時
点
で
三
〇
～
四
〇
万
人
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
三
年
ま
で
に
九
〇
万

人
に
増
加
し
た
。
そ
の
後
は
漸
減
し
て
い
く
も
の
の
、
一
九
二
八
年
に
は
六
九
万
人

を
数
え
、
党
員
の
増
加
に
伴
っ
て
党
組
織
も
全
国
的
に
拡
大
し
た（

（1
（

。

　
（
２
）
全
国
農
村
同
盟

　

政
党
が
拡
大
し
た
の
と
並
行
し
て
、
農
業
団
体
の
側
も
同
様
の
拡
大
を
す
る
こ
と

に
な
る
。
R
L
B
の
前
身
で
あ
る
B
d
L
が
結
成
さ
れ
た
の
は
一
八
九
三
年
、
帝

国
宰
相
レ
オ
・
フ
ォ
ン
・
カ
プ
リ
ー
ヴ
ィ
に
よ
る
農
産
物
輸
入
関
税
の
引
下
げ
に
反

対
し
た
ユ
ン
カ
ー
や
大
地
主
が
、
保
護
関
税
要
求
の
た
め
に
団
結
し
た
こ
と
に
端
を

発
す
る
。
B
d
L
は
ド
イ
ツ
保
守
党
と
結
び
つ
い
て
カ
プ
リ
ー
ヴ
ィ
へ
の
攻
撃
を

強
め
て
い
き
、
そ
の
影
響
は
カ
プ
リ
ー
ヴ
ィ
の
失
脚
、
自
由
貿
易
の
強
化
に
基
づ
く

「
新
航
路
」
外
交
の
頓
挫
に
ま
で
に
至
っ
た
。
カ
プ
リ
ー
ヴ
ィ
の
退
陣
後
も
B
d
L

に
よ
る
保
護
関
税
要
求
は
続
き
、
一
九
○
二
年
に
は
当
時
の
帝
国
宰
相
の
名
を
冠
し

た
「
ビ
ュ
ー
ロ
関
税
」
と
呼
ば
れ
る
、
高
率
の
穀
物
関
税
を
特
徴
と
す
る
農
業
保
護

関
税
の
成
立
に
漕
ぎ
つ
け
た（

（1
（

。

　

こ
の
B
d
L
の
地
域
的
基
盤
は
ド
イ
ツ
北
東
部
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ

保
守
党
と
結
び
つ
い
た
こ
と
に
よ
り
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
や
ザ
ク
セ
ン
、
ヘ
ッ
セ
ン
、

フ
ラ
ン
ケ
ン
と
い
っ
た
地
域
で
も
そ
の
影
響
力
を
行
使
で
き
た
。
結
成
時
に
は
約

十
五
万
人
だ
っ
た
成
員
は
一
九
一
四
年
ま
で
に
三
三
万
人
に
増
加
し
、
他
の
農
業
団

体
を
圧
倒
す
る
規
模
に
成
長
し
た
。
そ
の
成
員
の
大
半
は
中
小
農
だ
っ
た
が
、
指
導

的
地
位
は
大
地
主
が
占
め
、
農
民
に
限
ら
な
い
農
村
大
衆
を
動
員
で
き
る
影
響
力
を

有
し
て
い
た（

（1
（

。

　

し
か
し
、
戦
争
と
革
命
に
よ
っ
て
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

革
命
に
よ
っ
て
各
地
に
で
き
た
レ
ー
テ
で
は
工
業
労
働
者
が
権
力
の
座
に
就
き
、
農

民
の
参
加
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
階
級
闘
争
が
農
村
に
も
持
ち
込
ま
れ
た
こ

と
に
加
え
、
ユ
ン
カ
ー
の
土
地
所
有
関
係
や
農
村
の
伝
統
的
価
値
体
系
が
崩
壊
の
圧

力
に
さ
ら
さ
れ
、
従
来
の
支
配
関
係
が
揺
ら
い
で
い
っ
た
。
最
大
の
農
業
団
体
と
し

て
B
d
L
は
反
革
命
に
動
く
も
、
一
九
一
九
年
の
国
民
議
会
選
挙
で
D
N
V
P
支

持
に
む
け
た
動
員
が
不
十
分
な
結
果
に
終
わ
り
、
従
来
の
伝
統
的
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
に
よ
る
統
合
が
疑
問
視
さ
れ
は
じ
め
た
。
こ
の
動
員
の
失
敗
は
ユ
ン
カ
ー
や
大
地

主
の
影
響
力
が
弱
ま
っ
た
こ
と
の
表
れ
と
見
な
さ
れ
、
B
d
L
議
長
の
コ
ン
ラ
ー
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ト
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ゲ
ン
ハ
イ
ム
は
、「［
本
部
の
置
か
れ
た
］
こ
こ
ベ
ル
リ
ン
か

ら
の
み
人
々
を
率
い
る
に
は
、
B
d
L
は
大
き
く
な
り
す
ぎ
た
。
我
々
は
き
っ
と

個
々
の
州
の
希
望
や
要
求
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
影
響
力
と
組
織
規
模
の
不

釣
り
合
い
な
現
状
を
述
べ
、
変
化
の
必
要
性
を
感
じ
取
っ
て
い
た（

（1
（

。
そ
う
し
た
中
、

革
命
に
よ
る
大
地
主
の
指
導
的
役
割
の
動
揺
に
加
え
、
戦
後
も
続
い
た
統
制
経
済
へ

の
抵
抗
や
、
農
業
勢
力
の
結
集
を
動
機
と
し
て
新
た
な
動
き
が
生
じ
る
。
そ
の
動
き

の
中
か
ら
結
成
さ
れ
た
の
が
ド
イ
ツ
農
村
同
盟
（D

eutscher Landbund

）
で
あ
り
、

B
d
L
と
対
照
的
に
地
方
に
重
き
を
置
く
分
権
的
な
構
造
と
、
農
村
大
衆
の
職
能

身
分
的
な
発
展
を
掲
げ
る
組
織
で
あ
っ
た
。
農
村
同
盟
は
主
に
中
小
農
の
利
益
を
代

表
し
、
経
営
規
模
に
よ
る
権
利
の
差
は
な
い
と
し
て
い
た
が
、
実
際
に
指
導
的
地
位

に
い
た
の
は
B
d
L
と
同
じ
く
大
地
主
で
あ
っ
た（

（1
（

。

　

従
来
の
方
針
で
う
ま
く
立
ち
い
か
な
く
な
る
に
あ
た
り
、
B
d
L
内
で
は
農
村

同
盟
を
組
み
込
ん
だ
新
組
織
の
形
成
が
有
力
な
選
択
肢
と
し
て
出
現
し
た
。
合
同
に

つ
い
て
は
両
組
織
か
ら
批
判
の
声
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
交
渉
の
末
に
農

村
同
盟
の
名
称
と
分
権
的
構
造
が
採
用
さ
れ
、
一
九
二
一
年
に
R
L
B
と
し
て
合

同
す
る
こ
と
と
な
っ
た（

（1
（

。
指
導
部
の
役
職
や
活
動
路
線
に
お
い
て
は
B
d
L
の
要

素
が
残
さ
れ
た
も
の
の
、
集
権
的
構
造
が
改
め
ら
れ
た
と
い
う
重
要
な
性
質
の
変
化

が
こ
の
時
に
な
さ
れ
た
。

　

R
L
B
の
地
域
的
重
点
は
B
d
L
と
同
様
に
ド
イ
ツ
北
東
部
も
含
ま
れ
る
が
、

農
村
同
盟
と
合
流
し
た
こ
と
で
ヘ
ッ
セ
ン
や
バ
イ
エ
ル
ン
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
な
ど
、

B
d
L
が
十
分
に
参
入
で
き
な
か
っ
た
南
西
部
に
も
影
響
力
を
拡
大
し
た
。
ヘ
ッ

セ
ン
や
バ
ー
デ
ン
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
よ
う
な
農
民
経
営
の
強
い
地
域
で
は
農

民
層
が
指
導
的
地
位
に
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
全
国
組
織
と
し
て
は
依
然
と
し
て

大
地
主
が
指
導
的
地
位
を
占
め
て
い
た（

11
（

。

　

政
党
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
R
L
B
は
中
立
を
主
張
し
て
は
い
た
が
、
実
際

に
は
明
白
な
傾
向
が
あ
っ
た
。
B
d
L
と
ド
イ
ツ
保
守
党
の
関
係
を
引
継
い
で

D
N
V
P
が
最
も
関
係
が
深
く
、
D
N
V
P
の
進
出
が
弱
い
地
域
で
は
ド
イ
ツ
国

民
党
（
以
下
D
V
P
）
が
次
点
に
並
ん
だ
。
R
L
B
指
導
部
で
も
こ
う
し
た
政
党

と
の
バ
ラ
ン
ス
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
発
足
時
は
D
N
V
P
寄
り
の
グ
ス
タ
フ
・

レ
ジ
ケ
と
、
D
V
P
寄
り
の
カ
ー
ル
・
ヘ
ッ
プ
が
代
表
に
就
い
た
。
ヘ
ッ
プ
は

一
九
三
〇
年
ま
で
就
任
し
、
レ
ジ
ケ
の
後
任
で
あ
る
カ
ル
ク
ロ
イ
ト
は
D
N
V
P

に
所
属
し
て
い
た
た
め
、
一
九
二
八
年
に
純
粋
な
農
業
政
党
が
で
き
る
ま
で
は

D
N
V
P
と
D
V
P
の
二
大
右
派
政
党
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
農
村
と
国
政
を
つ
な

ぐ
パ
イ
プ
役
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
D
V
P
は
工
業
界
と
の
つ
な
が
り
の

ほ
う
が
強
く
、
グ
ス
タ
フ
・
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
主
導
の
外
交
が
展
開
さ
れ
て
い
く

一
九
二
四
年
以
降
は
、
工
業
寄
り
の
政
策
の
た
め
に
農
業
界
か
ら
の
支
持
を
失
い
つ

つ
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
相
対
的
安
定
期
の
農
業
利
益
代
表
者
は
D
N
V
P
が
存
在

の
比
重
を
増
し
て
い
っ
た（

1（
（

。
一
九
二
四
年
に
は
R
L
B
の
う
ち
国
会
議
員
と
な
っ

て
い
る
人
数
に
つ
い
て
、
全
六
四
人
の
う
ち
D
V
P
所
属
が
四
人
だ
っ
た
の
に
対

し
、
D
N
V
P
に
は
四
四
人
が
所
属
し
て
い
た（

11
（

。

　
（
３
）
ド
イ
ツ
・
ス
ペ
イ
ン
間
の
通
商
関
係

　

ス
ペ
イ
ン
は
農
業
従
事
者
が
非
常
に
多
く
、
そ
の
割
合
は
世
紀
転
換
期
で
約
六
五

％
、
一
九
二
〇
年
で
も
約
五
七
％
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
圧
倒
的
な
農
業
国
だ
っ
た（

11
（

。

ド
イ
ツ
が
ス
ペ
イ
ン
か
ら
輸
入
し
て
い
た
農
産
物
は
果
物
や
ワ
イ
ン
が
大
き
な
比
重

を
占
め
て
い
た
が
、
特
に
ワ
イ
ン
に
関
し
て
、
従
来
ス
ペ
イ
ン
に
と
っ
て
主
要
な
輸

出
先
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
が
大
戦
後
に
関
税
率
を
引
上
げ
た
た
め
に
、
代
わ
り
の
市
場

と
し
て
ド
イ
ツ
が
注
目
さ
れ
、
表
1
が
示
す
よ
う
に
ド
イ
ツ
は
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の

ワ
イ
ン
輸
入
を
増
や
し
て
い
た（

11
（

。

　

ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
で
も
独
西
間
で
は
ワ
イ
ン
交
易
が
重
要
に
な
る
の
だ
が
、
大
戦
後
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の
ド
イ
ツ
の
ワ
イ
ン
用
ブ
ド
ウ
の
産
地
を
確
認
す
る
と
、
表
２
が
示
す
通
り
、
そ
の

大
半
が
プ
ロ
イ
セ
ン
西
部
の
ラ
イ
ン
川
流
域
・
ラ
イ
ン
左
岸
地
域
、
お
よ
び
ド
イ
ツ

の
南
部
に
集
中
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
中
央
党
と
結
び
つ
く
カ
ト
リ
ッ
ク

農
村
も
あ
る
も
の
の
、
D
N
V
P
や
R
L
B
が
拡
大
し
た
こ
と
で
影
響
力
を
及
ぼ

す
こ
と
が
で
き
た
地
域
で
も
あ
っ
た
。

　

帝
政
期
の
ド
イ
ツ
が
保
護
貿
易
に
転
じ
る
の
と
同
時
期
、
ス
ペ
イ
ン
も
関
税
保
護

を
強
め
て
い
っ
た
。
一
八
九
一
年
に
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
や
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
大
農
業

者
が
結
集
し
て
保
護
関
税
要
求
を
強
め
、
一
八
九
二
年
よ
り
極
度
の
保
護
関
税
が
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
八
九
八
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
西
戦
争
の
敗
北
で
海
外
植
民
地
を
喪
失
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
ス
ペ
イ
ン
は
そ
の
後
、
国
内
市
場
の
強
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ
と
舵
を
切
り
、
一
九
〇
六
年
に
は
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
護
を
強
め
た
関
税
が
成
立
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
護
を
強
め
る
ス
ペ
イ
ン
は
一
八
九
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
通
商
条
約
を
破
棄
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
新
保
護
関
税
率
の
も
と
で
締
結
し
な
お
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

方
針
を
と
っ
て
い
た
。
独
西
間
の
通
商
条
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
一
八
八
三
年
七
月
に
結
ば
れ
て
い
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
こ
の
方
針
に
よ
り
破
棄
さ
れ
た
が
、
ス
ペ

                                                  

イ
ン
の
関
税
率
は
ド
イ
ツ
の
輸
出
利
益
に
は

                                                  

受
け
入
れ
が
た
い
と
さ
れ
、
両
国
間
の
通
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

条
約
が
結
ば
れ
な
い
ま
ま
関
税
戦
争
状
態
に

                                                  

あ
っ
た
。
し
か
し
、
米
西
戦
争
の
結
果
に
乗                                                

                                               

じ
て
ス
ペ
イ
ン
に
反
乱
を
起
こ
し
統
治
が
困

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

難
に
な
っ
た
カ
ロ
リ
ン
諸
島
を
、
ス
ペ
イ
ン

両
国
の
関
係
は
好
転
し
た
。
一
八
九

国
待
遇
に
基
づ
く
暫
定
協
定
と
い
う

通
商
協
定
が
結
ば
れ
た
。と
こ
ろ
が
、

ス
ペ
イ
ン
で
一
九
〇
六
年
に
さ
ら
に

極
度
の
保
護
関
税
が
成
立
す
る
と
、

ド
イ
ツ
側
の
猛
反
発
を
招
い
た
。
ド

イ
ツ
は
交
渉
の
末
、
一
九
〇
六
年
関

税
の
適
用
前
に
一
八
九
九
年
の
協
定

を
六
ヶ
月
延
長
す
る
こ
と
を
ス
ペ
イ

ン
に
承
認
さ
せ
、
翌
年
に
も
さ
ら
に

延
長
を
認
め
さ
せ
る
暫
定
協
定
を
結

ん
だ
。
そ
の
延
長
に
つ
い
て
は
期
限

の
合
意
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
第
一
次

世
界
大
戦
を
迎
え
、
交
渉
が
で
き
ず

に
同
協
定
が
一
九
二
一
年
ま
で
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

11
（

。

　

大
戦
後
、
ス
ペ
イ
ン
は
自
国
産
業

の
保
護
を
名
目
に
通
商
条
約
の
破
棄

を
再
開
し
た
。
独
西
間
の
通
商
協

定
は
一
九
二
二
年
末
に
破
棄
さ
れ
、

一
九
二
三
年
一
月
に
は
暫
定
通
商
協

定
が
結
ば
れ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
は
こ

の
間
に
新
た
な
保
護
関
税
を
成
立
さ

せ
て
お
り
、
五
月
に
は
ハ
イ
パ
ー
イ

ン
フ
レ
の
昂
進
に
よ
っ
て
価
値
が
暴

　 1900 年 1910 年 1913 年 1923 年 1924 年 1925 年 1926 年 1927 年

総輸入量 753,000 1,184,410 1,320,060 290,740 747,890 1,325,710 695,460 1,359,860

うちフランス 328,920 454,530 413,807 14,063 143,455 232,142 165,307 297,028

うちスペイン 133,980 274,550 506,918 55,667 200,725 713,717 374,928 653,537

うちイタリア 87,960 134,300 50,010 15,429 46,118 142,820 66,361 130,504

表 1：ドイツのワイン輸入量（単位：ドッペルツェントナー dz=100kg）(25)

　 1922 年 1923 年 1924 年 1925 年 1926 年 1927 年
プロイセン 682,280 110,760 536,188 427,280 182,657 311,946

内訳

ラインガウ・ライン地域 117,466 16,447 59,412 107,101 25,296 44,660
モーゼル・ザール・

ルーヴァー 469,415 70,092 378,603 222,135 131,913 224,122

ナーエ地域 68,534 20,349 88,698 78,459 21,055 36,660

バイエルン 1,001,296 223,279 534,768 352,368 332,848 611,755

ヴュルテンベルク 400,678 134,902 65,596 168,420 42,869 89,273

バーデン 806,596 173,507 258,559 285,241 293,556 179,959

ヘッセン 515,338 148,592 406,442 354,254 135,830 232,352

ドイツ国 全体 3,406,188 791,040 1,803,954 1,590,941 989,343 1,427,619

表 2：ドイツ国内のワイン用ブドウ収穫量（単位：ヘクトリットル）(26)

が
ド
イ
ツ
へ
売
却
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、

二
年
関
税
が
障
害
と
な
っ
た
た
め
に
互
恵
最
恵

形
に
は
な
っ
た
が
、
一
八
九
九
年
に
独
西
間
の
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落
し
た
マ
ル
ク
に
対
す
る
外
貨
関
税
を
課
す
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。
同
年
九
月
に
は

ミ
ゲ
ル
・
プ
リ
モ
・
デ
・
リ
ベ
ラ
の
軍
事
独
裁
体
制
が
成
立
し
、
国
家
介
入
主
義
に

基
づ
く
保
護
主
義
的
な
経
済
政
策
が
実
践
さ
れ
、
保
護
は
一
層
強
ま
っ
て
い
っ
た（

11
（

。

　
　
　
　

３　

独
西
通
商
条
約
交
渉

　
（
１
）
交
渉
の
本
格
化

　

一
九
二
三
年
の
暫
定
協
定
は
翌
年
の
六
月
三
十
日
が
期
限
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、

ド
イ
ツ
は
正
式
な
通
商
条
約
の
締
結
に
向
け
て
ス
ペ
イ
ン
と
の
交
渉
に
臨
ん
だ（

11
（

。
し

か
し
そ
の
交
渉
は
、
駐
マ
ド
リ
ー
ド
大
使
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ラ
ン
グ
ヴ
ェ
ア
ト
が
、

通
商
条
約
交
渉
の
予
測
は
「
果
て
し
な
く
困
難
」
と
外
務
省
へ
書
き
送
る
ほ
ど
見
通

し
が
立
た
な
か
っ
た
。
ま
た
彼
は
、
一
九
二
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
・
ス
ペ
イ
ン
間
の
通

商
条
約
が
結
ば
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
と
り
わ
け
最
恵
国
待
遇
が
問
題
と
な
る
と
も

記
し
て
い
る
。
通
商
条
約
の
締
結
に
は
ス
ペ
イ
ン
一
国
の
み
が
問
題
と
は
な
ら
ず
、

他
国
と
の
通
商
関
係
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
ラ
ン
グ
ヴ
ェ
ア
ト
は
フ
ラ
ン
ス
と

イ
ギ
リ
ス
か
ら
抵
抗
に
遭
う
こ
と
を
懸
念
し
た（

11
（

。

　

外
務
省
が
主
導
し
て
い
た
通
商
条
約
交
渉
は
、
ま
ず
ド
イ
ツ
国
内
で
、
農
業
利
益

に
立
つ
食
糧
農
業
省
の
抵
抗
に
あ
っ
た
。
一
九
二
三
年
八
月
四
日
の
閣
僚
協
議
で
食

糧
農
業
省
次
官
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ツ
ィ
は
、
外
務
省
の
見
解
は
ド
イ
ツ
の
ワ
イ
ン

業
農
家
の
生
活
利
益
と
一
致
し
な
い
と
批
判
し
た
。
こ
の
よ
う
な
対
立
は
閣
内
に
と

ど
ま
ら
ず
、
九
月
五
日
に
は
ブ
レ
ー
メ
ン
の
州
政
府
委
員
会
が
首
相
の
シ
ュ
ト
レ
ー

ゼ
マ
ン
（
D
V
P
）
に
宛
て
て
、
当
時
の
食
糧
農
業
相
ル
タ
ー
（
無
所
属
）
の
せ
い

で
輸
出
利
益
、
ひ
い
て
は
経
済
生
活
全
体
に
大
き
な
意
義
の
あ
る
条
約
が
結
べ
な
く

な
る
と
抗
議
し
て
い
る（

1（
（

。
農
工
間
の
対
立
は
、
以
後
も
利
益
団
体
に
よ
る
国
会
の
外

で
の
抗
議
の
応
酬
と
い
う
様
相
を
見
せ
る
こ
と
と
な
る
。

　

プ
リ
モ
・
デ
・
リ
ベ
ラ
が
政
権
を
樹
立
し
た
頃
、
ド
イ
ツ
で
は
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ

レ
で
暴
落
し
た
通
貨
が
安
定
に
向
か
っ
て
お
り
、
対
ス
ペ
イ
ン
輸
出
の
妨
げ
と
な
る

外
貨
関
税
の
廃
止
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
。
外
務
省
は
一
九
二
四
年
二
月
七
日
、

工
業
製
品
の
ス
ペ
イ
ン
で
の
販
売
が
停
滞
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
ス
ペ
イ
ン
市

場
の
保
護
を
名
目
と
し
た
外
貨
関
税
を
廃
止
す
る
よ
う
マ
ド
リ
ー
ド
の
大
使
館
に
書

き
送
っ
た
。
ラ
ン
グ
ヴ
ェ
ア
ト
は
プ
リ
モ
・
デ
・
リ
ベ
ラ
と
交
渉
し
た
際
に
、
ス
ペ

イ
ン
工
業
界
の
反
対
か
ら
外
貨
関
税
を
含
め
た
条
約
交
渉
が
先
行
き
不
透
明
で
あ
る

と
の
印
象
を
記
し
て
い
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
は
同
年
七
月
に
対
独
ワ
イ
ン
輸
出
で
の
譲

歩
が
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
外
貨
関
税
の
廃
止
と
関
税
引
下
げ
を
す
る
用
意
が
あ
る
と

の
姿
勢
を
見
せ
た（

11
（

。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
ワ
イ
ン
業
農
家
に
は
そ
の
よ
う
な
譲
歩
は

認
め
が
た
い
も
の
だ
っ
た
。
六
月
二
十
一
日
の
R
L
B
に
よ
る
政
府
へ
の
要
求
で

は
、
戦
時
中
に
停
止
さ
れ
た
ま
ま
の
農
業
関
税
と
は
対
照
的
な
工
業
保
護
の
現
状
を

挙
げ
て
、
農
産
物
に
も
工
業
と
同
様
の
保
護
を
求
め
て
い
る（

11
（

。
以
降
は
対
ス
ペ
イ
ン

交
渉
の
争
点
と
し
て
、
ワ
イ
ン
が
一
層
重
要
と
な
っ
て
い
く
。

　

一
九
二
四
年
七
月
二
日
、
第
二
次
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
ル
ク
ス
内
閣
で
ス
ペ
イ
ン

と
の
通
商
条
約
が
議
論
さ
れ
、
条
約
は
必
須
で
大
き
な
利
益
が
あ
る
も
の
と
見
な
さ

れ
て
は
い
た
が
、
ワ
イ
ン
関
税
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
た
。
当
時
の
食
糧
農
業

相
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
カ
ー
ニ
ッ
ツ
（
無
所
属
、
元
D
N
V
P
）
は
ワ
イ
ン

関
税
に
よ
っ
て
ワ
イ
ン
業
農
家
の
状
況
が
悪
化
す
る
と
批
判
し
、
財
務
省
次
官
ハ
イ

ン
リ
ヒ
・
ツ
ァ
プ
フ
（
D
V
P
）
は
提
案
さ
れ
て
い
た
ワ
イ
ン
税
に
つ
い
て
反
対
の

声
を
上
げ
た
。
他
方
、
労
働
相
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
ス
（
中
央
党
）
は
ス
ペ
イ

ン
へ
の
工
業
品
輸
出
を
増
や
さ
ね
ば
賠
償
金
を
支
払
え
な
い
と
主
張
し
、
プ
ロ
イ
セ

ン
通
商
省
部
局
長
の
ロ
ベ
ル
ト
・
ゾ
マ
ー
（
D
V
P
）
も
条
約
締
結
を
支
持
し
た
。

た
だ
し
、
ゾ
マ
ー
は
一
方
で
農
業
負
債
問
題
に
お
け
る
ワ
イ
ン
業
農
家
へ
の
負
担
軽

減
を
認
め
る
べ
き
と
も
述
べ
て
い
る（

11
（

。
国
会
で
の
議
論
が
進
ま
な
い
な
か
、
条
約
の



9　ドイツ相対的安定期の対スペイン通商条約交渉における農業利益代表の政治的役割

な
い
期
間
を
埋
め
る
べ
く
七
月
二
十
五
日
に
マ
ド
リ
ー
ド
で
暫
定
通
商
協
定
が
結
ば

れ
た
。
七
月
三
十
日
に
は
ド
イ
ツ
で
も
外
務
省
が
暫
定
協
定
の
承
認
を
提
案
し
、
カ

ー
ニ
ッ
ツ
の
代
理
と
し
て
出
席
し
た
食
糧
農
業
省
部
局
長
エ
ー
リ
ヒ
・
ホ
フ
マ
ン
は

反
対
を
表
明
し
た
も
の
の
、
賛
成
多
数
で
閣
議
承
認
さ
れ
た（

11
（

。
翌
日
の
関
係
閣
僚
協

議
で
、
カ
ー
ニ
ッ
ツ
は
赤
ワ
イ
ン
関
税
が
現
行
の
一
ド
ッ
ペ
ル
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
あ
た

り
六
〇
マ
ル
ク
か
ら
二
〇
マ
ル
ク
へ
引
下
げ
ら
れ
る
の
は
耐
え
ら
れ
な
い
と
し
て
条

約
反
対
を
叫
ん
だ
が
、
協
議
で
は
七
月
三
十
日
の
決
議
の
変
更
は
で
き
な
い
と
結
論

づ
け
ら
れ
た
。
カ
ー
ニ
ッ
ツ
と
占
領
地
相
ア
ン
ト
ン
・
ヘ
ー
フ
レ
（
中
央
党
）
の
抵

抗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
八
月
十
九
日
の
閣
議
で
暫
定
協
定
の
変
更
不
可
が
再
び
確
認

さ
れ
、八
月
二
十
五
日
に
は
賛
成
多
数
で
通
商
協
定
に
関
す
る
法
案
が
承
認
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
法
案
は
会
期
中
の
可
決
に
は
至
ら
ず
に
国
会
は
解
散
し
た（

11
（

。

　

一
九
二
四
年
七
月
の
暫
定
協
定
締
結
を
機
に
、
ド
イ
ツ
の
ワ
イ
ン
業
農
家
の
反
対

が
激
し
く
な
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
州
の
ワ
イ
ン
業
団
体
の
代
表
者
に
加
え
、
カ
ト
リ

ッ
ク
系
の
ド
イ
ツ
農
民
協
会
（Vereinigung der deutschen B

auernverein

）
の
ア

ン
ド
レ
ア
ス
・
ヘ
ル
メ
ス
（
中
央
党
）
が
内
閣
府
に
現
れ
、
協
定
に
よ
っ
て
九
〇
％

の
ワ
イ
ン
用
ブ
ド
ウ
栽
培
地
所
有
者
や
五
〇
万
の
世
帯
が
破
滅
す
る
と
抗
議
し
た
。

八
月
半
ば
に
は
ロ
ン
ド
ン
に
い
た
首
相
マ
ル
ク
ス
の
も
と
へ
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
や
ト
リ

ー
ア
、
モ
ー
ゼ
ル
・
ザ
ー
ル
・
ル
ー
ヴ
ァ
ー
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
各
地
の
ワ
イ
ン
産
地

の
代
表
が
抗
議
の
電
報
を
送
っ
た
。
十
月
に
は
バ
イ
エ
ル
ン
州
政
府
ま
で
も
が
ワ
イ

ン
関
税
へ
の
反
対
意
見
を
マ
ル
ク
ス
に
伝
え
て
い
る（

11
（

。

　

暫
定
協
定
の
破
棄
要
求
は
、
並
行
し
て
進
め
ら
れ
て
い
た
独
仏
交
渉
に
よ
っ
て
喫

緊
の
課
題
と
な
っ
た
。
互
恵
最
恵
国
待
遇
を
盛
り
込
ん
だ
形
で
独
仏
通
商
条
約
が
結

ば
れ
れ
ば
、
ス
ペ
イ
ン
の
低
い
関
税
率
が
フ
ラ
ン
ス
に
も
適
用
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
ワ

イ
ン
産
業
は
大
打
撃
を
受
け
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た（

11
（

。
十
月
二
十
九
日
に
こ
の
問
題

が
閣
議
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
カ
ー
ニ
ッ
ツ
の
即
時
破
棄
要
求
は
外
務
省
や
経
済
省
の

反
対
で
否
決
さ
れ
た
が
、
対
仏
交
渉
の
経
緯
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
決
定
さ
れ
た
。

し
か
し
対
仏
交
渉
は
進
展
せ
ず
、
首
相
マ
ル
ク
ス
は
自
党
（
中
央
党
）
の
票
田
で
あ

る
ワ
イ
ン
業
農
家
を
考
慮
し
て
、
一
九
二
四
年
十
二
月
選
挙
の
前
に
ワ
イ
ン
関
税
に

関
す
る
決
定
を
避
け
た
た
め
、
条
約
が
結
ば
れ
な
い
ま
ま
、
す
な
わ
ち
暫
定
協
定
を

維
持
し
た
ま
ま
政
権
は
次
の
第
一
次
ル
タ
ー
内
閣
へ
と
移
っ
た（

11
（

。

　
（
２
）
ド
イ
ツ
国
家
国
民
党
の
入
閣

　

一
九
二
四
年
十
二
月
選
挙
の
後
の
組
閣
に
あ
た
り
、
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
の
解
決

に
功
の
あ
る
財
政
専
門
家
の
ル
タ
ー
（
無
所
属
）
が
各
党
と
の
折
衝
を
行
い
、
議

員
団
と
の
密
接
な
提
携
な
し
に
信
任
者
を
専
門
閣
僚
に
任
命
す
る
専
門
家
内
閣
が

成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
一
九
二
五
年
一
月
十
五
日
に
発
足
し
た
第

一
次
ル
タ
ー
内
閣
の
閣
僚
に
は
D
N
V
P
か
ら
も
選
ば
れ
た
。
内
相
に
マ
ル
テ
ィ

ン
・
シ
ー
レ
、
財
相
に
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
リ
ー
ベ
ン
、
経
済
相
に
ア
ル
ベ

ル
ト
・
ノ
イ
ハ
ウ
ス
、
副
首
相
に
オ
ス
カ
ー
・
ヘ
ル
ク
ト
が
就
き
、
議
会
に
お
け

る
D
N
V
P
の
立
場
は
決
し
て
弱
く
な
い
も
の
だ
っ
た（

11
（

。
国
会
が
開
か
れ
再
び
議

論
の
場
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
条
約
締
結
を
要
求
す
る
工
業
界
と
そ
れ
に
反
対
す

る
農
業
界
、
特
に
ワ
イ
ン
業
農
家
と
の
対
立
は
激
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
農
業

利
益
に
立
つ
D
N
V
P
や
中
央
党
だ
け
で
な
く
、
工
業
界
と
関
係
が
深
い
D
V
P

や
ド
イ
ツ
民
主
党
（
以
下
D
D
P
）
か
ら
も
条
約
の
反
対
意
見
が
あ
り
、
逆
に

D
N
V
P
内
に
も
い
た
工
業
派
は
条
約
に
賛
成
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
事
態
は
複

雑
で
あ
っ
た（

1（
（

。
そ
の
た
め
、
国
会
の
本
会
議
で
の
議
論
は
避
け
ら
れ
、
委
員
会
で
の

調
整
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
月
二
十
一
日
の
閣
議
で
は
、
ノ
イ
ハ
ウ
ス
が

対
ス
ペ
イ
ン
通
商
条
約
の
批
准
に
関
す
る
法
案
を
委
員
会
に
委
ね
る
こ
と
を
提
案

し
、
直
ち
に
特
別
委
員
会
が
新
設
さ
れ
た（

11
（

。

　

外
交
を
主
導
す
る
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
は
、
条
約
締
結
へ
の
賛
成
多
数
が
見
込
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め
な
い
こ
と
を
調
査
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。
彼
に
よ
る
二
月
九
日
の
閣
僚
協
議
で

の
報
告
に
よ
れ
ば
、「
中
央
党
の
約
半
数
、
D
V
P
か
ら
8
人
、
D
N
V
P
の
大

多
数
、
ワ
イ
ン
業
農
家
の
利
益
に
立
つ
バ
イ
エ
ル
ン
人
民
党
（
以
下
B
V
P
）
も

ま
た
同
様 

［
に
大
多
数
］ 

、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
以
下
S
P
D
）
や
一

部
の
D
D
P
が
条
約
に
反
対
を
投
じ
る
だ
ろ
う
」
と
あ
る（

11
（

。
農
業
問
題
に
お
い
て

D
N
V
P
が
強
硬
姿
勢
を
取
っ
た
と
は
い
え
、
D
N
V
P
ば
か
り
を
条
約
成
立
の

障
害
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
は
各

政
党
や
委
員
会
に
働
き
か
け
る
方
針
を
採
り
、
中
央
党
と
の
協
議
や
委
員
会
に
お
い

て
、
条
約
締
結
の
た
め
に
政
府
に
よ
る
ワ
イ
ン
業
農
家
へ
の
救
済
措
置
を
考
慮
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
二
月
十
五
日
の
閣
僚
協
議
で
こ
の
救
済
措
置
に
つ
い
て
議
論
さ
れ

る
も
、
引
続
き
食
糧
農
業
相
を
務
め
る
カ
ー
ニ
ッ
ツ
は
そ
の
措
置
案
に
は
膨
大
な
額

が
必
要
と
否
定
的
で
、
シ
ー
レ
と
シ
ュ
リ
ー
ベ
ン
も
同
調
し
た
。
た
だ
し
ノ
イ
ハ
ウ

ス
は
、通
商
条
約
に
つ
い
て
の
議
論
は
後
回
し
に
す
べ
き
と
の
シ
ー
レ
の
意
見
に
は
、

関
税
戦
争
状
態
を
恐
れ
て
反
対
し
て
い
る（

11
（

。

　

シ
ー
レ
が
優
先
す
べ
き
と
し
た
議
論
の
一
つ
に
は
、
関
税
法
改
正
が
挙
げ
ら
れ
て

い
た
。
関
税
自
主
権
の
回
復
に
際
し
て
、
自
前
の
関
税
表
を
作
成
す
る
こ
と
が
議
論

さ
れ
た
が
、
農
業
界
は
保
護
関
税
の
実
現
を
期
待
し
て
政
府
に
働
き
か
け
た
。
そ
こ

で
目
指
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
二
年
の
ビ
ュ
ー
ロ
関
税
の
復
活
で
あ
り
、
一
九
二
五
年

二
月
二
十
一
日
の
閣
僚
協
議
で
は
カ
ー
ニ
ッ
ツ
や
シ
ー
レ
が
農
業
保
護
関
税
を
主
張

し
て
、
農
業
関
税
を
経
済
計
画
の
一
部
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
全
会
一
致
で
認
め
さ

せ
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
三
月
三
日
の
閣
議
で
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
石
炭
、
木
材
、
ワ

イ
ン
の
関
税
が
他
の
品
目
に
先
立
っ
て
議
論
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

　

ワ
イ
ン
へ
の
言
及
は
、
一
九
二
五
年
に
R
L
B
の
カ
ル
ク
ロ
イ
ト
と
ヘ
ッ
プ
が

連
名
で
首
相
ル
タ
ー
に
書
き
送
っ
た
内
容
に
も
表
れ
て
い
た
。
以
下
、
そ
の
引
用
で

あ
る
。

ド
イ
ツ
経
済
政
策
の
目
的
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
だ
。
一
、
ド
イ
ツ

の
食
品
の
自
由
を
勝
ち
取
る
た
め
、
す
な
わ
ち
外
国
の
輸
入
が
な
く
て
も
国

民
が
生
き
ら
れ
る
可
能
性
を
創
出
す
る
た
め
の
、
農
産
物
の
増
産
を
す
る
こ

と
。
二
、
多
様
な
困
難
が
あ
ろ
う
と
も
、
平
和
を
脅
か
す
こ
と
の
な
い
範
囲

で
で
き
る
だ
け
、
輸
出
を
増
や
す
こ
と
。
三
、
奢
侈
品
を
抑
制
す
る
こ
と
。

貧
し
い
国
民
が
彼
ら
の
物
質
的
状
況
に
反
す
る
ほ
ど
に
奢
侈
品
の
消
費
を
顧

慮
す
る
こ
と
は
、
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
前
と
比
べ
て
ト
ロ
ピ

カ
ル
フ
ル
ー
ツ
や
外
国
産
ワ
イ
ン
、
絹
織
物
、
そ
の
他
必
需
品
で
は
な
い
品
々

の
消
費
が
増
え
た
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
貧
困
を
加
速
さ
せ
た
。［
…
］
輸
入
は

必
要
な
原
料
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
R
L
B
は
国
産
で
は
な
く
輸
入
ワ
イ
ン
に
対
し
て
攻
撃
し
て
お
り
、

そ
れ
は
ド
イ
ツ
国
民
の
貧
困
や
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま

り
、
R
L
B
に
と
っ
て
は
外
国
か
ら
の
ワ
イ
ン
輸
入
は
実
利
面
だ
け
で
な
く
思
想

面
で
も
望
ま
し
く
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
穀
作
を
主
と
す
る
エ
ル
ベ
以
東
の
勢

力
が
有
力
な
団
体
と
さ
れ
る
R
L
B
が
、
西
南
部
を
中
心
と
す
る
ワ
イ
ン
利
益
に

関
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
理
由
も
あ
っ
た
こ
と
は
強
調
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

　

ま
た
一
九
二
五
年
二
月
二
十
一
日
の
閣
僚
協
議
で
は
、
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
あ
る
問

題
が
提
起
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
交
渉
で
は
外
務
省
が
経
済
問
題
を
扱
っ
て
お

り
、
政
府
中
央
に
お
け
る
経
済
問
題
の
統
合
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
中
央
の
指
導

が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
も
現
在
の
組
織
で
は
要
求
の
す
べ
て

を
考
慮
で
き
な
い
と
述
べ
、
二
十
三
日
に
は
専
門
委
員
の
設
置
が
必
要
と
の
合
意
が

な
さ
れ
た（

11
（

。
三
月
九
日
の
閣
議
で
の
承
認
を
経
て
、
外
務
省
設
置
の
通
商
政
策
委
員

会
が
三
月
二
十
五
日
に
発
足
し
、
通
商
政
策
に
関
連
す
る
閣
僚
は
外
相
を
除
い
て
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D
N
V
P
系
の
閣
僚
で
占
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
D
N
V
P
お
よ
び
農
業
界
の
要

求
が
無
視
で
き
な
い
組
織
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
農
業
分
野
を
犠
牲
に
し

た
条
約
交
渉
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
歯
止
め
を
か
け
、
か
つ
外
務
省
の
権
限
を
各
部

局
に
分
散
す
る
こ
と
が
で
き
、
D
N
V
P
閣
僚
に
と
っ
て
は
重
要
な
こ
と
が
実
現

さ
れ
た（

11
（

。

　

一
方
で
、
R
L
B
は
こ
の
委
員
会
の
成
立
過
程
を
警
戒
の
目
で
見
て
い
た
。
政

府
が
自
由
貿
易
路
線
を
と
る
こ
と
を
な
お
も
警
戒
す
る
R
L
B
は
、
一
九
二
五
年

三
月
十
九
日
に
ル
タ
ー
ら
政
府
代
表
と
の
間
で
通
商
政
策
委
員
会
に
関
す
る
会
談
を

行
っ
た
。
R
L
B
会
長
の
ヘ
ッ
プ
は
農
業
を
重
視
し
な
い
外
務
省
の
方
針
を
批
判

し
、外
務
省
で
は
な
く
内
閣
府
に
通
商
政
策
の
中
心
が
置
か
れ
る
べ
き
と
主
張
し
た
。

ま
た
、幹
部
の
カ
ル
ク
ロ
イ
ト
は
貿
易
収
支
の
赤
字
を
理
由
に
余
分
な
輸
入
の
阻
止
、

お
よ
び
保
護
主
義
的
な
農
産
物
輸
入
制
限
を
提
言
し
た
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
も
ル
タ

ー
は
強
硬
姿
勢
で
も
っ
て
反
論
し
、
最
終
的
に
は
ル
タ
ー
の
説
得
に
R
L
B
が
屈

す
る
形
に
終
わ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
通
商
政
策
委
員
会
は
審
議
の
内
容
を
一
般
に
知

ら
せ
な
い
秘
密
主
義
の
下
で
運
営
さ
れ
、
特
に
経
済
的
利
益
団
体
に
は
隠
さ
れ
た
た

め
、
経
済
界
の
介
入
は
少
な
く
な
っ
た
。
北
村
は
、
こ
の
委
員
会
に
よ
っ
て
官
僚
た

ち
の
間
で
利
害
対
立
が
調
整
さ
れ
た
こ
と
で
、
第
一
次
ル
タ
ー
内
閣
に
お
け
る
通
商

条
約
政
策
に
お
け
る
政
策
決
定
能
力
が
高
め
ら
れ
た
と
評
価
す
る
が
、
同
時
に
農
業

界
の
圧
力
を
受
け
た
政
府
の
次
元
で
は
依
然
と
し
て
合
意
形
成
は
困
難
だ
っ
た
こ
と

も
認
め
て
い
る（

11
（

。

　

一
九
二
五
年
三
月
二
十
一
日
の
国
会
委
員
会
で
は
、
カ
ー
ニ
ッ
ツ
が
締
結
後
に
農

業
支
援
を
約
束
す
る
こ
と
で
条
約
賛
成
の
姿
勢
を
示
す
も
、
四
月
一
日
の
国
会
委

員
会
で
締
結
に
対
し
て
反
対
多
数
と
な
っ
て
お
り
、
授
権
法
に
よ
る
法
案
通
過
が

選
択
肢
と
し
て
浮
上
す
る
ほ
ど
議
論
は
難
航
し
て
い
た（

11
（

。
と
こ
ろ
が
、
四
月
末
に

D
N
V
P
の
態
度
は
一
変
す
る
。
四
月
二
十
八
日
の
閣
議
で
は
、
D
N
V
P
は
農

業
関
税
で
譲
歩
し
、
同
時
に
進
め
ら
れ
て
い
た
独
仏
通
商
条
約
交
渉
で
ワ
イ
ン
関
税

の
最
恵
国
待
遇
を
要
求
し
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
五
月
後
半
に
は
よ
り
譲
歩
の
姿
勢

を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
、
五
月
二
十
日
の
党
首
脳
間
協
議
で
D
N
V
P
の
ヴ
ェ
ス

タ
ル
プ
は
、
帝
政
期
か
ら
の
通
例
と
も
言
え
る
よ
う
な
条
約
締
結
後
の
破
棄
と
い
う

方
針
が
採
ら
れ
、
与
党
の
農
業
派
が
み
な
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
D
N
V
P
の
賛

成
は
お
そ
ら
く
可
能
と
述
べ
た（

1（
（

。

　

ま
た
、
先
行
研
究
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
事
例
と
し
て
、
五
月
二
十
二
日
に
ノ

イ
ハ
ウ
ス
が
内
閣
府
へ
以
下
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

党
の
指
導
者
た
ち
、［
…
］
と
り
わ
け
ヴ
ェ
ス
タ
ル
プ
に
と
っ
て
は
っ
き
り
と

分
か
る
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
と
の
通
商
条
約
が
失
敗
し
、
特
に
D
N
V
P
が
汚

名
を
被
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
少
な
く
と
も
連
立
が
か
な
り
危
ぶ
ま
れ
る
こ
と
、

我
々
が
ス
ペ
イ
ン
と
の
関
税
戦
争
に
至
り
、
ス
ペ
イ
ン
が
協
商
国
陣
営
に
向

か
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。［
…
］
今
す
で
に
立
ち
入
っ
て
い
る
批
准
の
延
期
は
、

ま
さ
し
く
望
ま
し
く
な
い
不
都
合
な
事
態
を
も
た
ら
す
に
違
い
な
い
、
な
ぜ

な
ら
ば
ス
ペ
イ
ン
の
独
裁
の
廃
止
が
差
し
迫
っ
て
お
り
、
ス
ペ
イ
ン
議
会
で

批
准
書
の
交
換
前
に
事
細
か
な
検
討
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
か

ら
だ（

11
（

。

　

ノ
イ
ハ
ウ
ス
は
ス
ペ
イ
ン
情
勢
に
緊
急
の
事
態
を
見
て
い
た
が
、
そ
れ
は
モ
ロ
ッ

コ
政
策
に
関
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
世
界
大
戦
勃
発
以
前
よ
り
、
ス
ペ
イ
ン
は
モ

ロ
ッ
コ
侵
攻
に
際
し
て
現
地
の
リ
ー
フ
人
に
よ
る
抵
抗
に
遭
っ
て
い
た
（
リ
ー
フ
戦

争
）
が
、
ス
ペ
イ
ン
は
一
九
二
一
年
に
「
ア
ン
ワ
ー
ル
の
破
局
」
と
呼
ば
れ
る
軍
事

的
敗
北
を
喫
し
、
そ
れ
に
よ
る
混
乱
に
対
処
で
き
ず
プ
リ
モ
・
デ
・
リ
ベ
ラ
の
ク
ー

デ
タ
ー
を
招
い
て
い
た
。
そ
し
て
一
九
二
五
年
五
月
時
点
、
ス
ペ
イ
ン
軍
は
単
独
で
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の
軍
事
行
動
を
起
こ
せ
ず
、リ
ー
フ
人
と
の
交
渉
も
行
き
詰
ま
っ
た
状
況
に
あ
っ
た
。

た
だ
し
後
知
恵
に
は
な
る
が
、
五
月
末
か
ら
六
月
に
か
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
と
の
会
談

で
軍
事
協
力
が
約
束
さ
れ
、
戦
争
を
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ラ
ン
ス
側
の
勝
利
で
終
え
て
い

る（
11
（

。
プ
リ
モ
・
デ
・
リ
ベ
ラ
政
権
は
結
局
一
九
三
〇
年
ま
で
続
い
た
の
だ
が
、
ノ
イ

ハ
ウ
ス
が
書
き
送
っ
た
時
点
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
政
局
が
混
乱
す
る
前
に
一
旦
締
結

し
て
し
ま
お
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ノ
イ
ハ
ウ
ス
は
条
約
に
反
対

し
て
い
た
D
N
V
P
、
中
央
党
、
B
V
P
が
賛
成
に
回
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る

と
も
記
し
、
翌
二
十
三
日
の
閣
僚
協
議
で
は
反
対
派
の
S
P
D
を
除
い
て
条
約
交

渉
を
急
ぐ
こ
と
が
確
認
さ
れ
た（

11
（

。
緊
急
の
状
況
に
あ
っ
て
工
業
界
は
農
業
支
援
に
向

け
て
歩
み
寄
る
姿
勢
を
見
せ
、
条
約
は
の
ち
に
破
棄
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
ワ
イ
ン
業
農
家
も
抵
抗
を
弱
め
た
。
機
関
紙
上
で
ス
ペ
イ
ン
と

の
条
約
に
猛
反
対
し
て
い
た
R
L
B
も
、
沈
黙
し
て
事
態
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。

五
月
二
十
六
日
の
関
係
閣
僚
協
議
で
は
B
V
P
以
外
の
各
政
党
が
賛
成
多
数
を
示

し
、
翌
二
十
七
日
に
は
独
西
通
商
条
約
が
内
閣
で
承
認
さ
れ
た（

11
（

。

　

ス
ペ
イ
ン
と
の
条
約
に
お
い
て
D
N
V
P
が
譲
歩
を
示
し
た
背
景
に
は
、
農
業

救
済
措
置
や
関
税
表
法
改
正
、
税
制
改
革
な
ど
、
農
業
界
を
含
む
支
持
層
の
利
益

の
実
現
と
引
換
え
と
い
う
戦
略
的
理
由
も
あ
っ
た
。
オ
ー
ネ
ツ
ァ
イ
ト
は
こ
れ
を

D
N
V
P
の
「
連
立
理
性
（K

oalitionsräson

）」
と
表
現
し
て
お
り
、
D
N
V
P

が
交
渉
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
た
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
振
舞
え
た
こ
と
を
強
調
し

て
い
る（

11
（

。
さ
ら
に
、
党
の
重
鎮
ヴ
ェ
ス
タ
ル
プ
が
連
立
を
危
険
に
さ
ら
さ
な
い
よ
う

に
し
て
お
り
、
ノ
イ
ハ
ウ
ス
が
ス
ペ
イ
ン
情
勢
を
挙
げ
て
譲
歩
を
訴
え
て
い
た
こ
と

か
ら
も
、
体
制
内
化
さ
れ
た
と
言
え
る
D
N
V
P
の
姿
が
伺
え
よ
う
。

　
（
３
）
利
益
団
体
と
の
調
整

　

一
九
二
五
年
十
月
に
は
D
N
V
P
が
連
立
を
抜
け
る
た
め
、
同
党
に
着
目
し
た

研
究
で
は
独
西
通
商
条
約
交
渉
の
叙
述
は
前
節
ま
で
の
時
点
で
終
わ
っ
て
し
ま
う

が
、
条
約
締
結
は
再
交
渉
を
前
提
と
す
る
も
の
で
、
最
終
的
な
決
着
を
見
て
い
な
い
。

以
下
で
は
交
渉
に
関
わ
り
続
け
た
利
益
団
体
を
中
心
に
分
析
し
、
条
約
交
渉
全
体
か

ら
見
え
る
意
義
を
論
じ
る
手
が
か
り
を
提
示
し
た
い
。

　

政
府
は
一
九
二
五
年
五
月
二
十
七
日
の
独
西
通
商
条
約（
以
下
、旧
条
約
）承
認
後
、

そ
の
破
棄
を
前
提
と
し
て
新
た
に
結
び
直
す
通
商
条
約
で
よ
り
有
利
な
条
件
を
実
現

す
べ
く
交
渉
に
臨
ん
だ
。し
か
し
六
月
二
十
一
日
よ
り
始
ま
っ
た
新
条
約
交
渉
で
は
、

ス
ペ
イ
ン
は
ド
イ
ツ
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
譲
歩
を
示
さ
な
か
っ
た
。
マ
ド
リ
ー
ド
の

ド
イ
ツ
通
商
代
表
団
の
警
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妥
協
が
な
さ
れ
ず
七
月
十
六
日
に

は
旧
条
約
の
破
棄
が
正
式
に
決
め
ら
れ
た
。
破
棄
は
三
ヶ
月
の
期
間
を
置
い
て
十
月

十
六
日
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
間
に
新
条
約
の
交
渉
は
進
め
ら
れ
た
が
、
八

月
に
は
ス
ペ
イ
ン
工
業
界
が
対
独
輸
入
は
自
ら
の
利
益
に
な
ら
な
い
と
し
て
強
く
抵

抗
し
、
交
渉
が
打
切
り
と
な
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
が
交
渉
再
開
の
姿
勢
を
見
せ
た
の
は

十
月
で
あ
り
、
十
月
十
二
日
に
代
表
団
が
マ
ド
リ
ー
ド
へ
向
か
う
が
、
数
日
で
交
渉

が
ま
と
ま
る
は
ず
も
な
く
期
日
を
迎
え
、
条
約
も
暫
定
協
定
も
な
い
状
態
と
な
っ
て

し
ま
っ
た（

11
（

。

　

独
西
関
係
は
さ
ら
に
悪
化
す
る
。
十
月
三
十
一
日
に
は
、
旧
条
約
よ
り
も
高
い
ワ

イ
ン
関
税
を
定
め
た
イ
タ
リ
ア
と
の
通
商
条
約
が
結
ば
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
は
発
効
日

の
十
二
月
十
五
日
ま
で
は
暫
定
協
定
と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
に
は
認
め
ず
に
い
る
旧
条

約
と
同
じ
関
税
率
を
イ
タ
リ
ア
に
認
め
た
。
ス
ペ
イ
ン
は
こ
れ
を
自
国
に
対
す
る
関

税
差
別
と
捉
え
、
十
一
月
五
日
よ
り
ド
イ
ツ
品
に
対
す
る
八
〇
％
の
関
税
率
引
上
げ

と
い
う
措
置
を
取
り
、
両
国
は
関
税
戦
争
状
態
に
入
っ
た
。
し
か
し
ス
ペ
イ
ン
農
業

界
が
こ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
強
硬
姿
勢
は
長
続
き
せ
ず
、
十
一
月
十
八
日

に
は
六
ヶ
月
を
期
限
と
す
る
暫
定
通
商
協
定
が
結
ば
れ
た（

11
（

。

　

こ
の
間
の
十
月
二
十
五
日
、
国
際
連
盟
加
入
や
ロ
カ
ル
ノ
条
約
締
結
な
ど
、
共
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和
制
を
承
認
す
る
政
策
に
反
対
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
の
声
に
押
さ
れ
、

D
N
V
P
は
連
立
か
ら
抜
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
政
府
は
少
数
派
内

閣
と
な
り
、
連
立
拡
大
に
つ
い
て
の
交
渉
も
成
功
せ
ず
、
一
九
二
六
年
一
月
に
発
足

す
る
第
二
次
ル
タ
ー
内
閣
で
は
第
一
次
内
閣
か
ら
D
N
V
P
を
抜
い
た
形
の
ま
ま

と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
D
N
V
P
系
閣
僚
の
後
任
は
経
済
相
ユ
リ
ウ
ス
・
ク
ル
テ

ィ
ウ
ス
（
D
V
P
）、
財
相
ペ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
（
D
D
P
）
と
自
由
主
義

政
党
か
ら
任
命
さ
れ
、
食
糧
農
業
相
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
ス
リ
ン
デ
（
中
央
党
）
に

代
わ
っ
た
も
の
の
経
済
面
で
の
重
要
ポ
ス
ト
が
工
業
利
益
に
近
く
な
っ
た
。
与
党
内

で
は
工
業
品
輸
出
の
た
め
に
ス
ペ
イ
ン
の
ワ
イ
ン
関
税
要
求
を
受
け
入
れ
る
用
意
を

し
た
外
務
相
（
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
）・
経
済
相
・
財
務
相
と
、
中
央
党
か
ら
任
命

さ
れ
た
食
糧
農
業
相
・
占
領
地
相
（
マ
ル
ク
ス
）
と
の
対
立
構
図
と
な
り
、
野
党
に

な
っ
て
譲
歩
の
必
要
が
弱
ま
っ
た
D
N
V
P
が
中
央
党
に
味
方
し
た（

11
（

。

　

一
九
二
五
年
十
二
月
に
は
D
N
V
P
や
中
央
党
が
対
ス
ペ
イ
ン
交
渉
に
つ
い
て
、

独
伊
通
商
条
約
で
の
ワ
イ
ン
関
税
率
を
最
低
ラ
イ
ン
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ

れ
を
踏
ま
え
、
ワ
イ
ン
業
農
家
を
は
じ
め
と
す
る
農
業
界
は
、
独
伊
通
商
条
約
を
下

回
ら
な
い
よ
う
な
関
税
を
実
現
さ
せ
る
べ
く
首
相
ル
タ
ー
や
食
糧
農
業
相
な
ど
へ
の

訴
え
を
繰
り
返
し
た
。
抗
議
は
と
き
に
暴
力
的
な
も
の
に
発
展
し
、
そ
の
最
た
る
例

が
一
九
二
六
年
二
月
に
発
生
し
た
、
ラ
イ
ン
川
に
連
な
る
モ
ー
ゼ
ル
川
沿
い
の
町
ベ

ル
ン
カ
ス
テ
ル
で
の
暴
動
だ
っ
た
。
安
価
な
輸
入
ワ
イ
ン
の
流
通
や
、
ワ
イ
ン
税
負

担
に
よ
っ
て
困
窮
に
陥
っ
て
い
た
ワ
イ
ン
業
農
家
が
税
務
署
を
襲
撃
し
た
こ
の
暴
動

は
、
ワ
イ
ン
税
の
廃
止
を
訴
え
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
四
月
一
日
に
失
効
さ
せ

る
こ
と
に
成
功
し
た（

11
（

。独
伊
通
商
条
約
を
下
回
ら
な
い
ワ
イ
ン
関
税
と
い
う
要
求
は
、

ベ
ル
ン
カ
ス
テ
ル
の
暴
動
を
経
て
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
旧

条
約
、
独
伊
通
商
条
約
、
ス
ペ
イ
ン
の
要
求
、
お
よ
び
一
九
二
六
年
三
月
二
十
五
日

の
外
務
省
の
通
商
政
策
委
員
会
案
で
の
ワ
イ
ン
関
税
率
は
、
表
３
の
と
お
り
で
あ
っ

た
。
委
員
会
案
は
ま
だ
独
伊
通
商
条
約
を
下
回
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
ス
ペ
イ
ン
の

要
求
よ
り
は
概
ね
高
く
、
旧
条
約
よ
り
も
改
善
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
の
間
、
工
業
界
も
輸
出
利
益
の
た
め
に
ス
ペ
イ
ン
と
の
通
商
条
約
を
締
結
す
る

よ
う
、
首
相
へ
の
要
求
を
続
け
て
い
た
。
ワ
イ
ン
業
農
家
の
抵
抗
を
受
け
て
工
業
界

は
締
結
に
向
け
た
結
束
を
強
め
て
お
一
九
二
六
年
三
月
九
日
に
ス
ペ
イ
ン
が
ド
イ
ツ

の
化
学
工
業
へ
の
部
分
的
禁
輸
措
置
を
課
し
た
こ
と
や
、
前
年
十
一
月
に
結
ば
れ
た

暫
定
協
定
の
期
限
（
五
月
十
八
日
）
が
近
づ
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
輸
出
産
業
か
ら

の
即
時
締
結
へ
の
圧
力
は
強
ま
っ
て
い
っ
た（

11
（

。

　

ま
た
、
批
判
は
協
議
の
方
法
に
も
及
ん
で
お
り
、
D
D
P
の
フ
ー
ゴ
・
マ
イ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
は
対
ス
ペ
イ
ン
交
渉
に
つ
い
て
国
会
で
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
に
述
べ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

我
々
の
意
見
で
は
、
事
前
に
再
度
の
通
商
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

約
委
員
会
の
公
聴
会
を
せ
ず
に
［
旧
条
約
の
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

破
棄
が
な
さ
れ
る
の
は
許
さ
れ
な
い
。［
…
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
会
の
本
会
議
で
は
破
棄
に
つ
い
て
一
言
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

話
さ
れ
ず
、
政
府
か
ら
独
立
し
て
取
り
組
ま 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
て
い
た
が
、
私
の
意
見
で
は
、
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

取
決
め
は
国
会
の
本
会
議
で
の
み
な
さ
れ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
の
で
あ
り
、
委
員
会
協
議
と
い
う
暗
闇
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
い
て
で
は
な
い（

11
（

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

閣
僚
の
み
で
決
め
ら
れ
る
通
商
政
策
委
員
会
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
イ
ヤ
ー
は
「
暗
闇
」
と
例
え
て
批
判
し
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

っ
た
。

　 赤ワイン 白ワイン デザートワイン

旧条約 20 30 25

独伊通商条約 32 45 32

スペインの要求 25 40 26.5

委員会案 26.5 42.5 26.5

表３：対スペイン交渉に関するワイン関税率（単位：ライヒスマルク /dz）
(61)
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そ
の
後
の
一
九
二
六
年
三
月
三
十
日
、
首
相
ル
タ
ー
を
交
え
て
農
業
と
工
業
の

代
表
者
協
議
が
開
か
れ
た
。
そ
こ
に
は
農
業
代
表
と
し
て
R
L
B
の
ヘ
ッ
プ
や

D
N
V
P
党
員
で
も
あ
る
カ
ル
ク
ロ
イ
ト
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
農
民
協
会
会
長
な

ど
を
務
め
る
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ク
ロ
ー
ネ
＝
ミ
ュ
ン
ツ
ェ
ブ
ロ
ッ
ク
（
中
央
党
）、
ド

イ
ツ
農
業
会
議
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ラ
ン
デ
ス
が
参
加
し
て
お
り
、
協
議
の
結
果
、

政
府
へ
の
助
言
を
す
る
新
た
な
委
員
会
の
設
置
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
に
は

国
務
次
官
の
ほ
か
、
各
種
団
体
の
代
表
者
や
ワ
イ
ン
貿
易
の
専
門
家
が
参
加
し
、
利

益
団
体
に
よ
る
調
整
が
進
め
ら
れ
た（

11
（

。
第
一
次
ル
タ
ー
内
閣
下
で
外
務
省
の
通
商
政

策
委
員
会
が
利
益
団
体
の
影
響
を
排
す
る
形
で
発
足
し
た
の
と
は
対
照
的
に
、
こ
の

対
ス
ペ
イ
ン
交
渉
に
お
い
て
は
利
益
団
体
間
の
利
害
調
整
を
す
る
こ
と
で
、
政
策
実

行
能
力
を
高
め
る
意
図
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

ス
ペ
イ
ン
と
の
条
約
を
め
ぐ
り
、
一
九
二
六
年
四
月
に
は
非
常
に
多
く
の
団
体
が

首
相
ル
タ
ー
宛
に
電
報
で
要
求
を
突
き
付
け
た
。
農
業
で
の
争
点
は
や
は
り
ワ
イ
ン

で
あ
り
、
そ
の
利
益
を
連
立
与
党
で
代
表
し
て
い
た
の
は
中
央
党
で
あ
っ
た
が
、
職

能
的
だ
け
で
な
く
宗
教
的
に
も
団
結
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
農
村
の
利
益
以
外
は
、
不
利

な
条
件
に
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
農
村
の
利
益
代

表
で
あ
る
R
L
B
は
四
月
三
十
日
に
首
相
ル
タ
ー
に
宛
て
て
、
次
の
よ
う
な
抗
議

を
書
き
送
っ
て
い
る
。

R
L
B
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
原
理
的
問
題
、
農
業
全
体
に
と
っ
て
当
て
は

ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ひ
と
月
の
通
商
政
策
は
、
一
部
の
農
業
部
門
（
ワ

イ
ン
、
果
物
、
野
菜
、
馬
）
を
代
償
の
的
に
し
た
。
農
業
は
一
つ
の
全
体
を

成
す
の
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
農
業
者
が
別
の
農
業
者
の
利
益

を
さ
ら
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う（

11
（

。

　

遅
く
と
も
条
約
に
署
名
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
四
月
末
が
近
づ
く
と（

11
（

、
工
業
界
の

姿
勢
に
変
化
が
現
れ
た
。
一
九
二
六
年
四
月
六
日
に
ド
イ
ツ
工
業
全
国
連
盟
の
ア
ブ

ラ
ハ
ム
・
フ
ロ
ー
ヴ
ァ
イ
ン
は
農
業
界
の
条
約
拒
否
に
抵
抗
し
つ
つ
も
、
条
約
が
結

ば
れ
な
け
れ
ば
工
業
界
が
反
農
業
の
運
動
を
起
こ
す
恐
れ
が
あ
る
と
ル
タ
ー
に
書
き

送
っ
た
。
ま
た
彼
は
、
一
般
的
な
農
業
保
護
に
は
賛
成
だ
と
も
述
べ
て
い
た（

11
（

。
暫
定

協
定
の
期
日
が
迫
る
中
で
、
独
伊
通
商
条
約
の
関
税
率
を
下
回
ら
な
い
よ
う
に
す
る

と
し
た
決
定
に
基
づ
い
て
締
結
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。
輸
出
利
益
に
と
っ
て
は
望

ま
し
く
な
い
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
反
対
意
見
が
出
た
が
、
そ
れ
が
投
票
に
お
い

て
表
出
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
D
D
P
内
で
は
そ
の
よ
う
な
条
約
案

が
批
判
さ
れ
つ
つ
も
賛
成
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
り
、
同
党
の
マ
イ
ヤ
ー
は
好
ま
し
い

と
思
う
か
ら
で
は
な
く
関
税
戦
争
よ
り
は
良
い
か
ら
だ
と
し
て
条
約
案
に
賛
成
を
示

し
た（

11
（

。
さ
ら
に
D
V
P
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ハ
ム
ケ
ン
ス
は
五
月
十
八
日
の
国
会
で
、

条
約
交
渉
で
は
ど
の
側
に
も
犠
牲
が
あ
っ
た
と
し
つ
つ
も
、「
こ
れ
ま
で
の
通
商
条

約
交
渉
の
締
結
に
際
し
て
、
こ
の
犠
牲
は
農
業
の
一
方
に
ば
か
り
も
た
ら
さ
れ
て
き

た
と
い
う
考
え
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
た（

11
（

。
工
業
寄
り
の
政
党
か

ら
農
業
界
に
歩
み
寄
る
発
言
が
現
れ
、パ
ン
ツ
ァ
ー
は
こ
れ
を
工
業
代
表
に
よ
る「
自

責
（Selbstbezichtigungen

）」
と
表
現
し
て
い
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
な
工
業
界
の
妥
協

の
も
と
で
五
月
二
十
一
日
に
法
案
が
成
立
し
、
独
西
通
商
条
約
が
結
ば
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　
　
　
　

　
　
　
　

４　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
対
ス
ペ
イ
ン
通
商
条
約
交
渉
を
、
農
業
利
益
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し

た
。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、
反
共
和
国

と
い
う
理
念
の
み
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
D
N
V
P
像
で
あ
る
。
ワ
イ
ン
関
税
が
争
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点
と
な
っ
た
の
は
、
農
業
利
益
代
表
の
D
N
V
P
や
R
L
B
が
帝
政
期
か
ら
ヴ
ァ

イ
マ
ル
期
に
か
け
て
の
変
容
の
な
か
で
、
ワ
イ
ン
用
ブ
ド
ウ
の
生
産
地
に
影
響
力
を

拡
大
し
た
か
ら
で
あ
り
、
D
N
V
P
を
「
ユ
ン
カ
ー
政
党
」
な
ど
の
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
で
捉
え
て
は
見
落
と
さ
れ
る
側
面
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
条
約
交
渉
に
お
い

て
は
、
各
種
農
業
利
益
団
体
が
ワ
イ
ン
関
税
や
最
恵
国
待
遇
の
問
題
で
激
し
く
反
対

を
表
明
し
て
い
た
。
し
か
し
、
与
党
と
な
っ
た
D
N
V
P
は
必
ず
し
も
反
対
を
貫

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
連
立
の
崩
壊
を
避
け
る
べ
く
国
内
外
の
状
況
か
ら
判
断
し
て

妥
協
点
を
模
索
す
る
姿
勢
も
見
せ
て
い
た
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
研
究
で
は
、
ア
ク
タ
ー

の
妥
協
能
力
の
有
無
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る（

1（
（

。
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
相
対

的
安
定
期
に
は
D
N
V
P
は
政
治
的
実
践
に
お
い
て
妥
協
能
力
を
発
揮
し
て
お
り
、

フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
下
の
D
N
V
P
と
は
異
な
る
印
象
が
与
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
う
し
た
実
践
の
蓄
積
が
党
内
の
急
進
的
右
派
と
の
分
裂
を
招
い
た
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
そ
の
実
践
が
持
つ
限
界
に
つ
い
て
の
議
論
も
あ
わ
せ

て
必
要
と
な
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
政
策
決
定
に
お
け
る
利
益
団
体
の
関
わ
り
方
で
あ
る
。
ワ
イ
ン
関

税
交
渉
の
推
移
に
つ
い
て
、
一
九
二
五
年
に
は
混
乱
必
至
と
し
て
本
会
議
で
の
議
論

は
避
け
ら
れ
、
委
員
会
を
中
心
に
閣
僚
の
み
で
調
整
が
行
わ
れ
た
が
、
連
立
の
危
機

と
な
る
局
面
を
除
い
て
合
意
は
な
さ
れ
ず
、
再
交
渉
の
段
階
で
も
条
約
に
反
対
す
る

農
業
界
と
即
時
締
結
を
求
め
る
工
業
界
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
不
満
の
声
が
叫
ば
れ
た
。
そ

の
一
方
で
、一
九
二
六
年
の
締
結
に
お
い
て
は
暫
定
協
定
の
期
限
が
切
れ
る
直
前
に
、

政
府
は
利
益
団
体
間
の
調
整
を
行
う
委
員
会
の
設
置
を
決
定
し
、
農
工
間
の
妥
協
の

も
と
で
独
西
通
商
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
内
容
が
各
団
体
に
と
っ
て
真

に
満
足
の
い
く
も
の
か
は
さ
て
お
き
、
対
ス
ペ
イ
ン
交
渉
に
お
い
て
は
利
益
団
体
を

政
策
決
定
の
場
に
招
く
こ
と
で
利
益
の
調
整
や
対
立
の
調
停
が
進
み
、
政
府
は
政
治

的
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
メ
イ
ヤ
ー
の
古
典
的

研
究
に
お
け
る
「
団
体
主
義
的
安
定
（C

orporatist Stability

）」
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

そ
れ
は
飯
田
が
整
理
す
る
に
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
利
益
を
よ
り
優
先
的
に
反
映
し
た
、

し
か
も
議
会
で
の
決
定
で
は
な
く
組
織
化
さ
れ
た
利
益
団
体
間
の
取
引
や
連
携
が
実

質
的
な
重
要
性
を
も
つ
」
と
さ
れ
る
政
治
の
理
念
型
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
観
点
か
ら
利
益

団
体
間
の
妥
協
に
つ
い
て
可
能
性
と
限
界
の
考
察
を
実
証
的
に
深
め
る
こ
と
も
、
ヴ

ァ
イ
マ
ル
期
の
安
定
を
分
析
す
る
た
め
の
課
題
と
し
て
見
落
と
せ
な
い
。
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東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
自
発
性
」
論

　
　
　
　

―
―
自
由
意
志
と
動
員
の
は
ざ
ま
で
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

藤
原
星
汰

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

社
会
主
義
国
東
ド
イ
ツ
で
は
、「
ド
イ
ツ
社
会
主
義
統
一
党
（
以
下
S
E
D
）」

に
よ
る
独
裁
体
制
が
敷
か
れ
、
社
会
団
体
か
ら
地
方
行
政
機
関
に
至
る
あ
ら
ゆ
る

組
織
が
彼
ら
の
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
東
ド
イ
ツ
住
民
た
ち
は
、

S
E
D
体
制
の
抑
圧
の
下
に
置
か
れ
、
自
発
的
な
政
治
参
加
の
機
会
が
非
常
に
制

限
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
東
ド
イ
ツ
は
、
西
側
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
見
ら

れ
る
自
由
な
政
治
参
加
と
は
無
縁
で
あ
り
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
が
社
会
の
中
で

ほ
と
ん
ど
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
東
ド
イ
ツ
研
究
に
お
い
て
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
は

主
要
な
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
研
究
に
は
、
S
E
D
体

制
の
方
針
に
必
ず
し
も
翻
弄
さ
れ
な
い
東
ド
イ
ツ
住
民
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
、
体
制

に
よ
る
人
び
と
の
一
方
的
な
抑
圧
を
強
調
す
る
「
全
体
主
義
論
」
に
基
づ
く
解
釈
に

反
論
す
る
意
図
が
あ
る
。
そ
の
代
表
的
研
究
と
し
て
は
、
フ
ル
ブ
ル
ッ
ク
の
研
究
が

挙
げ
ら
れ
る
。
彼
女
は
、
東
ド
イ
ツ
の
日
常
生
活
を
検
討
す
る
中
で
、
人
び
と
が
党

の
組
織
す
る
社
会
団
体
の
活
動
に
自
ら
の
意
志
で
積
極
的
に
関
与
し
、
さ
ら
に
は
地

域
の
行
政
機
構
や
国
家
機
関
な
ど
に
向
け
て
政
策
に
関
す
る
自
ら
の
提
案
、
要
望
、

批
判
等
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

1
（

。

　

人
び
と
の
体
制
と
の
政
治
的
結
び
つ
き
を
よ
り
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
検
討
し
た
の

が
、
パ
ル
モ
ブ
ス
キ
や
ト
ー
マ
ス
ら
の
東
ド
イ
ツ
の
地
域
史
を
扱
う
研
究
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
S
E
D
指
導
部
が
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
住
民
た
ち
の
行
政

参
加
を
促
す
取
り
組
み
を
全
国
的
に
展
開
し
、
そ
の
中
で
住
民
た
ち
は
、
都
市
や
農

村
な
ど
の
地
方
行
政
当
局
と
地
元
企
業
の
協
力
の
下
で
、
住
宅
問
題
の
解
決
、
町
の

美
化
な
ど
の
活
動
に
ボ
ラ
ン
タ
リ
と
し
て
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
と
述
べ
る（

（
（

。

　

日
本
の
東
ド
イ
ツ
研
究
に
お
い
て
も
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
に
言
及
し
た
研
究

が
存
在
す
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
東
ド
イ
ツ
の

造
船
業
の
実
態
を
検
討
し
た
石
井
聡
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。彼
の
研
究
に
よ
る
と
、

S
E
D
は
企
業
に
お
け
る
労
働
生
産
性
の
向
上
を
図
る
目
的
で
労
働
者
の
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
を
喚
起
さ
せ
る
方
策
を
積
極
的
に
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
労
働
者
た

ち
は
一
定
の
自
律
性
を
確
保
し
て
い
た
と
さ
れ
る（

3
（

。

　

足
立
芳
宏
は
、
ロ
ス
ト
ッ
ク
県
に
お
け
る
一
九
五
○
年
代
の
農
業
集
団
化
の
過

程
に
お
け
る
農
民
た
ち
の
行
動
を
分
析
し
た
。
彼
の
研
究
で
は
、
農
民
た
ち
が
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S
E
D
に
よ
る
集
団
化
の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
多
様
な
行
動
を
展
開
し

な
が
ら
意
識
的
に
体
制
へ
と
順
応
し
て
い
く
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
た（

4
（

。

　

つ
づ
い
て
伊
豆
田
俊
輔
は
、
東
ド
イ
ツ
の
知
識
人
た
ち
に
よ
る
社
会
主
義
体
制
下

で
の
政
治
的
行
動
を
分
析
し
、
彼
ら
が
有
し
て
い
た
「
自
発
性
」
の
意
味
を
検
討
し

て
い
る
。
彼
の
研
究
で
は
、
東
ド
イ
ツ
の
知
識
人
た
ち
が
S
E
D
体
制
の
下
で
一
定

の
自
律
性
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
、
意
識
的
に
体
制
と
の
関
わ
り
を
構
築
し
て
い

こ
う
と
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
知
識
人
た
ち
に
よ

る
東
ド
イ
ツ
で
の
生
き
残
り
を
か
け
た
戦
略
は
、
意
図
し
な
い
形
で
彼
ら
の
社
会
主

義
体
制
へ
の
内
在
化
を
促
し
、
体
制
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う（

5
（

。

　

さ
ら
に
河
合
信
晴
は
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
余
暇
政
策
の
実
態
分
析
を
通
じ
て
、

住
民
た
ち
に
よ
る
体
制
と
の
政
治
的
結
び
つ
き
を
検
討
し
た
。
彼
の
研
究
成
果
に
即

せ
ば
、
東
ド
イ
ツ
の
人
び
と
は
、
充
実
し
た
余
暇
活
動
を
実
践
す
る
た
め
に
、
自
ら

の
要
望
や
苦
情
を
積
極
的
に
体
制
側
に
向
け
て
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
住

民
た
ち
の
積
極
的
な
体
制
へ
の
働
き
か
け
が
社
会
内
部
の
利
害
対
立
を
生
み
出
し
て

い
た
と
さ
れ
る（

6
（

。

　

川
越
修
も
ま
た
、
東
ド
イ
ツ
で
高
齢
者
扶
助
を
展
開
し
て
い
た
社
会
団
体
「
人
民

連
帯
」
の
活
動
を
扱
う
中
で
、
東
ド
イ
ツ
住
民
の
「
自
発
性
」
を
議
論
し
て
い
る
。

彼
に
よ
る
と
、「
人
民
連
帯
」
は
、
S
E
D
や
地
方
行
政
機
構
の
強
い
統
制
下
に
置

か
れ
な
が
ら
も
運
営
の
面
で
は
一
定
の
自
律
性
を
有
し
て
お
り
、
高
齢
者
の
在
宅
支

援
に
見
ら
れ
る
地
域
住
民
ら
の
ボ
ラ
ン
タ
リ
と
し
て
の
活
動
が
組
織
運
営
に
お
い
て

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
さ
れ
る（

7
（

。

　

こ
う
し
た
従
来
の
研
究
で
は
、
東
ド
イ
ツ
の
人
び
と
は
S
E
D
の
支
配
が
社
会

の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
及
ん
で
い
る
中
に
あ
っ
て
も
、
一
定
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
活

動
を
展
開
す
る
機
会
を
有
し
て
い
た
点
が
立
証
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
人
び
と
の
行
動
は
、
S
E
D
体
制
と
の
積
極
的
な
結
び

つ
き
が
あ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。ゆ
え
に
、東
ド
イ
ツ
に
お
け
る「
自
発
性
」

を
扱
う
際
、
人
び
と
に
よ
る
自
由
意
思
に
基
づ
く
下
か
ら
の
活
動
に
加
え
、
体
制
側

に
よ
る
上
か
ら
の
政
治
的
動
員
と
い
う
側
面
も
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
実
際
、
S
E
D
の
議
事
録
や
当
時
の
新
聞
、
雑
誌
等
を
見
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ

語
で
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
表
現
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
「
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ー

トA
ktivität

」
や
「
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブInitiative

」
と
い
っ
た
言
葉
が
至
る
所
で
見

受
け
ら
れ
、
彼
ら
が
こ
れ
ら
の
言
葉
を
自
ら
の
支
配
を
正
当
化
す
る
上
で
重
視
し
て

い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
す
る
と
、
東
ド
イ
ツ
の
「
自
発
性
」
が
有
す
る
自
由
意
思
と

動
員
と
い
う
二
面
性
を
理
解
す
る
に
は
、
S
E
D
の
「
自
発
性
」
観
と
そ
れ
に
基
づ

く
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
詳
細
に
見
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
分
析
を

行
う
こ
と
で
、
東
ド
イ
ツ
住
民
た
ち
が
S
E
D
に
よ
る
支
配
が
貫
徹
し
て
い
る
中

で
も
一
定
の
自
律
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
に
迫
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
研
究
で
は
、
住
民
側
に
よ
る
下
か
ら
の
「
自
発
的
活
動
」

の
実
態
分
析
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
体
制
側
に
よ
る
上
か
ら
の
政
治
的
動
員
と

い
う
側
面
は
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
S
E
D
の
「
自
発
性
」

論
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
は
未
だ
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
S
E
D
が
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い

を
込
め
て
理
解
し
、
そ
れ
を
い
か
な
る
形
で
実
際
の
政
策
に
反
映
さ
せ
て
い
っ
た
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
論
で
は
ま
ず
、
S
E
D
が
政
策
理
念
の
拠
り
所
と
す
る

社
会
主
義
思
想
に
お
け
る
「
自
発
性
」
観
と
、
そ
れ
に
対
す
る
彼
ら
の
解
釈
に
つ
い

て
主
に
当
時
の
刊
行
史
料
を
用
い
て
分
析
す
る
。
次
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
東
ド
イ

ツ
の
建
国
か
ら
崩
壊
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自
発
性
」
の
展
開
を
各
時

代
の
政
治
的
、
社
会
的
背
景
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
。

　

東
ド
イ
ツ
で
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
社
会
団
体
や
地
方
行
政
機
関
に
見
ら
れ
る

あ
ら
ゆ
る
組
織
が
S
E
D
の
統
制
下
に
あ
り
、
彼
ら
の
掲
げ
る
理
念
や
政
策
方
針
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理
論
に
基
づ
い
て
S
E
D
指
導
部
は
、
東
ド
イ
ツ
国
内
で
権
力
を
一
手
に
掌
握
し
、

人
び
と
を
政
治
、
社
会
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
統
合
す
る
こ
と
が
、
戦

後
の
ド
イ
ツ
社
会
で
共
産
主
義
の
建
設
を
実
行
す
る
際
に
不
可
欠
で
あ
る
と
認
識
し

た
。

　

S
E
D
は
、
自
ら
の
政
策
目
標
を
実
施
す
る
段
階
に
お
い
て
、
東
ド
イ
ツ
住
民

に
よ
る
国
家
業
務
へ
の
「
積
極
的
、
直
接
的
、
実
践
的
な
関
与
」
を
促
す
こ
と
を
重

視
し
た（

（1
（

。
レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば
、
資
本
家
の
搾
取
か
ら
解
放
さ
れ
た
大
多
数
の
勤
労

者
は
、
社
会
主
義
を
構
築
す
る
段
階
で
よ
う
や
く
自
ら
が
有
す
る
能
力
を
最
大
限
発

揮
し
て
独
自
の
才
能
を
公
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
機
会
を
持
つ
に
至
り
、
そ
う
し
た
「
自

主
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブselbständige Initiative

」
は
、
彼
ら
が
生
産
活
動
か
ら

行
政
に
至
る
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
主
導
権
を
握
る
た
め
の
原
動
力
に
な
る
と
さ
れ
た（

（（
（

。

つ
ま
り
、
人
び
と
が
国
家
業
務
へ
意
識
的
に
関
与
し
て
い
く
状
況
を
作
り
出
し
、
そ

れ
を
通
じ
て
将
来
的
に
社
会
全
体
の
自
治
を
実
践
す
る
た
め
に
必
要
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を

彼
ら
に
植
え
付
け
て
い
く
こ
と
が
、
前
衛
党
と
し
て
の
役
割
を
発
揮
す
る
上
で
不
可

欠
と
さ
れ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

S
E
D
指
導
部
は
、
こ
の
レ
ー
ニ
ン
の
唱
え
る
「
自
主
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」

を
、
個
々
人
の
能
力
の
開
放
を
謳
っ
て
い
る
観
点
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
に
関

す
る
議
論
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
た（

（1
（

。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
体
制
下
に

お
け
る
労
働
者
た
ち
は
、
分
業
体
制
に
基
づ
く
資
本
家
た
ち
の
搾
取
と
抑
圧
に
晒
さ

れ
て
お
り
、
本
来
な
ら
ば
豊
か
な
能
力
を
発
揮
し
て
生
き
る
喜
び
を
実
感
で
き
る
行

為
で
あ
る
は
ず
の
労
働
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
苦
痛
と
な
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
疎
外

さ
れ
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、
共
産
主
義
社
会
に
お
い
て

は
、
生
産
手
段
が
す
べ
て
労
働
者
の
手
に
渡
り
、
共
有
さ
れ
る
体
制
が
生
み
出
さ
れ

る
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
苦
痛
で
あ
っ
た
分
業
体
制
か
ら
解
放
さ
れ
、
各
々
が
持
つ
創
造

性
豊
か
な
能
力
、
才
能
、
個
性
を
日
常
生
活
の
中
で
自
由
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

が
人
び
と
の
日
常
生
活
を
大
き
く
規
定
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
S
E
D
の
「
自
発

性
」
論
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
体
制
側
が
描
い
た
理
想
の
社
会
像
と
現
実
と
の
間
の

齟
齬
を
明
ら
か
に
し
、
社
会
主
義
社
会
が
抱
え
た
内
在
的
弱
点
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
こ
と
に
寄
与
し
う
る
。
本
稿
は
ま
た
、
考
察
範
囲
を
東
ド
イ
ツ
が
存
続
し
た
四
○

年
間
に
設
定
し
て
い
る
た
め
、
現
在
で
も
十
分
に
解
明
が
進
ん
で
い
な
い
体
制
末
期

の
一
九
八
○
年
代
に
お
け
る
東
ド
イ
ツ
社
会
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
意
義

を
持
ち
う
る（

8
（

。

　

今
回
の
分
析
で
は
、『
ア
イ
ン
ハ
イ
ト Einheit

』
を
は
じ
め
と
す
る
S
E
D
の

理
論
・
学
術
誌
に
加
え
、『
ノ
イ
エ
ス
・
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト N

eues D
eutschland

』

や
『
ベ
ル
リ
ン
新
聞 Berliner Zeitung

』
と
い
っ
た
当
時
の
新
聞
記
事
を
利
用
し
つ

つ
、
さ
ら
に
は
従
来
の
政
治
史
・
社
会
史
研
究
の
成
果
も
取
り
入
れ
て
い
く
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
党
の
公
式
見
解
に
偏
っ
た
分
析
に
陥
る
こ
と
な
く
、
実
際
に
人
び
と
の

「
自
発
性
」
が
各
時
代
の
政
策
の
中
で
い
か
な
る
形
で
応
用
さ
れ
、
社
会
の
中
で
ど

の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
迫
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　

２　

Ｓ
Ｅ
Ｄ
の
「
自
発
性
」
観 

　

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
理
解
に
基
づ
け
ば
、
人
類
誰
も
が
平
等
な
暮
ら
し

を
享
受
で
き
る
共
産
主
義
の
実
現
に
は
、
そ
の
前
段
階
で
あ
る
社
会
主
義
を
経
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
社
会
で
は
、
資
本
家
に
よ
る
搾
取
か
ら
解
放
さ
れ
て
生
産

手
段
が
社
会
の
手
に
渡
り
な
が
ら
も
、
労
働
者
、
農
民
、
知
識
人
と
い
っ
た
社
会
階

層
間
で
の
物
質
的
、
精
神
的
差
異
が
未
だ
に
残
存
す
る
状
態
に
あ
る
。
そ
う
し
た
差

異
を
払
拭
し
て
共
産
主
義
社
会
へ
と
至
る
に
は
、
共
産
党
が
労
働
者
階
級
の
「
前
衛

Avantgarde

」
と
し
て
権
力
を
握
っ
て
人
び
と
を
統
制
し
、
彼
ら
に
共
産
主
義
社
会

の
実
現
に
必
要
な
知
識
や
行
動
を
教
育
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る（

9
（

。
こ
の「
前
衛
党
」
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る
と
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
活
動
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
と
の
積
極
的
な
交
流

を
通
じ
て
最
大
限
発
揮
で
き
る
と
さ
れ
、
そ
の
中
で
彼
ら
は
、
自
ら
の
行
動
が
他
人

の
利
益
の
実
現
に
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
に
至
り
、
生
き
る
喜

び
を
よ
り
実
感
し
て
い
く
。
こ
れ
こ
そ
が
、
労
働
疎
外
を
克
服
し
た
共
産
主
義
社

会
に
お
け
る
理
想
の
生
き
方
で
あ
り
、
東
ド
イ
ツ
で
そ
れ
は
「
社
会
主
義
的
生
き
方

sozialistische Lebensw
eise

」
と
呼
ば
れ
た（

（1
（

。
こ
の
生
き
方
が
促
さ
れ
る
こ
と
で
、

個
々
人
は
様
々
な
社
会
的
立
場
の
人
び
と
の
価
値
観
を
理
解
し
合
い
、
最
終
的
に
階

級
と
階
層
と
い
う
区
分
、
肉
体
的
労
働
と
精
神
的
労
働
と
の
根
本
的
な
差
異
に
見
ら

れ
る
資
本
主
義
社
会
の
残
滓
を
克
服
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た（

（1
（

。

　

こ
う
し
て
S
E
D
は
、
人
び
と
の
政
治
的
、
社
会
的
統
合
を
図
る
上
で
、
住
民

た
ち
に
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
を
実
践
す
る
た
め
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
、

前
衛
党
理
論
に
即
し
た
統
治
を
行
う
上
で
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
っ
た
。
そ
の
上

で
彼
ら
は
、「
社
会
主
義
的
生
き
方
の
発
達
は
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
掲

げ
た
政
党
に
導
か
れ
る
中
で
の
意
識
的
な
活
動
、
す
な
わ
ち
創
造
性
豊
か
な
自
発
性

を
通
じ
て
の
み
実
現
で
き
る
」
と
説
い
て
い
っ
た（

（1
（

。
つ
ま
り
S
E
D
は
、
東
ド
イ

ツ
国
民
に
対
し
て
、
体
制
側
が
掲
げ
る
政
策
方
針
の
実
現
に
向
け
て
積
極
的
に
関
与

し
て
い
く
中
で
、
各
々
の
優
れ
た
能
力
を
社
会
に
向
け
て
自
由
に
発
揮
し
、
そ
こ
か

ら
自
ら
の
生
き
甲
斐
を
見
出
し
て
い
け
る
人
間
性
の
構
築
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
S
E
D
指
導
部
は
、
東
ド
イ
ツ
で
権
力
を
一
手
に
掌
握
す
る
中
に
お

い
て
も
、「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
の
実
現
を
阻
害
し
な
い
た
め
に
、
住
民
た
ち
が

企
業
や
社
会
団
体
に
見
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
各
々
が
持
つ
独
自
の
ア
イ
デ
ア
、

意
見
、
批
判
な
ど
を
相
互
に
出
し
合
っ
て
協
議
し
、
そ
こ
で
出
さ
れ
た
新
た
な
発
想

や
改
善
案
を
実
際
の
政
策
に
最
大
限
反
映
さ
せ
ら
れ
る
機
会
を
作
り
上
げ
る
必
要
性

が
あ
っ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。
こ
う
し
て
東
ド
イ
ツ
で
は
、
S
E
D
に
よ
る
統
制
が
日
常

の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
及
ん
で
い
る
中
に
お
い
て
も
、
人
び
と
が
一
定
の
自
由
な
政
治

的
活
動
を
発
揮
で
き
る
余
地
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
自
発
性
」
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
論

と
レ
ー
ニ
ン
の
前
衛
党
理
論
を
融
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
社
会
主
義
社
会
の
発
展

の
た
め
に
体
制
側
と
の
積
極
的
な
協
働
を
志
向
し
て
い
く
人
間
像
を
象
徴
す
る
言
葉

で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
こ
の
表
現
は
、
住
民
た
ち
に
対
し
て
一
定
の
自
由
な
政
治
的
活

動
を
保
障
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
体
制
に
対
す
る
信
頼
を
取
り
付
け
て
い
く
と
い
う

S
E
D
が
目
指
す
統
治
方
法
の
理
論
的
支
柱
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

た
だ
し
、
自
由
意
志
に
基
づ
き
、
な
お
か
つ
住
民
ら
の
多
種
多
様
な
利
益
を
最
大

限
考
慮
し
た
業
務
を
実
行
に
移
す
こ
と
が
原
則
で
あ
る
以
上
、
時
と
し
て
彼
ら
の
賛

同
や
協
力
が
十
分
に
得
ら
れ
な
い
、
な
い
し
は
彼
ら
相
互
の
意
見
の
不
一
致
や
利
害

対
立
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
本
来
目
指
さ
れ
て
い
た
計
画
が
行
き
詰
ま

っ
て
し
ま
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
が

S
E
D
の
目
指
す
政
策
目
標
と
現
実
と
の
間
の
ず
れ
を
生
み
出
す
可
能
性
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
S
E
D
は
、
そ
う
し
た
人
び
と
の
活
動
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
る
「
矛
盾W

idersprüche

」
を
、
体
制
の
安
定
性
を
脅
か
し
う
る
要
素
と
し
て

で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
主
義
社
会
を
進
展
さ
せ
る
上
で
の
重
要
な
「
原
動
力

Triebkraft

」
で
あ
る
と
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
た（

（1
（

。
彼
ら
の
理
解
に
即
せ
ば
、
社
会

主
義
社
会
に
お
い
て
体
制
と
人
び
と
と
の
間
の
利
害
対
立
と
そ
れ
に
伴
う
激
し
い
論

争
が
生
じ
て
い
る
状
況
は
、
住
民
た
ち
が
各
々
の
有
す
る
独
創
的
な
考
え
を
公
に
向

け
て
遺
憾
な
く
示
し
て
い
る
証
左
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
主
義
の
発
展
を
促
す
高
度

な
発
想
や
理
念
を
生
み
出
す
契
機
と
な
り
え
た（

（1
（

。

　

ゆ
え
に
S
E
D
は
、
人
び
と
に
よ
る
体
制
と
の
自
発
的
な
協
働
が
体
制
内
部
に

お
け
る
「
矛
盾
」
を
生
み
出
す
可
能
性
を
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
積
極
的
に
自
ら

の
政
策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
社
会
の
側
か
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さ
せ
よ
う
と
す
る
方
策
が
導
入
さ
れ
た（

11
（

。

　

ま
た
S
E
D
は
、
一
九
五
〇
年
以
降
、
各
企
業
に
同
じ
業
務
に
当
た
る
労
働
者

同
士
で
構
成
さ
れ
る「
作
業
班B

rigade

」を
導
入
し
て
い
っ
た
。
こ
の
作
業
班
に
は
、

構
成
員
た
ち
に
社
会
主
義
的
な
労
働
モ
ラ
ル
を
植
え
付
け
、
彼
ら
相
互
の
結
束
を
強

め
て
作
業
能
率
を
向
上
さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た（

11
（

。
こ
の
作
業
班
は
後
に
、
労
働
ノ
ル

マ
の
決
定
な
ど
を
企
業
指
導
部
と
直
接
交
渉
で
取
り
決
め
て
い
く
な
ど
、
労
働
者
た

ち
の
利
益
代
表
組
織
と
し
て
も
機
能
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

本
来
「
科
学
的
」
に
管
理
さ
れ
る
べ
き
ノ
ル
マ
が
交
渉
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た

が
ゆ
え
に
、
S
E
D
が
期
待
し
た
ほ
ど
の
労
働
生
産
性
の
向
上
に
は
つ
な
が
ら
な

か
っ
た
と
さ
れ
る（

11
（

。

　

こ
の
時
期
の
S
E
D
は
ま
た
、
都
市
な
ど
地
域
共
同
体
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、

人
び
と
の「
自
発
性
」を
促
す
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
っ
た
。都
市
部
に
お
い
て
は
、

戦
争
で
荒
廃
し
た
都
市
機
能
の
再
建
に
地
域
住
民
た
ち
を
原
則
ボ
ラ
ン
タ
リ
と
し
て

動
員
さ
せ
る
運
動
で
あ
る
「
国
民
建
設
運
動N

ationales A
ufbauw

erk

」
が
導
入
さ

れ
た
。
こ
の
運
動
は
、
一
九
五
一
年
に
東
ベ
ル
リ
ン
で
実
施
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に

東
ド
イ
ツ
全
土
に
広
ま
り
、
人
び
と
は
こ
の
活
動
を
通
じ
て
、
瓦
礫
の
撤
去
、
住
宅
、

学
校
、
道
路
な
ど
の
再
建
に
従
事
し
た（

11
（

。

　
さ
ら
に
そ
の
四
年
後
に
は
、
農
村
部
に
お
い
て
も
「
美
し
き
農
村
運
動 D

as schöne 

D
orf

」
と
い
う
名
で
同
様
の
活
動
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
運
動
は
、
農
村
住
民
た
ち

相
互
の
結
束
を
深
め
て
、
彼
ら
に
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
を
植
え
付
け
る
こ
と
を

理
念
と
し
て
掲
げ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
S
E
D
の
本
来
の
目
的
は
、
農
村

の
復
興
を
通
じ
て
農
業
集
団
化
を
推
し
進
め
、
全
国
的
に
供
給
危
機
に
陥
っ
て
い
た

穀
物
や
食
肉
、
バ
タ
ー
な
ど
の
乳
製
品
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た（

11
（

。

　

た
だ
、
こ
れ
ら
の
運
動
を
実
施
す
る
共
同
体
は
年
々
減
少
し
、「
美
し
き
農
村
運

動
」
に
至
っ
て
は
、
一
九
六
一
年
を
最
後
に
実
施
さ
れ
な
く
な
る
。
パ
ル
モ
ブ
ス
キ

ら
上
が
っ
て
く
る
国
民
の
様
々
な
批
判
に
対
す
る
S
E
D
指
導
部
の
危
機
意
識
の

低
下
を
促
す
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

　

以
上
の
点
に
鑑
み
て
、
住
民
ら
の
自
発
的
活
動
を
一
元
的
に
管
理
し
、
彼
ら
の
政

治
的
、社
会
的
統
合
を
推
し
進
め
る
と
い
う
S
E
D
が
持
つ
「
自
発
性
」
の
構
想
は
、

マ
ル
ク
ス
と
レ
ー
ニ
ン
の
教
義
に
則
っ
て
党
の
指
導
性
を
正
当
化
す
る
上
で
不
可
欠

で
あ
る
も
の
の
、
す
で
に
議
論
構
築
の
時
点
で
体
制
の
安
定
を
脅
か
し
う
る
要
素
を

内
包
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

３　

ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
期
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自
発
性
」

　　
（
１
）
戦
後
復
興
に
お
け
る
「
自
発
性
」
―
―
建
国
か
ら
一
九
五
〇
年
代

　

一
九
四
九
年
の
建
国
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
の
東
ド
イ
ツ
は
、
戦
後
の
国
内
経

済
の
混
乱
を
収
束
さ
せ
、
ソ
連
を
は
じ
め
と
し
た
戦
勝
国
に
対
す
る
賠
償
金
を
支
払

う
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
ゆ
え
に
S
E
D
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
社
会
で
自
ら
の

支
配
体
制
を
確
立
す
る
上
で
、
人
び
と
の
労
働
生
産
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
優
先

的
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
た（

11
（

。
こ
う
し
て
彼
ら
は
、
国
内
の
主
要
産
業
を
早
急
に
再

建
し
て
経
済
計
画
を
達
成
す
る
た
め
に
は
「
大
多
数
の
勤
労
者
が
社
会
主
義
的
意
識

を
持
ち
、
社
会
主
義
的
労
働
を
追
求
し
、
自
発
性
を
最
大
限
発
揮
し
て
い
く
こ
と
が

目
下
重
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
戦
後
の
経
済
復
興
の
た
め

に
積
極
的
に
用
い
て
い
っ
た（

1（
（

。

　

そ
う
し
た
中
で
S
E
D
は
ま
ず
、
企
業
な
ど
の
職
場
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自

発
性
」
を
促
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
石
井
聡
に
よ
る
と
、
造
船
業
の
分
野
に
お
い

て
は
、
労
働
者
た
ち
の
創
造
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
促
進
す
る
と
い
う
理
念
の
下

で
、
従
業
員
か
ら
生
産
の
質
的
向
上
や
納
品
遅
れ
な
ど
、
生
産
段
階
で
生
じ
う
る
問

題
を
解
決
さ
せ
る
上
で
の
提
案
や
改
善
策
を
募
り
、
そ
れ
ら
を
実
際
の
業
務
に
反
映
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に
即
せ
ば
、
S
E
D
に
よ
る
農
業
集
団
化
が
思
う
ほ
ど
生
産
性
の
向
上
に
寄
与
せ

ず
、
住
民
た
ち
の
多
く
が
集
団
化
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
が
そ
の
主
た
る
要
因
で
あ
っ
た（

11
（

。

　

以
上
の
点
か
ら
見
て
、
建
国
か
ら
一
九
五
〇
年
代
に
か
け
て
の
「
自
発
性
」
は
、

戦
後
の
経
済
復
興
、
並
び
に
農
業
集
団
化
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
国
内
の
社
会
主
義
化
に

見
ら
れ
る
戦
後
の
特
殊
な
事
情
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ

し
、
作
業
班
に
よ
る
非
公
式
で
の
労
働
ノ
ル
マ
を
め
ぐ
る
自
主
的
な
行
動
や
、「
美

し
き
農
村
運
動
」
の
参
加
を
拒
む
住
民
の
姿
か
ら
は
、
人
び
と
の
意
識
的
な
行
動
が

体
制
側
の
掲
げ
た
目
的
を
滞
ら
せ
る
と
い
う
S
E
D
の
「
自
発
性
」
観
が
有
す
る

内
在
的
弱
点
が
浮
か
び
上
が
る
。
人
び
と
の
自
発
的
活
動
は
、
終
戦
直
後
の
ド
イ
ツ

で
S
E
D
の
権
力
を
確
立
さ
せ
る
段
階
で
す
で
に
、
一
種
の
足
枷
に
な
っ
て
い
た

と
言
え
よ
う
。

　
（
２
）「
地
域
行
政
の
合
理
化 territoriale R

ationalisierung
」
と
「
自
発
性
」　　

　
　
　
　

―
―
一
九
六
〇
年
代

　

一
九
六
〇
年
代
の
人
び
と
の
「
自
発
性
」
は
、
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
の
経
済
方
針
と
そ

れ
に
伴
う
社
会
の
変
化
と
強
い
相
関
関
係
が
あ
っ
た
。
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
は
六
三
年
、

従
来
の
中
央
集
権
的
な
計
画
経
済
を
見
直
し
、「
計
画
と
指
導
の
た
め
の
新
経
済
シ

ス
テ
ムN

Ö
SPL

」と
い
う
新
た
な
経
済
方
針
を
打
ち
出
し
た
。各
企
業
は
そ
れ
以
降
、

経
済
活
動
で
得
た
収
益
の
一
部
を
独
自
の
裁
量
で
自
由
に
利
用
で
き
る
一
定
の
自
立

性
が
認
め
ら
れ
た（

11
（

。
そ
の
中
で
S
E
D
は
、
労
働
者
た
ち
の
労
働
生
産
性
を
高
め

る
目
的
で
、
職
場
に
お
け
る
賞
与
額
の
底
上
げ
を
図
り
、
こ
の
時
期
の
国
民
一
人
あ

た
り
の
所
得
は
徐
々
に
上
昇
し
て
い
っ
た（

11
（

。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
労
働
時
間
の
削
減
も

推
進
し
、
そ
の
結
果
、
六
七
年
に
は
完
全
週
休
二
日
制
が
導
入
さ
れ
、
最
低
有
給
休

暇
取
得
日
数
は
従
来
の
一
二
か
ら
一
五
日
へ
と
拡
大
さ
れ
た（

11
（

。

　

こ
う
し
て
一
九
六
○
年
代
に
な
る
と
、
職
場
か
ら
離
れ
て
自
分
の
家
庭
や
居
住
地

域
に
お
い
て
家
族
、
親
戚
、
近
隣
住
民
た
ち
と
過
ご
す
機
会
が
増
加
し
、
休
日
に
お

け
る
人
び
と
の
消
費
活
動
や
余
暇
活
動
も
活
性
化
し
た（

1（
（

。
そ
れ
に
伴
い
、
公
園
や
保

養
施
設
な
ど
の
公
共
施
設
の
維
持
・
管
理
、
並
び
に
ご
み
処
理
等
の
公
共
サ
ー
ビ
ス

に
見
ら
れ
る
地
方
行
政
機
関
が
受
け
持
つ
業
務
が
よ
り
重
要
性
を
持
ち
始
め
た（

11
（

。
ゆ

え
に
S
E
D
は
、
こ
の
時
期
よ
り
、
職
場
を
超
え
た
地
域
社
会
を
中
心
と
す
る
人

び
と
の
政
治
的
、
社
会
的
統
合
に
政
策
の
比
重
を
置
い
て
い
っ
た（

11
（

。

　

そ
う
し
た
中
で
S
E
D
は
、
複
雑
化
す
る
人
び
と
の
生
活
の
中
で
生
じ
る
課
題

に
効
率
的
に
対
処
す
る
た
め
、「
新
経
済
シ
ス
テ
ム
」
の
理
論
を
地
域
行
政
に
も
応

用
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
地
方
行
政
機
関
の
活
動
に
財
政
や
運
営
の
面
で
一
定
の

自
由
な
裁
量
を
与
え
た
の
で
あ
る（

11
（

。
そ
の
際
、
地
域
の
行
政
機
関
と
地
元
企
業
が
協

力
関
係
を
結
ん
で
共
同
で
各
地
域
の
行
政
課
題
を
解
決
し
て
い
く
点
が
重
視
さ
れ
、

こ
の
原
則
は
「
地
域
行
政
の
合
理
化territoriale R

ationalisierung

」
と
呼
ば
れ
た（

11
（

。

　

ま
た
S
E
D
は
、「
地
域
行
政
の
合
理
化
」
を
促
す
中
で
、
一
九
六
七
年
以
降
、

地
域
単
位
で
人
び
と
の
統
合
を
図
る
役
目
を
担
っ
た
「
国
民
戦
線
」
と
地
方
行
政
機

関
を
担
い
手
と
し
て
、
住
民
た
ち
を
休
日
や
就
労
時
間
外
に
ボ
ラ
ン
タ
リ
と
し
て
集

め
、
各
地
域
が
抱
え
る
行
政
課
題
の
解
決
に
直
接
関
与
さ
せ
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
再

度
展
開
す
る（

11
（

。
こ
の
運
動
は
、「
我
ら
の
都
市
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
を
よ
り
美
し
く
、
共

に
築
き
上
げ
よ
う
！Schöner unsere Städte und G

em
einden, m

ach m
it!

」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
て
い
た
た
め
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動 M

ach-m
it B

ew
egung

」

と
呼
ば
れ
た
。

　

む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
人
び
と
の
自
発
的
な
協
力
は
、
住
民
た
ち
相
互
の
つ
な
が
り

を
強
化
し
て
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
の
構
築
を
促
す
と
い
う
前
衛
党
理
論
に
基
づ

く
統
治
を
実
現
す
る
上
で
必
要
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
S
E
D
は
、「
我
が
国
の
大
多

数
の
市
民
は
、
公
共
精
神
に
基
づ
く
自
発
的
な
協
力
関
係
の
構
築
と
公
的
問
題
へ
の
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意
識
的
な
関
与
を
通
じ
て
、
新
た
な
生
き
甲
斐
と
各
々
の
豊
か
な
充
足
感
を
見
出
し

て
い
く
」
と
し
て
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
が
社
会
主
義
社
会
の
中
で
持
つ
意

義
を
国
民
に
向
け
て
宣
伝
し
て
い
た（

11
（

。
ま
た
彼
ら
は
、
こ
の
運
動
に
つ
い
て
、「
地

域
に
お
け
る
計
画
の
遂
行
や
勤
労
者
た
ち
の
労
働
条
件
と
生
活
条
件
を
改
善
す
る
た

め
の
助
け
に
も
な
る
」
と
述
べ
て
い
た（

11
（

。
つ
ま
り
、
地
域
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自

発
性
」
は
、
地
方
行
政
機
関
の
抱
え
る
負
担
を
軽
減
さ
せ
て
、
多
様
化
す
る
人
び
と

の
要
求
を
迅
速
に
実
現
す
る
効
果
も
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
一
九
六
○
年
代
よ
り
、実
際
に
地
域
社
会
を
中
心
と
し
た
人
び
と
の「
自

発
性
」
に
基
づ
く
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
ド
レ
ス
デ
ン
県
ノ
イ

キ
ル
ヒ
村
の
日
常
を
分
析
し
た
ト
ー
マ
ス
に
よ
る
と
、
現
地
住
民
た
ち
は
六
○
年
代

後
半
よ
り
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
を
通
じ
た
地
元
の
レ
ジ
ャ
ー
施
設
の
拡
充

や
整
備
な
ど
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る（

11
（

。

　

ト
ー
マ
ス
は
ま
た
、
当
時
の
住
民
た
ち
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
通
じ
て
、
彼

ら
が
こ
の
運
動
に
関
与
し
て
い
た
動
機
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。彼
に
よ
れ
ば
、

住
民
た
ち
は
、
レ
ジ
ャ
ー
施
設
で
の
保
養
機
会
の
拡
大
に
見
ら
れ
る
各
々
の
生
活
条

件
の
改
善
を
早
期
に
実
現
す
る
目
的
で
こ
の
運
動
を
利
用
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
社

会
主
義
の
発
展
と
い
っ
た
S
E
D
の
掲
げ
る
方
針
は
、
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う（

11
（

。　
　
　
　

　

そ
う
し
た
人
び
と
の
意
識
は
、
パ
ル
モ
ブ
ス
キ
の
研
究
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
彼

は
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
に
お
け
る
住
民
た
ち
の
行
動
を
扱
う
中
で
、
彼
ら

が
自
宅
の
新
築
や
ガ
レ
ー
ジ
の
設
置
と
い
っ
た
個
々
の
願
望
を
い
ち
早
く
実
現
す
る

た
め
に
、
運
動
の
中
で
提
供
さ
れ
る
行
政
や
地
元
企
業
か
ら
の
金
銭
的
・
物
質
的
支

援
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

1（
（

。

　

つ
ま
り
、
本
来
は
体
制
側
と
の
積
極
的
な
協
働
を
通
じ
て
公
共
的
な
利
益
の
実
現

を
絶
え
ず
追
求
し
て
い
く
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
の
構
築
を
掲
げ
て
い
た
「
マ
ッ

ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
は
、
社
会
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
の
生
活
を
改
善
し
て
い
く

中
で
生
み
出
さ
れ
る
個
々
の
要
求
を
体
制
側
か
ら
効
果
的
に
引
き
出
し
て
い
く
た
め

の
手
段
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
、
人
び
と
が
職
場
以
外
の
場
所
で
過
ご
す
機
会
が
増
加

し
、
そ
れ
は
彼
ら
の
余
暇
活
動
や
消
費
活
動
の
活
性
化
を
も
た
ら
し
た
。
S
E
D

は
そ
う
し
た
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
形
で
、
労
働
現
場
を
超
え
た
地
域
社
会
を
中

心
と
し
た
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
の
構
築
を
重
視
し
、
人
び
と
の
政
治
的
、
社
会

的
統
合
を
図
っ
て
い
っ
た
。
ゆ
え
に
こ
の
時
期
か
ら
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
域
行
政
に
お
い
て
人
び
と
の
「
自
発
性
」
に
基
づ
く
活
動

が
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
住
民
た
ち
は
、
生
活
条
件
の
改
善
に
見

ら
れ
る
各
々
の
願
望
を
早
期
に
実
現
す
る
機
会
を
新
た
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

４　

ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
期
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自
発
性
」

　
（
１
）
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
の
「
主
要
課
題H

auptaufgabe

」
に
お
け
る
「
自
発
性
」　

　
　
　
　

―
―
一
九
七
〇
年
代

　

S
E
D
は
、
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
体
制
に
入
っ
て
か
ら
の
一
九
七
〇
年
代
以
降
も
、

「
地
域
行
政
の
合
理
化
」
を
通
じ
た
人
び
と
の
政
治
的
、
社
会
的
統
合
を
重
視
し
て

い
た
。
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
は
、
七
一
年
の
第
八
回
S
E
D
党
大
会
に
お
い
て
、
国

民
一
人
一
人
の
物
質
的
・
精
神
的
豊
か
さ
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
「
主
要
課
題

H
auptaufgabe

」
で
あ
る
と
宣
言
し
、
そ
れ
以
降
、
住
宅
問
題
の
解
消
、
補
助
金
を

通
じ
た
基
礎
消
費
財
や
家
賃
な
ど
の
価
格
の
据
え
置
き
、
医
療
施
設
や
託
児
所
の
新

設
並
び
に
修
繕
と
い
っ
た
社
会
政
策
の
拡
充
が
図
ら
れ
て
い
っ
た（

11
（

。

　

S
E
D
は
そ
の
際
、「
東
ド
イ
ツ
の
都
市
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
住
む
大
多
数
の
市
民

に
よ
る
自
発
的
か
つ
無
給
で
の
活
動
は
、
主
要
課
題
を
完
全
な
形
で
実
現
さ
せ
て
い
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く
上
で
の
決
定
的
な
力
に
な
る
」
と
し
て
、「
地
域
行
政
の
合
理
化
」
を
通
じ
た
人

び
と
の
「
自
発
性
」
を
社
会
政
策
の
実
現
の
た
め
に
重
視
し
て
い
っ
た（

11
（

。
そ
も
そ
も

彼
ら
の
中
に
は
、体
制
側
が
一
方
的
に
物
質
的
恩
恵
を
国
民
に
与
え
る
政
策
は
、個
々

人
の
物
質
的
豊
か
さ
と
そ
の
増
大
を
追
求
す
る
消
費
活
動
を
促
す
だ
け
で
、
西
側
資

本
主
義
社
会
で
見
ら
れ
る
利
己
主
義
的
な
意
識
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
認
識
が
存
在
し
て
い
た（

11
（

。
つ
ま
り
S
E
D
は
、
生
活
水
準
の
向
上
が
住
民
た
ち

相
互
の
社
会
的
つ
な
が
り
の
強
化
に
寄
与
し
な
け
れ
ば
、
各
々
が
持
つ
能
力
を
社
会

に
お
い
て
評
価
し
て
も
ら
う
機
会
が
構
築
さ
れ
ず
、「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
が
実

現
さ
れ
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
う
し
た
状
況
は
、
S
E
D
が
前
衛

党
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
発
揮
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
ゆ
え
に
彼
ら

は
、
福
利
厚
生
の
充
実
を
広
く
国
民
に
行
き
渡
ら
せ
る
と
同
時
に
、
そ
の
実
現
に
際

し
て
人
び
と
の
積
極
的
な
協
働
を
促
し
て
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
を
構
築
さ
せ
て

い
く
こ
と
こ
そ
が
、
自
ら
が
理
想
と
す
る
社
会
政
策
の
本
質
と
考
え
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

S
E
D
は
、
そ
う
し
た
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
が
国
民
一
人
一

人
の
生
活
水
準
の
向
上
を
実
現
す
る
と
国
民
に
向
け
て
約
束
し
つ
つ
も
、
そ
の
早
期

実
現
の
た
め
に
休
日
や
就
業
時
間
外
に
お
い
て
様
々
な
社
会
政
策
の
実
施
を
人
び
と

に
現
場
で
担
わ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
で
き
た
。
実
際
に
、
当
時
の
「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ

ト
運
動
」
の
内
容
は
、
住
宅
の
新
設
、
既
存
住
宅
の
修
繕
、
医
療
機
関
や
学
校
を
は

じ
め
と
し
た
教
育
施
設
の
拡
充
な
ど
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た（

11
（

。

　

し
か
し
S
E
D
は
、
社
会
政
策
に
関
連
し
た
「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
を
実

施
し
て
い
く
上
で
、
い
く
ら
か
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
そ
れ
は
特
に
、
住
宅
の
建

設
や
修
繕
と
い
っ
た
分
野
で
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
で
は
、
専
門
知
識
を
有
す

る
手
工
業
者
た
ち
の
協
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
人
び
と

は
、
休
日
や
就
業
時
間
外
に
ボ
ラ
ン
タ
リ
と
し
て
運
動
に
参
加
す
る
の
に
消
極
的
で

あ
っ
た
。
逆
に
彼
ら
の
多
く
は
、
参
加
す
る
条
件
と
し
て
、
体
制
側
に
対
し
て
金
銭

的
な
見
返
り
を
要
求
し
た
の
で
あ
る（

11
（

。
体
制
側
は
、
次
第
に
そ
う
し
た
要
求
に
応
じ

て
い
き
、
こ
の
運
動
が
掲
げ
る
ボ
ラ
ン
タ
リ
と
し
て
の
側
面
は
形
骸
化
し
て
い
っ
た

と
さ
れ
る（

11
（

。

　

こ
の
手
工
業
者
た
ち
の
態
度
か
ら
は
、
彼
ら
が
自
己
利
益
の
実
現
を
第
一
に
考
え

て
こ
の
運
動
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
彼
ら
は
、
体
制
側
が
社
会
政

策
の
実
現
の
た
め
に
自
分
た
ち
の
協
力
を
必
要
と
し
て
い
る
点
を
逆
手
に
と
っ
て
、

彼
ら
が
置
か
れ
て
い
た
経
済
的
状
況
を
こ
の
運
動
を
利
用
し
て
改
善
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
す
る
と
、
利
己
主
義
的
な
活
動
を
廃
し
て
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
の

構
築
を
謳
っ
た
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
の
社
会
政
策
は
、
か
え
っ
て
人
び
と
に
個
人
的
利
益

を
追
求
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

一
九
七
○
年
代
に
お
け
る
「
自
発
性
」
は
、
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
の
「
主
要
課
題
」
と

強
い
相
関
関
係
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
の
内
容
も
、
住

宅
問
題
の
解
決
に
見
ら
れ
る
社
会
政
策
に
関
連
し
た
案
件
に
重
点
が
置
か
れ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
住
宅
問
題
の
解
決
に
お
け
る
手
工
業
者
た
ち
の
態
度
か
ら
は
、
体
制

側
の
掲
げ
た
方
針
と
実
際
の
人
び
と
の
行
動
と
の
間
に
ず
れ
を
生
み
出
す
S
E
D

の
「
自
発
性
」
論
が
持
つ
内
在
的
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
。
い
わ
ば
、
ホ
ー
ネ
ッ
カ

ー
が
自
ら
の
社
会
政
策
を
軌
道
に
乗
せ
ら
れ
る
か
は
、
地
域
行
政
に
お
け
る
人
び
と

の
「
自
発
性
」
が
う
ま
く
機
能
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
国
内
経
済
の
悪
化
と
「
自
発
性
」
―
―
一
九
八
〇
年
代

　

体
制
末
期
の
一
九
八
○
年
代
に
お
け
る
「
自
発
性
」
は
、
当
時
の
経
済
状
況
の
影

響
を
色
濃
く
受
け
て
い
た
。
当
時
の
東
ド
イ
ツ
は
、
西
側
諸
国
や
他
の
東
欧
社
会
主

義
国
と
同
様
に
、
七
三
年
か
ら
の
石
油
危
機
に
伴
う
世
界
的
な
経
済
停
滞
の
影
響
を

受
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
東
ド
イ
ツ
の
国
内
経
済
も
徐
々
に
行
き
詰
ま
り
を
見
せ

て
い
き
、
国
家
財
政
の
逼
迫
と
対
外
債
務
の
増
大
を
引
き
起
こ
し
た（

11
（

。
S
E
D
指
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品
で
あ
る
工
業
製
品
や
国
内
向
け
の
消
費
財
の
製
造
を
低
コ
ス
ト
で
実
現
し
よ
う
と

考
え
た
。
こ
れ
は
、
厳
し
い
国
内
経
済
状
況
の
中
で
も
生
産
性
の
向
上
に
寄
与
す
る

と
見
な
さ
れ
た（

11
（

。
実
際
に
S
E
D
は
、
各
地
域
に
廃
品
の
回
収
場
所
を
設
置
し
て
、

住
民
た
ち
自
身
が
収
集
し
た
廃
材
や
古
紙
を
専
門
の
企
業
が
回
収
し
、
そ
れ
ら
を
製

品
づ
く
り
に
再
利
用
す
る
シ
ス
テ
ム
を
展
開
さ
せ
て
い
た（

11
（

。

　

第
三
の
解
決
さ
れ
る
べ
き
課
題
は
、
農
業
生
産
性
の
向
上
で
あ
っ
た
。
ホ
ー
ネ
ッ

カ
ー
は
当
時
、
農
業
生
産
性
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
穀
物
野
菜
生
産
と
畜
産
の
い

ず
れ
か
に
生
産
を
特
化
さ
せ
る
農
業
生
産
の
専
門
化
を
推
し
進
め
て
い
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
は
連
作
障
害
を
も
た
ら
し
、
逆
に
農
作
物
の
収
穫
量
を
減
少
さ
せ
て

し
ま
っ
た
。
ゆ
え
に
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
野
菜
、
果
物
、
食
肉
そ
し
て
バ
タ

ー
に
至
る
あ
ら
ゆ
る
食
料
品
の
供
給
が
滞
っ
て
い
っ
た（

11
（

。
そ
こ
で
S
E
D
は
、
灌

漑
設
備
の
新
設
、
家
畜
小
屋
の
修
繕
、
さ
ら
に
は
未
使
用
の
農
地
や
空
き
地
を
利
用

し
た
野
菜
、
果
物
、
飼
料
作
物
の
栽
培
を
「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
の
中
で
展
開

し
よ
う
と
し
た（

11
（

。
例
え
ば
、
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ー
ン
県
ノ
イ
・
カ
リ
ス
村
で
は
、
八
四
年

か
ら
、
空
き
地
を
利
用
し
た
飼
料
作
物
と
し
て
の
カ
ブ
ラ
の
栽
培
や
用
水
路
の
設
置

な
ど
を
「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
の
中
で
実
施
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
た（

11
（

。

つ
ま
り
S
E
D
は
、
農
村
を
中
心
と
し
た
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
、
農
業
生
産

性
の
向
上
と
住
民
へ
の
農
作
物
の
安
定
し
た
供
給
の
一
翼
を
担
う
活
動
と
し
て
位
置

付
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
一
九
八
〇
年
代
の
S
E
D
は
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
利

用
し
て
い
く
こ
と
で
、
社
会
政
策
の
拡
充
と
悪
化
す
る
国
内
経
済
状
況
の
克
服
を
同

時
に
目
指
し
た
「
経
済
戦
略
」
を
軌
道
に
の
せ
、
さ
ら
に
は
農
業
問
題
に
見
ら
れ
る

当
時
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
て
い
た
政
策
に
お
け
る
問
題
点
を
も
解
決
し
よ
う
と
し
て

い
た
と
言
え
る
。
そ
の
際
彼
ら
は
、「
市
民
た
ち
自
身
が
持
つ
知
識
、
技
量
、
利
害
、

関
心
、
能
力
を
豊
か
に
す
る
に
は
、
我
々
の
経
済
戦
略
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
課
題
の

導
部
は
、
そ
う
し
た
背
景
か
ら
、
八
一
年
の
第
十
回
党
大
会
に
お
い
て
、
国
内
外
の

厳
し
い
経
済
状
況
の
中
で
も
従
来
の
社
会
政
策
の
拡
充
を
継
続
さ
せ
、
同
時
に
貴
重

な
資
源
や
財
源
を
よ
り
効
率
的
に
利
用
し
て
生
産
性
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

「
経
済
戦
略W

irtschaftsstrategie

」
で
あ
る
と
主
張
し
た（

11
（

。

　

そ
の
際
S
E
D
は
、「
人
び
と
の
多
様
な
自
発
性
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
経
済
戦

略
を
遂
行
し
、
国
民
所
得
を
増
大
さ
せ
、
経
済
政
策
と
社
会
政
策
の
統
合
路
線
に
お

け
る
主
要
課
題
を
絶
え
ず
実
現
す
る
目
的
で
生
み
出
さ
れ
る
」
と
社
会
に
向
け
て
宣

伝
し
て
い
た（

1（
（

。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
住
民
た
ち
の
「
自
発
性
」
を
積
極
的
に
用
い
る
こ

と
で
、
東
ド
イ
ツ
が
厳
し
い
世
界
情
勢
の
中
で
も
経
済
的
、
社
会
的
発
展
を
達
成
で

き
る
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
S
E
D
は
、
人
び
と
の
自
発
的
な
協
力
を
通
じ
て
優
先
的
に
実
現
さ
れ
る

べ
き
課
題
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る（

11
（

。
そ
こ
で
第
一
に
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
課
題

と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
の
社
会
政
策
の
要
で
あ
っ
た
住
宅
問
題
の
解

消
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
S
E
D
指
導
部
は
、
住
宅
政
策
を
遂
行
す
る
上
で
、
既

存
住
宅
の
修
繕
よ
り
も
む
し
ろ
住
宅
の
新
設
に
重
点
を
置
い
て
い
た
た
め
、
都
市
郊

外
の
住
宅
地
の
建
設
が
優
先
的
に
実
施
さ
れ
て
い
た
。
逆
に
、
旧
市
街
地
や
地
方
に

お
け
る
既
存
住
宅
の
改
修
や
修
繕
は
十
分
に
進
ま
ず
、
多
く
の
家
屋
が
使
用
不
能
に

陥
っ
て
い
た（

11
（

。
ゆ
え
に
S
E
D
は
、
こ
の
矛
盾
を
解
消
さ
せ
る
た
め
に
、
既
存
住

宅
の
修
繕
や
住
宅
地
周
辺
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
い
っ
た
案
件
に
人
び
と
の「
自
発
性
」

を
促
そ
う
と
し
た（

11
（

。
実
際
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
市
で
は
、「
屋
根
を
丈
夫
にD

ächer 

dicht

」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
、
休
日
に
地
元
の
青
年
ら
を
既
存
住
宅
の
屋
根

や
煙
突
の
修
繕
に
従
事
さ
せ
る
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た（

11
（

。

　

第
二
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
使
用
済
み
の
鉄
や
繊
維
類
、
古
紙
に
見
ら
れ

る
廃
品
回
収
業
務
で
あ
っ
た
。
S
E
D
指
導
部
は
、「
地
域
行
政
の
合
理
化
」
を
利

用
し
た
廃
品
回
収
に
よ
り
、
再
利
用
可
能
な
原
材
料
の
調
達
を
図
り
、
主
要
な
輸
出
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解
決
に
尽
力
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
国
内
の
危
機
的
状
況
に
お

け
る
人
び
と
の
協
働
が
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
点
を
強
調
し

て
い
た（

1（
（

。
S
E
D
は
、
こ
の
論
理
構
成
を
と
る
こ
と
で
、
前
衛
党
と
し
て
の
役
割

を
棄
損
す
る
こ
と
な
し
に
、
人
び
と
の
就
労
時
間
外
に
お
け
る
活
動
を
通
じ
て
各
政

策
の
問
題
点
を
弥
縫
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。

S
E
D
指
導
部
は
、
国
内
の
経
済
的
状
況
が
悪
化
す
る
一
九
八
〇
年
代
に
お
い

て
も
、人
び
と
の
生
活
水
準
の
向
上
を
掲
げ
た
「
主
要
課
題
」
の
方
針
を
修
正
せ
ず
、

社
会
福
祉
に
対
す
る
投
資
を
実
施
し
続
け
て
い
た
。
そ
う
し
た
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
の
政

策
方
針
は
、
後
に
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
、
最
終
的
に
八
九
年
の
体
制
崩
壊
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く（

11
（

。
す
る
と
、
八
〇
年
代
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自
発
性
」
は
、
当
時
の

ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
に
よ
る
政
策
方
針
の
在
り
方
を
決
定
づ
け
た
重
要
な
要
素
で
あ
り
、

体
制
末
期
に
お
け
る
東
ド
イ
ツ
社
会
の
実
態
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
大
き
な

意
味
を
持
ち
う
る
。

　
　
　
　

５　

お
わ
り
に

　

レ
ー
ニ
ン
は
、
共
産
党
が
自
ら
の
政
治
的
指
導
性
を
発
揮
す
る
た
め
の
条
件
と
し

て
、
人
び
と
に
よ
る
公
的
問
題
へ
の
積
極
的
か
つ
意
識
的
な
協
力
を
促
す
点
を
強
調

し
て
い
た
。
S
E
D
は
、
こ
の
レ
ー
ニ
ン
の
唱
え
る
人
び
と
の
行
動
を
、
各
々
が

持
つ
創
造
性
豊
か
な
能
力
を
公
に
向
け
て
自
由
に
発
揮
し
て
い
く
と
い
う
マ
ル
ク
ス

の
疎
外
論
に
基
づ
く「
社
会
主
義
的
生
き
方
」で
あ
る
と
解
釈
し
た
。ゆ
え
に
彼
ら
は
、

体
制
側
が
掲
げ
る
政
策
方
針
に
積
極
的
に
関
与
し
な
が
ら
生
き
る
喜
び
を
実
感
で
き

る
人
間
性
の
構
築
を
国
民
に
促
す
こ
と
で
、
前
衛
党
と
し
て
の
政
治
的
指
導
性
を
正

当
化
し
よ
う
と
し
た
。
い
わ
ば
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
自
発
性
」
と
は
、
そ
う
し

た
理
想
の
人
間
像
を
象
徴
す
る
言
葉
で
あ
り
、
一
定
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
活
動
を

保
障
し
て
人
び
と
の
体
制
に
対
す
る
信
頼
を
取
り
付
け
て
い
く
と
い
う
S
E
D
の

統
治
方
法
に
お
け
る
理
論
的
支
柱
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
S
E
D
は
、
建
国
以
来
、
人
び
と
の
政
治
的
、
社
会
的
統
合
を
図
る

上
で
、
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
積
極
的
に
自
ら
の
政
策
に
応
用
さ
せ
て
い
っ
た
。

戦
後
か
ら
一
九
五
○
年
代
に
か
け
て
の
「
自
発
性
」
は
、
企
業
に
お
け
る
作
業
班

の
導
入
や
「
国
民
建
設
運
動
」、「
美
し
き
農
村
運
動
」
の
開
始
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
戦
後
の
経
済
復
興
や
農
業
集
団
化
を
は
じ
め
と
し
た
東
ド
イ
ツ
社
会
の
社
会
主

義
化
を
推
進
す
る
上
で
重
要
視
さ
れ
た
。
六
○
年
代
に
な
る
と
、
人
び
と
の
余
暇
時

間
に
お
け
る
活
動
が
活
性
化
し
た
こ
と
で
、「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
に
見
ら
れ

る
職
場
を
超
え
た
地
域
社
会
の
中
で
展
開
さ
れ
る
「
自
発
性
」
が
S
E
D
の
政
治

的
、
社
会
的
統
合
の
中
心
と
な
っ
た
。
七
○
年
代
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自
発
性
」

は
、
社
会
政
策
を
充
実
さ
せ
て
国
民
一
人
一
人
の
生
活
水
準
を
向
上
さ
せ
て
い
く
と

い
う
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
の
「
主
要
課
題
」
と
強
く
結
び
つ
き
、
そ
の
内
容
も
住
宅
問
題

の
解
消
を
中
心
と
す
る
社
会
政
策
に
関
連
す
る
分
野
に
重
点
が
置
か
れ
た
。
そ
し
て

S
E
D
は
、
体
制
末
期
の
八
○
年
代
に
な
る
と
、
従
来
の
社
会
政
策
を
推
進
し
て

い
く
こ
と
に
加
え
て
、
悪
化
す
る
国
内
の
経
済
状
況
を
克
服
し
、
農
業
問
題
に
見
ら

れ
る
当
時
の
体
制
の
方
針
と
現
実
と
の
矛
盾
が
顕
著
に
表
出
し
て
い
た
政
策
分
野
を

下
支
え
す
る
目
的
で
人
び
と
の
「
自
発
性
」
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
人
び
と
の
「
自
発
性
」
は
、
建
国
か
ら
体
制
末
期
に
か
け
て
、
経
済

政
策
か
ら
社
会
政
策
に
至
る
様
々
な
政
策
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
各
時
代

の
政
策
目
標
の
中
で
は
、常
に
「
社
会
主
義
的
生
き
方
」
の
構
築
が
謳
わ
れ
て
い
た
。

S
E
D
は
、
そ
う
し
た
「
自
発
性
」
の
持
つ
意
義
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
仮
に
政

策
の
欠
陥
や
問
題
点
を
弥
縫
す
る
目
的
で
住
民
た
ち
の
協
力
を
仰
ぐ
必
要
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
が
社
会
主
義
理
念
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
口
実
を
作
り
出

せ
た
の
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
S
E
D
が
掲
げ
る
「
自
発
性
」
論
に
は
、
人
び
と
の
意
識
的
な
行
動

が
体
制
側
の
目
指
す
本
来
の
目
標
と
現
実
と
の
間
の
矛
盾
を
生
み
だ
す
と
い
う
内
在

的
弱
点
が
存
在
し
て
い
た
。
戦
後
の
作
業
班
に
よ
る
自
主
的
な
行
動
や
「
美
し
き
農

村
運
動
」
に
対
す
る
住
民
た
ち
の
否
定
的
な
姿
勢
、
さ
ら
に
は
社
会
政
策
に
関
連
し

た
「
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
」
に
お
け
る
手
工
業
者
ら
の
態
度
な
ど
か
ら
は
、
こ
の

理
論
が
抱
え
る
内
在
的
矛
盾
が
実
際
の
政
策
の
中
で
表
出
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
見
て
、
S
E
D
が
考
え
る
「
自
発
性
」
は
、
マ
ル
ク
ス
と
レ
ー
ニ
ン

の
理
論
を
最
大
限
反
映
さ
せ
て
彼
ら
に
よ
る
支
配
の
正
当
化
と
社
会
の
安
定
化
を

図
る
た
め
の
効
果
を
持
つ
と
同
時
に
、
一
旦
処
理
を
誤
れ
ば
体
制
自
体
の
安
定
性

を
脅
か
し
う
る
危
険
性
を
秘
め
た
「
諸
刃
の
剣
」
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
だ
と
す
る
と
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
び
と
の
「
自
発
性
」
は
、
S
E
D

が
目
指
し
た
理
想
の
社
会
像
と
現
実
と
の
乖
離
を
こ
と
さ
ら
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
、

一
九
八
九
年
の
体
制
崩
壊
を
も
た
ら
し
た
内
在
的
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ゆ
え
に
今
後
は
、本
稿
が
果
た
し
た
東
ド
イ
ツ
史
の
通
観
的
な
考
察
を
基
盤
と
し
て
、

個
別
時
期
に
お
け
る
住
民
側
の
「
自
発
的
行
動
」
に
つ
い
て
一
次
史
料
を
用
い
た
実

証
的
な
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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▼
研
究
ノ
ー
ト

   
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
に
お
け
る
ド
イ
ツ
社
会
主
義
の
思
想
的
拡
大

               

―
―
「
倫
理
的
自
由
主
義
者
」
レ
オ
ナ
ル
ト
・
ネ
ル
ゾ
ン
の
事
例
を
も
と
に 

―
―

鈴
木
健
雄　

　
　
　
　

1
　
は
じ
め
に

　　

第
一
次
世
界
大
戦
前
後
で
、
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
の
あ
り
方
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。

ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
S
P
D
）
の
分
裂
と
、
ド
イ
ツ
共
産
党
（
K
P
D
）
の
創
設

に
伴
う
二
大
社
会
主
義
政
党
の
成
立
及
び
、「
分
派
政
党
（Splitterpartei

）」
と
称
さ

れ
る
小
規
模
な
社
会
主
義
政
党
・
グ
ル
ー
プ
）
（
（

の
成
立
と
い
っ
た
組
織
面
で
の
変
化
と

並
び
無
視
で
き
な
い
の
が
、
大
戦
以
前
は
社
会
主
義
を
標
榜
し
て
い
な
か
っ
た
人
々

の
、
社
会
主
義
陣
営
へ
の
参
入
と
そ
れ
に
伴
う
人
的
・
思
想
的
変
化
で
あ
っ
た）

2
（

。

　

本
稿
が
対
象
と
す
る
哲
学
者
レ
オ
ナ
ル
ト
・
ネ
ル
ゾ
ン
（Leonard N

elson
）
も

ま
た
大
戦
を
経
て
新
た
に
社
会
主
義
を
標
榜
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
、
彼
は

左
派
自
由
主
義
政
党
に
属
し
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
で
哲
学
研
究
、
教
育
に
携
わ

る
傍
、
同
地
の
自
由
主
義
運
動
の
な
か
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
史
的

唯
物
論
に
対
す
る
激
し
い
批
判
者
だ
っ
た
彼
は
、
大
戦
の
末
期
に
突
然
社
会
主
義
者

で
あ
る
と
宣
言
し
、
戦
後
は
S
P
D
と
関
係
を
も
っ
た
。
一
九
二
六
年
に
彼
が
興

し
た
社
会
主
義
政
党
、
国
際
社
会
主
義
闘
争
同
盟
（
I
S
K
）
は
、
そ
の
前
身
組
織
、

国
際
青
年
同
盟
（
I
J
B
）
と
と
も
に
、
先
述
の
分
派
政
党
の
代
表
的
な
組
織
と
し

て
、
今
日
知
ら
れ
て
い
る）

3
（

。

　

ド
イ
ツ
社
会
主
義
史
の
文
脈
で
ネ
ル
ゾ
ン
が
着
目
さ
れ
る
と
き）

（
（

、
も
っ
ぱ
ら
「
倫

理
的
社
会
主
義
（Ethischer Sozialism

us

）」
の
思
想
と
一
九
五
九
年
に
制
定
さ
れ

た
S
P
D
の
新
綱
領
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
綱
領
と
の
関
係
性
が
検
討
対
象
と
さ
れ
て

き
た
。
倫
理
的
社
会
主
義
と
は
、
新
カ
ン
ト
主
義
に
端
を
発
す
る
、
人
々
の
平
等
と

公
正
さ
を
強
調
す
る
立
場
で
、
社
会
主
義
の
基
礎
に
階
級
や
唯
物
論
的
な
価
値
観
、

歴
史
的
必
然
性
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
実
践
哲
学
上
の
必
要
性
、
す
な
わ
ち
倫

理
を
置
く
思
潮
の
こ
と
で
あ
る）

（
（

。
な
か
で
も
ネ
ル
ゾ
ン
は
、
新
カ
ン
ト
主
義
の
哲
学

者
ヤ
ー
コ
プ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
リ
ー
ス
（Jakob Friedrich Fries

）
の
哲
学
か

ら
刺
激
を
受
け
て
い
た）

（
（

。

　

こ
の
倫
理
的
社
会
主
義
の
思
想
を
ネ
ル
ゾ
ン
か
ら
受
け
継
い
だ
と
さ
れ
る
の
が
、

彼
の
死
後
、
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
I
S
K
の
代
表
を
務
め
た
ヴ
ィ

リ
・
ア
イ
ヒ
ラ
ー
（W

illi Eichler

）
で
あ
っ
た
。
彼
は
今
日
「
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク

綱
領
の
父
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る）

（
（

。
す
な
わ
ち
、
基
本
綱
領
委
員
会
委
員
長
だ
っ

た
彼
は
、「
自
由
と
公
正
、
連
帯
を
社
会
主
義
理
念
の
基
本
的
価
値
と
し
、
同
党
が

精
神
の
自
由
の
党
で
あ
り
共
通
の
倫
理
的
な
基
本
価
値
と
同
一
の
政
治
目
標
に
基
づ
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く
様
々
な
思
想
信
条
を
も
つ
人
々
の
共
同
体
で
あ
る
」
と
す
る
「
社
会
主
義
の
基
本

的
価
値
」
と
題
さ
れ
た
一
章）

（
（

が
、
綱
領
の
冒
頭
に
盛
り
込
ま
れ
る
上
で
、
主
導
的
な

役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
同
章
は
、
路
線
対
立
を
抱
え
て
き
た
同
党
を
倫

理
的
に
基
礎
づ
け
、
ま
と
め
上
げ
る
役
割
を
果
た
し
た
と
し
て
、
同
党
が
「
国
民
政

党
（Volkspartei
）
化
」
し
た
こ
と
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る）

（
（

。

そ
こ
で
は
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
倫
理
的
社
会
主
義
の
思
想
が
、
戦
後
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
を

経
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
S
P
D
の
基
本
思
想
に
繋
が
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
思
想
に
は
、
社
会
主
義
者
と
し
て
は
理
解
し

難
い
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
。
例
え
ば
「
指
導
者
原
理
」
に
基
づ
く
反
議
会
制
民
主

主
義
の
思
想
や
、
反
キ
リ
ス
ト
教
会
の
思
想
、
そ
し
て
反
史
的
唯
物
論
と
社
会
主
義

の
ド
グ
マ
化
の
拒
否
な
ど
で
あ
る）

（1
（

。
そ
れ
ら
は
「
常
軌
を
逸
し
た
理
念（

（（
（

」
と
し
て
切

り
捨
て
ら
れ
る
か
、
も
し
く
は
括
弧
に
入
れ
ら
れ
十
分
に
検
討
さ
れ
な
い
と
い
う
傾

向
が
あ
っ
た）

（1
（

。
ネ
ル
ゾ
ン
の
「
社
会
主
義
者
」
と
し
て
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
自
明
視

さ
れ
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
期
以
降
の
社
会
主
義
の
あ
り
方
を
前
提
と
し
て
、
ネ
ル

ゾ
ン
の
主
張
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。

　

ネ
ル
ゾ
ン
は
そ
も
そ
も
左
派
自
由
主
義
陣
営
に
属
す
る
哲
学
者
で
あ
り
、
反
史
的

唯
物
論
と
い
う
点
で
は
S
P
D
の
党
方
針
か
ら
は
明
確
に
距
離
を
置
く
人
物
で
あ

っ
た
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
な
ぜ
ネ
ル
ゾ
ン
は
「
社
会
主
義
者
」
と
な
っ
た
の
か
と

い
う
点
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
同
時
期
の
社
会
主
義
陣
営
の
思
想
的
拡
大
と
い
う
点

か
ら
ど
う
い
う
意
味
を
持
ち
得
た
の
か
と
い
う
点
だ
ろ
う
。
ネ
ル
ゾ
ン
の
思
想
的
発

展
を
追
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
問
い
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
で
は
、
史
料
と
し
て
、
主
に
ネ
ル
ゾ

ン
に
よ
る
同
時
代
の
論
考
・
講
演
録）

（1
（

と
、
彼
の
日
記
を
そ
の
弟
子
の
一
人
ブ
レ
ン
ケ

が
翻
刻
・
出
版
し
た
も
の）

（1
（

、
そ
し
て
ネ
ル
ゾ
ン
並
び
に
I
J
B
の
関
係
者
が
同
時

期
に
出
版
し
た
同
時
代
文
献
を
用
い
る
。

　
　
　
　

2
　
ネ
ル
ゾ
ン
と
「
倫
理
的
自
由
主
義
」
の
立
場

　

ネ
ル
ゾ
ン
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
裕
福
な
同
化
ユ
ダ
ヤ
人
の
家
庭
に
、
一
八
八
二
年
に

生
ま
れ
た
。
父
は
同
市
の
法
律
顧
問
官
を
務
め
た
法
律
家
だ
っ
た
。
母
方
の
祖
父
は
、

ド
イ
ツ
自
由
思
想
家
党
（D

eutsche Freisinnige Partei

）
で
帝
国
議
会
議
員
を
務
め

た
人
物
だ
っ
た
。
父
母
と
も
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
改
宗
し
て
お
り
、
大
学
教
育
を

受
け
た
文
化
エ
リ
ー
ト
と
い
う
、
典
型
的
な
教
養
市
民
層
家
系
の
出
身
で
あ
っ
た（

（1
（

。

　

一
九
〇
一
年
に
ア
ビ
ト
ゥ
ー
ア
を
取
得
し
た
彼
は
、
ド
イ
ツ
各
地
で
学
ん
だ
の
ち

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
で
一
九
〇
四
年
と
一
九
〇
九
年
に
、
博
士
号
と
教
授
資
格
を

取
得
し
た）

（1
（

。
前
述
の
よ
う
に
、
ネ
ル
ゾ
ン
は
哲
学
者
と
し
て
新
カ
ン
ト
主
義
の
潮
流

に
あ
り
、
当
時
「
忘
れ
ら
れ
た
哲
学
者
」
と
さ
れ
た
フ
リ
ー
ス
の
思
想
の
掘
り
起
こ

し
と
探
究
、
そ
の
思
想
を
元
と
す
る
独
自
の
哲
学
体
系
の
構
築
に
取
り
組
ん
で
い

た）
（1
（

。
一
九
〇
九
年
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
私
講
師
と
な
り
認
識
論
や
倫
理
、
教

育
学
、
宗
教
哲
学
の
授
業
を
担
当
し
た
。
一
九
一
九
年
に
員
外
教
授
と
な
っ
た）

（1
（

。

　

ネ
ル
ゾ
ン
が
左
派
自
由
主
義
の
政
治
運
動
に
関
わ
り
を
持
ち
始
め
た
の

は
、
一
九
〇
七
年
の
頃
で
あ
る
。
翌
年
彼
は
、
自
由
思
想
家
連
合
（Freisinnige 

Vereinigung

）
に
参
加
し
、
ま
た
、
複
数
の
自
由
主
義
諸
勢
力
に
よ
る
組
織
で
あ
る
、

自
由
ド
イ
ツ
国
民
協
会
（N

ationalverein für das liberale D
eutschland

）
（1
（

）
に
も
参

加
し
た
。
そ
こ
で
の
活
動
は
彼
に
と
っ
て
、
フ
リ
ー
ス
思
想
の
探
究
と
並
ぶ
「
も
う

一
つ
の
仕
事）

11
（

」
で
あ
っ
た
。

　

ネ
ル
ゾ
ン
は
自
由
思
想
家
連
合
で
、
今
日
「
中
欧
論
」
で
知
ら
れ
る
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
・
ナ
ウ
マ
ン
（Friedrich N

aum
ann

）
と
交
流
を
も
っ
た）

1（
（

。
ま
た
、
自
由
ド
イ
ツ

国
民
協
会
で
は
、
著
名
な
左
派
自
由
主
義
者
で
そ
の
総
書
記
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
オ
ー

ル
（W

ilhelm
 O

hr
）
と
も
交
流
し
た）

11
（

。
一
九
一
〇
年
に
は
、
同
協
会
に
所
属
す
る

地
域
組
織
で
学
生
団
体
で
も
あ
る
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
自
由
同
盟
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に
対
し
て
は
、「
霊
魂
の
不
滅
」
と
「
神
の
現
実
存
在
」
と
い
う
宗
教
的
な
前
提
を

置
く
必
要
が
あ
っ
た）

11
（

。
対
し
て
フ
リ
ー
ス
は
、理
性
の
先
験
性
を
認
め
る
と
と
も
に
、

最
高
善
を
認
識
す
る
た
め
の
超
越
論
的
な
認
識
そ
れ
自
体
は
経
験
的
な
仕
方
で
獲
得

し
う
る
と
し
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
哲
学
的
な
諸
認
識
が
、
理
性
に
あ
ら
か
じ
め
内

在
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
た）

1（
（

。
そ
の
た
め
人
は
、
理
性
を
信
じ
そ
れ
に
頼
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
普
遍
妥
当
的
な
規
範
を
認
識
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
ネ
ル

ゾ
ン
は
述
べ
る）

11
（

。
そ
の
上
で
彼
は
、
理
性
の
働
き
の
も
と
、
定
言
命
法
的
に
定
め
ら

れ
た
法
に
よ
っ
て
個
人
の
尊
厳
が
守
ら
れ
る
社
会
こ
そ
が
、
自
由
主
義
の
目
指
す
社

会
だ
と
し
た）

11
（

。
ま
と
め
る
な
ら
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
求
め
る
自
由
主
義
は
、
万
人
が
備
え

万
人
に
共
通
す
る
理
性
の
存
在
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
、
道
徳
的
な
要
請
に
従

う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
自
由
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
倫
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ

制
限
さ
れ
る
自
由
主
義
こ
そ
、
彼
の
い
う
倫
理
的
自
由
主
義
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
が
の
ち
に
唱
え
る
「
倫
理
的
社
会
主
義
」
の
思
想
と
同
一
の
構
造
・
論
理
が
見
て

取
れ
る
。

　

も
っ
と
も
彼
は
、
自
由
主
義
者
を
自
認
し
て
お
り
、
一
九
〇
七
年
の
国
政
選
挙
で

一
部
の
自
由
主
義
者
が
S
P
D
に
投
票
し
た
こ
と
を
難
じ
る
な
ど
、
社
会
主
義
勢

力
と
は
距
離
を
と
っ
て
い
た）

11
（

。
彼
の
教
養
市
民
層
と
し
て
の
出
自
と
所
属
す
る
自
由

主
義
的
な
ミ
リ
ュ
ー
の
存
在
と
と
も
に
、
そ
の
強
固
な
反
史
的
唯
物
論
の
思
想
と
、

労
働
者
で
は
な
く
教
養
を
備
え
た
人
々
（G

ebildeten

）、
す
な
わ
ち
教
養
市
民
層
や

大
学
人
（A

kadem
iker

）
を
社
会
変
革
の
主
体
と
し
て
捉
え
る
認
識
が
影
響
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ネ
ル
ゾ
ン
に
と
っ
て
、
人
の
理
性
は
絶
対
で
あ
り
、
理
性
が
人
の
判
断
や
行
動
に

制
約
を
か
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
外
部
に
存
在
す
る
権
威
に
よ
っ
て
理
性
が
制
約

を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た）

13
（

。
そ
こ
で
教
会
と
並
び
批
判
の

対
象
と
な
っ
た
の
が
、
史
的
唯
物
論
だ
っ
た
。
ネ
ル
ゾ
ン
は
、
史
的
唯
物
論
を
「
自

（A
kadem

ische Freibund

）
11
（

）
の
代
表
に
就
任
す
る
な
ど
、
同
市
を
中
心
に
、
左
派
自

由
主
義
運
動
の
な
か
で
頭
角
を
現
し
た
。

　

こ
の
時
期
、
彼
が
必
要
性
を
訴
え
た
の
が
自
由
主
義
の
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
で
あ

っ
た
。
一
九
〇
八
年
一
一
月
の
「
自
由
と
は
何
か
」
と
題
す
る
講
演
で
彼
は
、
経
済

的
な
自
由
主
義
が
促
さ
れ
た
結
果
、「
常
に
増
大
す
る
経
済
的
な
搾
取
と
自
由
を
失

っ
た
大
衆
」
が
目
下
生
ま
れ
て
い
る
と
し
、
社
会
的
・
経
済
的
不
公
正
の
拡
大
を
問

題
視
し
た）

11
（

。
こ
の
社
会
的
・
経
済
的
な
不
公
正
の
是
正
と
い
う
関
心
は
、
当
時
の
左

派
自
由
主
義
者
の
な
か
で
も
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た）

13
（

。
彼
の
独
創
性
は
、
哲
学
的
な

思
索
の
も
と
、
自
由
主
義
が
な
ぜ
必
要
か
を
見
定
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

ネ
ル
ゾ
ン
は
、
本
来
自
由
を
も
た
ら
す
は
ず
の
自
由
主
義
が
個
人
の
自
由
を
奪
う
と

い
っ
た
「
理
論
と
実
践
の
間
に
存
在
す
る
矛
盾
」
が
生
じ
る
理
由
と
し
て
、
自
由
主

義
の
必
要
性
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
た）

11
（

。
そ
し
て
そ
の
根
拠
が

見
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
故
に
、
理
論
上
は
生
じ
る
は
ず
の
公
正
さ
や
個
々
人
の
独

立
と
い
っ
た
も
の
が
、
現
実
に
は
「
教
条
主
義
」
や
「
日
和
見
主
義
」
に
よ
っ
て
毀

損
さ
れ
て
い
る
と
し
た）

11
（

。

　

ネ
ル
ゾ
ン
に
よ
れ
ば
、自
由
主
義
と
は
自
由
に
向
け
て
の
努
力
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
自
由
」
と
は
多
義
的
な
も
の
で
あ
る
。
誰
か
の
自
由
が
別
の
誰
か
の
自
由
を
制
約

す
る
以
上
、
ル
ー
ル
が
必
要
と
な
る）

11
（

。
そ
こ
で
も
ち
だ
し
た
の
が
、
フ
リ
ー
ス
の
思

想
で
あ
り
、
人
間
理
性
の
存
在
だ
っ
た
。
ネ
ル
ゾ
ン
に
よ
る
と
、
理
性
と
は
「
全
て

の
人
々
が
自
身
の
な
か
に
見
つ
け
、
全
て
の
人
々
に
共
通
す
る
も
の
」
だ
っ
た
。
そ

し
て
そ
れ
が
故
に
、
理
性
こ
そ
、
自
由
主
義
の
ル
ー
ル
す
な
わ
ち
「
法
（G

esetz

）」

に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る）

11
（

。

　

実
践
理
性
に
対
す
る
批
判
を
通
じ
て
、
理
性
と
倫
理
の
関
係
性
の
定
式
化
に
先
鞭

を
つ
け
た
の
は
、
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
場
合
、
理
性
の
先
験
性
は
指

摘
さ
れ
つ
つ
も
、
理
性
が
命
じ
る
意
思
が
な
ぜ
最
高
善
と
合
致
す
る
か
と
い
う
問
い
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然
科
学
的
な
世
界
観
」
に
基
づ
く
歴
史
主
義
で
あ
り
、「
ド
グ
マ
」
と
否
定
す
る
。

そ
こ
で
は
答
え
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
理
性
は
も
は
や
意
味
を
も
た
ず
、
人
は
思
考

す
る
こ
と
を
や
め
外
部
の
権
威
に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る）

11
（

。
こ

の
批
判
は
、
哲
学
的
な
論
争
を
背
景
に
行
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た）

11
（

。
し
か
し
、
運
命
決

定
論
と
し
て
の
歴
史
主
義
、
人
間
の
主
体
性
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
物
質
主
義
、

両
者
を
否
定
し
た
と
い
う
点
で
、
当
時
の
S
P
D
の
党
是
と
は
相
い
れ
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。

　

シ
ュ
タ
イ
ン
ベ
ル
ク
の
古
典
的
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世

紀
初
頭
の
S
P
D
内
部
に
お
い
て
「
史
的
唯
物
論
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
指
さ

れ
る
思
想
は
、
自
然
科
学
的
＝
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
的
な
進
化
論
と
混
ざ
り
合
い
、
一

種
の
宿
命
論
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
発
展
は
自
然
必
然
的
な
も
の
で

あ
り
、
資
本
主
義
的
な
社
会
秩
序
は
い
ず
れ
必
ず
没
落
し
、
そ
の
先
に
は
種
々
の
問

題
が
存
在
し
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
世
界
が
自
ず
と
訪
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る）

11
（

。
彼

が
「
俗
流
マ
ル
ク
ス
主
義）

11
（

」
と
呼
ぶ
こ
の
理
解
は
広
く
普
及
し
た
も
の
で
あ
り
、
エ

ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
ら
修
正
主
義
者
に
よ
る
も
の
の
よ
う
に
、
批
判

の
声
は
党
内
で
一
部
み
ら
れ
た
も
の
の
、
少
な
く
と
も
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
時
ま

で
は
、
党
の
公
定
理
解
と
さ
れ
た
。
こ
う
み
た
と
き
、
S
P
D
が
ド
イ
ツ
の
社
会

主
義
を
代
表
す
る
な
か
、
ネ
ル
ゾ
ン
が
あ
え
て
社
会
主
義
を
標
榜
す
る
の
は
、
考
え

づ
ら
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

ネ
ル
ゾ
ン
が
当
初
、
社
会
変
革
の
担
い
手
と
し
て
期
待
を
寄
せ
た
の
は
、
主
に
教

養
市
民
層
の
青
年
だ
っ
た）

11
（

。
彼
に
よ
る
と
、
万
人
が
先
験
的
に
共
通
し
て
備
え
る
理

性
で
は
あ
る
が
、
人
が
外
部
か
ら
の
権
威
や
個
人
の
傾
向
性
を
離
れ
て
最
高
善
を
認

識
す
る
よ
う
そ
れ
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
理
性
行
使
の
方
法
た
る

「
心
術
（G

esinnung

）」
を
、
な
る
べ
く
早
期
の
段
階
か
ら
鍛
錬
す
る
必
要
が
あ
っ

た）
1（
（

。
そ
こ
で
ま
ず
必
要
と
さ
れ
た
の
が
、
哲
学
教
育
だ
っ
た
。
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
そ
し

て
大
学
で
哲
学
を
学
ん
だ
経
験
を
も
つ
若
者
た
ち
は
、そ
の
条
件
に
合
致
し
て
い
た
。

哲
学
教
育
を
受
け
た
人
々
が
社
会
と
国
家
の
方
針
を
決
め
る
と
い
う
、
プ
ラ
ト
ン
が

『
国
家
』
で
示
し
た
よ
う
な
思
想
が
こ
こ
で
は
示
さ
れ
て
い
た）

11
（

。
対
し
て
、
大
戦
以

前
の
段
階
で
、
ネ
ル
ゾ
ン
が
労
働
者
層
に
対
し
て
同
様
の
期
待
を
寄
せ
た
痕
跡
は
、

管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
い
。
彼
は
あ
く
ま
で
、
当
時
の
社
会
秩
序
の
枠
内
で
自
由
主

義
の
刷
新
と
、
そ
の
先
に
繋
が
る
社
会
改
良
を
求
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う）
11
（

。

　

彼
が
、
行
動
主
義
を
選
択
す
る
と
と
も
に
、
自
由
主
義
陣
営
か
ら
身
を
離
し
社
会

主
義
を
自
称
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
大
戦
と
そ
の
後
に
続
く
ロ
シ
ア
革
命
の
成

功
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
成
立
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
革
命
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
彼
は

社
会
主
義
者
を
自
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
次
章
で
検
討
す
る
。

　
　
　
　

3
　
自
由
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ

　　

一
九
一
八
年
一
一
月
一
一
月
、
キ
ー
ル
軍
港
で
の
蜂
起
の
一
週
間
後
、
ド
イ
ツ
と

連
合
国
の
間
で
休
戦
協
定
が
結
ば
れ
た
こ
の
日
、
I
J
B
は
新
し
い
「
基
本
方
針
」

を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
に
宣
言
さ
れ
た
。「
我
々
〔
I
J
B
の
構
成

員
：
著
者
、
以
下
同
〕
は
、
今
日
の
自
由
主
義
諸
政
党
の
い
う
意
味
で
の
自
由
主
義

者
で
は
な
い
。
残
念
な
が
ら
そ
れ
ら
の
諸
政
党
が
、
自
ら
改
良
す
る
こ
と
が
な
い
こ

と
は
証
明
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。〔
中
略
〕
社
会
主
義
に
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

か
ね
な
い
全
て
の
行
動
を
我
々
は
避
け
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
。
ネ
ル
ゾ
ン
は
実
際

の
と
こ
ろ
社
会
主
義
者
な
の
で
あ
る）

11
（

」。

　

ネ
ル
ゾ
ン
が
「
社
会
主
義
者
で
あ
る
」
と
い
う
宣
言
と
と
も
に
注
目
す
べ
き
は
、

彼
ら
I
J
B
の
構
成
員
が
、
も
は
や
自
由
主
義
陣
営
に
属
さ
な
い
と
宣
言
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
社
会
主
義
者
を
自
認
す
る
上
で
、
な
ぜ
自
由
主
義
と
の
決
別
ま
で
宣
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で
あ
り
、
特
に
青
年
運
動
に
集
っ
た
若
者
た
ち
で
あ
っ
た）

33
（

。

　
（
2
）
ネ
ル
ゾ
ン
と
青
年
運
動

　

こ
こ
で
ネ
ル
ゾ
ン
と
青
年
運
動
の
関
係
性
を
整
理
し
た
い
。
彼
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン

ゲ
ン
の
青
年
運
動
組
織
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
義
勇
団
（A

kadem
ische Freischar

）」
の

主
要
構
成
員
の
一
人
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
始
め
と
す
る

既
存
の
学
生
組
合
の
あ
り
方
が
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
し
、
代
わ
る
も
の
と
し
て

一
九
〇
七
年
に
設
立
さ
れ
た
学
生
組
織
で
あ
り
、
そ
の
設
立
者
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で

ヴ
ァ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
を
経
験
し
た
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
学
生
た
ち
で
あ

っ
た）

31
（

。

　

一
九
一
三
年
一
〇
月
、
カ
ッ
セ
ル
南
部
の
ホ
ー
ア
ー
・
マ
イ
ス
ナ
ー
山
で
、
自
由

ド
イ
ツ
青
年
ホ
ー
ア
ー
・
マ
イ
ス
ナ
ー
第
一
回
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
現
在
で
も
ド

イ
ツ
青
年
運
動
の
転
換
点
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
同
大
会
に
は
、
計
一
五

の
ヴ
ァ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
団
体
、
学
生
団
体
、
教
育
団
体
、
生
活
改
革
団
体
が
集

ま
っ
た）

31
（

。
彼
ら
は
、
新
た
な
青
年
、
そ
し
て
青
年
組
織
の
あ
り
方
を
求
め
て
集
ま
っ

た
。
大
会
の
発
案
者
ク
ヌ
ー
ト
・
ア
ー
ル
ボ
ー
ン
（K

nud A
hlborn)

を
代
表
と
す

る
同
義
勇
団
は
、
中
心
的
な
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
で
あ
っ
た）

31
（

。

　

大
会
の
記
念
冊
子
に
は
、
当
時
の
青
年
運
動
関
係
者
、
知
識
人
ら
が
大
会
に
対
し

て
贈
っ
た
賛
辞
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ネ
ル
ゾ
ン
も
ま
た
、
そ
こ
に
寄
稿
し
た）

31
（

。
彼

は
、
自
由
ド
イ
ツ
青
年
の
な
か
に
「
ド
イ
ツ
の
青
年
の
最
良
の
部
分
に
よ
る
力
と
自

立
性
、
健
康
と
大
い
な
る
勇
気
、
そ
の
昂
ま
り
を
み
て
い
る
」
と
述
べ
、
青
年
の
果

た
す
べ
き
役
割
と
し
て
「
人
民
（Volkstum

）
の
刷
新
」
の
主
体
た
る
こ
と
を
掲
げ

た
。
そ
し
て
、
既
成
の
権
力
や
支
配
的
な
構
造
に
対
し
て
人
々
が
そ
れ
を
「
無
批
判

に
信
頼
し
意
思
な
き
恭
順
さ
を
示
す
」
な
か
、
自
ら
の
理
性
を
信
じ
人
々
の
内
面
的

な
自
由
を
守
る
べ
く
既
存
の
力
に
対
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
道
徳
的
な
必
要

言
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
以
下
考
察
す
る
。

　
（
1
）
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
、
戦
後
の
社
会
改
革
の
求
め

　

一
九
一
四
年
の
七
月
に
至
る
ま
で
、
ネ
ル
ゾ
ン
は
学
者
、
教
育
者
と
し
て
精
力
的

に
活
動
を
行
な
っ
て
い
た）

13
（

。
同
年
七
月
下
旬
に
ロ
シ
ア
帝
国
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ

ン
ガ
リ
ー
帝
国
国
境
に
動
員
を
行
な
っ
た
際
、
彼
は
当
面
の
と
こ
ろ
深
刻
な
問
題
に

は
発
展
し
な
い
だ
ろ
う
と
予
測
し
た）

11
（

。
し
か
し
ド
イ
ツ
が
ロ
シ
ア
に
宣
戦
布
告
し
、

そ
の
後
連
鎖
的
に
戦
線
が
拡
大
す
る
な
か
、
ネ
ル
ゾ
ン
は
、
開
戦
後
わ
ず
か
一
ヶ
月

の
間
に
「
国
家
連
合
（Staatenbund
）
設
立
と
そ
れ
に
伴
う
内
政
改
革
に
関
わ
る
覚

書
」
と
題
す
る
論
考）

11
（

を
書
き
上
げ
た
。

　

同
覚
書
で
彼
は
、
こ
の
戦
争
が
ド
イ
ツ
の
勝
利
に
終
わ
る
と
い
う
予
測
を
示
す
と

と
も
に
、
平
時
で
は
実
現
で
き
な
い
「
大
規
模
な
改
革
を
お
こ
な
う
た
め
の
千
載
一

遇
の
機
会）

11
（

」
で
あ
る
と
し
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
新
し
い
国
際
秩
序
た
る
「
国
家

連
合
」
の
創
設
と
、
国
民
の
権
利
拡
大
や
社
会
福
祉
制
度
の
充
実）

11
（

と
い
っ
た
五
項
目

に
亘
る
内
政
改
革
の
実
現
を
求
め
た
。
同
覚
書
は
、
一
五
〇
部
印
刷
さ
れ
、
当
時
の

著
名
な
政
治
家
、
言
論
人
に
対
し
て
郵
送
さ
れ
た）

31
（

。

　

戦
争
を
機
に
内
政
改
革
が
進
む
と
い
う
期
待
は
、
教
養
市
民
層
や
自
由
主
義
者
の

な
か
で
も
広
く
共
有
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た）

3（
（

。
し
か
し
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
国
家
観
と
指
導

者
教
育
論
が
ま
と
ま
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
、同
覚
書
は
注
目
に
値
す
る
。

そ
こ
で
彼
は
、
改
革
の
一
環
と
し
て
民
主
化
と
社
会
化
の
必
要
性）

31
（

を
述
べ
た
上
で
、

理
性
を
適
切
に
行
使
で
き
、
正
し
い
判
断
を
可
能
と
す
る
だ
け
で
な
く
「
必
要
と
あ

ら
ば
公
的
世
界
で
公
に
行
使
で
き
る
よ
う
な
実
行
力
を
備
え
た
」
指
導
者
の
必
要
性

を
指
摘
し
た）

31
（

。
そ
し
て
、
指
導
者
育
成
の
た
め
に
「
哲
学
的
、
と
り
わ
け
倫
理
的
な

教
育
を
通
じ
た
、
心
術
の
陶
冶
」
と
そ
の
行
使
の
訓
練
が
必
要
で
あ
る
と
し
た）

31
（

。
指

導
者
候
補
と
し
て
期
待
さ
れ
た
の
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
「
教
養
を
備
え
た
人
々
」
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性
に
基
く
青
年
の
役
割
で
あ
る
と
し
た）

11
（

。
そ
し
て
自
由
ド
イ
ツ
青
年
は
、
そ
の
よ
う

な
指
導
者
を
輩
出
す
る
教
育
を
担
う
組
織
た
る
べ
き
と
し
た）

1（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
期
待
の
も
と
ネ
ル
ゾ
ン
は
、
同
時
期
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
を
中
心
に

し
て
、
青
年
運
動
諸
団
体
と
の
関
係
と
そ
の
連
携
構
築
に
腐
心
し
て
い
た
。
大
戦
勃

発
直
前
の
一
九
一
四
年
七
月
二
四
日
に
は
、「
当
地
で
は
喜
ば
し
い
こ
と
に
、
学
生

団
体
（〔
そ
れ
は
例
え
ば
〕
自
由
学
生
組
合
、
義
勇
団
、
教
育
諸
集
団
、
ア
カ
デ
ミ

ー
同
盟
や
女
子
学
生
団
体
）
の
左
派
ブ
ロ
ッ
ク
が
結
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る）

11
（

。
先
述
の
覚
書
で
記
さ
れ
た
、
教
育
を
受
け
た
若
者
に
よ
る
社
会
変
革
と
い
う

楽
観
的
な
見
通
し
は
、
こ
の
よ
う
な
青
年
運
動
に
対
す
る
期
待
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も

の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
（
3
）
青
年
運
動
動
員
の
試
み
と
失
敗

　

教
養
を
備
え
た
青
年
運
動
参
加
者
を
中
心
と
し
た
、
世
の
中
の
刷
新
、
社
会
改
良

と
い
う
も
く
ろ
み
を
困
難
と
し
た
の
が
、
大
戦
の
開
戦
直
後
か
ら
生
じ
た
青
年
層
の

大
量
動
員
と
大
量
死
だ
っ
た
。
開
戦
の
年
の
一
〇
月
に
彼
は
早
く
も
、「〔
青
年
た
ち

に
よ
る
〕
組
織
の
芽
は
、
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
残
念
な
が
ら
皆
、
無
に
帰
さ
れ
て

し
ま
っ
た
」
と
い
う
嘆
き
の
手
紙
を
両
親
に
宛
て
て
い
る）

11
（

。
翌
年
に
は
「
一
度
獲
得

し
た
教
え
子
を
引
き
留
め
、〔
社
会
変
革
の
た
め
の
〕
意
志
を
強
く
も
て
る
よ
う
力

付
け
る
こ
と
の
〔
中
略
〕
際
限
な
き
難
し
さ
」
を
語
っ
て
い
た）

11
（

。
す
で
に
、
友
人
や

教
え
子
の
な
か
に
戦
死
者
が
出
て
お
り
、
彼
自
身
、
動
員
の
恐
れ
を
抱
え
て
い
た）

13
（

。

　

青
年
運
動
の
参
加
者
自
体
が
国
内
か
ら
失
わ
れ
、
残
っ
た
も
の
も
現
状
へ
の
適
応

で
精
一
杯
と
な
る
な
か
、
ネ
ル
ゾ
ン
が
青
年
運
動
関
係
者
に
対
し
て
、
戦
争
終
結
の

た
め
の
行
動
を
強
く
求
め
た
の
は
一
九
一
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

同
年
六
月
、
自
由
ド
イ
ツ
青
年
の
臨
時
代
表
者
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
組
織
構
成

の
あ
り
方
、
活
動
方
針
が
議
題
と
な
る
な
か
ネ
ル
ゾ
ン
は
、
青
年
運
動
諸
団
体
が
今

こ
そ
政
治
的
問
題
に
関
与
す
べ
し
と
強
く
主
張
し
、
自
由
ド
イ
ツ
青
年
が
特
定
の
目

標
の
実
現
に
向
け
た
集
団
（Zw

eckgem
einschaft

）
で
あ
る
べ
き
と
い
う
文
言
を

綱
領
に
盛
り
込
む
べ
き
と
の
主
張
を
行
っ
た）

11
（

。
こ
の
「
特
定
の
目
標
」
と
は
「
自
由

を
め
ぐ
る
戦
い
の
ほ
か
な
い
」
も
の
だ
っ
た）

11
（

。
そ
し
て
政
治
行
動
に
対
す
る
自
由
ド

イ
ツ
青
年
の
「
受
動
的
な
態
度
」
を
し
て
「
奴
隷
た
ち
の
英
雄
」
の
「
自
己
保
身
」

と
批
判
し
た）

11
（

。
こ
の
激
し
い
批
判
は
、
彼
が
運
動
関
係
者
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
期

待
の
裏
返
し
で
あ
る
と
同
時
に
、
教
え
子
や
弟
子
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
対
す
る

焦
り
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
提
言
に
対
す
る
自
由
ド
イ
ツ
青
年
の
主
流
派
か
ら
の
反
応
は
、
概
ね

否
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
元
来
、
既
存
の
文
化
政
策
に
対
抗
し
て
結
成
さ
れ
た
自

由
ド
イ
ツ
青
年
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
、
主
要
構
成
員
の
多
く
が
従
軍
し
て
お
り
、

議
論
に
参
加
で
き
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、政
治
活
動
に
「
消
極
的
」

で
あ
る
と
批
判
し
つ
つ
、
ド
イ
ツ
国
内
に
残
る
一
八
歳
未
満
の
若
年
者
に
対
し
て
政

治
的
決
断
を
迫
る
の
は
悪
質
な
扇
動
で
は
な
い
か
と
い
う
、
ネ
ル
ゾ
ン
へ
の
批
判
の

声
も
ま
た
強
か
っ
た
の
で
あ
る（

11
（

。
そ
の
後
、
彼
が
自
由
ド
イ
ツ
青
年
の
「
受
動
性
」

を
痛
烈
に
批
判
し
た
書
簡
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
で
、
彼
は
、
所
属
す
る
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
義
勇
団
で
も
孤
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
九
月
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
義
勇
団
を

除
名
さ
れ
、
彼
は
自
由
ド
イ
ツ
青
年
と
の
関
係
を
失
っ
た）

11
（

。

　
（
4
）
二
つ
の
革
命
と
労
働
者
階
級
の
青
年
へ
の
期
待

　

既
存
の
青
年
運
動
組
織
の
動
員
に
失
敗
し
、
自
由
主
義
運
動
の
同
志
で
あ
っ
た
オ

ー
ル）

1（
（

を
戦
争
で
失
う
な
か
、
ネ
ル
ゾ
ン
は
一
九
一
七
年
四
月
、
I
J
B
の
前
身
に

あ
た
る
独
自
組
織
を
設
立
し
た
。
そ
の
目
的
は「
公
的
生
活
に
お
け
る
理
性
の
支
配
」

を
促
進
す
る
べ
く
、
そ
の
「
先
兵
（Vorkäm

pfer

）」
と
な
る
哲
学
的
な
教
育
を
受

け
た
政
治
的
指
導
者
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た）

11
（

。
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彼
は
、
青
年
運
動
の
「
失
敗
」
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
目
指
す
べ
き
目
標
や
実

現
の
た
め
の
方
略
を
指
し
示
す
力
を
備
え
た
指
導
者
の
不
在
と
、
現
状
変
革
の
意
思

の
欠
如
を
指
摘
し
て
い
た）

11
（

。
そ
し
て
一
九
一
六
年
に
は
す
で
に
、
自
ら
「
小
規
模
サ

ー
ク
ル
」
を
作
り
、
社
会
変
革
の
意
思
と
能
力
を
備
え
た
指
導
者
を
育
成
す
る
こ
と

を
構
想
し
て
い
た）

11
（

。
そ
こ
で
作
ら
れ
た
の
が
上
記
の
組
織
で
あ
っ
た
。
一
九
一
八
年

春
、
同
組
織
は
、
I
J
B
へ
と
改
組
さ
れ
た）

13
（

。

　

I
J
B
の
設
立
当
初
、
ネ
ル
ゾ
ン
と
そ
の
構
成
員
は
ま
だ
「
社
会
主
義
者
」
を

称
し
て
お
ら
ず
自
由
主
義
の
流
れ
に
あ
る
と
自
認
し
て
い
た
。
一
九
一
八
年
八
月
に

発
行
さ
れ
た
「
新
規
参
加
者
募
集
の
た
め
の
指
導
原
理
と
解
説
」
と
題
す
る
文
章

で
、
彼
ら
は
あ
く
ま
で
「
か
つ
て
の
自
由
主
義
に
根
ざ
し
て
い
る
」
こ
と
が
確
認
さ

れ
た）

11
（

。
実
際
、
そ
の
構
成
員
の
中
心
は
、
青
年
運
動
の
参
加
者
や
彼
の
教
え
子
と
い

っ
た
教
養
市
民
層
出
身
の
人
々
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
自
由
主
義
、
青
年
運
動
の
流
れ
を
汲
ん
だ
人
々
が
、
突
如
社
会
主
義
者
で
あ

る
こ
と
を
宣
言
し
た
の
が
、
先
述
の
「
社
会
主
義
者
宣
言
」
だ
っ
た
。
一
九
一
八
年

一
一
月
一
一
日
と
い
う
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
考
え
た
と
き
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
革
命
の

勃
発
と
そ
れ
に
続
く
政
治
的
激
動
を
、
直
接
的
な
要
因
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
た
だ
し
、
ネ
ル
ゾ
ン
ら
は
そ
れ
以
前
か
ら
社
会
主
義
に
対
し
て
思
想
的
に
接
近

し
て
い
た
。
以
下
、
接
近
の
過
程
を
ロ
シ
ア
革
命
の
成
功
に
よ
っ
て
ネ
ル
ゾ
ン
の
な

か
で
生
じ
た
レ
ー
ニ
ン
の
前
衛
党
論
へ
の
着
目
と
、
青
年
運
動
へ
の
幻
滅
と
反
比
例

し
て
生
じ
た
労
働
者
の
青
年
に
対
す
る
期
待
の
増
大
、
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
し
た

い
。

　

ネ
ル
ゾ
ン
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
勢
力
の
ロ
シ
ア
革
命
で
の
最
終
的
な
勝
利
を
し

て
、
レ
ー
ニ
ン
が
『
な
に
を
な
す
べ
き
か）

11
（

』
で
表
明
し
た
前
衛
党
論
の
勝
利
と
理
解

し
た）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
適
切
な
教
育
を
受
け
て
育
成
さ
れ
た
職
業
革
命
家
に
よ
っ
て
労

働
者
が
指
導
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
革
命
が
生
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

前
衛
党
論
は
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
「
指
導
者
教
育
」
と
そ
れ
に
基
づ
く
社
会
変
革
と
い

う
思
想
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
が
、
教
養
市
民
層
を
中
心
と
す
る
青
年

た
ち
の
意
思
と
主
体
性
の
な
さ
に
幻
滅
す
る
な
か
、
労
働
者
階
級
出
身
の
指
導
者
と

い
う
発
想
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

労
働
者
階
級
の
青
年
が
、
主
体
と
し
て
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ロ
シ

ア
革
命
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
一
八
年
の
論
考
で
ネ
ル
ゾ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
の

言
葉
を
引
用
し
つ
つ
「
社
会
を
刷
新
す
る
た
め
に
、
困
窮
し
て
い
る
も
の
と
、
思
考

す
る
も
の
、
学
問
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
連
帯
が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
、
社
会

変
革
の
主
体
と
し
て
労
働
者
階
級
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
教
育
と
と
も
に
、
重

視
さ
れ
た
の
が
社
会
全
体
の
た
め
に
「
犠
牲
と
な
る
意
思
」
を
も
つ
か
、
否
か
で
あ

っ
た）

11
（

。

　

同
年
、
I
J
B
の
中
心
人
物
の
一
人
が
記
し
た
論
考
の
な
か
で
は
、
さ
ら
に
進

ん
で
、
教
養
市
民
層
の
青
年
に
代
わ
っ
て
、
社
会
変
革
の
主
体
と
し
て
の
役
割
を
労

働
者
階
級
の
青
年
に
期
待
す
る
旨
が
記
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
青
年
運
動
に
集

っ
た
青
年
た
ち
の
「
偏
狭
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
思
考
」
と
「
自
己
中
心
的
な
動
機
」
が

批
判
さ
れ
た
の
ち
、
そ
れ
と
対
照
さ
せ
て
、
不
正
義
と
の
戦
い
に
お
い
て
よ
り
成
果

を
挙
げ
て
い
る
存
在
と
し
て
、
社
会
主
義
者
の
青
年
が
称
揚
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、

今
日
、
I
J
B
が
「
社
会
主
義
者
の
青
年
と
肩
を
並
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、

公
正
な
社
会
へ
の
道
の
り
は
、
社
会
主
義
を
経
て
そ
の
目
的
地
に
繋
が
る
か
ら
で
あ

る
」
と
し
て
、
理
想
と
す
る
社
会
の
途
中
に
社
会
主
義
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
社
会
の
実
現
の
た
め
に
は
、「
可
能
な
限
り
多
く
の
人
々
を
仲

間
に
つ
け
組
織
す
る
」
べ
く
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
青
年
た
ち
」
を
動
員
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た）

11
（

。

　

労
働
者
階
級
の
青
年
に
対
す
る
指
導
者
教
育
の
必
要
性
が
語
ら
れ
た
こ
と
も
、
着

目
に
値
す
る
。
仮
に
、
労
働
者
階
級
の
青
年
が
社
会
不
正
の
根
元
か
ら
の
根
絶
に
取
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り
組
ん
で
い
な
い
と
い
う
点
で
「
十
分
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
は
な
」
か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
彼
ら
自
身
の
責
任
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
そ
の
原
因
と
し
て
、
生
活
の
困

難
さ
か
ら
「
十
分
な
精
神
的
な
技
能
を
与
え
ら
れ
る
た
め
の
時
間
が
許
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
」
が
指
摘
さ
れ
た）

1（
（

。
そ
の
上
で
、「
能
力
の
あ
る
指
導
者
に
な
る
資
質
を
も

っ
た
人
々
は
、全
て
の
社
会
階
層
に
存
在
し
」「
何
も
ア
ビ
ト
ゥ
ー
ア
を
通
っ
た
人
々

に
限
ら
な
い）

11
（

」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
社
会
的
・
文
化
的
・
経
済
的
エ
リ
ー

ト
層
と
労
働
者
階
級
と
の
階
層
的
な
距
離
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
教
養
市
民
層
出
身
の

ネ
ル
ゾ
ン
や
I
J
B
に
集
っ
た
人
々
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
大
き
な
転
換
だ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

　

こ
の
後
、
ネ
ル
ゾ
ン
、
そ
し
て
I
J
B
の
構
成
員
ら
は
、
社
会
主
義
者
と
し
て

活
動
を
続
け
て
い
く
。
そ
こ
で
の
基
本
的
な
思
想
は
、
理
性
を
中
心
に
人
間
の
尊
厳

や
公
平
性
を
求
め
る
と
も
に
、
理
性
を
行
使
す
る
た
め
の
教
育
を
、
指
導
者
育
成
の

観
点
か
ら
求
め
る
、
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
、「
社
会
主
義
者
宣
言
」
以
前
の

思
想
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。

　
　
　
　

4
　
終
わ
り
に

　　

本
稿
で
は
、
今
日
「
倫
理
的
社
会
主
義
者
」
と
し
て
知
ら
れ
る
レ
オ
ナ
ル
ト
・
ネ

ル
ゾ
ン
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
に
掲
げ
て
い
た
「
倫
理
的
自
由
主
義
」
の
思
想

の
内
実
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
自
由
主
義
者
だ
っ
た
彼
が
、
同
大
戦
を
経
て
、
な

ぜ
社
会
主
義
者
を
自
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
を
検
討
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
従
来
「
社
会
主
義
者
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
ネ
ル
ゾ

ン
は
、
元
々
左
派
自
由
主
義
陣
営
に
属
し
、
人
間
理
性
の
力
に
基
づ
き
道
徳
的
な
社

会
を
構
築
す
る
と
い
う
、
哲
学
的
思
弁
に
基
づ
く
左
派
自
由
主
義
の
立
場
に
あ
っ
た

こ
と
、
そ
し
て
、
第
一
次
次
世
界
大
戦
と
ロ
シ
ア
革
命
の
勃
発
を
機
に
、
社
会
主
義

を
標
榜
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

最
後
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
挟
ん
だ
ド
イ
ツ
社
会
主
義
の
思
想
的
拡
大
と
い
う

観
点
か
ら
み
て
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
事
例
は
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
だ

ろ
う
か
。
重
要
と
な
る
の
が
、
同
時
期
生
じ
た
史
的
唯
物
論
に
対
す
る
懐
疑
的
な
態

度
の
広
が
り
と
人
間
の
主
体
性
に
対
す
る
着
目
で
あ
る
。

　

先
述
の
通
り
、第
一
次
世
界
大
戦
以
前
、史
的
唯
物
論
は
S
P
D
の
党
是
で
あ
り
、

そ
れ
に
対
す
る
公
的
な
批
判
は
、
修
正
主
義
論
争
以
来
、
目
立
っ
て
存
在
し
な
か
っ

た
。
史
的
唯
物
論
の
機
械
論
的
・
メ
シ
ア
論
的
世
界
観
が
公
に
批
判
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
が
、
同
大
戦
の
後
半
で
あ
っ
た
。
青
年
社
会
主
義
者
の
よ
う
な
、
青
年
運

動
の
流
れ
を
汲
む
「
右
派
」
の
人
々
が
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
の
古
い
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
な
ド
グ
マ
か
ら
の
訣
別
を
強
く
推
し
進
め
よ
う
と
」
す
る）

11
（

と
と
も
に
、
ル
ド

ル
フ
・
ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
ィ
ン
グ
や
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ア
ウ
フ
ホ
イ
ザ
ー
と
い
っ
た
、

S
P
D
の
理
論
家
た
ち
も
ま
た
、
労
働
者
大
衆
に
よ
る
自
然
発
生
的
な
革
命
と
い

う
展
望
に
対
し
て
疑
念
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た）

13
（

。
彼
ら
は
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
漸

次
的
な
離
脱
を
試
み
、
労
働
者
階
級
以
外
の
社
会
階
層
の
積
極
的
な
取
り
込
み
を
求

め
た
。
こ
の
議
論
は
一
九
二
一
年
に
成
立
し
た
「
ゲ
ル
リ
ッ
ツ
綱
領
」
に
繋
が
る
も

の
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

人
間
の
主
体
性
を
中
心
に
置
き
、
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
史
的
唯
物
論
の

排
斥
を
求
め
る
ネ
ル
ゾ
ン
の
思
想
は
、
こ
の
思
想
潮
流
の
一
部
を
構
成
し
た
も
の
と

し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
度
は
廃
れ
た
、
人
間
の
主
体
性
を
基

礎
と
す
る
社
会
主
義
と
い
う
思
想
を
、
ド
イ
ツ
社
会
主
義
の
外
部
、
す
な
わ
ち
自
由

主
義
の
文
脈
で
練
ら
れ
た
新
カ
ン
ト
主
義
の
哲
学
か
ら
、
そ
の
内
部
に
再
度
組
み
込

も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
S
P
D
の
国
民
政
党
化
の
一
過
程
が
こ
こ
に
見
て
取
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。
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潮
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eukantianism
us, 

Frankfurt am
 M

ain 1994.

  （
７
） 

安
野
正
明
『
戦
後
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
史
研
究
序
説
―
―
組
織
改
革
と
ゴ
ー
デ
ス

ベ
ル
ク
綱
領
へ
の
道
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
。
特
に
、
二
〇
九

−

二
一
五
、二
五
九

−

二
六
七
、三
四
八
頁
。「
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
綱
領
の
父
」
と
い

う
呼
称
に
つ
い
て
は
、Thom

as M
eyer, „W

illi Eichler – Vater des G
odesberger 

Program
m

s. Eine Erinnerung zum
 20. Todestag“ , in: D

ie N
eue G

esellschaft/

Frankfurter H
efte , 38 Jg., N

ov. 1991, S. 1048 f.

  （
８
） 

ズ
ザ
ン
ヌ
・
ミ
ラ
ー
（
河
野
裕
康
訳
）『
戦
後
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
史
』
あ
り
え

す
書
房
、
一
九
八
七
年
、
二
〇
九
頁
。

  （
９
） 

例
え
ば
、
ペ
ー
タ
ー
・
レ
ッ
シ
ェ
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ヴ
ァ
ル
タ
ー
（
岡
田
浩
平

訳
）『
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
戦
後
史　

国
民
政
党
の
実
践
と
課
題
』
三
元
社
、

一
九
九
六
年
、
一
五
三

−

一
五
八
頁
。

  （
10
） 

安
野
、
前
掲
書
、
一
二
二

−

一
二
四
頁
。

  （
11
） 

レ
ッ
シ
ェ
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
、
前
掲
書
、
一
五
四
頁
。

  （
12
） 

こ
れ
は
例
え
ば
、
前
述
の
安
野
や
レ
ッ
シ
ェ
と
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
研
究
の
ほ
か
、

以
下
の
レ
ム
ケ
＝
ミ
ュ
ラ
ー
の
研
究
に
も
い
え
る
。Sabine Lem

ke-M
üller, 

Ethischer Sozialism
us und soziale D

em
okratie. D

ie politische W
eg W

illi 

Eichlers vom
 ISK

 zur SPD
, B

onn 1988.

  （
13
） Leonard N

elson , G
esam

m
elte Schriften 

〔
以
下
、GS

と
表
記
〕 Bd.1-9,H

am
burg 

1970-1977.

  （
14
） Erna B

lencke, „Leonard N
elsons Leben und W

irken im
 Spiegel der B

riefe an 

　
注

  

（
１
） 
例
と
し
て
、
ド
イ
ツ
社
会
主
義
労
働
者
党
（
S
A
P
D
）
や
共
産
党
反
対
派
、

ノ
イ
・
ベ
ギ
ネ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
。Jan Foitzik, Zw

ischen den Fronten. Zur 

Politik, O
rganisation und Funktion linker politischer K

leinorganisationen im
 

W
iderstand 1933 bis 1939/40 , B

onn 1986.

  （
２
） 

ド
イ
ツ
民
主
党
（D

eutsche D
em

okratische Partei

）
所
属
の
自
由
主
義
政

治
家
パ
ウ
ル
・
ナ
ー
タ
ン
や
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
ー
マ
ー
、
ア
ー
ド
ル
フ
・
グ

リ
ム
ら
の
事
例
が
、
ま
た
、
青
年
社
会
主
義
者
（Jungsozialisten

）
の
よ

う
な
青
年
運
動
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
人
々
の
事
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。D

etlef 

Lehnert (H
rsg.), Vom

 Linksliberalism
us zur Sozialdem

okratie. Politische 

Lebensw
ege in historischen R

ichtungskonflikten 1890-1945 , K
öln/W

eim
ar/

W
ien 2015; Stefan Vogt, N

ationaler Sozialism
us und Soziale D

em
okratie: D

ie 

sozialdem
okratische Junge Rechte 1918-1945 , Bonn 2006, S.80 ff.

  （
3
） Foitzik, a. a. O

.

  （
4
） 

な
お
他
の
観
点
と
し
て
は
、
哲
学
者
と
し
て
の
ネ
ル
ゾ
ン
に
着
目
し
た
研
究
や
、

教
育
者
と
し
て
の
ネ
ル
ゾ
ン
に
着
目
し
た
も
の
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
太
田

明
「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ネ
ル
ゾ
ン
と

＞
理
性
の
自
己
信
頼

＜

（
一
）」『
玉
川
大
学
文

学
部
紀
要
』
第
五
五
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
〇
五

−

一
二
九
頁
、
太
田
匡
洋
「
レ

オ
ナ
ル
ト
・
ネ
ル
ゾ
ン
と
『
新
フ
リ
ー
ス
学
派
』
の
成
立
」『
理
想
』
第
七
〇
三

号
、
二
〇
一
九
年
、
五
八

−

六
八
頁
、
寺
田
俊
郎
「
レ
オ
ナ
ル
ト
・
ネ
ル
ゾ
ン
の

ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
」『
臨
床
哲
学
』
第
三
号
、
二
〇
〇
一
年
、
六
一

−

七
二
頁

な
ど
。

  （
５
） W

alter Euchner, „Ideengeschichte des Sozialism
us in D

eutschland. Teil 1“ , 

in: H
elga G

rebing u.a. (H
rsg.), G

eschichte der sozialen Ideen in D
eutschland. 

Sozialism
us – K

atholische Soziallehre – Protestantische Sozialethik. Ein 
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seine Eltern, 1891-1915. M
aterial für einen B

iographen“ , in: H
ellm

ut B
ecker, 

W
illi Eichler u. G

ustav H
eckm

ann (H
rsg.), Erziehung und Politik. M

inna 

Specht zu ihrem
 80. G

eburtstag , Frankfurt a. M
. 1960, S. 9-72.

  （
15
） 

以
上
、H

olger Franke, Leonard N
elson. Ein biographischer B

eitrag unter 

besonderer B
erücksichtigung seiner rechts- und staatsphilosophischen 

A
rbeiten , H

am
burg 1991, S. 51 f.

  （
16
） 

博
士
論
文
と
教
授
資
格
取
得
論
文
の
題
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、『
ヤ
ー
コ
プ
・
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
リ
ー
ス
と
そ
の
最
近
の
批
判
者
』
と
『
カ
ン
ト
認
識
論
発
展
史

の
研
究
』
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。Ebenda, S. 73 u. 99.

（
1（
） 

一
九
〇
三
年
に
彼
が
興
し
た
新
フ
リ
ー
ス
学
派
（N

eue Friesʼsche Schule

）
と

称
す
る
研
究
会
は
そ
の
拠
点
の
一
つ
で
あ
り
、
周
囲
の
友
人
や
研
究
者
、
教
え
子

が
そ
こ
に
参
加
し
た
。Erna B

lencke, „Zur G
eschichte der N

eue Friesʼschen  

Schule und der Jakob Friedrich Fries-G
esellschaft“ , in: A

rchiv für G
eschichte 

der Philosophie , 60. B
and, 1978, S. 199-208.

  （
18) 

Franke, a.a.O
, S. 102 ff. u. 13（.

  （
19
） 

自
由
ド
イ
ツ
国
民
協
会
は
、
南
ド
イ
ツ
の
自
由
主
義
者
組
織
の
結
集
を
目
指
し
て

一
九
〇
七
年
に
創
設
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
。W

erner Link, „D
er N

ationalverein 

für das liberale D
eutschland 1907-1918“ , in: Politische Vierteljahresschrift 5 

Jg. H
eft 4, D

ez. 1964, S. 426 f.

  （
20
） „Brief N

elsons an seine Eltern am
 13. Jul. 1907“, zit. nach: Blencke, a.a.O

., S. 27.

  

（
21
） „B

rief N
elsons an seine Eltern am

 13. Jul. 1908“, zit. nach: B
lencke, a.a.O

., S. 

30 f.

「
中
欧
論
」
に
つ
い
て
は
以
下
を
み
よ
。
板
橋
拓
己
『
中
欧
の
模
索
―
―
ド

イ
ツ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
系
譜
』
創
文
社
、
二
〇
一
〇
年
。

  （
22
） „Brief N

elsons an seine Eltern am
 25. O

kt. 1908“, zit. nach: Blencke, a.a.O
., S. 31. 

オ
ー
ル
は
も
と
も
と
歴
史
学
を
修
め
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
私
講
師
を
勤
め

て
い
た
人
物
で
あ
る
。
自
由
ド
イ
ツ
国
民
協
会
の
設
立
に
際
し
て
、
綱
領
及
び

組
織
構
造
を
め
ぐ
る
議
論
に
参
加
し
、
そ
の
後
一
九
一
〇
年
か
ら
総
書
記
を
務

め
た
。Link, „ N

ationalverein“ , S. 425-433. 

  （
23
） 

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
自
由
同
盟
は
、
既
存
の
学
生
組
合
や
ブ
ル

シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
団
体
を
「
立
身
出
世
主
義
的
」
か
つ
「
硬
直
的
」
で
あ
る

と
批
判
し
て
成
立
し
た
学
生
組
織
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
全
土
に
あ
る
「
自
由
同
盟
」

の
一
つ
で
あ
っ
た
。G

erd Lüdem
ann und M

artin Schröder, D
ie Religions-

geschichtliche Schule in G
öttingen. Eine D

okum
entation , G

öttingen 1987, 

S. 43.

  （
24
） Leonard N

elson, „W
as ist liberal? (1908)“, in: G

S, B
d. 9, S. 6.

  （
25
） D

ieter Langew
iesche, Liberalism

us in D
eutschland, Frankfurt a. M

., 1988, 

S. 225 ff.

  （
26
） „W

as ist liberal?“, S. 3-7.

  （
2（
） Ebenda, S. 4.

  （
28
） Ebenda, S. 7.

  （
29
） Ebenda, S. 9.

  （
30
） 

E
・
カ
ン
ト
（
中
山
元
訳
）『
純
粋
理
性
批
判 

二
』
光
文
社
、
二
〇
一
三
年
、

一
四
五

−

一
七
一
頁
。

  （
31
） „W

as ist liberal?“, S. 19-22.

  （
32
） 

こ
れ
を
ネ
ル
ゾ
ン
は
「
理
性
の
自
己
信
頼
の
原
則
（Prinzip des Selbstvertrauen 

der Vernunft

）」
と
呼
ん
だ
。Ebenda, S. 22.

  （
33
） Ebenda.

  （
34
） „Brief N

elsons an seine Eltern am
 1. Jan. 1907“, zit. nach: Blencke, a.a.O

., S. 27.

  （
35
） „W

as ist liberal?“, S. 9 f.

  （
36
） Ebenda, S. 15 f.
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  （
3（
） 

彼
の
念
頭
に
は
、
カ
ン
ト
以
降
の
自
然
哲
学
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
、
歴
史
主
義
、
弁

証
法
、
唯
物
論
と
い
う
哲
学
的
な
流
れ
が
あ
っ
た
。Ebenda, S. 14 ff.

  （
38
） H

ans-Josef Steinberg, Sozialism
us und deutsche Sozialdem

okratie: zur 

Ideologie der Partei vor dem
 I . W

eltkrieg, H
annover 1967, S. 59 f.

（
ハ
ン
ス

＝
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
ベ
ル
ク
（
時
永
淑
、
堀
川
哲
訳
）『
社
会
主
義
と
ド

イ
ツ
社
会
民
主
党
―
―
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
』
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
三
年
、
一
〇
二
頁
）.

  （
39
） Ebenda, S. 74 f.

（
同
書
、
一
三
三

−

一
三
四
頁
）.

  （
40
） „W

as ist liberal?“, S. 2 u. 26.

  （
41
） Ebenda, S. 24.

  （
42
） Ebenda. 

な
お
ネ
ル
ゾ
ン
自
身
、
こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
に
言
及
し
て
い
る
。

  （
43
） 

彼
自
身
は
、
ナ
ウ
マ
ン
を
し
て
「
今
日
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
期
待
を
寄
せ
る
こ
と

の
で
き
る
唯
一
の
政
治
家
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
改
革
姿
勢
に
賛
意
を
示
し
て
い

た
。„B

rief N
elsons an seine Eltern am

 1. Jan. 1907“, zit. nach: B
lencke, a.a.O

., 

S. 27.

  （
44
） „R

ichtlinien für unsere aktuelle politische W
irksam

keit vom
 11. N

ov. 1918“, 

zit. nach: K
lär, a.a.O

., S. 314.

  （
45
） Franke, a.a.O

., S. 109-116.

  （
46
） „Brief N

elsons an seine Eltern am
 29. Jul. 1914“, zit. nach: Blencke, a.a.O

., S. 59.

  （
4（
） Leonard N

elson, „D
enkschrift betreffend die Einführung eines Staatenbundes 

und der dam
it zu verbindenden inneren R

eform
en zum

 B
ehufe der 

Stabilisierung eines auf der G
rundlage eines deutschen Sieges m

öglichen 

Friedenszustandes (1914)“, in: G
S 9 B

d., S. 59-110.

  （
48
） Ebenda., S. 65 f.

  （
49
） Ebenda, S. 97-110.

  （
50
） 

三
宅
立
「
第
一
次
世
界
大
戦
と
ド
イ
ツ
社
会
」
若
尾
祐
司
、
井
上
茂
子
（
編
）

『
近
代
ド
イ
ツ
の
歴
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
一
六
八

−

一
六
九
頁
。

  （
51
） 

送
り
先
に
は
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ズ
ザ
ン
ヌ
・
ミ
ラ
ー
に
よ

る
史
料
解
説
よ
り
。Ebenda, S. 60 ff.

  （
52
） Ebenda, S. 89.

  （
53
） Ebenda, S. 68.

  （
54
） Ebenda.

  （
55
） N

elson, „Vom
 Staatenbund (1918)“, in: G

S 9 B
d., S. 56.

  （
56
） 

以
上
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
義
勇
団
の
設
立
経
緯
と
特
徴
に
つ
い
て
は
、
田
村
、
前
掲

書
、
八
〇

−

八
一
頁
。

  （
5（
） 

以
下
を
参
照
。B

arbara Stam
bolis u. Jürgen R

eulecke (H
rsg.), 100 Jahre H

oher 

M
eißner (1913-2013). Q

uellen zur G
eschichte der Jugendbew

egung,  G
öttingen 

2015.

  （
58
） 

田
村
、
前
掲
書
、
八
〇

−

八
一
頁
。

  （
59
） Leonard N

elson, „A
n die freie deutsche Jugend und ihre Freunde . A

ufruf zum
 

Fest auf dem
 H

oher M
eißner O

ktober 1913“, in: Freideutsche Jugend. Zur 

Jahrhundertfeier auf dem
 H

ohen M
eißner 1913 , Jena 1913, S. 134-136. 

そ
こ

に
は
、
グ
ス
タ
フ
・
ヴ
ィ
ネ
ケ
ン
の
よ
う
に
青
年
運
動
関
係
者
の
ほ
か
、
歴
史
家

ハ
ン
ス
・
デ
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ク
や
、
哲
学
者
パ
ウ
ル
・
ナ
ト
ル
プ
、
社
会
学
者
ア
ル

フ
レ
ー
ト
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
い
っ
た
同
時
代
の
著
名
な
知
識
人
が
名
前
を
連
ね
て

お
り
、
寄
稿
者
は
三
〇
名
に
及
ん
だ
。

  （
60
） Ebenda, S. 134.

  （
61
） Ebenda, S. 135 f.

  （
62
） „Brief N

elsons an seine Eltern am
 24. Jul. 1914“, zit. nach: Blencke, a.a.O

., S. 59.

  （
63
） „Brief N

elsons an seine Eltern am
 30. O

kt. 1914“, zit. nach: Blencke, a.a.O
., S. 64 f.
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  （
64
） „Brief N

elsons an seine Eltern am
 11. N

ov. 1915“, zit. nach: Blencke, a.a.O
., S. 71 f.

  （
65
） „Brief N

elsons an seine Eltern am
 12. A

ug. 1914“ , zit. nach: Blencke, a.a.O
., S. 63 f. 

な
お
、
そ
の
後
、
実
際
に
動
員
さ
れ
た
の
は
一
九
一
七
年
九
月
だ
っ
た
。
ゲ
ッ

テ
ィ
ン
ゲ
ン
、
カ
ッ
セ
ル
の
駐
屯
地
で
の
勤
務
後
、
不
眠
症
や
精
神
疾
患
を
理
由

に
翌
年
の
二
月
に
除
隊
と
な
っ
た
。Franke, a.a.O

., S. 138-143.

  （
66
） Franke, a. a. O

., S. 144 f.

  （
6（
） Leonard N

elson, „Eigene Verantw
ortung und innere W

ahrhaftigkeit (V
ier 

B
riefe an die freideutsche Jugend)“, in: G

S 8 B
d., S. 219 f.

  （
68
） Ebenda. 

  （
69
） 

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ラ
カ
ー
（
西
村
稔
訳
）『
ド
イ
ツ
青
年
運
動
―
―
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー

ゲ
ル
か
ら
ナ
チ
ズ
ム
へ
』
人
文
書
院
、
一
九
八
五
年
、
一
二
四
頁
。

  （
（0
） Franke, a.a.O

., S. 147f.

  （
（1
） 

オ
ー
ル
は
、
政
治
的
指
導
者
を
育
成
す
る
た
め
の
「
政
治
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
設
立

を
目
指
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
ネ
ル
ゾ
ン
に
と
っ
て
政
治
教
育
と
い
う
観
点
か

ら
も
同
志
で
あ
っ
た
。N

elson, „W
ilhelm

 O
hr als politischer Erzieher (1917)“, 

in: G
S 8 B

d., S. 417-448.

  （
（2
） 

組
織
設
立
時
に
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
ミ
ン
ナ
・
シ
ュ
ペ
ヒ
ト
と
ベ
ル
タ
・

ギ
ー
ジ
ン
が
お
こ
な
っ
た
演
説
よ
り
。Franke, a.a.O

., S. 147. 

  （
（3
） N

elson, „Eigene Verantw
ortung“, S. 222.

  （
（4
） Ebenda, S. 224.

  （
（5
） K

lär, a.a.O
., S. 313 f.

  （
（6
） „Leitsätze und Erläuterungen für die W

erbetätigkeit vom
 23. A

ug. 1918“, zit. 

nach: K
lär, a.a.O

., S. 314.

  （
（（
） 

ヴ
ェ
・
イ
・
レ
ー
ニ
ン
（
マ
ル
ク
ス
＝
レ
ー
ニ
ン
主
義
研
究
所
訳
）「
な
に
を
な

す
べ
き
か
？
わ
れ
わ
れ
の
運
動
の
焦
眉
の
諸
問
題
」『
レ
ー
ニ
ン
全
集　

第
五
巻
』

大
月
書
店
、
一
九
五
四
年
。

  （
（8
） Leonard N
elson, „Lebensnähe. A

us einer Rede, gehalten vor der C
asseler

〔
原

題
マ
マ
〕 Arbeiterschaft“, in: isk, Jg. 1, H

eft 5, M
ai 1926, S. 85 f.

  （
（9
） Leonard N

elson, „Ö
ffentliches Leben“, in: G

S 8 B
d., S. 272 f.

  （
80
） 

以
上
、K

lara D
eppe, „A

ufgaben und G
efahren“, in; B

ertha G
ysin (H

g.), D
er 

V
ölker-Bund der Jugend, Leipzig 1920 , S. 22-32. 

な
お
、
同
書
に
収
め
ら
れ
た

各
論
考
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
、G

ysin, „Einleitung“, in: dies, a.a.O
., S. 5.

  （
81
） Ebenda, S. 24-28.

  （
82
） Ebenda, S. 32.

  （
83
） 

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ネ
ル
ゾ
ン
ら
I
J
B
/
I
S
K
構
成
員
の
活
動
、
思
想

に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
安
野
前
掲
書
、
一
二
一

−

一
二
六
頁
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ

社
会
主
義
の
「
倫
理
的
な
基
礎
づ
け
」
の
起
源
に
関
す
る
一
考
察
―
―
レ
オ
ナ
ル

ト
・
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学
と 

I
J
B
/
I
S
K
の
政
治
的
立
場
に
着
目
し
て
」『
世

界
史
研
究
論
叢
』
第
九
号
、
二
〇
一
九
年
、
二
三

−

四
四
頁
。

  （
84
） 

レ
ッ
シ
ェ
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
、
前
掲
書
、
四
四
頁
。

  （
85
） 

同
書
、
四
四

−

四
五
頁
。

  （
86
） 

同
書
、
四
九
頁
。

　

※
本
研
究
は
J
S
P
S
科
研
費
（19K

13317)

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

                                              （
す
ず
き　

た
け
お
・
東
京
工
業
大
学
専
任
講
師
）
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趣
旨
説
明
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磯
部
裕
幸

　
　
　
　

は
じ
め
に

さ
る
二
〇
二
一
年
九
月
一
八
日
と
一
九
日
、
第
四
四
回
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
が

オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開
催
さ
れ
た
。
学
会
初
日
に
行
な
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、

「
学
問
と
政
治
の
関
係
を
考
え
る
」
と
題
し
、そ
の
前
年
に
起
こ
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
日

本
学
術
会
議
会
員
任
命
問
題
」
を
受
け
て
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
科
学
（
研
究
）
の

あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
。

二
〇
二
〇
年
九
月
に
発
足
し
た
菅
内
閣
が
、
日
本
学
術
会
議
の
推
薦
す
る
新
会

員
候
補
任
命
を
拒
否
し
た
問
題
は
、
広
く
「
学
問
の
自
由
」
を
め
ぐ
る
議
論
へ
と
発

展
し
た
。
そ
こ
で
は
特
に
「
日
本
学
術
会
議
法
」
に
関
す
る
政
府
の
法
解
釈
、
ま
た

任
命
を
拒
否
し
た
具
体
的
理
由
、
さ
ら
に
は
学
術
会
議
の
あ
り
方
な
ど
に
関
心
が
集

ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
中
に
は
、
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
「
学
問

の
社
会
的
責
務
」
つ
い
て
の
理
解
に
大
き
な
変
更
を
迫
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た

二
〇
二
三
年
六
月
の
時
点
で
こ
の
問
題
に
お
け
る
政
府
・
与
党
の
対
応
が
な
お
流
動

的
で
あ
る
た
め
、
今
後
も
引
き
続
き
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、こ
う
し
た
議
論
を
通
じ
て
浮
き
彫
り
に
な
る
の
は
、「
学
問（
学
者
）」が「
政

治
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
築
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
今
日
、
多
く
の
大
学
が
国
庫
か
ら
の
補
助
金
に
依
存
し
て
い
る
現
状
か

ら
す
れ
ば
、
学
者
が
「
政
治
」
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
と
こ
ろ
に
身
を
置
く
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
「
科
学
」
が
「
政
治
」
と
の
適
切
な
距
離
を
見
失
い
、

学
問
だ
け
で
な
く
国
家
の
衰
退
を
招
い
た
例
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
歴
史
は
、

個
々
の
研
究
者
が
専
門
領
域
を
越
え
て
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
主
に
歴
史
学
の
分
野
に
お
い
て
「
学
問
の
価
値
」

や
「
社
会
に
お
け
る
学
問
の
役
割
」
に
つ
い
て
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
て
い
る
三
名

を
お
招
き
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
専
門
と
し
て
い
る
地
域
や
時
代
に
お
け
る
状
況
に
つ
い

て
報
告
を
お
願
い
し
た
。
以
下
に
紹
介
す
る
の
は
、
登
壇
の
三
名
に
よ
る
報
告
原
稿

を
も
と
に
し
た
論
考
で
あ
る
。
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
そ
の
概
要
を
記
し
て
お

き
た
い
。

第
一
論
文
（
隠
岐
さ
や
香
「
ア
カ
デ
ミ
ー
と
「
自
由
」
―
―
一
八
世
紀
パ
リ
王

立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
理
念
と
実
際
」）
で
は
、一
七
世
紀
後
半
に
設
立
さ
れ
た
「
パ

リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」
が
、
絶
対
王
政
下
の
フ
ラ
ン
ス
で
い
か
に
し
て
「
学
問

の
自
由
」、
特
に
予
算
執
行
に
関
す
る
裁
量
権
お
よ
び
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
任
命
権

を
保
持
し
え
た
の
か
に
つ
い
て
、
数
学
者
で
政
治
思
想
家
、
そ
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
の

終
身
書
記
だ
っ
た
ニ
コ
ラ
・
ド
・
コ
ン
ド
ル
セ
の
主
張
を
参
照
し
つ
つ
分
析
し
て
い

る
。
王
権
の
圧
倒
的
な
影
響
力
の
前
に
、「
政
治
」
か
ら
の
完
全
な
独
立
が
困
難
だ

っ
た
同
ア
カ
デ
ミ
ー
が
、
な
お
「
予
算
執
行
権
」
や
「
人
事
権
」
を
掌
握
で
き
た
の

は
、
優
れ
た
王
と
い
え
ど
も
科
学
の
こ
と
は
専
門
家
に
任
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

社
会
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
り
、
そ
れ
が
社
会
の
安
定
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
い

　

▼
特
集

　
学
問
と
政
治
の
関
係
を
考
え
る

　
　

―
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
第
四
四
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

―
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う
体
制
側
の
思
惑
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
原
則
は
、
絶
対
王
政
以
上
に
「
国
民
へ

の
奉
仕
」
を
強
い
る
革
命
政
府
の
時
代
に
入
っ
て
も
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

絶
対
王
政
下
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
科
学
探
究
は
、
隠
岐
も
指
摘
し
て
い
る
通

り
「
王
の
栄
光
と
と
も
に
追
求
さ
れ
る
公
共
善
［
…
］
の
領
域
に
属
し
、
そ
の
資
金

は
王
権
か
ら
賄
わ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
」。
そ
れ
で
は
、そ
う
し
た「
価
値
の
源
泉
」

た
る
王
が
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
、
や
が
て
大
衆
民
主
主
義
の
時
代
へ
と
向

か
う
二
〇
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
科
学
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。

続
く
第
二
論
文
（
野
口
雅
弘
「『
価
値
自
由
』
と
政
治
―
―
ド
イ
ツ
社
会
学
会 

（
一
九
〇
九

−

一
九
三
四
年
）
に
お
け
る
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
マ
ン

ハ
イ
ム
」
で
は
、
一
九
〇
九
年
に
設
立
さ
れ
た
ド
イ
ツ
社
会
学
会
で
活
躍
し
た
三
人

の
主
張
を
追
い
な
が
ら
、「
神
な
く
預
言
者
な
き
時
代
」
に
お
け
る
科
学
研
究
の
意

味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。二
〇
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
で
は
、「
学
問
と
は
何
か
？
」

と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
、
い
わ
ば
「
長
い
一
九
世
紀
」
と
「
極
端
な
二
〇
世
紀
」

が
同
居
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
社
会
学
を
通
じ
進
化
論
的
、
進
歩
主
義
的
な
「
社
会

改
良
」
を
夢
見
る
ル
ー
ド
ル
フ
・
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ト
、「
事
実
」
と
「
価
値
」
を
厳

し
く
峻
別
し
、
後
者
の
多
元
性
を
前
提
と
し
た
上
で
、
学
会
を
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
内

容
の
比
較
検
討
の
場
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
そ
う
し
た

学
問
上
の
「
禁
欲
的
態
度
」
を
、
社
会
的
分
断
を
助
長
す
る
も
の
と
し
て
拒
絶
し
、

諸
思
想
や
諸
党
派
の
「
媒
介
」
と
「
総
合
」
を
主
張
す
る
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
な

ど
、
価
値
観
が
多
様
化
し
、
政
治
的
対
立
が
激
化
す
る
二
〇
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
で
、

「
学
問
的
真
理
」
を
め
ぐ
っ
て
苦
闘
す
る
社
会
学
者
た
ち
が
描
か
れ
る
。

野
口
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
す
る
「
価
値
自
由
」
と
は
決
し
て
「
政

治
と
の
没
交
渉
を
意
味
し
な
い
」。
す
な
わ
ち
「
学
問
の
名
の
も
と
で
一
義
的
な
解

答
を
あ
え
て
せ
ず
に
、
お
互
い
の
価
値
の
違
い
を
確
認
し
［
…
］
そ
れ
ぞ
れ
の
論
拠

を
検
討
し
合
う
場
を
確
保
す
る
こ
と
」
は
、「
公
共
」
の
あ
り
方
と
し
て
考
え
た
と
き
、

政
治
と
り
わ
け
民
主
主
義
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

こ
の
「
公
共
（
性
）」
と
い
う
問
題
を
戦
後
の
東
ド
イ
ツ
の
状
況
に
即
し
て
考
察

し
た
の
が
第
三
論
文（
伊
豆
田
俊
輔「
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る『
公
共
性
』と『
党
派
性
』

―
―
文
化
同
盟
の
議
論
を
中
心
に
」
で
あ
る
。
戦
後
ま
も
な
く
設
立
さ
れ
た
「
文
化

同
盟
」
は
、
科
学
研
究
に
従
事
す
る
研
究
者
相
互
の
交
流
を
促
し
、
そ
の
知
見
を
広

く
社
会
に
還
元
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
設
立
当
初
の
目
標
は
「
超
党
派
的

な
公
共
性
」
で
あ
り
、
そ
の
門
戸
は
ナ
チ
ズ
ム
と
軍
国
主
義
を
拒
絶
す
る
す
べ
て
の

人
々
（
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
「
無
党
派
層
」
も
含
ま
れ
る
）
に
開
か
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
こ
の
前
提
は
一
九
五
六
年
、「
修
正
主
義
知
識
人
」
と
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
の

一
斉
検
挙
に
よ
っ
て
崩
れ
去
る
こ
と
に
な
る
。「
超
党
派
的
」
だ
っ
た
組
織
は
次
第

に
党
派
色
を
帯
び
、ド
イ
ツ
社
会
主
義
統
一
党
の
主
張
に
沿
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。

唯
物
史
観
を
掲
げ
、社
会
主
義
建
設
の
推
進
に
賛
意
を
表
明
す
る
こ
と
が
「
公
共
性
」

と
同
義
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

伊
豆
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
戦
後
の
日
本
学
術
会
議
も
「
党
派
的
中
立
性
」

や
公
共
性
を
意
識
す
る
が
ゆ
え
に
「
そ
の
自
立
性
が
担
保
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
」。し
か
し
現
在
政
治
の
場
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
、菅
内
閣
が
行
な
っ
た
こ
と
、

行
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
前
提
を
掘
り
崩
す
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
特
に
歴
史
研
究
者
は
、
し
ば
し
ば
排
他
的
で
寛
容
性
を
失
っ
た
「
国

家
（
民
族
）
神
話
」
の
形
成
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
「
抵
抗
」
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
に
ご
紹
介
す
る
三
編
の
論
文
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
上
で
有
益
な

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。

最
後
に
、
ご
登
壇
下
さ
っ
た
三
名
の
報
告
者
、
ま
た
第
四
四
回
ド
イ
ツ
現
代
史

学
会
の
運
営
に
あ
た
っ
た
関
係
者
の
皆
様
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
と
い
う
困
難
な
状
況

に
あ
り
な
が
ら
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
参
加
頂
い
た
方
々
、
な
ら
び
に
本
特
集
を
ご



47　特集　学問と政治の関係を考える 

提
案
下
さ
っ
た
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
編
集
委
員
の
皆
様
に
、心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
い
そ
べ
ひ
ろ
ゆ
き
・
中
央
大
学
教
授
）
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ア
カ
デ
ミ
ー
と
「
自
由
」　
　
　

　
　
―
―
十
八
世
紀
パ
リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
理
念
と
実
際
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　     

　   

隠
岐
さ
や
香

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、「
学
問
の
自
由
」
と
呼
ば
れ
る
概
念
の
形
成
過
程
で
あ
る
一
八

世
紀
に
お
い
て
、
自
然
科
学
を
研
究
す
る
学
者
お
よ
び
そ
の
愛
好
者
を
集
め
た
研
究

交
流
団
体
で
あ
っ
た
パ
リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（
一
六
六
六

−

一
七
九
三
）
の
関

係
者
に
見
ら
れ
た
学
者
の
共
同
体
の
自
由
や
自
律
性
に
つ
い
て
の
理
念
を
確
認
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　

本
論
に
入
る
前
に
、
日
本
語
で
「
学
問
の
自
由
」
と
表
現
さ
れ
る
内
容
を
確
認
し

て
お
く
。「
学
問
の
自
由
」
は
、
英
語
のacadem

ic freedom
、
あ
る
い
は
そ
れ
に

類
す
る
欧
州
諸
言
語
の
表
現
で
知
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
関
心
の
焦

点
や
法
的
な
制
度
と
の
関
わ
り
と
な
る
と
各
国
ご
と
に
ず
れ
が
あ
る
。
そ
の
由
来
は

お
お
よ
そ
、
中
世
に
お
い
て
大
学
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
教
員
集
団
あ
る
い
は
学
生

集
団
に
よ
る
自
治
・
自
律
の
要
求
に
遡
る
と
み
な
し
て
よ
い
。
だ
が
、
そ
の
関
心
の

焦
点
や
法
的
な
制
度
と
の
関
わ
り
は
、
初
期
近
代
以
降
の
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
米

国
と
い
っ
た
諸
地
域
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
大
学
自
治
の

問
題
を
含
む
「
学
問
の
自
由
」
論
が
伝
統
的
に
根
強
い
。
一
七
世
紀
頃
か
ら
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
浸
透
と
共
に
大
学
が
複
数
の
神
学
的
立
場
を
巡
る
葛
藤
を
経
験

し
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
を
は
じ
め
著
名
な
論
者
に
よ
り
「
哲
学
す
る
自
由
」
が

論
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
一
八
五
〇
年
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
が
「
学
問
の
自
由
」

を
第
二
〇
条
に
書
き
込
む
に
至
っ
た（

1
（

。
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
米
国
で
は
憲
法
に

「
学
問
の
自
由
」
に
関
す
る
条
文
は
存
在
し
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
サ
ヴ
ァ

リ
法
な
ど
教
育
関
連
の
法
律
や
判
例
に
関
連
す
る
記
載
が
あ
り
、
研
究
の
自
由
、
教

育
の
自
由
、
そ
し
て
大
学
教
員
に
よ
る
表
現
の
自
由
に
つ
い
て
の
概
念
が
定
着
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
研
究
・
教
育
職
が
そ
の
専
門
職
務
上
必
要
と
す
る
特
権

で
あ
る
と
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
対
し
て
、
米
国
で
は
一
部
の
国
民
に
特
権
を

認
め
な
い
発
想
ゆ
え
に
「
表
現
の
自
由
」
だ
け
で
充
分
と
の
発
想
が
あ
り
、「
学
問

の
自
由
」
に
は
法
的
な
裏
付
け
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
返
っ
て
研
究
・
教

育
に
関
す
る
各
種
団
体
や
協
会
が
自
発
的
に
「
学
問
の
自
由
」
の
議
論
を
行
い
、
憲

章
や
声
名
を
通
じ
て
実
質
上
制
度
化
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る（

3
（

。

　

本
稿
で
扱
う
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
と
い
う
存
在
は
、
上
に
記

し
た
「
学
問
の
自
由
」
を
検
証
す
る
先
行
研
究
で
は
基
本
的
に
見
落
と
さ
れ
が
ち
な

対
象
で
あ
る
。
科
学
史
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ア
カ
デ
ミ
ー
は
既
存
の
大
学
が
新
興

の
学
問
に
門
戸
を
開
か
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
学
術
・
文
化
交
流
の
場
を
提
供

し
た
組
織
で
あ
る
。
だ
が
、
大
学
史
や
法
学
史
と
い
う
「
学
問
の
自
由
」
を
探
究
す

る
に
あ
た
っ
て
の
従
来
的
な
枠
組
み
か
ら
は
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
。
ま
た
、
フ
ラ
ン

ス
語
圏
は
ド
イ
ツ
語
圏
や
英
語
圏
に
比
べ
る
と
、
そ
も
そ
も
「
学
問
の
自
由
」
の
思

想
史
的
研
究
が
豊
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
大
学
に
ま
だ
自
然
科
学
の
研
究
に
適
し
た

学
部
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
専
門
学
会
等
も
存
在
し
な
か
っ
た
当
時
、
当
時
の
パ

リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
実
質
上
、
学
会
の
研
究
発
表
と
国
内
外
の
学
者
間
の
交

流
、
そ
し
て
時
折
求
め
ら
れ
て
専
門
的
助
言
を
す
る
役
割
を
担
う
組
織
と
し
て
は
欧

州
で
最
高
峰
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
組
織
に
「
学
問
の
自
由
」
に
類
す
る
思
想
が

み
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
内
実
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
は
一
定
の
意
義
が
あ
る

だ
ろ
う
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
次
節
か
ら
は
次
の
二
点
を
取
り
扱
う
。
第
一
に
、
先
行
研
究
を

元
に
財
政
面
・
制
度
面
で
の
実
態
を
確
認
し
、
パ
リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
が
ど
の
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程
度
、
研
究
発
表
や
運
営
、
人
事
等
に
お
け
る
「
自
由
」
や
「
自
律
」
を
有
し
て
い

た
の
か
を
検
討
す
る
。
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
直
前
期
を
中
心
に
パ
リ
王
立
科
学

ア
カ
デ
ミ
ー
関
係
者
が
ア
カ
デ
ミ
ー
の
自
由
に
つ
い
て
い
か
な
る
こ
と
を
考
え
て
い

た
か
を
振
り
返
る
。
そ
の
上
で
、「
学
問
の
自
由
」
の
思
想
史
系
譜
に
お
け
る
パ
リ

王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
。

　
　
　
　

２　

パ
リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
制
度
面
・
財
政
面
の
実
態

　

一
六
六
六
年
に
設
立
さ
れ
た
パ
リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
同
時
期
に
創
設
さ

れ
た
英
国
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
ー
と
並
び
、
自
然
科
学
を
扱
っ
た
ア
カ
デ
ミ

ー
の
中
で
は
最
も
古
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
一
七
世
紀
前
半
に
パ
リ
の
富
裕
な
学

術
愛
好
家
た
ち
が
開
催
し
て
い
た
自
然
科
学
と
数
学
の
た
め
の
複
数
の
会
合
が
そ
の

由
来
と
さ
れ
る
。
関
係
者
た
ち
は
活
動
の
結
果
、
自
然
研
究
に
は
世
代
を
超
え
た
積

み
重
ね
が
必
要
で
あ
り
、
王
こ
そ
が
そ
の
よ
う
な
永
続
性
を
要
す
る
活
動
を
支
援
す

る
に
相
応
し
い
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
王
権
か
ら
の
直
接
の
出
資
を
伴
う
庇

護
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
の
場
合
は
人
事
も
財
政

も
王
権
か
ら
は
独
立
し
た
私
的
団
体
と
し
て
出
発
し
て
い
た
た
め
、
結
果
と
し
て
大

陸
と
英
国
と
で
異
な
る
ア
カ
デ
ミ
ー
の
経
験
が
紡
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
王
権
は
学
者
の
集
団
に
権
利
を
与
え
る
の
に
慎
重
で
あ

っ
た
。
一
六
六
〇
年
代
の
設
立
当
初
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
正
式
な
名
称
も
会
則
も

得
ら
れ
ず
、
大
臣
が
開
催
す
る
私
的
な
会
合
と
し
て
運
営
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
七
世

紀
後
半
の
間
は
研
究
の
自
由
も
保
証
さ
れ
ず
、
政
府
高
官
は
同
ア
カ
デ
ミ
ー
を
特
定

の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
遂
行
の
た
め
の
団
体
と
み
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば

宰
相
コ
ル
ベ
ー
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
全
土
の
職
人
技
芸
調
査
や
三
角
測
量
を
用
い
た
王

国
地
図
作
成
と
い
っ
た
壮
大
な
企
画
を
依
頼
し
、
そ
れ
は
運
良
く
後
世
に
も
成
果
を

残
す
内
容
と
な
っ
た
。
だ
が
、
後
続
の
大
臣
た
ち
は
そ
の
限
り
で
は
な
く
、
会
員
達

の
不
満
も
呼
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に
政
府
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
試
行
錯
誤
を
経
て
、

一
六
九
九
年
に
な
る
と
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
王
か
ら
会
則
を
与
え
ら
れ
、
制
度
的
な

輪
郭
が
定
ま
っ
て
い
く
。

　

一
六
九
九
年
の
会
則
で
定
め
ら
れ
た
制
度
の
う
ち
、
ま
ず
は
会
員
選
出
の
自
由
に

つ
い
て
述
べ
る
。
同
ア
カ
デ
ミ
ー
で
は
、
科
学
的
な
研
究
能
力
が
求
め
ら
れ
る
会
員

に
つ
い
て
は
会
員
に
よ
る
投
票
で
三
人
あ
る
い
は
二
人
の
候
補
が
提
示
さ
れ
、
王
が

そ
こ
か
ら
一
人
を
選
ん
で
任
命
す
る
と
い
う
方
式
が
取
ら
れ
た
。
会
員
を
自
由
に
選

び
た
い
ア
カ
デ
ミ
ー
と
絶
対
王
制
と
の
あ
い
だ
で
折
り
合
い
が
付
け
る
措
置
が
採
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る（

4
（

。
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
一
七
一
九
年
か
ら
一
七
八
五
年
の
間

に
行
わ
れ
た
五
〇
回
の
選
挙
の
う
ち
六
回
ほ
ど
ア
カ
デ
ミ
ー
の
第
一
候
補
が
王
に
承

認
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
だ
が
い
ず
れ
も
主
に
一
八
世
紀
前
半
の
こ
と

で
あ
り
、
一
七
四
九
年
以
降
、
記
録
に
残
る
王
に
よ
る
第
一
候
補
任
命
拒
否
は
一
度

だ
け
で
あ
る（

5
（

。
ま
た
、
政
府
高
官
の
書
簡
に
は
、
一
八
世
紀
を
通
じ
て
ア
カ
デ
ミ
ー

会
員
達
が
な
る
べ
く
自
由
に
会
員
を
選
べ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
言

及
が
み
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
一
七
二
六
年
に
は
既
に
、
当
時
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
を

監
督
し
た
政
府
高
官
ビ
ニ
ョ
ン
師
が
、
会
員
を
推
薦
し
て
き
た
外
部
の
人
物
に
対
し

て
そ
の
よ
う
な
趣
旨
の
返
答
を
返
し
て
い
る（

6
（

。
た
だ
し
、
科
学
的
な
能
力
が
強
く
問

わ
れ
な
い
名
誉
会
員
と
な
る
と
、
会
則
上
は
会
合
で
選
出
さ
れ
る
規
定
で
あ
っ
た
に

も
関
わ
ら
ず
王
権
の
意
向
を
汲
ん
だ
結
果
と
な
り
が
ち
で
あ
っ
た（

7
（

。

　

次
に
制
度
面
の
自
律
性
と
し
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
先
に
言
及
し
た
一
六
九
九
年

の
会
則
で
出
版
の
権
利
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
は
教
会
と

王
権
に
よ
る
検
閲
が
存
在
し
た
が
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
自
ら
の
出
版
物
を
自
分
た

ち
で
検
閲
・
認
可
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
。
宗
教
や
政
治
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ

と
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
自
然
科
学
的
発
見
に
つ
い
て
は
教
会
の
意



ゲシヒテ第 16 号　50

向
を
気
に
せ
ず
出
版
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
一
八
世
紀
か
ら
出
版
の
始

ま
っ
た
年
刊
の
『
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
年
誌
・
論
文
集
』（H

istoire et M
ém

oires 

de l’A
cadém

ie royale des sciences

）
の
編
集
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し

た
の
が
終
身
書
記
（secrétaire perpétuel

）（
8
（

の
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
で
あ
る
が
、
彼
は
当

時
危
険
視
さ
れ
た
唯
物
論
的
思
想
に
傾
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
王
権
の
検
閲
官

（censeur

）
を
兼
ね
て
い
た
。
近
年
の
研
究
に
よ
る
と
、
王
権
が
教
会
と
は
別
に
独

自
の
検
閲
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
て
い
く
過
程
と
王
立
の
諸
ア
カ
デ
ミ
ー
成
立
過
程
の

両
者
に
お
い
て
、
同
じ
人
物
の
関
与
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
は
そ
の

典
型
例
で
あ
る（

9
（

。

　

最
後
に
、
財
政
面
の
自
律
に
つ
い
て
触
れ
る
。
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
基
本
的
に
王

権
の
出
資
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
た
た
め
、
完
全
な
財
政
的
自
律
は
存
在
し
な
い
。

だ
が
、
先
行
研
究
お
よ
び
筆
者
の
調
査
に
よ
る
と
、
そ
の
財
政
運
営
の
歴
史
は
、
政

府
高
官
の
個
人
裁
量
に
完
全
に
依
存
し
て
い
た
状
態
か
ら
、
約
束
さ
れ
た
一
定
額
の

予
算
を
配
分
さ
れ
、
そ
れ
を
比
較
的
自
由
に
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
過
程

と
し
て
描
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
以
下
で
は
少
し
詳
し
く
そ
の
経
緯
を
述
べ
る
。

　

創
立
間
も
な
い
時
期
に
お
い
て
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
財
政
運
営
は
制
度
上
、
宰

相
コ
ル
ベ
ー
ル
の
個
人
裁
量
に
依
存
し
て
い
た
よ
う
だ
。
当
時
、
会
員
達
の
収
入

や
研
究
費
用
に
関
す
る
取
り
決
め
を
記
し
た
公
的
文
書
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
コ
ル
ベ
ー
ル
が
監
督
し
て
い
た
王
室
建
造
物
局
（B

âtim
ent du 

roi

）
と
い
う
王
権
の
建
設
事
業
を
管
轄
す
る
行
政
機
関
の
会
計
か
ら
、
直
接
か
つ

散
発
的
に
、
個
々
の
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
関
係
者
に
対
し
て
報
償
の
意
味
を
持
つ
賜
金

（gratification

）
の
支
払
い
や
、
会
員
の
実
験
の
た
め
の
支
払
い
が
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　

一
六
九
九
年
の
会
則
に
お
い
て
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
年
金
会
員
（
収
入
を
受
け
取
る

権
利
の
あ
る
正
会
員（

（1
（

）
が
個
人
収
入
を
受
け
取
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。
そ
れ
も

一
時
金
を
意
味
す
る「
賜
金
」で
は
な
く
、永
続
的
に
続
く
と
の
意
味
を
持
つ「
年
金
」

（pension

）
と
し
て
記
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
の
側
の
さ
さ
や
か
な
政
治

的
勝
利
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
同
ア
カ
デ
ミ
ー
の
行
政
上
の
管
轄
も
王
室
建
造
物
局
の

親
組
織
で
あ
る
宮
内
省
（M

aison du roi

）
へ
と
移
管
さ
れ
、
文
化
行
政
の
一
角
に

位
置
付
け
ら
れ
も
し
た
。
た
だ
し
細
か
い
こ
と
を
言
え
ば
、依
然
と
し
て
会
員
は「
年

金
」
と
突
然
の
減
額
も
あ
り
う
る
「
賜
金
」
と
の
二
階
建
て
で
収
入
を
受
け
取
る
構

造
と
な
っ
て
い
た
り
、
そ
の
支
払
い
も
遅
延
が
常
態
化
し
て
い
た
り
と
、
実
際
に
は

相
当
な
待
遇
の
不
安
定
さ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
一
七
七
〇
年
代
か
ら
一
七
八
〇
年

代
に
か
け
て
、
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
達
は
王
権
か
ら
定
額
の
年
金
を
得
る
約
束
を
取
り

付
け
て
収
入
を
安
定
さ
せ
て
い
く
。

　

組
織
の
経
常
費
用
や
実
験
費
用
な
ど
に
つ
い
て
も
一
六
九
九
年
の
会
則
で
位
置
付

け
ら
れ
た
。
ま
た
、
一
七
二
〇
年
代
に
は
「
財
務
委
員
会
」
の
設
置
が
科
学
ア
カ
デ

ミ
ー
に
明
示
さ
れ
て
お
り
、
個
人
収
入
と
は
別
の
予
算
の
用
途
を
組
織
内
で
審
議
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
た
だ
し
史
料
が
充
分
に
残
っ
て
は
お
ら
ず
、

わ
か
っ
て
い
る
の
は
一
七
六
〇
年
代
ま
で
に
は
一
二
〇
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
が
研
究
実
務

の
た
め
の
基
金
と
し
て
与
え
ら
れ
、
財
務
委
員
会
が
そ
の
分
配
を
審
議
す
る
仕
組
み

が
整
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

王
権
以
外
か
ら
独
自
財
源
を
獲
得
し
て
活
動
の
自
由
度
を
高
め
る
と
い
う
発
想
は

同
ア
カ
デ
ミ
ー
で
は
基
本
的
に
見
ら
れ
な
い
。
貴
族
や
富
裕
な
商
人
の
篤
志
家
な
ど

王
権
以
外
の
出
資
者
に
よ
る
寄
付
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
用
途
は
主
に
懸
賞
の
基
金
や

大
規
模
な
実
験
企
画
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
全
土
地
図
作
成
計
画
の
よ
う
に
王
権
が

始
め
た
が
途
中
で
資
金
不
足
と
な
っ
た
計
画
の
出
資
な
ど
、
特
定
の
項
目
に
偏
っ
て

い
た
。
む
し
ろ
目
立
つ
の
は
、
王
権
と
い
う
公
的
な
存
在
か
ら
約
束
さ
れ
た
様
々
な

資
金
を
ア
カ
デ
ミ
ー
の
既
得
権
益
と
し
て
定
着
さ
せ
よ
う
と
の
試
み
で
あ
る
。
た
と

え
ば
王
権
は
財
政
難
で
た
び
た
び
支
払
い
の
遅
延
を
起
こ
し
た
が
、
そ
れ
で
ア
カ
デ



51　特集　学問と政治の関係を考える  

ミ
ー
の
運
営
費
用
が
足
り
な
く
な
っ
た
時
は
、
財
産
に
余
裕
の
あ
る
会
員
が
王
権
に

「
金
を
貸
す
」
形
で
賄
っ
た
。
個
人
の
篤
志
家
に
資
金
を
頼
る
よ
り
も
、
債
権
者
と

な
る
こ
と
で
王
権
か
ら
資
金
を
引
き
出
す
こ
と
が
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

王
権
か
ら
受
け
取
っ
た
個
人
的
な
年
金
を
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
に
「
寄
附
」
し
た
例
も

あ
る
。
レ
オ
ミ
ュ
ル
と
い
う
会
員
は
王
権
か
ら
科
学
的
な
業
務
の
た
め
受
け
取
っ
て

い
た
個
人
年
金
を
死
後
に
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
が
基
金
と
し
て
使
え
る
よ
う
取
り
計
ら

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
過
去
に
王
権

か
ら
取
り
付
け
た
様
々
な
財
源
を
固
定
化
す
る
か
た
ち
で
、
一
定
額
予
算
へ
の
自
律

的
な
裁
量
を
獲
得
し
て
い
っ
た（

（（
（

。

　
　
　
　

３　

終
身
書
記
コ
ン
ド
ル
セ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
七
〇
年
代
後
半
〜
八
〇
年
代
前
半
）

　

一
世
紀
以
上
の
運
営
が
な
さ
れ
た
一
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
そ
の
実
績
の
も
と

で
「
学
問
の
自
由
」
の
思
想
的
系
譜
に
連
な
る
主
張
が
明
確
に
見
ら
れ
る
。
そ
の

一
つ
が
、
パ
リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
終
身
書
記
で
あ
り
、
数
学
者
で
政
治
思
想

家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
コ
ン
ド
ル
セ
侯
爵
に
よ
る
次
の
未
公
開
文
書
で
あ
る
。
も
と

も
と
無
題
で
あ
っ
た
が
、
後
に
「
ア
カ
デ
ミ
ー
の
有
用
性
に
つ
い
て
」［C

ondorcet, 

M
arie Jean A

ntoine N
icolas de C

aritat, « Sur l’utilité des académ
ies »

］
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
文
書
は
、
書
簡
の
写
し
と
推
定
さ
れ
る
が
宛
先
も
不

明
、
執
筆
年
代
も
不
明
で
あ
る（

（1
（

。
一
九
七
七
年
に
同
文
書
を
公
刊
し
た
マ
ッ
ク
レ
ラ

ン
（M

cC
lellan

）
は
、
同
書
簡
が
一
七
七
七
年
か
ら
一
七
八
三
年
の
間
に
書
か
れ
、

欧
州
で
ア
カ
デ
ミ
ー
を
設
立
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
国
の
宮
廷
関
係
者

に
向
け
て
送
ら
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
宛
先
の
有
力
な
候
補
は
マ
ド
リ
ー

ド
の
フ
ロ
リ
ダ
＝
ブ
ラ
ン
カ
大
臣
で
あ
る
。
カ
ル
ロ
ス
三
世
に
仕
え
る
同
大
臣
は
、

一
七
八
〇
年
代
半
ば
頃
国
内
の
文
芸
・
人
文
主
義
の
動
き
に
対
抗
し
、
主
に
は
啓
蒙

思
想
を
支
持
す
る
立
場
で
精
密
科
学
の
ア
カ
デ
ミ
ー
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る（

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
製
作
年
代
も
目
的
も
は
っ
き
り
し
な
い
文
書
で
あ
る
が
、
実
際
の
制

度
的
制
約
と
は
別
に
ア
カ
デ
ミ
ー
と
そ
の
自
由
に
つ
い
て
の
著
者
の
理
念
が
素
直
に

現
れ
た
内
容
に
は
間
違
い
な
い
。
以
下
、
主
に
マ
ッ
ク
レ
ラ
ン
の
解
説
も
踏
ま
え
つ

つ
、
学
問
の
自
由
に
関
わ
り
そ
う
な
箇
所
を
中
心
に
同
文
書
を
紹
介
す
る
。
な
お
、

日
本
語
に
訳
出
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
文
書
で
あ
る
た
め
、
引
用
を
多
め
に
掲
載
す
る

こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

　
（
１
）
国
家
に
仇
と
な
る
者
を
飼
い
慣
ら
し
役
立
て
る
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
と
り
わ
け
自
然
科
学
の
ア
カ
デ
ミ
ー
）

　

文
書
は
ま
ず
、
国
王
や
王
子
が
ど
れ
だ
け
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
て
も
学
識
者
の
見

極
め
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
学
者
の
団
体
が
そ
れ
を
選
ぶ
必
要
が
あ
る
と
の
内
容
か

ら
始
ま
る
。

 

あ
る
王
者
が
ど
れ
だ
け
開
明
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
器
用
な
ペ
テ
ン
師
に
騙
さ

れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
い
ほ
ど
に
な
ん
ら
か
の
科
学
を
究
め
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。そ
こ
で
彼
は
平
凡
な
人
々
を
迎
え
入
れ
て
、栄
誉
を
与
え
た
り
、

文
芸
的
な
報
償
を
与
え
た
り
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人
々
は
王
者

に
対
し
、
天
才
の
誇
り
を
傲
慢
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
独
創
性
を
奇
妙
な
も

の
と
し
て
語
っ
て
し
ま
う
の
で
、
王
者
は
天
才
的
な
人
物
を
軽
ん
じ
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。〔
中
略
〕
ア
カ
デ
ミ
ー
を
設
立
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
不
都
合
を
防
ぐ
こ
と
が
出
来
る
。
も
し
も
王
者
が
そ
の
助
言
を
求
め
る
な

ら
ば
、
王
の
諸
科
学
の
庇
護
も
開
明
的
な
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
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も
王
が
ア
カ
デ
ミ
ー
を
軽
ん
じ
る
と
し
て
も
、
学
者
の
団
体
に
投
票
で
選
ば

れ
る
こ
と
は
、
す
ぐ
れ
た
人
々
に
と
っ
て
慰
め
と
な
り
、
彼
ら
が
必
要
と
し
、

彼
ら
に
見
合
っ
て
い
る
と
感
じ
る
栄
光
を
祖
国
の
外
に
求
め
に
行
く
こ
と
が

な
く
な
る
だ
ろ
う
。［247

（1

）］（
（1
（

　

一
八
世
紀
に
お
い
て
も
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
に
は
医
師
を
含
め
て
お
抱
え
の
学

者
が
常
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
。
時
に
は
王
族
の
寵
愛
を
得
て
一
躍
有
名
と
な
る
人
物

も
い
た
が
、
そ
れ
が
科
学
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
場
合
は
あ
り
え
た
。
ゆ
え
に
王

の
個
人
的
な
寵
愛
と
は
別
に
、
学
者
の
団
体
が
集
団
投
票
で
才
能
あ
る
人
を
選
ぶ
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
少
な
く
と
も
相
応
し
く
な
い
人
が
過
度
に
引
き
立
て
ら
れ
る
こ
と

は
防
げ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
引
用
後
半
に
は
「
王
が
ア
カ
デ
ミ
ー
を
軽
ん
じ
る
」

と
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
に
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
に
王
が
深
い
関
心
を
示
し
て
き
た
と
は

い
え
な
い
し
、
資
金
供
給
が
充
分
で
な
か
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
と
い
う
現
実
を
反
映

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う（

（1
（

。

　

同
時
に
、
コ
ン
ド
ル
セ
は
い
さ
さ
か
皮
肉
を
感
じ
さ
せ
る
筆
致
で
、
王
政
期
に
お

け
る
ア
カ
デ
ミ
ー
の
も
う
一
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
知
的
な
人
々
が
王
権
に
と
っ
て

政
治
的
な
脅
威
と
な
ら
な
い
た
め
の
「
封
じ
込
め
」
の
場
と
し
て
そ
れ
が
機
能
し
た

と
い
う
事
実
に
触
れ
る
。

諸
ア
カ
デ
ミ
ー
は
王
制
国
家
に
と
っ
て
も
う
一
つ
の
利
点
を
有
し
て
い
る
。

全
て
の
市
民
が
公
的
問
題
に
関
わ
る
権
利
を
有
し
て
い
る
共
和
国
に
於
い
て

は
、
市
民
は
そ
の
才
能
を
用
い
た
活
動
や
、
そ
の
魂
の
精
力
を
そ
こ
に
注
い

で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
／
そ
し
て
、
彼
が
独
立
心
と
共
に
生
ま
れ
つ
い

て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
そ
の
人
は
政
治
へ
と
引
き
寄
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
／

［
以
下
、
コ
ン
ド
ル
セ
に
よ
る
欄
外
補
足
文
］ 

王
制
下
で
は
同
じ
よ
う
に
は
い

か
な
い
。
王
者
が
任
命
し
た
者
だ
け
が
公
的
諸
問
題
に
関
わ
る
権
利
を
持
っ

て
い
る
。
行
動
す
る
必
要
や
才
能
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
者
、
そ
れ
も
、
国
の

体
制
に
よ
り
不
活
発
に
し
か
な
り
え
な
い
地
位
を
手
中
に
す
る
者
に
服
従
す

る
に
は
あ
ま
り
に
も
誇
り
高
い
魂
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
者
は
、
も
し
も
科
学

の
研
究
が
彼
ら
の
活
動
に
と
っ
て
、
自
尊
心
を
満
た
し
、
魂
の
高
揚
を
満
足

さ
せ
る
に
足
る
よ
う
な
偉
大
な
栄
光
の
キ
ャ
リ
ア
と
な
ら
な
い
の
な
ら
ば
、

役
立
た
ず
の
状
態
に
置
か
れ
る
か
、
国
家
秩
序
を
乱
す
者
と
な
っ
て
い
た
こ

と
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
カ
デ
ミ
ー
と
い
う
も
の
は
学
者
達
に
政
治
秩

序
の
中
で
の
居
場
所
を
与
え
、
彼
ら
を
公
共
の
視
線
に
晒
し
、
彼
ら
が
有
す

る
も
の
を
力
づ
く
で
で
も
発
展
さ
せ
る
よ
う
促
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
王

国
に
お
い
て
は
、そ
れ
が
な
け
れ
ば
国
家
に
と
っ
て
有
害
と
な
る
よ
う
な
人
々

を
有
用
な
形
で
役
立
て
さ
せ
る
利
点
を
有
し
て
い
る
。［247-248

（2

）］

　

王
制
下
で
は
大
半
の
人
が
政
治
に
参
画
で
き
な
い
の
で
、「
独
立
心
と
共
に
生
ま

れ
つ
い
て
」
い
る
、あ
る
い
は
「
あ
ま
り
に
も
誇
り
高
い
魂
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
者
」

ほ
ど
不
満
を
た
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
科
学
研
究
と
い
う

熱
中
で
き
る
対
象
を
与
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
人
物
も
そ
れ
に
伴
う
名
誉
で
満
足
さ
せ

て
お
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る（

（1
（

。
着
目
す
べ
き
は
、
ア
カ
デ
ミ

ー
が
「
国
家
に
と
っ
て
有
害
」
と
な
る
よ
う
な
頭
脳
の
持
ち
主
す
ら
も
役
立
た
つ
者

に
変
え
て
し
ま
う
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
彼
は
王
政
そ
の
も
の
を
否

定
す
る
意
図
は
な
く
、
む
し
ろ
妥
協
的
な
発
想
を
取
っ
て
い
た
こ
と
も
伺
え
る
が
、

そ
れ
で
も
潜
在
的
な
国
家
反
逆
者
を
も
囲
い
込
め
る
場
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
が
想
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
ア
カ
デ
ミ
ー
は
国
家
に
お

け
る
異
分
子
、
全
体
に
同
一
化
し
き
れ
な
い
他
者
の
居
場
所
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
見
解
に
は
恐
ら
く
コ
ン
ド
ル
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セ
自
身
の
経
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
積
分
の
理
論
的
問
題
に
取
り
組
む
よ
う

な
数
学
者
で
あ
っ
た
一
方
、
文
書
執
筆
時
点
で
既
に
政
治
改
革
に
携
わ
ろ
う
と
し
て

失
敗
し
た
過
去
が
あ
っ
た（

（1
（

。
ま
た
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
終
身
書
記
と
し
て
の
顔
と

は
別
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
守
旧
的
な
司
法
シ
ス
テ
ム
を
匿
名
文
書
で
批
判
す
る

言
論
活
動
家
の
側
面
を
持
っ
て
も
い
た
。

　

も
う
一
つ
興
味
深
い
の
は
、
学
問
分
野
ご
と
に
政
府
か
ら
向
け
ら
れ
る
警
戒
の
程

度
が
異
な
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

安
定
が
最
も
大
き
な
政
治
的
善
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
諸
国
、

人
民
を
騙
す
こ
と
が
利
得
で
あ
り
得
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
諸
国
で

は
、
研
究
す
る
こ
と
で
警
戒
心
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
諸
学
が
あ
る（

（1
（

。
こ
れ

ら
の
諸
国
で
は
あ
ら
ゆ
る
開
明
的
な
人
々
の
努
力
を
自
然
諸
科
学
（Sciences 

Phisiques [sic]

）
に
向
け
さ
せ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
が
必
要
と
な
る
。
ア
カ
デ
ミ

ー
に
所
属
し
た
い
と
い
う
欲
望
に
よ
り
、
真
理
へ
の
あ
ま
り
に
も
激
し
い
熱

情
が
あ
る
種
の
精
神
に
も
た
ら
す
よ
う
な
行
き
す
ぎ
が
抑
制
さ
れ
る
だ
ろ
う

［248

（3

）］。

　

秩
序
の
安
定
を
志
向
す
る
国
家
で
は
人
民
に
事
実
を
教
え
な
い
こ
と
が
よ
し
と
さ

れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
自
然
科
学
は
政
府
の
警
戒
を
呼
び
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
コ

ン
ド
ル
セ
の
評
価
で
あ
っ
た
。
で
は
、
警
戒
を
呼
び
起
こ
す
分
野
と
は
何
か
。
こ
の

箇
所
の
後
で
、「
ア
カ
デ
ミ
ー
は
自
然
諸
学
（Physique

）
に
お
け
る
発
見
を
促
進
し
、

習
俗
・
道
徳
（m
orale

）
に
お
け
る
新
規
な
こ
と
を
抑
制
す
る
こ
と
に
役
立
つ
」［248

（3

）］
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
手
が
か
り
に
な
る
。
通
常
は
「
道
徳
」
あ
る
い

は
「
精
神
」
な
ど
と
訳
さ
れ
るm

orale

は
当
時
、
人
々
の
慣
習
な
ど
を
含
め
た
習

俗
を
示
すm

œ
urs

と
同
じ
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
コ
ン
ド

ル
セ
自
身
が
一
七
八
〇
年
代
か
ら
ま
さ
に
「
道
徳
政
治
科
学
」（sciences m

orales 

et politiques

）
へ
の
確
率
論
の
応
用
な
る
学
術
的
な
試
み
を
始
め
て
い
る（

（1
（

。
そ
の
こ

と
か
ら
総
合
す
る
と
、「
警
戒
心
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
諸
学
」
と
し
て
は
政
治
や

倫
理
、
社
会
秩
序
に
関
す
る
関
心
全
般
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

同
時
に
、
彼
は
自
然
科
学
と
い
う
分
野
自
体
が
、
知
的
な
人
の
関
心
を
政
治
や
倫

理
、
社
会
秩
序
に
対
す
る
鋭
い
問
い
か
け
へ
と
向
か
わ
な
い
よ
う
抑
制
す
る
働
き
を

持
つ
と
も
み
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

自
然
的
対
象
（objets phisuques [sic]

）
の
み
を
見
る
こ
と
や
、
そ
の
検
証
に

お
い
て
緩
慢
で
確
実
な
歩
み
を
辿
る
こ
と
、
そ
し
て
人
々
の
気
ま
ぐ
れ
か
ら

独
立
し
た
実
在
的
な
知
識
、
い
わ
ば
触
れ
て
確
か
め
ら
れ
る
知
識
し
か
持
た

な
い
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
人
々
は
、
形
而
上
学
的
で
道
徳
的
な
問
い
の
大
半

に
お
い
て
、
不
確
実
性
と
空
虚
さ
し
か
見
出
さ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
種
の

偏
見
や
誤
謬
に
は
あ
ま
り
に
も
深
い
軽
蔑
を
抱
く
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
ら

［
偏
見
や
誤
謬
を
］
破
壊
す
る
こ
と
に
か
か
ず
ら
わ
っ
た
り
は
し
な
い
の
で
あ

る
［248

（3

）］。

　　

す
な
わ
ち
、
自
然
界
に
あ
る
物
理
的
な
対
象
に
つ
い
て
の
実
証
的
な
検
証
に
馴
染

ん
だ
知
性
は
、
社
会
的
な
問
い
に
対
し
て
慎
重
に
な
る
。
そ
し
て
、
仮
に
「
偏
見
や

誤
謬
」
を
見
つ
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
軽
蔑
は
す
る
が
正
そ
う
と
す
る
労
は
執
ら

な
い
と
い
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
コ
ン
ド
ル
セ
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を

込
め
て
い
る
の
か
は
読
者
の
判
断
が
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
素
直
に
読
め
ば
、
自
然

科
学
に
敢
え
て
関
心
を
注
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
人
は
過
激
な
理
想
主
義
に
走
る
こ
と
な

く
着
実
で
現
実
的
な
検
証
の
態
度
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
主
張
と
取
れ
る
。
だ
が
穿
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っ
た
味
方
を
す
れ
ば
、
本
来
な
ら
（
た
と
え
ば
共
和
国
で
あ
れ
ば
）
素
直
に
政
治
や

社
会
に
身
を
捧
げ
た
で
あ
ろ
う
人
が
、
王
政
で
は
自
然
科
学
の
探
究
に
導
か
れ
、
そ

の
結
果
、
社
会
的
な
問
題
に
対
し
て
距
離
を
取
り
、
や
り
過
ご
す
態
度
を
身
に
つ
け

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
主
張
に
も
読
め
な
く
は
な
い
。

　
（
２
）
学
者
の
自
律
性
と
自
由

−

王
侯
貴
族
お
よ
び
宗
教
と
の
関
係

　

近
代
的
な
意
味
で
の
「
学
問
の
自
由
」
が
存
在
し
な
い
王
政
時
代
の
社
会
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
が
権
力
を
持
つ
各
身
分
の
人
々
ど
う
い
う
関
係
を

持
つ
べ
き
か
に
つ
い
て
コ
ン
ド
ル
セ
は
紙
幅
を
費
や
し
論
じ
て
い
る
。
一
七
世
紀

の
設
立
当
初
、
自
然
科
学
に
関
心
を
持
つ
学
者
に
は
平
民
階
級
の
者
が
多
く
、
彼
ら

だ
け
で
団
体
を
作
っ
て
も
軽
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
科
学

的
発
見
を
期
待
さ
れ
る
正
会
員
（
年
金
会
員
、
準
会
員
）
の
他
に
、
主
に
政
府
の
高

官
や
高
位
の
貴
族
か
ら
構
成
さ
れ
る
名
誉
会
員
（honoraire
）
と
い
う
立
場
が
設
け

ら
れ
た
。
彼
ら
は
科
学
を
愛
好
す
る
が
発
見
を
す
る
よ
う
な
研
究
能
力
は
持
た
な
い

人
々
で
あ
り
、
い
わ
ば
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
に
身
分
的
な
威
信
を
添
え
る
た
め
に
存
在

し
て
い
た
。
だ
が
同
時
に
、
彼
ら
が
学
者
に
対
し
て
高
位
の
者
と
し
て
振
る
舞
う
と

前
者
に
と
っ
て
は
窮
屈
で
不
快
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
内
規
で
は
、

少
な
く
と
も
研
究
や
運
営
に
関
す
る
限
り
は
、
正
会
員
の
高
位
の
も
の
は
名
誉
会
員

と
ほ
ぼ
同
じ
権
利
を
持
つ
よ
う
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
学
術
的
知
見
を

持
た
な
い
高
位
貴
族
は
議
事
の
議
長
な
ど
に
は
な
れ
て
も
、
ア
カ
デ
ミ
ー
を
代
表
す

る
終
身
の
地
位
で
あ
る
終
身
書
記
に
は
就
け
な
い
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た
。従
っ
て
、

名
誉
会
員
か
ら
す
る
と
、
身
分
の
低
い
学
者
を
守
る
盾
と
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
得
な
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
す
ら
み
え
る
。
だ
が
、
コ
ン
ド
ル
セ
に
よ
れ

ば
、
名
誉
会
員
は
学
者
と
交
流
し
、
そ
の
同
類
の
よ
う
な
気
分
に
な
る
こ
と
自
体
に

意
味
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
。
彼
の
そ
の
記
述
は
、
文
人
の
よ
き
支
援
者
で
あ
っ

た
カ
ヴ
ォ
ワ
伯
爵
と
劇
作
家
ジ
ャ
ン
・
ラ
シ
ー
ヌ
と
の
関
係
に
つ
い
て
ル
イ
一
四
世

が
述
べ
た
と
さ
れ
る
言
葉
に
基
づ
い
て
い
た
［249-250

（5-6

（
11
（

）］。

　

王
と
ア
カ
デ
ミ
ー
の
関
係
は
、
よ
り
直
接
的
に
ア
カ
デ
ミ
ー
の
自
律
性
に
関
わ
る

問
題
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
最
終
的
な
会
員
任
命
権
は
国
王
に
存
在
し
た
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
、
コ
ン
ド
ル
セ
は
王
が
選
出
さ
れ
た
学
者
を
拒
否
で
き
る
こ
と
は
認
め
つ

つ
も
、
ア
カ
デ
ミ
ー
に
は
会
員
を
選
出
す
る
権
利
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て

い
る
。ア

カ
デ
ミ
ー
と
い
う
も
の
は
そ
の
会
員
を
選
出
す
る
権
利
を
持
た
ね
ば
な
ら

な
い
。
君
主
は
選
出
さ
れ
た
学
者
を
拒
否
す
る
権
利
を
保
持
す
る
こ
と
は
で

き
る
が
、
そ
の
権
利
を
決
し
て
濫
用
せ
ず
、
君
主
自
身
の
意
見
が
尊
重
さ
れ

る
こ
と
で
［
ア
カ
デ
ミ
ー
に
よ
る
］
選
出
の
自
由
に
と
っ
て
妨
げ
と
な
る
こ

と
を
認
め
ず
、
ま
た
、
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
数
が
不
可
侵
の
法
に
よ
り
確
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
会
員
の
地
位
を
栄
誉
あ
る
も
の
に
す
る
唯
一

の
や
り
方
で
あ
る
。
王
に
よ
る
選
出
は
戦
士
や
あ
る
い
は
大
臣
で
あ
れ
ば
名

誉
と
な
る
。
何
故
な
ら
王
は
軍
事
的
功
績
や
統
治
の
才
に
つ
い
て
の
審
判
と

な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
栄
誉
と
な
る
の
は
学

者
た
ち
に
よ
る
選
出
以
外
あ
り
得
な
い
。
ま
た
、
自
ら
の
才
能
を
自
覚
し
、

そ
の
魂
が
幾
ば
く
か
の
高
み
に
あ
る
全
て
の
者
は
、
彼
自
身
が
審
判
と
み
な

す
こ
と
に
同
意
し
う
る
者
の
票
決
に
よ
ら
ず
に
会
員
の
地
位
が
決
ま
る
よ
う

な
ア
カ
デ
ミ
ー
を
軽
蔑
す
る
で
あ
ろ
う
。［251

（9

）］

　

君
主
は
戦
士
や
大
臣
を
選
ぶ
こ
と
に
は
長
け
て
い
る
が
、
学
者
を
見
極
め
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
そ
の
た
め
、
君
主
に
よ
り
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
学

者
に
と
っ
て
名
誉
で
は
な
く
、
ひ
い
て
は
ア
カ
デ
ミ
ー
の
名
声
を
傷
つ
け
る
も
の
と
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な
る
と
い
う
内
容
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
員
の
数
が
王
を
含

め
誰
に
よ
っ
て
も
恣
意
的
に
変
え
ら
れ
な
い
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
彼

は
重
視
し
て
い
る
。

　

宗
教
的
権
威
と
の
関
係
も
自
然
科
学
を
探
究
す
る
ア
カ
デ
ミ
ー
に
と
っ
て
は
悩
ま

し
い
問
題
で
あ
っ
た
。
コ
ン
ド
ル
セ
は
反
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
立
場
で
知
ら
れ
る
人

物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
教
会
の
不
寛
容
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
、
次
の
二
つ
の
態

度
を
表
明
し
て
い
る
。
ま
ず
、
彼
は
無
神
論
者
、
古
代
の
異
教
者
、
ム
ス
リ
ム
、
カ

ト
リ
ッ
ク
な
ど
、
信
仰
を
問
わ
ず
多
様
な
人
に
ア
カ
デ
ミ
ー
が
開
か
れ
る
べ
き
だ
と

の
見
解
を
示
す
。
だ
が
他
方
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
の
聖
職
者
団
体
、
す
な
わ
ち

修
道
会
に
属
す
る
関
係
者
の
場
合
は
、
住
居
を
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
持
た
な
い
外
国
人

会
員
と
い
う
地
位
の
場
合
を
の
ぞ
き
、
ア
カ
デ
ミ
ー
に
属
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
の

意
見
を
示
す
。
何
故
な
ら
、
修
道
士
の
一
人
と
論
争
す
る
と
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体

に
い
る
同
じ
服
を
着
た
修
道
士
、
彼
ら
が
導
く
全
て
の
男
性
達
や
、
そ
の
男
性
ら
に

率
い
ら
れ
た
女
性
達
が
、
論
争
に
介
入
し
て
く
る
」［252
（11
）］
か
ら
だ
と
彼
は

述
べ
る
。

　

コ
ン
ド
ル
セ
の
本
草
稿
を
書
き
起
こ
し
出
版
し
た
マ
ッ
ク
レ
ラ
ン
は
こ
の
部
分
に

対
し
て
、「
偽
の
体
系
や
若
者
、
そ
し
て
修
道
士
の
危
険
性
に
つ
い
て
は
、
深
慮
あ

る
独
創
的
な
思
想
家
と
い
う
よ
り
、
教
条
的
な
哲
学
者
の
よ
う
に
見
え
る
」
と
述
べ

て
い
る
［246

］。
た
だ
、
修
道
士
と
一
人
論
争
す
る
と
そ
の
人
の
属
す
る
宗
教
団
体

を
敵
に
回
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
記
述
に
は
、
奇
妙
な
生
々
し
さ
が
あ
る
。
原
理
的

な
宗
教
思
想
と
実
際
に
対
峙
し
て
い
た
緊
張
感
が
、
コ
ン
ド
ル
セ
に
「
教
条
」
的
な

発
言
を
さ
せ
て
い
る
と
い
う
面
は
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
の
時
代
は
か
つ
て
よ
り
宗
教
的

対
立
は
弱
ま
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
異
端
や
不
信
心
を
理
由
に
人
が
命
を
落
と
す
こ

と
は
ま
だ
あ
り
え
た
。
事
実
、
こ
の
書
簡
を
書
い
た
と
さ
れ
る
時
期
、
彼
は
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
と
共
に
、
聖
遺
物
に
傷
を
付
け
冒
涜
し
た
と
の
咎
で
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
若

き
貴
族
ラ
・
バ
ー
ル
の
名
誉
回
復
と
そ
の
仲
間
た
ち
の
無
罪
の
た
め
闘
っ
て
い
た（

1（
（

。

               

　
　
　
　

４　

お
わ
り
に
か
え
て

　

コ
ン
ド
ル
セ
は
彼
が
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
パ
リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
経

験
を
も
と
に
、
あ
る
べ
き
ア
カ
デ
ミ
ー
の
理
想
像
を
描
き
だ
し
た
。
王
政
期
の
パ
リ

王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
近
代
的
な
意
味
で
の
研
究
・
人
事
の
自
由
や
運
営
の
自
律

を
達
成
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
政
府
と
の
交
渉
の
結
果
、
自
由
裁
量
の
効
く
予
算

の
獲
得
や
会
員
選
考
の
原
則
的
な
自
由
と
い
う
課
題
を
ほ
ぼ
達
成
し
て
い
た
。
そ
の

あ
り
方
は
、
私
的
な
自
律
し
た
団
体
と
し
て
運
営
を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
た
英
国
の

ロ
イ
ヤ
ル
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
と
は
異
な
る
ア
カ
デ
ミ
ー
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。
パ
リ
の

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
と
っ
て
、
科
学
的
探
究
は
王
の
栄
光
と
と
も
に
追
求
さ
れ

る
公
共
善
（bien public

）
の
領
域
に
属
し
、
そ
の
資
金
は
王
権
か
ら
賄
わ
れ
る
べ

き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
な
る
と
、
旧
体
制
期
に
作
ら
れ
た
教
育
と
研
究
の
組
織
が
公

教
育
改
革
の
名
の
下
に
刷
新
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
、
科
学
ア
カ
デ
ミ

ー
を
始
め
と
す
る
王
立
の
諸
ア
カ
デ
ミ
ー
が
国
家
（
国
民
議
会
）
や
国
民
の
一
体
感

形
成
に
貢
献
す
る
組
織
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
目
的
の
た
め
の
組
織
で
あ
る

の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
単
に
ア
カ
デ
ミ
ー
と
い
う
組
織
が
革
命

政
府
と
旧
体
制
の
ど
ち
ら
を
支
持
す
る
か
と
い
う
問
題
に
留
ま
ら
な
い
問
い
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
場
合
、
既
に
旧
体
制
期
に
お
い
て
「
学
術
の
共

和
国
」
と
で
も
い
う
べ
き
自
律
性
を
志
向
し
て
い
た
た
め
、
自
ら
の
自
律
と
自
由
を

保
証
す
る
た
め
に
革
命
政
府
と
い
う
新
し
い
権
力
と
の
距
離
を
い
か
に
設
定
す
る
べ

き
か
が
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
革
命
政
府
は
未
曾
有
の
社
会
変
革
に
際

し
て
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
に
多
く
の
仕
事
を
要
求
し
、
会
員
達
は
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
も



ゲシヒテ第 16 号　56

家
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
「
学
術
共
和
国
（république des lettres

）
を
代
表
す
る

団
体（

11
（

」
と
し
て
自
ら
を
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。

　

注

  （
1
） 

藤
井
基
貴
・
栗
島
智
明
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
問
の
自
由
の
生
成
と
制
度
化
」

『
学
問
の
自
由
の
国
際
比
較　

歴
史
・
制
度
・
課
題
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
二

年
、
第
一
章
。

  （
（
） 

堀
口
悟
郎
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
の
自
由
」
上
掲
書
、
第
二
章
。

  （
3
） 

松
田
浩
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
学
問
の
自
由
の
需
要
と
制
度
化
」『
学
問
の
自
由

の
国
際
比
較
』
第
三
章
。
例
え
ば
次
を
参
照
。R

ichard H
ofstadter, A

cadem
ic 

Freedom
 in the A

ge of the College , C
olum

bia U
niversity Press, 1955 (

井
門

富
二
夫
・
藤
田
文
子
訳
『
学
問
の
自
由
の
歴
史　

Ｉ　

カ
レ
ッ
ジ
の
時
代
』
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年). Stanley Fish, Versions of A

cadem
ic Freedom

: 

From
 Professionalism

 to Revolution , U
niversity of C

hicago Press, 2014.

  （
4
） R

èglem
ent ordonné par le R

oi pour l’A
cadém

ie royale de sciences, Versailles, 

26 janvier 1699, art. V
III, IX

.

  （
5
） R

hoda R
appaport, “Liberties of the Paris A

cadem
y of Sciences”, in The 

A
nalytic Spirit: Essays in the H

istory of Science in H
onor of H

enry G
uerlac, 

H
arry W

oolf,ed., C
ornell U

niversity Press, 1981,pp. 232-233. 

一
七
一
六
年
を

境
に
会
員
構
造
が
変
化
し
、
一
七
八
五
年
に
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。
前
者
に
つ

い
て
は
次
を
参
照
。
小
風
綾
乃
「
摂
政
期
の
フ
ラ
ン
ス
王
権
と
パ
リ
王
立
科
学
ア

カ
デ
ミ
ー
―
―
一
七
一
六
年
の
会
員
制
度
改
定
を
中
心
に
―
―
」『
人
間
文
化
創

成
科
学
論
叢
』
第
二
一
巻
、
二
〇
一
八
年
、
五
三

−

六
一
頁
。

  （
6
） R

appaport, “The liberties of the Paris A
cadem

y of Sciences, 1716-1785”, 

p.225. 

ビ
ニ
ョ
ン
の
書
簡
は
次
。B

ibliothèque N
ationale, m

s fr. 22234, f. 28.

し
た（

11
（

。

　

会
員
達
の
身
分
が
よ
り
政
治
に
従
属
す
る
も
の
へ
と
変
更
さ
れ
か
ね
な
い
状
況
も

あ
っ
た
。
革
命
は
王
政
期
の
省
庁
を
国
民
国
家
の
官
僚
組
織
と
し
て
再
編
し
、
そ
の

従
業
者
を
公
務
員
（fonctionnaire

）
と
し
て
再
定
義
し
た
の
だ
が
、
こ
の
論
理
で

い
く
と
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
も
国
家
に
奉
仕
す
る
公
務
員
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
は
公
務
員
で
は
な
い
と
の
反
論
に
よ
り
、
実
質
上
、

そ
の
自
由
を
守
ろ
う
と
し
た
の
が
化
学
者
の
ラ
ヴ
ォ
ワ
ジ
エ
で
あ
っ
た
。
科
学
ア
カ

デ
ミ
ー
の
財
務
担
当
役
員
で
も
あ
っ
た
彼
は
、
一
七
九
二
年
に
議
会
の
公
教
育
委
員

会
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
彼
ら
［
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
］
が
担
っ
て
い
る
の

は
自
由
の
役
職
（fonctions libres

）
よ
り
他
に
な
い
。
彼
ら
は
恣
意
的
な
解
任
に

甘
ん
じ
る
こ
と
は
な
い
の
だ（

11
（

」。
公
務
員
な
ら
ば
特
定
の
任
務
の
た
め
に
雇
用
さ
れ
、

そ
れ
が
な
く
な
れ
ば
解
任
さ
れ
る
。
だ
が
、
同
業
者
の
選
挙
に
よ
り
選
ば
れ
た
ア
カ

デ
ミ
ー
会
員
の
任
務
は
、
学
者
で
あ
る
当
人
が
自
由
に
定
め
る
権
利
を
持
つ
。
ゆ
え

に
そ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
の
で
き
る
上
位
の
存
在
が
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る（

11
（

。
科

学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
人
事
に
対
す
る
政
治
権
力
の
介
入
を
事
実
上
拒
絶
す
る
こ
の
よ
う

な
議
論
は
、
同
時
期
に
コ
ン
ド
ル
セ
が
主
導
し
て
い
た
公
教
育
制
度
改
革
の
論
調
と

も
共
振
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
諸
ア
カ
デ
ミ
ー
が
政
府
か
ら
も
独
立
に
公
教
育
の

人
事
や
内
容
を
監
督
す
る
べ
き
組
織
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
革
命
の
過
激
化
と
共
に
台
頭
し
た
モ
ン
タ
ー
ニ
ュ
派
は
こ
の
よ
う
な
論
調

を
貴
族
的
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
、
そ
れ
よ
り
は
国
民
全
員
の
政
治
的
一
体
感
と
平

等
と
を
重
視
し
た
。
周
辺
諸
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
が
進
展
す
る
極
限
状
況
の
中

で
モ
ン
タ
ー
ニ
ュ
派
の
主
張
は
支
持
を
集
め
、
つ
い
に
は
一
七
九
三
年
夏
、
全
て
の

ア
カ
デ
ミ
ー
が
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
そ
れ
も
長
く
は
続
か
な
か
な
か
っ

た
。
モ
ン
タ
ー
ニ
ュ
派
が
失
墜
し
た
一
七
九
五
年
、
旧
ア
カ
デ
ミ
ー
は
国
立
フ
ラ
ン

ス
学
士
院
（Institut national de France

）
と
し
て
実
質
上
復
活
し
た
。
そ
し
て
国
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  （
7
） R

èglem
ent de 1699, art. V

II. R
oger H

ahn, The A
natom

y of a Scientific 

Institution: the Paris A
cadem

y of Sciences, 1666-1803, B
erkeley, U

niversity 

of C
alifornia Press, 1971, p. 80.

  （
8
） 

「
常
任
幹
事
」
と
訳
す
事
も
あ
る
が
、
代
表
者
と
し
て
の
対
外
的
交
渉
な
ど
に
加

え
、
文
書
保
管
の
役
割
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
本
文
の
よ
う
に
訳
出
す
る
。

  （
9
） Laurence M

acé, « A
cadém

iciens et censeurs. Q
uels liens entre l’activité 

censoriale et la culture clandestine ? », La Lettre clandestine, n° 28, 2020, 

Pensées secrètes des académ
iciens. Fontenelle et ses confrères, p. 49-66, D

O
I 

: 10.15122/isbn.978-2-406-10651-7.p.0049.

  （
10
） 

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
に
は
研
究
能
力
を
要
し
な
い
名
誉
会
員
の
他
、
研
究
能
力
と
週

二
回
の
会
合
出
席
を
要
求
さ
れ
る
年
金
会
員
、
準
会
員
の
地
位
が
あ
っ
た
。
こ
の

う
ち
、
年
金
会
員
だ
け
が
永
続
的
な
年
金
を
得
た
。
準
会
員
の
収
入
は
保
証
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
が
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
賜
金
枠
で
の
支
払
い
が
み
ら
れ
る
。

  （
11
） A

lice Stroup, R
oyal Funding of the Parisian A

cadém
ie R

oyale des Sciences 

during the 1690s , A
m

erican Philosophical Society, 1987. Sayaka O
ki, « Les 

finances de l’A
cadém

ie R
oyale des Sciences : histoire des tentatives d’obten-

tion d’un financem
ent durable pour les institutions scientifiques », A

nnales 

historiques de la Révolution française,  vol. 407, no. 1, pp. 29-53.

  （
1（
） Philadelphia, A

m
erican Philosophical Society, M

s 506.C
75 : C

ondorcet, “Sur 

l’utilité des academ
ies”, sans date, reproduit dans Jam

es E. M
cC

lellan “U
n 

M
anuscrit inédit de C

ondorcet : Sur l’utilité des académ
ies” In: Revue d’his-

toire des sciences, tom
e 30, n°3, 1977, pp. 241-253. 

  （
13
） M

cC
lellan, op.cit., p. 243. 

た
だ
し
、「
空
想
的
な
宛
先
」
に
向
け
て
し
た
た
め
ら

れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
手
紙
の
形
で
書
か
れ
た
コ
ン
ド
ル
セ
個
人
の
思
想
表
明
の

文
書
と
の
解
釈
も
可
能
で
は
あ
る
。

  （
14
） 

引
用
の
う
ち
の
マ
ッ
ク
レ
ラ
ン
の
版
に
も
と
づ
く
頁
数
と
元
の
草
稿
版
の
頁
数
を

丸
括
弧
に
て
並
記
す
る
。
ま
た
「
／
」
は
そ
れ
以
降
コ
ン
ド
ル
セ
自
身
が
加
筆
と

し
て
示
し
た
部
分
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

  （
15
） 

隠
岐
さ
や
香
『
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
と
有
用
な
科
学
―
―
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
の
夢
か
ら

コ
ン
ド
ル
セ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
第
二
章
。

  （
16
） 

全
て
の
自
由
な
市
民
は
権
利
さ
え
あ
れ
ば
政
治
的
問
題
に
関
わ
り
た
が
る
と
い

う
前
提
は
、
こ
の
時
代
の
貴
族
の
男
性
の
発
想
と
し
て
は
突
飛
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。
次
を
参
照
。Elisabeth B

adinter &
 R

obert B
adinter, Condorcet. U

n 

intellectuel en politique, N
ouvelle édition augm

entée, Paris, Fayard, 1988, pp. 

291-298.

  （
17
） 

彼
は
経
済
政
策
へ
の
知
識
が
深
く
、
友
人
の
テ
ュ
ル
ゴ
ー
が
一
七
七
四
年
に
財
務

総
監
と
い
う
行
政
の
重
要
な
地
位
に
就
い
た
と
き
、
そ
の
右
腕
と
し
て
自
由
な
穀

物
市
場
の
実
現
を
支
持
し
、
当
時
は
主
流
で
あ
っ
た
統
制
価
格
政
策
を
批
判
し

た
。
だ
が
、
理
想
主
義
的
傾
向
の
あ
っ
た
テ
ュ
ル
ゴ
ー
は
す
ぐ
に
失
脚
し
、
コ
ン

ド
ル
セ
も
失
意
の
内
に
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
仕
事
に
戻
っ
た
。K

eith M
ichael 

B
aker, Condorcet: From

 N
atural Philosophy to Social M

athem
atics, C

hicago 

and London, The U
niversity of C

hicago Press, 1975, p. 73. 

  （
18
）  

マ
ッ
ク
レ
ラ
ン
の
注
釈
に
よ
る
と
こ
の
箇
所
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
に
宛
て
て
書

か
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
提
案
に
基
づ

き
、
一
七
七
七
年
一
一
月
、
自
身
が
庇
護
す
る
ベ
ル
リ
ン
王
立
科
学
文
芸
ア
カ
デ

ミ
ー
に
「
人
民
を
騙
す
の
は
有
益
か
」
と
い
う
主
題
の
懸
賞
論
文
を
提
案
さ
せ
た
。

  （
19
） C

ondorcet, A
rithm

étique Politique. Texte rare et inédite (1767-1789), Edition 

critique com
m

entée par B
ernard B

ru et Pierre C
répel, Paris: IN

ED
, 1994. 

  （
（0
） 

コ
ン
ド
ル
セ
は
典
拠
を
示
し
て
い
な
い
が
、
筆
者
が
確
認
し
た
限
り
で
は
ジ
ャ

ン
・
ラ
シ
ー
ヌ
の
息
子
、
ル
イ
が
執
筆
し
た
父
の
生
涯
の
伝
記
（
一
七
四
七
年
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出
版
）
が
一
番
古
い
。Louis Racine, M

ém
oires sur la vie de Jean Racine, t. 2, 

Lausanne et G
enève, Chez M

arc-M
ichel Bousquet &

 Com
pagnie, 1747, p. 179.

  （
（1
） B

adinter et B
adinter, Condorcet, pp. 79-85.

  （
（（
） Lavoisier, O

Euvres de Lavoisier. C
orrespondance, volum

e V
II, 1792-1794, 

édition dirigée par Patrice B
ret, Paris, Éd. H

erm
ann, Institut de France—

A
ca-

dém
ie des sciences, 2012, A

nnexe III, pp. 503-515. 

公
教
育
に
つ
い
て
は
次
を

参
照
。 

石
堂
常
世
『
フ
ラ
ン
ス
公
教
育
論
と
市
民
育
成
の
原
理
：
コ
ン
ド
ル
セ
公

教
育
論
を
起
点
と
し
て
』
風
間
書
店
、
二
〇
一
三
年
。

  （
（3
） A

A
S, PS généralité 1792 : Lavoisier, « O

bservations sur les questions 2, 3 et 

4 du payeur principal de la section des dépenses diverses de la Trésorerie N
a-

tionale », ff. 1r-1v. 

（
（4
） O

ki, « Les finances de l’A
cadém

ie royale des sciences…
 », p. 51.

（
（5
） 

ピ
エ
ー
ル
・
ド
ー
ヌ
ー
（Pierre Daunou

）
に
よ
る
革
命
暦
九
年
、
ブ
リ
ュ

メ
ー
ル
三
日
［
一
七
九
五
年
一
〇
月
二
五
日
］
の
演
説
、
次
に
引
用
。Choix de 

rapports, opinions et discours prononcés à la Tribune N
ationale depuis 1789 

jusqu’à ce jour , t. X
V

 (années 1794-1795), Paris, 1821, p. 409.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
お
き　

さ
や
か
・
東
京
大
学
大
学
院
教
授
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
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　「
価
値
自
由
」
と
政
治
　
　
　

　
　
―
―
ド
イ
ツ
社
会
学
会(

一
九
〇
九
〜
三
四
年)

に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
マ
ン
ハ
イ
ム
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

野
口
雅
弘

　
　
　
　

１　

学
会
と
政
治

学
問
と
政
治
は
そ
れ
ぞ
れ
相
対
的
に
自
律
的
な
領
域
で
あ
る
。
時
間
の
制
約
が

あ
る
な
か
で
の
、
す
べ
て
の
人
を
巻
き
込
む
、
集
合
的
な
意
思
決
定
で
あ
る
政
治
の

文
法
は
、
長
期
的
な
ス
パ
ン
で
の
、
訓
練
を
受
け
た
比
較
的
少
数
の
専
門
家
に
よ
る
、

懐
疑
を
基
礎
に
し
た
知
の
探
究
で
あ
る
学
問
の
そ
れ
と
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
異
な

る
。
し
か
し
学
問
の
領
域
と
政
治
の
領
域
を
相
互
に
隔
絶
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
。
学
問
に
携
わ
る
者
は
「
学
問
は
社
会
に
対
し
て
何
が
で
き
る
か
」
と

い
う
問
い
に
な
ん
ら
か
の
形
で
応
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
問
い
に

い
か
に
答
え
る
に
せ
よ
、
学
問
の
営
み
と
そ
の
成
果
は
、
そ
れ
を
意
図
す
る
に
し
て

も
意
図
し
な
い
に
し
て
も
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
政
治
的
な
意
味
を
持
つ
。

本
稿
で
は
、
一
九
〇
九
年
に
創
設
さ
れ
て
か
ら
一
九
三
四
年
に
中
断
す
る
ま
で

の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
（
D
G
S

：D
eutsche G

esellschaft für Soziologie

）
に
注

目
す
る
。
社
会
学
と
い
う
新
し
く
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
学
問
領
域
の
学
会
を
舞
台
と

し
て
、
自
分
た
ち
の
学
問
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
議
論
を
、
学
問
と
政

治
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
ル

ー
ド
ル
フ
・
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
（R

udolf G
oldscheid, 1870-1931

）、
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
（M

ax W
eber, 1864-1920

）（
1
（

、
そ
し
て
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
（K

arl 

M
annheim

, 1893-1947

）
の
三
人
で
あ
る
。

　
　
　
　

２　

ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
と
ド
イ
ツ
社
会
学
会

本
稿
は
も
ち
ろ
ん
草
創
期
の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
限
定
さ
れ
た
断
面
を
取
り
上

げ
る
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
を
包
括
的
に
考
察
す
る
も
の
で
は
な
い（

（
（

。
た
だ
、
こ
の
学

会
を
舞
台
に
し
て
展
開
さ
れ
た
論
争
を
追
う
に
あ
た
り
、
最
低
限
必
要
な
情
報
を
共

有
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
三
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
確
認
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
進
化
論
的
な
進
歩
主

義
者
ル
ー
ド
ル
フ
・
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
が
こ
の
学
会
の
呼
び
か
け
人
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
大
学
に
籍
を
持
た
な
い
、
い
わ
ば
在
野
の
研
究
者
と
し
て
、

ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
設
立
に
尽
力
し
た
。
今
日
で
は
、
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
の
名
前
を

み
る
こ
と
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い（

3
（

。
し
か
し
彼
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
語
圏
の
重
要

な
知
識
人
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
赤
い
ウ
ィ
ー
ン
」
を
支
え
た
一
人
で
も
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
（Joseph Schum

peter, 1883-1950

）
と
と
も
に
、

あ
る
い
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
彼
は
「
租
税
国
家
」
に
つ
い
て
論
じ
た（

4
（

。
ま
た
、
彼

は
社
会
改
良
の
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「
人
間
経
済
」（M

enschenökonom
ie

）

と
い
う
概
念
を
生
み
出
し
た
。
こ
こ
で
の
「
人
間
経
済
」、
あ
る
い
は
「
人
間
的
な

経
済
」
と
は
「
現
在
の
経
済
で
も
ま
っ
た
く
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
人

間
生
活
、
人
間
的
な
健
康
、
そ
し
て
人
間
的
な
発
展
力
の
途
方
も
な
い
消
耗
と
、
断

固
と
し
て
決
別
す
る
」
理
論
で
あ
る
と
い
う（

5
（

。
こ
の
概
念
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
社
会

民
主
党
内
の
議
論
で
も
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た（

6
（

。

ド
イ
ツ
社
会
学
会
は
一
九
〇
九
年
に
設
立
さ
れ
、
一
九
一
〇
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
で
第
一
回
の
研
究
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
に

は
前
史
が
あ
っ
た
。
す
で
に
一
九
〇
七
年
に
、ウ
ィ
ー
ン
社
会
学
会
（Soziologische 

G
esellschaft in W

ien
）
が
設
立
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
学
会
を
主
導
し
た
の
も
ゴ
ル

ト
シ
ャ
イ
ト
で
あ
っ
た
。
学
会
と
い
う
と
、政
治
や
政
局
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た「
中
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立
的
」な
学
者
の
世
界
で
あ
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
ド
イ
ツ
社
会
学
会
は
、

少
な
く
と
も
そ
の
創
設
者
の
意
図
と
し
て
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
ゴ
ル
ト
シ
ャ

イ
ト
が
目
指
し
た
の
は
、
社
会
学
者
の
結
集
に
よ
る
社
会
改
良
で
あ
っ
た
。

二
点
目
は
、
ド
イ
ツ
の
大
学
に
社
会
学
講
座
を
新
設
す
る
こ
と
が
、
学
会
の
創

設
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
社
会
学
会
が
設
立
さ
れ

た
時
点
で
、
ド
イ
ツ
の
大
学
で
社
会
学
の
正
教
授
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
い
わ

ば
教
授
の
い
な
い
学
会
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
最
初
の
社
会
学
の
正
教
授
に
な
っ

た
の
は
、
も
と
も
と
は
医
師
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ツ
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
（Franz 

O
ppenheim

er, 1864-1943

）
で
あ
り
、
そ
れ
も
一
九
一
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
の
大
学
に
お
け
る
社
会
学
の
制
度
化
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
ド
イ
ツ
社
会
学
会
は
、
社
会
学
に
関
心
を

持
つ
研
究
者
の
「
利
害
関
心
」
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
学
で
の
講
座
の
創
設
と
教
授
ポ
ス
ト
の
確
保
・
拡
大
は
、
少
な
く
と
も
当
初
の
こ

の
学
会
に
と
っ
て
、
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
初
期

の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
だ
け
の
特
殊
事
情
で
は
な
い
。
い
か
な
る
時
代
の
ど
の
よ
う
な

学
者
の
集
ま
り
に
も
、
ツ
ン
フ
ト
的
な
利
害
関
心
が
な
ん
ら
か
の
形
で
存
在
し
て
き

た
。
そ
れ
は
外
部
か
ら
み
え
れ
ば
、「
利
権
」を
確
保
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
み
え
る
。

そ
の
内
部
の
当
事
者
た
ち
が
い
か
に
「
純
粋
」
に
学
問
に
携
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

こ
の
存
在
被
拘
束
性
は
変
わ
ら
な
い
。

三
点
目
と
し
て
、
ド
イ
ツ
社
会
学
会
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と

も
確
認
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
形
式
社
会
学
の
創
始
者
で
、

「
余
所
者
」
に
つ
い
て
の
社
会
学
的
エ
ッ
セ
ー
な
ど
で
も
知
ら
れ
る
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ

ン
メ
ル
（G
eorg Sim

m
el, 1858-1918

）
も
、
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
発
足
当
初
か
ら

の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た（

7
（

。
ベ
ル
リ
ン
を
代
表
す
る
ス
タ
ー
哲
学
者
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
な
か
な
か
正
教
授
に
な
れ
な
か
っ
た
の
も
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ

た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
す
で
に
述
べ
た
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ

ト
、
そ
し
て
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
、

初
代
の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
会
長
で
も
あ
っ
た
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
テ
ン
ニ
エ
ス

（Ferdinand Tönnies, 1855-1936

）
も
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
会
員
の

多
さ
、
そ
し
て
そ
れ
に
加
え
て
社
会
主
義
者
の
割
合
の
多
さ
は
、
ナ
チ
ズ
ム
が
台
頭

す
る
な
か
で
、
政
治
的
な
意
味
を
持
た
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

　
　
　
　

３　

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
批
判
と
「
価
値
自
由
」

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
一
九
一
七
年
に
「
社
会
学
・
経
済
学
に
お
け
る
「
価
値
自
由
」

の
意
味
」
を
雑
誌
『
ロ
ゴ
ス
』
に
発
表
し
た
。
こ
の
論
文
は
、
も
と
も
と
一
九
一
三

年
に
隣
接
学
会
の
社
会
政
策
学
会
に
提
出
し
た
意
見
書
で
あ
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
同

時
期
の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
議
論
状
況
に
対
す
る
意
見
書
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で

き
る
。

こ
こ
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
周
知
の
「
価
値
自
由
」
論
を
展
開
し
た
。「
研
究
・
叙
述

す
る
者
は
、
経
験
的
事
実
（
そ
の
人
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
経
験
的
な
人
間
の
振
舞

い
で
、「
評
価
的
」
と
確
定
さ
れ
た
も
の
も
含
む
）
と
、
そ
の
人
が
実
践
的
に
評
価

す
る
態
度
決
定
〔
…
〕
を
絶
対
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
」
と
彼
は
主
張
し
た
。
ウ
ェ

ー
バ
ー
は
こ
れ
を
「
き
わ
め
て
さ
さ
や
か
な
要
求
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ

の
区
別
に
こ
だ
わ
っ
た（

8
（

。

ド
イ
ツ
社
会
学
会
は
社
会
学
の
専
門
家
集
団
と
し
て
一
定
の
進
歩
的
な
「
規
範
」

を
提
示
す
べ
き
だ
と
考
え
た
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
に
、ウ
ェ
ー
バ
ー
は
反
対
す
る
。「
価

値
自
由
」論
文
で
彼
は
、ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
の
名
前
を
出
し
て
は
い
な
い
。し
か
し「
人

間
経
済
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
カ
ッ
コ
を
付
け
て
引
用
し
、
こ
れ
を
批
判
的
に
論
評
し

て
い
る
。
当
時
の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
会
員
や
そ
の
周
辺
の
人
た
ち
に
は
、
そ
れ
が
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ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
を
指
す
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る（

9
（

。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
適
応
性
」（A

ngepaßtheit

）
と
い
う
概
念
は
〔…

〕
究
極
に
お
い
て
根
底

に
あ
る
評
価
（W

ertung

）
に
つ
い
て
は
何
も
情
報
を
提
供
し
な
い
。
む
し

ろ
こ
の
概
念
は
評
価
を
覆
い
隠
す
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
「
人
間
経
済
」

（M
enschenökonom

ie
）
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
最
近
好
ん
で
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
私
の
見
解
で
は
根
本
的
に
混
乱
し
て
い
る（

（1
（

。

ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
は
「
人
間
経
済
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
用
い
る
こ
と
で
、

彼
自
身
の
評
価
基
準
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
彼
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
の
批
判
を

理
解
し
か
ね
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
の
議
論
が
生
産
的
な
結
果
を
も

た
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
問
題
に
し
た
の
は
、
人
間
的
な
経
済
を

目
指
す
と
い
う
よ
う
な
、
進
歩
の
図
式
で
議
論
す
る
と
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
い
く
つ

か
の
、
場
合
に
よ
っ
て
は
矛
盾
す
る
価
値
的
な
観
点
が
蔑
ろ
に
さ
れ
る
と
い
う
点
で

あ
っ
た
。
彼
は
経
済
学
者
の
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ヴ
ィ
ル
ブ
ラ
ン
ト
へ
の
、
一
九
一
三
年

四
月
二
日
付
の
書
簡
で
、
療
養
先
の
ア
ス
コ
ナ
か
ら
、
い
く
ぶ
ん
感
情
的
に
な
っ
て

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

例
え
ば
、「
人
間
経
済
」
と
は
何
か
（
こ
の
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
的
な
概
念
は
、

私
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
柄
に
対
す
る
新
し
い
言
葉
に
し
か
み
え
な
い
）。
こ

れ
〔「
人
間
経
済
」〕
に
よ
っ
て
、
人
間
の
い
か
な
る
質
（Q

ualitäten

）
が
発

展
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
か
。
物
理
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
精
神
的
な
質
な
の
か
。
も
し
か
し
た
ら
反
経
済
的
な

性
質
や
作
用
を
持
つ
人
間
の
質
も
発
展
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
う

十
分
だ
。
私
の
頭
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
私
は
途
方
も
な
く
疲
れ
て
い

る（
（（
（

。

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
、
私
た
ち
の
社
会
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
が
あ
り
、
そ

れ
ら
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
突
き
詰
め
れ
ば
、
し
ば
し
ば
矛
盾
し

て
い
る
。
近
代
社
会
は「
合
理
化
」の
時
代
だ
、と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

一
つ
の
方
向
に
向
か
う
「
合
理
化
」
と
い
う
大
き
な
物
語
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
論
じ

て
い
な
い
。
価
値
が
多
元
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
複
数
の
価
値
は
「
啓
示
」
宗

教
で
も
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
人
間
の
理
性
で
は
調
停
で
き
な
い
こ
と
を
、
ウ
ェ
ー
バ

ー
は
前
提
と
し
て
考
え
て
い
る（

（1
（

。こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、「
人
間
経
済
」

や
「
進
歩
」
は
そ
う
簡
単
に
語
れ
な
く
な
る
。
少
な
く
と
も
、
深
刻
に
争
わ
れ
て
い

る
問
題
に
つ
い
て
一
義
的
な
正
解
を
出
す
こ
と
は
学
問
に
は
で
き
な
い
。

ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
論
争
は
、
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
規
約

（Satzung

）
の
文
面
を
め
ぐ
っ
て
も
展
開
さ
れ
た
。
ベ
ル
リ
ン
規
約
（
一
九
〇
九
年

一
月
三
日
）
か
ら
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
規
約
（
一
九
〇
九
年
五
月
二
九
日
）
に
修
正
さ

れ
た
際
に
、い
く
つ
か
の
箇
所
が
加
筆
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は「
純
粋
に
学
問
的
な（rein 

w
issenschaftlich

）
研
究
・
調
査
を
行
う
」
こ
と
、
そ
し
て
「
学
会
は
社
会
学
の
あ

ら
ゆ
る
学
問
的
な
方
向
性
と
方
法
に
、
等
し
く
そ
の
場
を
提
供
す
る
が
、
な
ん
ら
か

の
実
践
的
（
倫
理
的
、
宗
教
的
、
政
治
的
、
美
的
）
目
的
を
主
張
す
る
も
の
は
拒
絶

す
る
」
と
い
う
文
言
が
含
ま
れ
て
い
た（

（1
（

。
こ
の
点
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
い
分
が

通
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
結
局
、
こ
の
学
会
を
去
る
こ
と
に
な
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は

一
九
一
二
年
の
第
二
回
大
会
に
は
参
加
し
た
が
、
そ
の
後
「
委
員
」
を
辞
任
し
、
大

会
の
残
務
処
理
を
終
え
て
か
ら
、
一
九
一
四
年
に
最
終
的
に
退
会
し
て
い
る（

（1
（

。
彼
の

退
会
後
、
こ
れ
ら
の
文
言
は
学
会
規
約
か
ら
削
除
さ
れ
た（

（1
（

。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
テ
ク
ス

ト
が
こ
の
分
野
の
「
古
典
」
の
地
位
を
確
保
し
た
あ
と
の
彼
の
読
者
は
、
そ
の
当
時
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も
彼
の
発
言
力
や
影
響
力
は
甚
大
だ
っ
た
と
思
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く

と
も
ド
イ
ツ
社
会
学
会
に
お
け
る
価
値
判
断
排
除
を
め
ぐ
る
論
争
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ

ー
は
孤
立
し
た
。
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
も
「
あ
る
も
の
」
と
「
あ
る
べ
き
も
の
」
を
区

別
す
る
必
要
は
認
め
た
。
し
か
し
学
問
は
「
存
在
す
べ
き
も
の
」
に
つ
い
て
も
「
道

案
内
役
」（W

egw
eiser

）
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
彼
の
立
場
で
あ
っ
た（

（1
（

。
そ

し
て
こ
の
当
時
の
会
員
の
多
数
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
は
な
く
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
を
支

持
し
た（

（1
（

。

学
問
と
政
治
に
つ
い
て
両
者
の
議
論
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ゴ

ル
ト
シ
ャ
イ
ト
は
社
会
学
の
専
門
家
集
団
で
あ
る
ド
イ
ツ
社
会
学
会
が
社
会
に
対
し

て
規
範
的
な
方
向
性
を
示
し
、
社
会
を
変
え
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
彼
に
と

っ
て
学
問
は
政
治
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
今
日
、
日
本
の
研
究
者
は
ほ
と

ん
ど
「
進
歩
」
を
語
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
社
会
に
お
け
る
不
正
義
を
論
じ
、

そ
れ
か
ら
の
解
放
を
語
る
こ
と
は
、
今
日
の
関
連
分
野
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
ど
う

で
も
よ
い
問
題
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。

ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
と
は
異
な
っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
学
会
と
し
て
政
治
的
な
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
出
す
こ
と
に
対
し
て
慎
重
で
あ
っ
た
。
彼
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
内
で
の
多
元
的
な
価
値
の
併
存
と
そ
れ
ら
の
間
で
の
論
争
に
こ
そ
意
味
を
み

る
。
彼
に
と
っ
て
学
会
は
思
想
の
相
互
検
討
の
場
で
あ
り
、
あ
る
政
治
的
な
目
的
を

持
つ
結
社
で
は
な
い
。

な
お
、「
学
問
と
政
治
」
と
い
う
と
、
私
た
ち
は
国
家
権
力
が
学
問
の
自
由
を
侵

害
す
る
と
い
う
図
式
で
考
え
が
ち
で
あ
る
。そ
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の「
価
値
自
由
」も
、

と
り
わ
け
日
本
で
は
、
そ
う
し
た
文
脈
で
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
体
制
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
や
「
神
話
」
が
政
治
サ
イ
ド
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
る
局
面
で
は
、
事
実
と

価
値
の
分
離
の
要
請
は
、
そ
れ
ら
に
飲
み
込
ま
れ
な
い
で
、
学
問
の
自
律
性
を
確
保

す
る
論
理
と
し
て
意
味
を
持
つ
。
実
際
に
、
日
中
戦
争
前
後
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法

論
的
な
著
作
の
翻
訳
・
受
容
が
集
中
し
て
行
わ
れ
た
日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
価

値
自
由
」
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い（

（1
（

。
し
か
し
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
は
、
第
一
義
的

に
は
、
国
家
権
力
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
「
価
値
自
由
」
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
彼
が
こ
れ
を
要
請
し
た
の
は
、
む
し
ろ
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

内
の
多
数
派
に
向
け
て
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

４　

ウ
ェ
ー
バ
ー
的
自
由
主
義
の
限
界
と
マ
ン
ハ
イ
ム
の
「
競
争
」

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
自
由
主
義
は
、
学
者
と
し
て
「
進
歩
」
を
語
ろ
う
と
す
る
ゴ
ル
ト

シ
ャ
イ
ト
の
立
場
と
相
容
れ
な
か
っ
た
。
彼
が
要
請
し
た
「
価
値
自
由
」
は
ド
イ
ツ

社
会
学
会
の
多
数
派
で
あ
っ
た
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ

う
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
立
場
も
、
後
続
の
世
代
か
ら
批
判
を
受
け
る
。
こ
こ
で
は
、

一
九
二
八
年
に
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
開
催
さ
れ
た
、
第
六
回
ド
イ
ツ
社
会
学
会
で
の
カ

ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
報
告
「
精
神
領
域
に
お
け
る
競
争
の
意
義
」
を
取
り
上
げ
て
、

検
討
し
て
み
た
い
。
報
告
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
の
報
告
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
「
競
争
」
理
論
に
対
す
る
、
真
正
面
か

ら
の
批
判
的
考
察
で
あ
っ
た
。

　

価
値
の
対
立
を
直
視
し
、
そ
れ
に
対
し
て
誠
実
に
向
き
合
う
こ
と
を
求
め
る
ウ
ェ

ー
バ
ー
の
立
場
は
、
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
ら
の
進
歩
主
義
者
に
対
し
て
は
、
一
定
の
意

味
を
持
っ
た
。
し
か
し
、
分
極
化
し
て
い
く
ワ
イ
マ
ー
ル
の
政
党
政
治
の
状
況
を
背

景
に
し
て
、
こ
の
主
張
の
政
治
的
な
意
味
は
変
わ
っ
て
く
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
が
問
題

に
し
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
こ
で
あ
っ
た
。

　

彼
は
「
存
在
の
公
共
的
な
解
釈
」
を
め
ぐ
る
競
争
を
次
の
四
つ
の
段
階
に
整
理
し

て
い
る
。
最
初
は
、
伝
統
社
会
に
お
け
る
同
意
に
も
と
づ
く
協
力
が
成
り
立
っ
て
い

る
段
階
、
第
二
は
、
一
つ
の
解
釈
集
団
（
中
世
社
会
の
教
会
）
に
よ
る
独
占
状
態
、
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第
三
は
、
相
互
の
関
連
を
失
っ
た
原
子
化
さ
れ
た
集
団
に
よ
る
競
争
の
段
階
、
そ
し

て
第
四
に
、
し
だ
い
に
支
配
的
に
な
っ
て
い
く
少
数
の
極
へ
の
集
中
の
段
階
で
あ

る（
（1
（

。
一
九
二
八
年
の
ワ
イ
ー
マ
ー
ル
の
文
化
的
・
政
治
的
状
況
は
、
ま
さ
に
こ
の
第

四
段
階
に
該
当
す
る
。

　

マ
ン
ハ
イ
ム
は
自
由
主
義
、
保
守
主
義
、
社
会
主
義
に
つ
い
て
記
述
し
た
あ
と
、

次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

緊
張
の
原
理
的
な
調
停
不
可
能
（U

nschlichtbarkeit der Spannungen

）
が

は
じ
め
か
ら
既
成
の
事
実
で
あ
る
と
す
る
人
は
み
な
、極
化
の
瞬
間
（M

om
ent 

der Polarisation

）
が
ま
ぶ
し
く
照
ら
し
出
さ
れ
る
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
の
こ

れ
ま
で
叙
述
し
た
局
面
に
固
執
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
状
態
の

一
面
を
絶
対
化
す
る
も
の
で
あ
る（

11
（

。

　

マ
ン
ハ
イ
ム
は
こ
こ
で
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
名
前
を
出
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
価
値
の
対
立
を
不
可
避
と
し
、
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
を
求
め

た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
的
な
前
提
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
図
式
で
は
明
ら
か
に
、
分
極

化
を
「
絶
対
化
」
す
る
も
の
に
み
え
る
。
対
立
の
時
代
に
対
立
を
強
調
す
る
こ
と
に

意
味
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
よ
う
な
理
論
は
状
況
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る
だ

け
で
、
悪
害
で
す
ら
あ
る
、
と
の
反
応
が
出
て
き
て
も
、
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。

こ
の
時
代
に
、
社
会
学
者
も
含
め
て
多
く
の
同
時
代
人
が
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

か
ら
離
れ
て
い
っ
た
理
由
の
一
つ
も
こ
こ
に
あ
っ
た（

1（
（

。

　

こ
の
会
場
に
は
、の
ち
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
で
マ
ン
ハ
イ
ム
の
助
手
に
な
り
、

『
宮
廷
社
会
』
の
執
筆
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
社
会
学
者
の
ノ
ー
ベ
ル
ト
・
エ
リ

ア
ス
も
い
た（

11
（

。
彼
は
、
こ
の
と
き
の
模
様
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

意
図
的
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
意
図
的
で
な
か
っ
た
に
し
ろ
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が

い
さ
さ
か
ア
ル
フ
レ
ー
ト
〔
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
〕
の
怒
り
を
刺
激
し
た
こ
と
は

確
か
で
あ
っ
た
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
自
由
主
義
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
説
明
に

よ
っ
て
、
ま
た
、
社
会
学
の
研
究
を
政
治
的
価
値
判
断
か
ら
解
放
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
考
え
を
半
ば
隠
し
な

が
ら
攻
撃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

実
際
に
マ
ッ
ク
ス
の
弟
の
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
怒
っ
た
の
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
諸
党
派
間
の
対
立
が
先
鋭
化
し
、
社
会
の
分
断
の
危
機

が
深
刻
化
す
る
な
か
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
流
の
抗
争
的
自
由
主
義
が
限
界
を
露
呈
し
て

い
る
こ
と
は
、
そ
の
時
代
の
ほ
と
ん
ど
の
人
に
と
っ
て
自
明
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
問
題
状
況
を
確
認
し
た
う
え
で
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
分
極
化
や
対
立
の
激
化

は
そ
の
反
対
運
動
と
し
て
「
総
合
」（Synthese

）
へ
の
動
き
も
生
み
だ
し
て
お
り
、

共
通
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
し
て
、「
総
合
」
を

理
論
的
な
テ
ー
マ
に
据
え
よ
う
と
す
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
の
社
会
学
の
課
題

は
、
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
の
よ
う
に
「
進
歩
」
に
寄
与
す
る
こ
と
で
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
よ
う
に
対
立
が
あ
る
も
の
は
対
立
が
あ
る
も
の
と
し
て
扱
い
、
学
問
の
名
に
お
い

て
こ
れ
に
決
着
を
付
け
よ
う
と
し
な
い
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
諸
思
想
的
潮
流
・

諸
政
治
的
党
派
の
「
媒
介
」
と
「
総
合
」
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

私
た
ち
は
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
運
命
を
知
っ
て
い
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の

問
題
提
起
が
現
実
的
に
意
味
を
持
つ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
一
九
三
〇
年
の

第
七
回
ベ
ル
リ
ン
大
会
は
開
催
さ
れ
た
も
の
の
、
会
長
の
テ
ン
ニ
エ
ス
の
お
膝
元
の

キ
ー
ル
で
、一
九
三
三
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
第
八
回
大
会
は
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
。

保
守
的
な
ハ
ン
ス
・
フ
ラ
イ
ア
ー
（H

ans Freyer, 1987-1969

）
が
会
長
に
就
任
し

た
が（

11
（

、
ド
イ
ツ
社
会
学
会
は
そ
の
ま
ま
活
動
を
停
止
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
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を
含
め
、
多
く
の
会
員
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
亡
命
し
た
。
マ
ン
ハ
イ
ム
も
イ
ギ
リ

ス
に
亡
命
す
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。　
　
　

分
極
化
と
分
断
の
時
代
に
、「
媒
介
」
や
「
総
合
」
を
模
索
し
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ

ん
無
意
味
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
で
、
こ
う
し
た
試
み

が
現
実
的
な
力
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
同
時
に
、

た
ま
た
ま
ヒ
ト
ラ
ー
と
同
じ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
す
ぐ

に
誤
謬
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に（

11
（

、
た
ま
た
ま
ナ
チ
ズ
ム
に
対
し
て
政
治
的
に

敗
北
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
理
論
が
理
論
と
し
て
誤
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　

５　

最
後
に
、「
思
想
の
自
由
市
場
」
を
め
ぐ
っ
て

　

ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
そ
し
て
マ
ン
ハ
イ
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う

に
社
会
学
の
課
題
を
理
解
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ

ト
は
社
会
学
と
そ
の
専
門
家
の
集
ま
り
で
あ
る
ド
イ
ツ
社
会
学
会
を
通
じ
て「
進
歩
」

を
語
り
、
社
会
改
良
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
価

値
自
由
」
の
要
請
に
よ
っ
て
、
学
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
お
け
る
価
値
の
多
元
性

を
擁
護
し
、
諸
価
値
の
相
互
検
討
の
場
と
し
て
学
会
を
位
置
づ
け
た
。
マ
ン
ハ
イ
ム

は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
の
分
極
化
の
な
か
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
自
由
主
義
の
限
界
を
指
摘

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
党
派
の
「
媒
介
」
な
い
し
「
総
合
」
の
必
要
を
訴
え
た
。
彼
ら
の

議
論
は
狭
い
意
味
で
の
社
会
学
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
人
文
・
社
会

科
学
系
の
学
問
分
野
に
も
適
用
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
三
人
を
比
較
す
る

こ
と
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
が
何
と
対
決
し
、
ど
こ
で
批
判
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
の
か
も
み
え
て
く
る
。
現
在
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を

め
ぐ
る
「
学
問
と
政
治
」
を
考
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
三
者
の
い
ず
れ
が
一
番
正
し

い
か
を
問
う
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
と
難
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
は

重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
の
歴
史
的
な
位
置
と
今
日
の
状
況
に
お

け
る
そ
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
て
結
び
と
し
た
い
。

　

学
問
の
自
由
は
国
家
権
力
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
同
時
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
多
数
派
の
倫
理
的
な
態
度
に
よ
っ

て
も
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
価
値
自
由
」
に
よ
っ
て
論
じ

た
こ
と
は
、
多
数
派
の
画
一
的
な
世
論
が
少
数
者
の
自
由
を
脅
か
す
こ
と
を
指
摘
し

た
J

・

S 

ミ
ル
（J.S. M

ill, 1806-1873

）
の
『
自
由
論
』（
一
八
五
九
年
）
に
通

じ
て
い
る
。

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
価
値
自
由
」
論
文
を
雑
誌
に
発
表
し
た
二
年
後
、
一
九
一
九
年

に
、
ア
メ
リ
カ
で
ホ
ー
ム
ズ
判
事
が
「
エ
イ
ブ
ラ
ム
ズ
対
合
衆
国
事
件
」
で
反
対
意

見
を
述
べ
た
。
こ
こ
で
彼
は
「
思
想
の
自
由
市
場
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
有
名

な
議
論
を
展
開
し
た
。
経
済
の
分
野
で
、自
由
な
市
場
競
争
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
で
、

資
源
の
最
適
な
配
分
が
可
能
に
な
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
思
想
に
つ
い
て
も
、
他
の

複
数
の
思
想
と
の
自
由
競
争
の
機
会
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
相
互
の
検
討
が
可
能
に

な
り
、
真
理
に
至
る
可
能
性
が
高
ま
る
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ

の
思
想
的
な
出
典
は
、
も
ち
ろ
ん
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
で
あ
る
。

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ホ
ー
ム
ズ
（
あ
る
い
は
ミ
ル
）
を
並
べ
て
み
る
と
、「
価
値
自
由
」

と
「
思
想
の
自
由
市
場
」
が
呼
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
両
者
の
違

い
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ミ
ル
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
、
価
値
な
い
し

思
想
の
多
元
性
を
擁
護
し
、
少
数
派
も
急
進
派
も
議
論
の
場
か
ら
排
除
す
べ
き
で
な

い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
ミ
ル
は
、
競
争
・
論
争
で
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
が
吟
味
さ
れ
、

そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
で
誤
謬
が
明
ら
か
に
な
り
、
真
理
に
接
近
す
る
と
い
う
前
提
で

議
論
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
価
値
を
め
ぐ
る
対
立
に
つ
い
て

は
、
学
問
に
よ
る
決
着
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
。
学
問
に
で
き
る
こ
と
は
、
彼
に
よ
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れ
ば
、「
複
数
の
あ
り
う
る
価
値
評
価
相
互
の
競
争
」
を
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
に
つ
い
て
手
段
や
副
次
的
な
結
果
を
吟
味
し
な
が
ら
、
各
自
の
「
立
場
」
を
そ
の

人
自
身
に
自
覚
さ
せ
る
手
助
け
を
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る（

11
（

。
彼
は
思
想
相
互
の
競
争

か
ら
な
ん
ら
か
の
一
義
的
な
真
理
が
出
て
く
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ウ

ェ
ー
バ
ー
も
、
思
想
の
競
争
の
な
か
で
粗
野
な
誤
謬
が
指
摘
さ
れ
、
排
除
さ
れ
る
可

能
性
ま
で
も
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

学
者
が
論
争
の
余
地
の
な
い
真
理
に
到
達
で
き
る
と
想
定
し
、
そ
う
し
た
真
理
を
僭

称
す
る
形
で
専
門
家
が
集
団
と
し
て
政
治
的
な
発
言
を
行
う
こ
と
に
は
、
彼
は
慎
重

で
あ
っ
た
。

二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
思
想
家
で
あ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ミ
ル
よ
り
も
は
る
か

に
「
価
値
相
対
主
義
」
の
傾
向
が
強
い（

11
（

。
そ
し
て
、
価
値
を
め
ぐ
る
討
論
が
噛
み
合

わ
な
い
こ
と
を
、
い
っ
そ
う
深
刻
に
受
け
止
め
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
で
も
、

お
互
い
の
対
立
を
め
ぐ
る
観
点
の
違
い
を
確
認
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
相
互
に
検
討
す

る
営
み
を
継
続
し
よ
う
と
し
た
。
学
会
の
意
味
も
彼
は
そ
こ
に
見
い
だ
し
た
。
百
年

前
に
比
べ
る
と
、
今
日
の
私
た
ち
の
ほ
う
が
は
る
か
に
「
思
想
の
自
由
市
場
」
を
語

り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
S
N
S
の
力
学
に
よ
っ
て
も
促
さ

れ
な
が
ら
、
人
々
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
が
分
極
化
し
、
相
互
に
対
話
す
る
こ
と
も
難
し
く

な
っ
て
い
る
。
嘲
笑
や
憎
悪
は
溢
れ
て
も
、
媒
介
や
総
合
ど
こ
ろ
か
、
共
通
の
議
論

の
土
俵
を
設
定
す
る
こ
と
も
容
易
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
う
し
た
状
況
で
学
術
団
体
が
「
純
粋
さ
」

を
保
持
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
自
身
が
「
部
族
」
化
し
、
社
会
か
ら
孤
立
し
て
し

ま
う
。
そ
し
て
こ
の
志
向
は
特
定
の
同
業
者
の
「
既
得
権
益
」
を
守
ろ
う
と
し
て
い

る
だ
け
だ
、
と
い
う
粗
野
な
批
判
を
招
き
や
す
く
す
る
。
さ
ら
に
、
議
論
が
噛
み
合

わ
な
け
れ
ば
噛
み
合
わ
な
い
ほ
ど
、「
最
後
は
政
治
決
断
が
必
要
だ
」
と
い
う
、
学

術
的
な
議
論
を
い
っ
さ
い
無
視
し
た
政
治
的
な
介
入
が
ま
か
り
通
る
こ
と
に
も
な

る（
11
（

。
専
門
家
と
そ
れ
以
外
の
人
た
ち
の
乖
離
が
一
定
以
上
に
大
き
く
な
れ
ば
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
学
術
団
体
の
訴
え
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
共
感
や
応
援
は
期
待
で

き
な
く
な
る
。

「
思
想
の
自
由
市
場
」
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
異
な
る
立
場
の
人
た

ち
が
相
互
に
対
話
で
き
る
公
共
的
な
空
間
が
な
ん
と
か
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

研
究
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
政
治
の
関
係
が
悪
く
な
ら
な
い
で
す
む
条
件
で
あ
る
。
ゴ

ル
ト
シ
ャ
イ
ト
や
マ
ン
ハ
イ
ム
に
比
べ
る
と
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
学
問
と
学
会
に
求
め

た
も
の
は
か
な
り
慎
ま
し
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、「
価
値
自
由
」
は
政
治
と

の
没
交
渉
を
意
味
し
な
い
。
学
問
の
名
の
も
と
で
一
義
的
な
解
答
を
出
す
こ
と
を
あ

え
て
せ
ず
に
、
お
互
い
の
価
値
の
違
い
を
確
認
し
、
議
論
を
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

論
拠
を
検
討
し
あ
う
場
を
確
保
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
た
検
討
の
プ
ロ
セ
ス
を

公
共
的
に
示
す
こ
と
。
進
歩
や
媒
介
を
語
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、「
価
値
自
由
」
に
は

こ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
が
有
し
て
い
る
政
治
的
な
意
味
は
、
と
り
わ
け

今
日
の
状
況
に
お
い
て
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。

　
注

  （
1
） 

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
はJ. C

. B
. M

ohr (Paul Siebeck) 

か
ら
刊

行
さ
れ
て
い
る
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
全
集
（M

ax W
eber G

esam
tausgabe

）

か
ら
行
い
、
引
用
に
際
し
て
は
略
号
（M

W
G

）
を
用
い
る
。

  （
2
） 

ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
設
立
の
経
緯
や
そ
こ
で
の
議
論
に
つ
い
て
は
、米
沢
和
彦
『
ド

イ
ツ
社
会
学
史
研
究
―
―
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
設
立
と
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
お
け
る

歴
史
的
展
開
』
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
九
一
年
を
参
照
。

  （
3
） V

gl. A
rno B

am
m

é, R
udolf G

oldscheid. E
ine E

inführung, M
arburg: 

M
etropolis-Verlag, 2020.

  （
4
） 

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
を
評
価
し
て
い
る
。「
ゴ
ル
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  （
12
） 

こ
の
前
提
を
問
題
に
し
た
の
が
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
で
あ
っ
た
。
野
口
雅
弘
「
ウ

ェ
ー
バ
ー
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
―
―
「
人
間
の
理
性
で
は
価
値
の
葛
藤
を
解
決
で
き

な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
め
ぐ
っ
て
」、
石
崎
嘉
彦
・
厚
見
惠
一
郎
編
『
レ
オ
・

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
政
治
哲
学
―
―
『
自
然
権
と
歴
史
』
を
読
み
解
く
』
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
四
三

−

六
一
を
参
照
。

  （
13
） M

W
G

 I/13, S. 857-868.

  （
14
） 

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
一
九
一
二
年
一
一
月
九
日
付
の
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ミ
ヘ
ル
ス
宛
の
書

簡
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
私
は
「
社
会
学
者
」
の
委
員
会
を
抜
け
ま
し

た
。
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
氏
の
よ
う
な
、
と
て
も
ね
ば
ね
ば
し
た
昆
虫
（klebrige 

Insekten

）
と
の
闘
争
に
、
私
の
神
経
は
長
く
は
も
ち
ま
せ
ん
。
彼
の
堂
々
と
し

た
「
功
績
」〔
と
さ
れ
て
い
る
も
の
〕
や
そ
の
「
理
想
主
義
」〔
と
さ
れ
て
い
る
も
の
〕

も
同
様
で
す
」（M

W
G

 II/7, S. 733

）。

  （
15
） 

米
沢
『
ド
イ
ツ
社
会
学
史
研
究
』
一
四
五
頁
。

  （
16
） 

一
九
〇
九
年
の
社
会
政
策
学
会
に
お
け
る
「
生
産
性
の
概
念
」
を
め
ぐ
る
討
論
で

も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
に
言
及
し
て
い
る
（vgl. M

W
G

 I/12, S. 

213-214

）。

  （
1（
） V

gl. K
atharina N

eef, D
ie Entstehung der Soziologie aus der Sozialreform

: 

eine Fachgeschichte , Frankfurt a.M
.: C

am
pus-Verl., 2012, S. 266; Paul 

H
onigsheim

, O
n M

ax W
eber, N

ew
 York: Free Press, 1968, p. 60. 

大
林
信
治
訳

『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
思
い
出
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
、
九
八
頁
。

  （
18
） 

関
連
の
邦
訳
は
以
下
で
あ
る
。『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
尾
高
邦
雄
訳
、
岩
波
文

庫
、
一
九
三
六
年
、『
社
会
科
学
方
法
論
』
恭
恒
藤
恭
校
閲
、
富
永
祐
治
・
立
野

保
男
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
三
六
年
、『
社
会
科
学
と
価
値
判
断
の
諸
問
題
』
戸

田
武
雄
訳
、
有
斐
閣
、
一
九
三
七
年
（「
社
会
学
的
及
び
社
会
政
策
的
認
識
の
「
客

観
性
」」
と
「
社
会
学
的
及
び
経
済
学
的
科
学
の
「
没
価
値
性
」
の
意
味
」
を
収

ト
シ
ャ
イ
ト
の
功
績
と
し
て
永
く
残
る
こ
と
は
、
彼
が
最
初
に
、
こ
の
財
政
史
的

考
察
方
法
を
適
切
に
強
調
し
た
こ
と
、
ま
た
、
予
算
が
国
家
の
「
あ
ら
ゆ
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
脱
ぎ
す
て
た
骨
格
」
で
あ
る
と
い
う
真
理
〔
…
〕
を
広
範
な
人
び
と

に
伝
え
た
こ
と
で
あ
る
」（J oseph A

. Schum
peter, D

ie K
rise des Steuerstaats, 

G
raz: Leuschner &

 Lubensky, 1918, S. 6. 

木
村
元
一
・
小
谷
義
次
訳
『
租
税
国

家
の
危
機
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
年
、
一
〇
頁
）。

  （
5
） R

udolf G
oldscheid, Entw

icklungsw
erttheorie, Entw

icklungsökonom
ie, 

M
enschenökonom

ie: eine Program
m

schrift, Leipzig: K
linkhardt, 1908, S. 46. 

な
お
、
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
は
、
一
九
〇
八
年
九
月
三
日
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
行

わ
れ
た
第
三
回
国
際
哲
学
会
議
で
、
こ
の
本
の
概
要
を
報
告
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は

討
論
者
と
し
て
こ
れ
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
（vgl. M

W
G

 I/12, S. 519-524

）。

  （
6
） 

「
人
間
経
済
」
と
優
生
学
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
市
野
川
容
孝
「
社
会
学
と
生
物

学
―
―
黎
明
期
の
ド
イ
ツ
社
会
学
に
関
す
る
一
考
察
」『
現
代
思
想
』
二
〇
〇
七

年
一
一
月
臨
時
増
刊
「
総
特
集 

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
」、
一
七
〇
頁
を
参
照
。

  （
（
） 

ウ
ェ
ー
バ
ー
を
こ
の
学
会
に
誘
っ
た
の
も
ジ
ン
メ
ル
で
あ
っ
た
。V

gl. G
eorg 

Sim
m

el, G
eorg Sim

m
el G

esam
tausgabe, Bd. 22. Briefe 1880-1911, Frankfurt 

a.M
.: Suhrkam

p, 2005, S. 669.

  （
8
） M

W
G

 I/12, S. 460. 

木
本
幸
造
監
訳
『
社
会
学
・
経
済
学
の
「
価
値
自
由
」
の
意
味
』

日
本
評
論
社
、
一
九
七
二
年
、
四
二

−

四
三
頁
。

  （
9
） V

gl. G
ertraude M

ikl-H
orke, M

ax W
eber und R

udolf G
oldscheid: 

K
ontrahenten in der W

endezeit der Soziologie, in: Sociologia Internationalis 

42 , 2004, S. 265-286.

  （
10
） M

W
G

 I/12, S. 482. 『
価
値
自
由
』
八
〇
頁
。

  （
11
） M

W
G

, II/8, S. 166. 

こ
こ
で
下
線
を
引
い
て
い
る
の
は
、
全
集
（M

W
G

）
で
イ

タ
リ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。



67　特集　学問と政治の関係を考える  

別
の
展
開
を
み
せ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
の
ド
イ
ツ
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
の

研
究
が
継
続
さ
れ
た
の
も
こ
の
学
派
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。Elfriede Ü

ner, D
er 

explizite und im
plizite D

iskurs zw
ischen M

ax W
eber und der „Leipziger 

Schule “. Ein A
rbeitsbericht, in: K

arl-Ludw
ig Ay / K

nut B
orchardt (H

g.), D
as 

Faszinosum
 M

ax W
eber, D

ie G
eschichte seiner G

eltung, K
onstanz: U

V
K

 

Verlagsgesellschaft, 2006,S. 219-239.

  （
25
） 

亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
マ
ン
ハ
イ
ム
が
ナ
チ
ズ
ム
の
被
害
者
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
彼
の
知
識
社
会
学
が
依
拠
す
る
相
対
主
義
、
さ

ら
に
は
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
一
定
の
親
和
関
係
に
あ
る
と
い
う
学
史

的
な
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。V

gl. René K
önig, D

ie Situation der 

em
igrierten deutschen Soziologen in Europa, in: W

olf Lepenies (H
g.), G

eschichte 

der Soziologie , Bd. 4, Frankfurt a.M
.: Suhrkam

p, 1981, S. 135-136.

  （
26
） 

野
口
雅
弘
「
政
治
用
語
再
考
（
四
）
ヒ
ト
ラ
ー
と
同
じ
だ
」『
生
活
経
済
政
策
』

三
〇
二
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
、
二
四

−

二
五
頁
。 

  （
2（
） M

W
G

 I/12, S. 470-471. 『
価
値
自
由
』
六
一
頁
。

  （
28
） 

福
澤
諭
吉
と
二
〇
世
紀
の
価
値
相
対
主
義
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
浩
『
明
治

革
命
・
性
・
文
明
―
―
政
治
思
想
史
の
冒
険
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
、

五
四
八
頁
を
参
照
。

  （
29
） 

政
治
的
な
意
思
決
定
に
関
し
て
「
忖
度
」
と
い
う
言
葉
が
説
得
力
を
獲
得
す
る
の

は
、
論
拠
や
理
由
を
提
示
し
、
そ
れ
を
相
互
に
検
討
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
蔑

ろ
に
さ
れ
る
程
度
に
比
例
す
る
。
野
口
雅
弘『
忖
度
と
官
僚
制
の
政
治
学
』青
土
社
、

二
〇
一
八
年
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
の
ぐ
ち　

ま
さ
ひ
ろ
・
成
蹊
大
学
教
授
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

録
）。V

gl. W
olfgang Schw

entker, M
ax W

eber in Japan: eine U
ntersuchung zur 

W
irkungsgeschichte 1905-1995 , Tübingen: J. C. B. M

ohr (Paul Siebeck), 1998. 

S. 143. 
野
口
雅
弘
・
鈴
木
直
・
細
井
保
、・
木
村
裕
之
訳 

『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
日
本
―
―
受
容
史
の
研
究1905-1995

』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
三
年
、

一
一
六
頁
。

  （
19
） K

arl M
annheim

, D
ie B

edeutung der K
onkurrenz im

 G
ebiete des G

eistigen, in: 

Verhandlungen des 6. D
eutschen Soziologentages vom

 17. bis 19. Septem
ber 

1928 in Zürich , Tübingen: J. C
. B

. M
ohr (Paul Siebeck) 1929, S. 45. 

鈴
木
広
・

田
野
崎
昭
夫
訳
『
世
代
・
競
争
』、 
誠
信
書
房
、
一
九
五
八
年
、
一
二
九
頁
。

  （
20
） M

annheim
, a.a.O

., S. 74. 

一
八
一
頁
。

  （
21
） 

も
ち
ろ
ん
ワ
イ
マ
ー
ル
期
か
ら
N
S
支
配
の
時
期
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
語
圏
で

ウ
ェ
ー
バ
ー
へ
の
言
及
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

理
論
か
ら
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
橋
渡
し
を
し
た
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
いC

hristoph 

Steding, Politik und W
issenschaft bei M

ax W
eber, B

reslau : K
orn, 1932

な
ど

が
あ
る
（vgl. Joachim

 R
adkau, M

ax W
eber. D

ie Leidenschaft des D
enkens, 

M
ünchen: C

arl H
anser Verlag, 2005, S. 847-848

）。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
研

究
で
「
価
値
自
由
」
が
テ
ー
マ
化
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

  （
22
） V

gl. R
einhard B

lom
ert, Intellektuelle im

 A
ufbruch. K

arl M
annheim

, 

A
lfred W

eber, N
orbert Elias und die H

eidelberger Sozialw
issenschaften der 

Zw
ischenkriegszeit , M

ünchen: C
arl H

anser Verlag, 1999.

  （
23
） N

orbert Elias, N
orbert Elias über sich selbst, Frankfurt a.M

.: Suhrkam
p, 1990, S. 

153. 

大
平
章
訳
『
エ
リ
ア
ス
回
想
録
』
法
政
大
学
出
版
局
、二
〇
一
七
年
、二
一
三
頁
。

  （
24
） 

フ
ラ
イ
ア
ー
を
中
心
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
学
派
」
で
は
、
ナ

チ
ズ
ム
支
配
下
に
お
い
て
も
社
会
学
の
研
究
が
継
続
さ
れ
た
。
た
だ
し
も
ち
ろ

ん
、「
社
会
学
」
と
は
い
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
知
識
人
た
ち
と
は
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東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
公
共
性
」
と
「
超
党
派
性
」　
　
　

　
　
　
―
―
文
化
同
盟
の
議
論
を
中
心
に
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　      

　   

伊
豆
田
俊
輔

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

二
〇
二
〇
年
九
月
、
当
時
の
菅
義
偉
首
相
が
日
本
学
術
会
議
の
会
員
候
補
六

人
の
任
命
を
拒
否
し
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
以
降
、（
原
稿
執
筆
時
点
の

二
〇
二
三
年
一
月
ま
で
）
日
本
学
術
会
議
と
政
治
の
関
係
は
着
地
点
が
見
え
て
い
な

い
。
学
術
会
議
の
新
規
会
員
は
、
会
員
お
よ
び
連
携
会
員
、
そ
し
て
関
連
す
る
学
術

団
体
の
推
薦
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
き
た
。
学
術
会
議
に
よ
る
と
、こ
の
方
法
は「
科

学
者
が
自
律
し
た
集
団
と
し
て
公
共
的
役
割
を
果
た
す
」
た
め
と
さ
れ
る（

1
（

。
ま
た
、

学
術
会
議
が
政
策
立
案
者
と
意
見
交
換
を
す
る
際
に
は
、「
科
学
的
助
言
活
動
の
党

派
的
中
立
性
」
に
留
意
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
同
組
織
は
党
派
的
に
中

立
で
、
公
共
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
自
律
性
が
担
保
さ
れ
て
き

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
公
共
」
と
い
う
概
念
は
歴
史
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
地

域
や
時
代
に
応
じ
て
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
は
変
わ
っ
て
き
た（
3
（。

そ
こ
で
本
稿
で
は

現
在
の
日
本
の
公
共
性
を
考
え
る
一
つ
の
材
料
と
し
て
、
東
ド
イ
ツ
の
事
例
を
紹
介

し
た
い
。
こ
の
地
域
に
お
い
て
公
共
性
と
党
派
性
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
現
代
の
日
本
と
旧
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
問
と
政
治
の

関
係
を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
東
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
学
術
は
政
治
的
に

日
本
よ
り
も
は
る
か
に
厳
し
い
統
制
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
い
か
な
る
論
理
で
そ
の
統
制
が
正
当
化
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
こ
の
際

に
学
問
が
公
共
性
や
党
派
性
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
を
分
析
す
る
こ

と
は
、
現
代
の
日
本
に
お
け
る
政
治
と
学
問
の
関
係
を
考
え
る
た
め
の
参
考
材
料
に

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
下
、
本
論
で
は
ま
ず
東
ド
イ
ツ
の
政
治
と
学
問
が
置
か
れ
た
状
況
を
確
認
す
る

（
２
）。
次
い
で
戦
後
間
も
な
い
時
期
か
ら
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
公
共
性
が

ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
、
文
化
同
盟
と
い
う
組
織
の
事
例
か
ら
論
じ

る
（
３
、４
）。
そ
の
後
、
一
九
五
八
年
に
東
ド
イ
ツ
の
大
学
で
開
催
さ
れ
た
或
る
討

論
会
の
事
例
か
ら
、
東
ド
イ
ツ
の
公
共
圏
の
変
化
に
つ
い
て
素
描
す
る
（
５
）。

 　
　
　

２　

一
九
四
五
〜
五
〇
年
代
ま
で
の
東
ド
イ
ツ
政
治
と
学
問

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
東
ド
イ
ツ
地
域
で
は
、
一
時
的
に
多
元
主
義
的
な
政
治
制

度
が
再
生
し
た
が
、
次
第
に
そ
れ
が
ド
イ
ツ
社
会
主
義
統
一
（
以
下
Ｓ
Ｅ
Ｄ
）
に
よ

る
一
党
独
裁
体
制
に
変
質
し
て
い
っ
た
。
一
九
四
五
年
六
月
に
ド
イ
ツ
共
産
党
（
以

下
Ｋ
Ｐ
Ｄ
）
が
、
次
い
で
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
以
下
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
が
再
建
さ
れ
た
。

さ
ら
に
同
年
六
月
末
に
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
以
下
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
が
、
七
月
に
自
由

民
主
党
（
以
下
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
）
が
結
党
さ
れ
た
。
こ
の
四
政
党
は
―
か
つ
て
の
ナ
チ

党
や
極
右
政
党
を
排
除
し
な
が
ら
も
―
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
の
諸
政
党
と
そ
の
ス
ペ

ク
ト
ラ
ム
を
お
お
よ
そ
再
現
し
て
い
た
。
一
九
四
六
年
四
月
に
は
占
領
軍
の
支
援

を
受
け
つ
つ
、
Ｋ
Ｐ
Ｄ
が
Ｓ
Ｐ
Ｄ
を
強
制
的
に
取
り
込
ん
で
Ｓ
Ｅ
Ｄ
が
誕
生
し
た
。

一
九
四
八
年
六
月
に
は
Ｃ
Ｄ
Ｕ
と
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
の
支
持
基
盤
を
奪
う
こ
と
を
目
的
に
、

Ｓ
Ｅ
Ｄ
と
占
領
軍
が
、
ド
イ
ツ
民
主
農
民
党
（
以
下
Ｄ
Ｂ
Ｄ
）
と
ド
イ
ツ
国
民
民
主

党
（
以
下
Ｎ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
）
と
い
う
政
党
を
作
ら
せ
た
。
そ
し
て
一
九
四
九
年
に
建
国
さ

れ
た
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
は
、
国
制
上
は
議
会
を
最
高
機
関
と
し
、
そ
こ
に
は
上
述

の
五
政
党
と
多
数
の
社
会
団
体
（
労
働
組
合
や
女
性
団
体
、
文
化
団
体
な
ど
）
が
議
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席
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
学
問
の
世
界
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
と
り
わ
け

自
然
科
学
や
医
学
の
分
野
で
は
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
が
少
な
く（

5
（

、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
党
員
や
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ

党
員
、
さ
ら
に
ど
の
政
党
に
も
所
属
し
て
い
な
い
研
究
者
も
多
か
っ
た
。

　

東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
問
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
機
関
と
し
て
は
以

下
の
三
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
大
学
で
あ
る
。
大
学
は
新
た
な
る
エ

リ
ー
ト
生
産
の
拠
点
で
あ
る
た
め
、
哲
学
や
社
会
科
学
を
中
心
に
党
と
国
家
か
ら
統

制
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
物
理
や
化
学
や
医
学
な
ど
の
自
然
科
学
分

野
は
簡
単
に
自
律
性
を
失
わ
な
か
っ
た（

6
（

。
第
二
の
重
要
な
機
関
は
ア
カ
デ
ミ
ー
で

あ
る
。
そ
の
一
つ
の
ベ
ル
リ
ン
・
ド
イ
ツ
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（
一
九
七
二
年
以
降
の

「
Ｄ
Ｄ
Ｒ
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」）
は
、
自
然
科
学
や
機
械
工
学
を
中
心
に
多
数
の
研
究

所
を
有
す
る
総
合
研
究
機
関
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
も
、
現
存
す
る
ド
イ
ツ
語
圏
最
古

の
自
然
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
「
レ
オ
ポ
ル
デ
ィ
ー
ナ
」
が
東
ド
イ
ツ
に
は
存
在
し
て
い

た
。
レ
オ
ポ
ル
デ
ィ
ー
ナ
は
医
療
・
薬
学
研
究
で
重
要
な
地
位
を
占
め
て
お
り
、
東

ド
イ
ツ
の
国
家
機
関
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
全
体
の
組
織
と
し
て
東
西
交
流
の
機
能
も

有
し
て
い
た（

7
（

。
三
つ
目
に
民
間
の
結
社
の
存
在
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
後
間

も
な
い
東
ド
イ
ツ
で
は
様
々
な
民
間
の
結
社
が
再
建
・
新
設
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
研
究
者
同
士
の
交
流
を
促
し
、
学
術
的
な
知
見
を
公
衆
に
訴
え

る
啓
蒙
活
動
を
お
こ
な
う
団
体
も
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
「
ド
イ
ツ
の
民
主
的
刷
新

の
た
め
の
文
化
同
盟
（
以
下
、
文
化
同
盟
）」
と
い
う
結
社
で
あ
る
。
こ
の
組
織
は

一
九
四
五
年
七
月
に
共
産
主
義
者
で
詩
人
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
Ｒ
・
ベ
ッ
ヒ
ャ
ー
の
呼
び

か
け
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
や
科
学
者
を
糾
合
し
た
団
体
と
な
っ
た（

8
（

。

　
　

　
　
　

３　

一
九
四
五
／
七
年
の
文
化
同
盟
―
―
「
超
党
派
性
な
公
共
性
」

　

文
化
同
盟
が
設
立
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
結
社
は
超
党
派
の
組
織
と
さ
れ
、
そ
の
超

党
派
性
は
団
体
の
「
公
共
的
」
性
質
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
四
五
年

七
月
の
設
立
集
会
で
、
発
起
人
の
一
人
で
作
家
の
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ケ
ラ
ー
マ
ン
は
、

文
化
同
盟
が
「
わ
た
し
た
ち
の
国
の
精
神
的
・
文
化
的
な
議
会
」
に
な
る
べ
き
と
述

べ
た（

9
（

。
こ
こ
で
い
う
「
議
会
」
と
は
、
ナ
チ
ズ
ム
を
排
除
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の

あ
ら
ゆ
る
政
治
的
立
場
が
歓
迎
さ
れ
る
場
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た（

（1
（

。
文
化
同
盟
は
同

年
八
月
に
会
長
と
理
事
会
員
（
通
常
時
の
意
思
決
定
機
関
の
役
員
）
を
選
出
し
た
。

Ｋ
Ｐ
Ｄ
党
員
の
ベ
ッ
ヒ
ャ
ー
が
会
長
に
な
り
、
副
会
長
に
は
政
党
に
属
し
て
い
な
い

ケ
ラ
ー
マ
ン
と
画
家
の
カ
ー
ル
・
ホ
ー
フ
ァ
ー
と
古
典
文
献
学
者
ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
ュ

ト
ル
ク
ス
が
選
ば
れ
た
。
そ
し
て
事
務
を
担
当
す
る
書
記
長
に
は
Ｋ
Ｐ
Ｄ
の
政
治
家

ハ
イ
ン
ツ
・
ヴ
ィ
ル
マ
ン
が
就
任
し
た（

（（
（

。
こ
の
時
期
の
文
化
同
盟
は
多
種
多
様
な
世

界
観
に
開
か
れ
た
場
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
地
域
レ
ベ
ル
の
活
動
で
も
文
化
同
盟
は
Ｓ

Ｅ
Ｄ
や
Ｃ
Ｄ
Ｕ
、
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
党
員
や
無
党
派
の
人
々
の
交
流
の
場
に
な
っ
て
い
た（

（1
（

。

　

ベ
ッ
ヒ
ャ
ー
と
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
複
数
の
政
党
の
存
在
を
歓
迎
し
て
い
た
。

一
九
四
七
年
に
書
か
れ
た
冊
子
『
文
化
同
盟
の
二
年
間
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
。

文
化
同
盟
は
諸
政
党
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
私
た
ち
は

強
力
な
諸
政
党
が
作
ら
れ
る
こ
と
を
、
人
民
に
よ
る
自
由
な
意
思
決
定
の
は

じ
ま
り
と
し
て
歓
迎
す
る
。
創
造
的
人
民
の
諸
勢
力
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
歴

史
的
で
強
力
な
諸
政
党
が
作
ら
れ
る
こ
と
で
、
我
々
の
公
共
の
生
活
〔unser 

öffentliches Leben

〕
が
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
政
治
化
の
過
程
の

中
で
私
た
ち
ド
イ
ツ
人
に
は
、
国
民
の
生
存
を
脅
か
す
矛
盾
を
、
す
な
わ
ち
、

意
志
と
現
実
、
内
奥
と
国
民
と
し
て
の
実
存
と
そ
の
国
家
と
し
て
の
外
形
の

間
の
矛
盾
を
乗
り
越
え
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る（

（1
（

。
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「
公
共
の
生
活
」
と
は
広
義
の
政
治
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

政
党
は
政
治
へ
の
参
加
を
促
す
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
、

ベ
ッ
ヒ
ャ
ー
と
ヴ
ィ
ル
マ
ン
は
常
に
複
数
形
で
「
諸
政
党
」
と
書
い
て
い
た
。
特
定

の
一
つ
の
党
が
「
公
共
の
生
活
」
を
支
配
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
公
共
的

な
も
の
は
超
党
派
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
さ
ら
に
「
超
党
派
性
」
と
い
う

も
の
は
、
諸
政
党
の
成
員
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
政
党
に
も
所
属

し
な
い
人
々
を
も
包
摂
す
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
た（

（1
（

。
こ
の
点
は
以
下
の
よ
う
に

敷
衍
さ
れ
て
い
る
。

超
党
派
性
と
は
、
し
ば
し
ば
政
治
的
出
来
事
に
対
す
る
無
関
心
と
取
り
違
え

ら
れ
る
。
し
か
し
私
た
ち
の
国
の
重
大
問
題
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
は
、
私

た
ち
に
と
っ
て
有
害
な
ま
ま
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
重
大
な
決
断
が
問

題
で
あ
る
場
合
、
私
た
ち
は
消
極
的
な
ま
ま
で
い
る
こ
と
を
望
ま
な
い
し
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い（

（1
（

。

　

戦
後
間
も
な
い
時
期
の
文
化
同
盟
幹
部
に
と
っ
て
超
党
派
的
と
は
、
党
派
的
＝

部
分
的
な
利
害
を
超
え
て
、
現
在
の
ド
イ
ツ
国
民
が
お
か
れ
た
危
急
存
亡
の
事
態

に
関
心
を
持
つ
す
べ
て
の
人
々
に
開
か
れ
た
状
態
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
公
共
圏
に
は
い
く
つ
か
の
排
除
も
前
提
と

さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
ナ
チ
ズ
ム
と
軍
国
主
義
の
全
面
的
な
排
除
で
あ
る
。
文
化

同
盟
は
ナ
チ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を「
公
的
生
活
か
ら
粛
清
し
、純
粋
さ
を
守
る
こ
と
」

を
基
本
的
な
課
題
に
設
定
し
て
い
た（

（1
（

。
そ
の
た
め
旧
ナ
チ
党
員
や
Ｓ
Ｓ
や
Ｓ
Ａ
な

ど
の
関
係
団
体
に
在
籍
し
た
経
歴
が
あ
る
者
は
、
原
則
と
し
て
会
員
に
な
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
女
性
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
四
五
年
八
月

に
選
ば
れ
た
二
七
人
の
理
事
の
中
で
、
女
性
は
彫
刻
家
の
レ
ネ
・
ジ
ン
テ
ニ
ス
の

み
で
あ
っ
た（

（1
（

。
ま
た
七
月
の
設
立
集
会
で
も
女
性
の
登
壇
者
は
見
つ
け
ら
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
化
同
盟
は
全
体
と
し
て
は
多
数
の
女
性
会
員
を
有
し
、

地
域
別
に
作
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
で
は
男
女
の
会
員
数
が
同
数
近
か
っ
た（

（1
（

。
そ
れ
ゆ

え
文
化
同
盟
に
お
い
て
女
性
は
過
少
代
表
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
第
三
に

指
摘
す
る
べ
き
は
社
会
階
層
に
よ
る
排
除
で
あ
る
。
文
化
同
盟
は
知
識
人
を
代
表

す
る
組
織
と
し
て
誕
生
し
た
。
そ
の
た
め
文
化
同
盟
の
理
事
に
労
働
者
や
農
民
は

含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
地
域
の
レ
ベ
ル
で
は
絵
画
展
や
コ
ン
サ
ー
ト
、

研
究
者
の
講
演
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
参
加
者
は
主
と
し
て
、
書

籍
を
読
み
音
楽
な
ど
の
文
化
を
消
費
す
る
都
市
の
市
民
で
あ
っ
た（

（1
（

と
い
っ
て
よ
い
。

す
な
わ
ち
、
文
化
同
盟
は
主
と
し
て
都
市
の
公
衆
か
ら
な
る
超
党
派
の
公
共
圏
を

形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

４　

一
九
五
七
／
八
年
の
文
化
同
盟
の
組
織
改
革

　

文
化
同
盟
の
超
党
派
的
な
理
念
は
一
九
五
六
年
を
機
に
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
。
こ
の
年
の
秋
、文
化
同
盟
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
哲
学
者
の
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・

ハ
ー
リ
ヒ
や
ア
ウ
フ
バ
ウ
出
版
社
社
長
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ヤ
ン
カ
、
さ
ら
に
文
化
同

盟
の
機
関
紙
『
ゾ
ン
タ
ー
ク
』
紙
の
編
集
部
員
た
ち
が
検
挙
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

Ｓ
Ｅ
Ｄ
指
導
部
や
シ
ュ
タ
ー
ジ
か
ら
「
修
正
主
義
」
知
識
人
の
温
床
と
み
な
さ
れ
た

文
化
同
盟
は
、
組
織
の
名
称
と
基
本
理
念
を
一
部
変
え
る
こ
と
で
、
こ
の
危
機
を
逃

れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

一
九
五
七
年
九
月
一
三
日
の
理
事
会
で
、
書
記
長
の
カ
ー
ル
＝
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ

ー
ル
マ
イ
ス
タ
ー
（
Ｓ
Ｅ
Ｄ
）
は
、
文
化
同
盟
会
員
た
ち
が
国
家
に
敵
対
す
る
行
為

を
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、「
中
立
と
い
う
雰
囲
気
」
や
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
共
存
」

を
許
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
分
析
し
た（

11
（

。
こ
う
し
た
反
省
か
ら
、
今
後
の
文
化
同



71　特集　学問と政治の関係を考える  

盟
は
社
会
主
義
に
対
し
て
明
確
な
態
度
を
取
る
べ
き
だ
と
し
て
、
こ
う
述
べ
た
。

こ
の
新
し
い
〔
文
化
同
盟
の
―
引
用
者
〕
方
針
は
、
文
化
同
盟
の
超
党
派
性

を
あ
き
ら
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
私
た
ち
は

つ
ね
に
こ
う
答
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
文
化
同
盟
は
超
党
派
的
な
組
織
で
あ

り
、
今
後
も
そ
う
あ
り
続
け
る
。
し
か
し
、
つ
ね
に
社
会
主
義
と
い
う
大
義

の
味
方
で
あ
る
と
〔für die Sache des Sozialism

us Partei ergreifen

（
1（
（

〕。

　

こ
う
し
た
傾
向
は
、
文
化
同
盟
の
名
称
変
更
に
関
す
る
議
論
か
ら
も
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。
一
九
五
八
年
二
月
に「
ド
イ
ツ
の
民
主
的
刷
新
の
た
め
の
文
化
同
盟
」

は
「
ド
イ
ツ
文
化
同
盟
」
に
改
称
し
た
。
そ
の
理
由
は
、「
民
主
的
刷
新
」
と
い
う

標
語
が
現
在
の
東
ド
イ
ツ
で
は
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
理
事

の
一
人
で
あ
る
エ
ー
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ン
ト
（
Ｓ
Ｅ
Ｄ
）
は
、
五
七
年
一
〇
月
三
日
の
理

事
会
で
こ
の
点
に
触
れ
た
。

　

も
し
民
主
的
刷
新
と
い
う
言
葉
に
固
執
し
た
ら
、
こ
の
名
前
は
本
当
に
誤
解

を
招
き
か
ね
ま
せ
ん
。
い
っ
た
い
我
が
国
で
な
に
を
民
主
的
に
刷
新
す
る
べ

き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
か
つ
て
少
々
広
ま
っ
て
い
た
民
主
主
義
の
理
解
に
基

づ
い
て
、
つ
ま
り
、
複
数
政
党
制
等
々
を
備
え
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
民
主
主

義
の
理
解
に
基
づ
い
て
民
主
的
な
刷
新
を
目
指
そ
う
、
と
主
張
す
る
人
々
が

い
る
だ
ろ
う
と
十
分
に
想
像
で
き
ま
す（

11
（

。

　

こ
こ
で
複
数
政
党
制
は
誤
解
と
し
て
退
け
ら
れ
て
い
る
。
文
化
同
盟
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ

や
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
や
Ｃ
Ｄ
Ｕ
党
員
、
さ
ら
に
党
に
所
属
し
て
い
な
い
人
が
活
動
す
る
場
で

は
あ
る
が
、
複
数
の
世
界
観
が
競
合
す
る
こ
と
は
明
示
的
に
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

第
二
に
、
こ
れ
ま
で
の
組
織
の
閉
鎖
性
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た

と
え
ば
五
七
年
九
月
三
日
に
行
わ
れ
た
文
化
同
盟
内
の
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
た
ち
の
会
合
に

お
い
て
、
物
理
化
学
者
の
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ハ
ー
ヴ
ェ
マ
ン
は
、
文
化
同
盟
が
急
進
的

な
社
会
主
義
路
線
に
つ
い
て
行
け
な
い
人
の
た
め
の
「
保
冷
庫
」
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
と
指
摘
し
た（

11
（

。
さ
ら
に
シ
ュ
ー
ル
マ
イ
ス
タ
ー
は
先
述
の
九
月
一
三
日
の
理
事

会
で
、
文
化
同
盟
は
知
識
人
だ
け
の
閉
鎖
的
な
組
織
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
文
化
に

関
心
を
も
つ
勤
労
者
た
ち
と
知
識
人
の
団
体
と
し
て
自
ら
を
定
義
す
る
べ
き
だ
と
し

た（
11
（

。
そ
し
て
翌
五
八
年
に
開
催
さ
れ
る
第
五
回
文
化
同
盟
大
会
（
最
高
意
思
決
定
機

関
）
へ
の
期
待
を
こ
う
表
明
し
た
。

第
五
回
同
盟
大
会
が
、
会
員
か
ら
、
そ
し
て
世
論
〔Ö

ffentlichkeit

〕
か
ら
も

大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
非
常
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。〔
…
〕

す
べ
て
の
勤
労
者
、
と
り
わ
け
我
々
の
共
和
国
の
指
導
的
な
勢
力
で
あ
る
労

働
者
階
級
と
緊
密
に
結
び
つ
き
、
ド
イ
ツ
最
初
の
社
会
主
義
国
家
を
さ
ら
に

強
靭
で
堅
固
に
す
る
仕
事
に
と
り
か
か
り
ま
し
ょ
う（

11
（

！

　

こ
う
し
て
文
化
同
盟
の
幹
部
た
ち
は
、
都
市
の
市
民
か
ら
な
る
公
共
圏
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
外
延
の
労
働
者
や
農
民
を
含
め
た
勤
労
者
の
世
界
ま
で
広
が
る
公
共
圏

を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

上
述
の
変
化
は
五
八
年
二
月
に
定
め
ら
れ
た
新
し
い
基
本
方
針
と
理
事
の
構
成
か

ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
文
化
同
盟
は
党
の
所
属
や
宗
派
か
ら
独
立
し
て
、

東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
知
識
人
と
文
化
に
関
心
を
持
つ
す
べ
て
の
人
を
ま
と
め
、
そ
の

際
に
「
我
が
国
の
指
導
的
な
勢
力
で
あ
る
労
働
者
階
級
と
勤
労
農
民
と
密
接
に
同
盟

し
、
社
会
主
義
の
建
設
の
た
め
に
働
く
」
こ
と
が
謳
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

11
（

。
新
し
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く
選
ば
れ
た
理
事
八
七
人
の
中
に
は
東
ド
イ
ツ
の
五
政
党
す
べ
て
の
党
員
が
含
ま
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
が
人
数
で
他
党
を
圧
倒
す
る
よ
う
に
な
っ
た（

11
（

。
ま

た
教
会
関
係
者
は
一
人
も
含
ま
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
今
ま
で
会
員
の
少
な
か
っ

た
農
村
部
で
の
新
規
会
員
獲
得
が
目
標
に
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

11
（

。
ま
た
、
基
本

課
題
の
な
か
で
「
ナ
チ
」、「
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
排
除
と
い
う
文
言

は
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
新
し
い
理
事
に
は
旧
ナ
チ
党
員
が
（
少
な
く
と
も
）

八
人
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

11
（

。
加
え
て
、
新
し
い
理
事
に
は
九
人
の
女
性
が
選
ば

れ
た（

11
（

。
こ
の
時
期
の
文
化
同
盟
に
お
い
て
は
、
参
加
の
機
会
の
拡
大
が
、
社
会
主
義

的
な
党
派
性
の
貫
徹
と
同
時
に
進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　  　
　
　

５　

一
九
五
八
年
の
討
論
会
―
―
「
党
派
的
な
公
共
性
」
へ

　

一
九
五
八
年
四
月
十
二
日
と
二
十
一
日
、
ハ
レ
大
学
に
お
い
て
「
社
会
主
義
的

意
識
形
成
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
討
論
会
が
開
催
さ
れ
た（

1（
（

。
こ
こ
に
は
Ｓ
Ｅ
Ｄ
の
指
導

者
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
と
ハ
レ
大
学
・
レ
オ
ポ
ル
デ
ィ
ー
ナ
関
係
者
の
計

八
〇
〇
人
が
参
加
し
た
。
主
催
は
文
化
同
盟
ハ
レ
県
指
導
部
と
文
化
同
盟
の
ハ
レ
大

学
・
知
識
人
ク
ラ
ブ
で
あ
り
、
集
会
は
二
日
間
、
計
一
〇
時
間
に
わ
た
っ
て
お
こ
な

わ
れ
た（

11
（

。
司
会
で
文
化
同
盟
の
幹
部
の
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
・
ザ
ッ
セ
（
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
）
と

ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
を
除
い
て
二
〇
人
が
登
壇
し
て
い
る
。
こ
の
二
〇
人
の
う
ち
、
Ｓ
Ｅ

Ｄ
党
員
が
七
人
、
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
党
員
が
一
人
、
ど
の
党
に
も
所
属
し
て
い
な
い
者
四
人

が
確
認
で
き
た
（
そ
の
他
の
八
人
の
所
属
政
党
は
不
明
）。
一
八
人
が
男
性
で
、
女

性
登
壇
者
は
司
会
を
含
め
て
四
人
だ
っ
た
。
登
壇
者
の
多
く
は
博
士
号
な
い
し
教
授

資
格
を
有
し
て
お
り
、
労
働
者
は
ハ
レ
近
郊
の
化
学
工
場
「
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ウ
ル
ブ

リ
ヒ
ト
・
ロ
イ
ナ
工
場
」
か
ら
参
加
し
た
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
の
一
人
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
教
授
陣
に
は
旧
ナ
チ
党
員
四
人
（
Ｓ
Ａ
へ
の
加
入
履
歴
を
見
る
と
五

人
）
が
含
ま
れ
て
い
た（

11
（

。

　

こ
の
会
議
で
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
残
る
旧
来
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
エ
リ
ー
ト
が
糾

弾
さ
れ
、
ハ
レ
大
学
の
社
会
主
義
的
な
改
造
が
正
当
化
さ
れ
た
。
テ
ー
マ
は
西
側
と

の
関
係
、
西
に
逃
亡
し
た
学
生
・
研
究
者
の
学
位
取
り
消
し
問
題
、
学
内
の
保
守
的

な
結
社
の
存
在
な
ど
多
岐
に
及
ん
だ
。
集
会
全
体
の
経
過
と
し
て
は
、
第
一
に
ウ
ル

ブ
リ
ヒ
ト
が
現
状
の
問
題
点
と
改
善
の
方
向
を
提
示
し
、
こ
れ
に
対
し
ハ
レ
大
学
教

授
で
レ
オ
ポ
ル
デ
ィ
ー
ナ
会
長
で
も
あ
っ
た
薬
学
者
の
モ
ー
テ
ス
が
、
次
い
で
二
日

目
に
は
、
レ
オ
ポ
ル
デ
ィ
ー
ナ
の
会
員
で
医
学
部
教
授
の
エ
ア
ヴ
ィ
ン
・
ラ
イ
ヒ
ェ

ン
バ
ッ
ハ
が
改
革
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
発
言
を
し
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
以
外
の
登

壇
者
が
モ
ー
テ
ス
た
ち
を
批
判
し
、
最
後
に
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
が
閉
会
の
演
説
を
し
て

い
る
。

　

会
議
初
日
の
開
会
演
説
の
中
で
、
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
は
大
学
教
員
が
唯
物
論
的
弁
証

法
を
身
に
着
け
る
必
要
性
を
訴
え
た
。
た
だ
し
彼
は
特
定
の
考
え
を
教
授
た
ち
に
押

し
付
け
る
つ
も
り
は
な
く
、
自
由
で
「
開
か
れ
た
」
討
論
を
通
じ
て
マ
ル
ク
ス
主
義

が
広
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
繰
り
返
し
た（

11
（

。
そ
し
て
こ
の
「
開
か
れ
た
」
討
論
は
、
大

学
教
員
や
学
生
だ
け
で
は
な
く
、
男
女
の
労
働
者
た
ち
や
農
民
や
手
工
業
者
と
と
も

に
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
し
た（

11
（

。
こ
う
し
て
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
は
労
働
者
階
級
の
政
党
で

あ
る
Ｓ
Ｅ
Ｄ
が
外
部
か
ら
大
学
に
関
係
者
を
送
り
込
み
、
学
内
行
政
に
介
入
す
る
こ

と
を
正
当
化
し
た
。

　

対
し
て
モ
ー
テ
ス
は
大
学
が
置
か
れ
て
い
る
窮
状
を
訴
え
、
外
部
か
ら
の
干
渉
を

否
定
的
に
論
じ
た
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
の
大
学
と
研
究
機
関
で
は
不
毛
で
不
穏
な
こ
と
が
起
き
て

い
て
、
常
に
忙
し
い
状
態
で
す
。
数
時
間
一
つ
の
こ
と
を
考
え
続
け
る
こ
と

も
で
き
な
い
の
は
、
絶
え
ず
電
話
が
鳴
り
続
け
、
新
し
い
催
し
が
あ
る
か
ら
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だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
科
学
者
の
中
で
、
内
心
激
昂
す
る
状
態
が

こ
こ
数
か
月
続
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
状
況
の
せ
い
で
何
か
創
造
的
な

こ
と
を
考
え
る
の
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。〔
…
〕

大
学
で
は
あ
る
特
定
の
不
穏
な
状
態
が
広
ま
っ
て
い
て
、
私
は
こ
れ
を
不
毛

な
不
穏
さ
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
本
質
的
に
は
、
学
術
に
ま
っ
た
く

関
係
の
な
い
男
た
ち
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
大
学

で
は
、
一
度
た
り
と
も
学
問
に
従
事
し
た
こ
と
が
な
い
、
こ
れ
か
ら
も
関
係

な
い
だ
ろ
う
男
た
ち
に
よ
っ
て
物
事
が
決
め
ら
れ
、
彼
ら
が
私
た
ち
に
絶
え

間
な
く
容
喙
し
て
く
る
の
で
す（

11
（

。

　

一
九
五
六
年
以
降
、
東
ド
イ
ツ
各
地
の
大
学
で
は
「
修
正
主
義
」
に
対
す
る
取
締

が
強
ま
り
、同
時
に
西
側
へ
の
亡
命
者
が
増
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
、

大
学
教
員
は
政
治
的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
動
員
さ
れ
続
け
、
さ
ら
に
党
幹
部
の
介
入

に
よ
っ
て
精
神
の
平
穏
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
加
え
て
モ
ー
テ
ス
は
思
想
的
な

圧
力
に
触
れ
、「
大
学
に
他
の
人
た
ち
と
違
う
人
が
少
し
く
ら
い
い
て
も
、
そ
れ
を

幸
せ
に
思
っ
て
く
だ
さ
い
（
笑
）〔
…
〕
私
た
ち
は
い
ま
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
均
そ

う
と
し
て
い
る
の
で
す
」
と
訴
え
た（

11
（

。

　

モ
ー
テ
ス
に
対
し
て
他
の
登
壇
者
た
ち
か
ら
批
判
が
相
次
い
だ
。
た
と
え
ば
犯
罪

学
者
の
ヨ
ー
ン
・
レ
ク
シ
ャ
ス
（
Ｓ
Ｅ
Ｄ
）
は
、
そ
も
そ
も
学
部
が
国
家
に
対
し
て

自
律
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
間
違
っ
て
い
る
と
し
た（

11
（

。
彼
は
、
大
学
の
「
学
部
は

そ
れ
自
体
が
国
家
の
一
部
で
あ
り
、
国
家
の
立
て
た
原
則
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
断
じ
た（

11
（

。
そ
し
て
初
日
の
最
後
の
演
説
で
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
は
、
複
数
の
異
な
っ
た

観
点
を
持
つ
こ
と
は
、
学
術
の
仕
事
を
妨
げ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た（

11
（

。
つ
ま
り
、
唯
物

論
的
世
界
観
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
世
界
観
の
併
存
は
弊
害
を
招
く
と
い
う
。
た
だ
し
、

同
時
に
こ
の
観
点
の
違
い
と
い
う
問
題
は
「
率
直
に
〔
＝
開
か
れ
た
形
で
〕
話
す
」

こ
と
で
解
決
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
も
繰
り
返
し
た（

1（
（

。

　

四
月
二
一
日
に
は
二
回
目
の
集
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
日
の
二
人
目
の
登
壇
者

で
あ
る
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
モ
ー
テ
ス
を
援
護
し
た
。
曰
く
、
モ
ー
テ
ス
の
言

っ
た
こ
と
は
医
師
た
ち
に
も
当
て
は
ま
る
。
東
ド
イ
ツ
の
医
学
部
教
員
た
ち
は
そ
も

そ
も
過
労
状
態
に
あ
る
。
一
二
時
間
か
ら
一
六
時
間
が
患
者
に
当
て
ら
れ
る
。
研
究

が
で
き
る
の
は
よ
う
や
く
夜
に
な
っ
て
か
ら
と
な
る
。
し
か
も
、
こ
こ
に
政
治
的

な
動
員
が
か
か
る
。「
私
た
ち
は
次
か
ら
次
へ
と
集
会
に
出
る
よ
う
に
急
き
立
て
ら

れ
て
い
ま
す
。〔
…
〕
こ
う
し
た
話
し
合
い
の
九
〇
％
で
良
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

完
全
に
非
建
設
的
で
す
」
と
不
満
を
述
べ
た（

11
（

。

　

こ
う
し
た
批
判
に
対
し
て
、
二
日
目
に
は
複
数
の
登
壇
者
が
旧
来
の
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
弊
害
を
語
っ
た
。
た
と
え
ば
、
神
学
部
付
属
の
美
術
史
・
考
古
学
の
研
究
機
関

で
研
究
者
を
志
し
て
い
た
イ
ン
グ
リ
ッ
ト
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
、
昨
年
に
研
究
所
を
辞

め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
シ
ュ
ル
ツ
ェ
に
よ
る
と
、
労
働
者
の
家
庭
に
生
ま

れ
た
女
性
と
し
て
、
彼
女
が
神
学
部
で
学
び
続
け
る
こ
と
は
困
難
が
多
か
っ
た（

11
（

。
神

学
部
は
い
ま
だ
に
「
国
家
内
の
一
種
の
国
家
」
で
あ
り
、
教
授
た
ち
に
は
身
分
的
な

特
権
意
識
が
残
り
、
東
ド
イ
ツ
国
家
の
正
統
性
を
認
め
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る（

11
（

。
そ
し
て
彼
女
は
と
り
わ
け
神
学
部
教
授
の
ク
ル
ト
・
ア
ー
ラ
ン
ト

か
ら
政
治
的
な
理
由
で
迫
害
を
受
け
た
と
告
発
し
た
。
な
お
、
こ
の
と
き
シ
ュ
ル
ツ

ェ
は
シ
ュ
タ
ー
ジ
の
Ｉ
Ｍ
（
非
公
式
協
力
者
）
と
し
て
働
い
て
お
り
、
こ
の
告
発
は

東
ド
イ
ツ
国
家
に
従
順
で
は
な
い
ア
ー
ラ
ン
ト
の
追
い
落
と
し
工
作
の
一
環
で
も
あ

っ
た（

11
（

。
彼
女
曰
く
、
保
守
的
な
教
授
で
あ
る
ア
ー
ラ
ン
ト
は
シ
ュ
ル
ツ
ェ
の
左
派

的
な
考
え
を
矯
正
す
べ
く
指
導
し
た
が
、
彼
女
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
。
す
る
と
ア
ー

ラ
ン
ト
は
「
赤
か
黒
か
を
選
び
な
さ
い
」
と
立
場
を
表
明
す
る
よ
う
に
迫
っ
た
と
い

う（
11
（

。
彼
女
は
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
で
は
な
か
っ
た
が
、「
赤
」
と
答
え
た
。
そ
こ
か
ら
彼
女

に
対
す
る
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
始
め
ら
れ
、
彼
女
は
孤
立
し
、
職
場
を
辞
め
ざ
る
を
得
な
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く
な
っ
た
と
主
張
し
た（

11
（

。
彼
女
の
告
発
は
モ
ー
テ
ス
や
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
へ
の
直

接
的
な
反
論
で
は
な
か
っ
た
が
、
旧
来
の
エ
リ
ー
ト
の
求
め
る
大
学
の
自
律
性
に
疑

問
を
投
げ
か
け
る
も
の
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
以
外
に
も
、
学
内
に
前
時
代
か
ら
残
る
組
織
が
批
判
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
医

学
部
生
の
ド
ロ
テ
ア
・
ヴ
ン
ダ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
系
学
生
団
体
が
「
悪
意
を
持
っ

て
」
学
生
の
軍
事
教
練
に
反
対
し
、
大
学
の
社
会
主
義
的
な
教
育
を
妨
害
し
て
い
る

と
訴
え
た（

11
（

。
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
研
究
者
の
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ヤ
ー
ン
は
、
ハ
レ
大

学
内
に
あ
る
学
者
た
ち
の
結
社
「
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
会
」
が
進
歩
的
な
大
学
教
授
の
招

聘
を
妨
害
し
て
き
た
と
し
た（

11
（

。
彼
に
よ
る
と
、「
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
会
」
は
見
る
こ
と

も
感
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
に
、
大
学
政
策
に
隠
然
た
る
影
響
力
を
ふ
る
っ
て
い

る
と
い
う（

11
（

。
こ
の
よ
う
な
組
織
は
存
在
自
体
が
非
合
法
で
あ
り
、
大
学
の
方
針
は
す

べ
て
教
員
・
党
（
＝
Ｓ
Ｅ
Ｄ
）
組
織
・
大
衆
組
織
の
「
率
直
な
〔
＝
開
か
れ
た
〕
議

論
」
の
な
か
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
し
た（

1（
（

。
さ
ら
に
歴
史
家
の
テ
ィ

ル
マ
ン
は
、
大
学
の
歴
史
学
研
究
に
残
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
歴
史
観
と
唯
物
論
的
歴

史
観
の
対
立
を
恐
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
こ
う
述
べ
た
。

〔
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
歴
史
観
と
の
―
引
用
者
〕
対
決
を
し
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、

第
一
に
私
た
ち
の
怠
慢
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を
実
行
す
る
こ
と
、
あ

ら
ゆ
る
形
で
は
じ
め
る
こ
と
、
対
話
な
い
し
対
決
を
、
開
か
れ
た
形
で
、
そ

し
て
党
派
的
に
行
う
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
す（

11
（

。

　

誰
に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い
る
こ
と
と
党
派
的
で
あ
る
こ
と
は
両
立
す
る
も
の
と

さ
れ
た
。
か
つ
て
の
超
党
派
的
な
公
共
性
は
、
党
派
的
な
公
共
性
に
変
わ
り
つ
つ
あ

っ
た
。

　

こ
の
集
会
は
、文
化
同
盟
の
公
共
性
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
。
第
一
に
、

一
つ
の
党
派
性
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
党
派

性
と
は
、
必
ず
し
も
Ｓ
Ｅ
Ｄ
へ
の
所
属
の
こ
と
で
は
な
い
。
党
派
的
な
人
物
と
は
、

唯
物
論
的
な
歴
史
観
を
備
え
た
人
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
前
提
と
し
て
、「
率

直
な
〔
＝
開
か
れ
た
〕
議
論
」
を
通
じ
て
、
一
つ
の
正
し
い
認
識
に
た
ど
り
着
け
る

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
時
、
公
共
圏
と
は
複
数
の
「
正
し
さ
」
が
存
在
す

る
、
妥
協
や
交
渉
の
場
で
は
な
く
、
正
し
い
党
派
性
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
誰

に
で
も
開
か
れ
た
場
に
な
っ
た
。

　

第
二
に
、
参
加
者
が
社
会
的
な
意
味
で
多
様
に
な
っ
た
。
集
会
は
大
学
と
ア
カ
デ

ミ
ー
関
係
者
を
中
心
に
行
わ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
少
数
派
な
が
ら
労
働
者
が
、
あ
る

い
は
女
子
学
生
や
女
性
研
究
者
が
含
ま
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
場
に
お
い
て
は

（
主
と
し
て
守
旧
派
と
し
て
批
判
さ
れ
る
側
で
は
あ
っ
た
が
）
旧
ナ
チ
党
員
・
Ｓ
Ａ

隊
員
に
も
発
言
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
戦
後
間
も
な
い
時
期
の
文
化
同
盟
が

排
除
し
て
い
た
人
々
が
、
公
共
の
討
論
の
場
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

と
言
え
る
。

　

第
三
に
、
国
家
機
構
に
よ
る
言
論
へ
の
介
入
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
見
逃
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
シ
ュ
タ
ー
ジ
は
集
会
を
利
用
し
、
政
治
的
な
反
対
派
で
あ
る
ア
ー

ラ
ン
ト
や
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
会
、キ
リ
ス
ト
教
学
生
団
体
を
弾
圧
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
だ
し
、
守
旧
派
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
モ
ー
テ
ス
や
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
は
遮
ら
れ

る
こ
と
な
く
自
分
の
意
見
を
最
後
ま
で
直
截
に
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
に
伝
え
る
こ
と
が
で

き
た
。
シ
ュ
タ
ー
ジ
や
Ｓ
Ｅ
Ｄ
は
完
全
に
議
論
を
管
理
で
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
他
方
で
、
集
会
の
翌
日
、
四
月
二
二
日
に
は
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
会
の
解

散
命
令
が
出
さ
れ（

11
（

、
七
月
に
は
ア
ー
ラ
ン
ト
が
大
学
を
解
雇
さ
れ
た（

11
（

。
こ
の
集
会
か

ら
は
、
参
加
の
裾
野
を
拡
大
さ
せ
る
と
い
う
「
民
主
的
」
な
側
面
と
、
党
派
的
な
敵

の
排
除
や
反
多
元
主
義
的
な
抑
圧
と
い
う
、
東
ド
イ
ツ
の
公
共
性
が
持
っ
て
い
た
両

義
的
な
性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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６　

む
す
び
に
代
え
て

　　

東
ド
イ
ツ
に
お
い
て
公
共
圏
と
は
当
初
、
多
元
主
義
的
な
場
と
し
て
想
定
さ
れ
て

い
た
。
文
化
同
盟
は
諸
政
党
の
党
員
や
無
党
派
の
人
々
を
集
め
た
「
超
党
派
的
な
公

共
圏
」
を
作
り
出
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
五
七
年
以
降
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
「
開

か
れ
た
」
場
と
は
、「
率
直
な
」
討
論
を
通
じ
て
、
唯
物
論
的
な
世
界
観
を
あ
ら
ゆ

る
人
々
に
伝
達
す
る
党
派
的
な
場
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
東
ド
イ
ツ
国
家
は
、
か
つ

て
の
都
市
の
教
養
市
民
か
ら
な
る
公
共
圏
を
、
そ
の
外
部
に
排
除
さ
れ
て
い
た
人
々

の
参
加
と
い
う
「
民
主
的
」
な
要
求
を
掲
げ
て
、
新
た
な
公
共
圏
に
変
容
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
の
指
導
的
役
割
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
、
全
住
民

を
含
み
こ
む
党
派
的
な
公
共
圏
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
５
の
討
論
会
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
代
末
の
東
ド
イ
ツ
で

も
学
問
の
自
律
性
は
完
全
に
は
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
こ
の
と
き
、
大

学
の
自
律
性
と
は
閉
鎖
的
な
旧
来
の
特
権
だ
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し

て
モ
ー
テ
ス
や
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
の
主
張
も
、
ア
カ
デ
ミ
ア
の
外
側
か
ら
の
介
入

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
研
究
時
間
が
捻
出
で
き
な
く
な
り
、
研
究
活
動
の

効
率
が
落
ち
る
と
い
う
批
判
に
と
ど
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
へ
の
反
対

者
は
、
学
問
の
公
的
な
役
割
を
盾
に
し
て
そ
の
自
律
性
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
と
い
え
る
。
こ
の
時
期
の
東
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
公
共
性
と
党
派
性
と
が
結
合
し

て
い
た
た
め
、
研
究
者
た
ち
が
「
公
共
的
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
党
派
と
距
離
を

取
る
」
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
五
八
年
四
月
の
集
会
は
、
学

問
の
自
律
性
が
失
わ
れ
る
の
に
先
ん
じ
て
、
党
派
か
ら
距
離
を
置
い
た
学
問
か
ら
公

共
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
超
党
派
性
を
保
ち
、
公
共
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
団
体
の
自
律
性

が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
公
共
圏
が
特
定
の
党
派
に
よ
っ
て
簒
奪
さ
れ
、
党
派

的
に
再
編
成
さ
れ
る
転
換
点
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
注

（
１
） 

日
本
学
術
会
議
「
日
本
学
術
会
議
の
よ
り
良
い
役
割
発
揮
に
向
け
て
」

（
二
〇
二
一
年
、
四
月
二
二
日
）（http://w

w
w

.scj.go.jp/ja/m
em

ber/iinkai/sokai/

pdf25/sokai182-s-houkoku.pdf

）
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
三
年
一
月
一
五
日

（
（
） 

同
前
。

（
3
） 

公
共
性
を
考
え
る
た
め
の
基
礎
的
な
文
献
と
し
て
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
『
第
二
版 

公
共
性
の
構
造
転
換
―
―
市
民
社
会
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の

探
求
』
細
谷
貞
雄
／
山
田
正
行
訳
、（
未
來
社
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
が
叙
述
を
避
け
た
二
〇
世
紀
前
半
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
に
お
け
る
公
共

性
の
研
究
と
し
て
、
佐
藤
卓
己
『
フ
ァ
シ
ス
ト
的
公
共
性
―
―
総
力
戦
体
制
の

メ
デ
ィ
ア
論
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
。
ま
た
日
本
や
東
ア
ジ
ア

の
「
公
」
の
概
念
を
辿
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
東
島
誠
『
公
共
圏
の
歴
史
的
創
造

―
―
江
湖
の
思
想
へ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）; 

三
品
英
憲
「
八
、

国
家
統
合
と
地
域
社
会
」、 

歴
史
学
研
究
会
編
『
第
四
次 

現
代
歴
史
学
の
成
果

と
課
題
一
・
二
、
世
界
史
像
の
再
認
識
』（
績
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）、
一
九
四
―

二
一
二
頁
が
有
益
。
ま
た
社
会
主
義
圏
の
公
共
性
を
考
え
る
う
え
で
は
、
池
田
嘉

郎
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
国
制
史
家
―
―
石
井
規
衛
」、
池
田
嘉
朗
／
草
野
佳

矢
子
編
『
国
制
史
は
躍
動
す
る
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ロ
シ
ア
の
対
話
』（
刀
水
書

房
、
二
〇
一
五
年
）
二
五

−

五
八
頁
が
参
考
に
な
る
。
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
共

圏
の
研
究
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
同
国
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
文
化
と
公
共
圏
を
論

じ
た Jan K

leinm
anns, Seltsam

 unverbunden. Breitensport in der D
D

R als öf-

fentliche Sphäre zw
ischen System

 und Lebensw
elt, Frankfurt am

 M
ain / N

ew
 

York 2020

が
挙
げ
ら
れ
る
。
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（
4
） 

本
稿
で
は
公
共
圏
・
公
共
性
〔Öffentlichkeit

〕
を
、「
誰
に
対
し
て
も
開
か
れ

た
場
（
公
共
圏
）」、
あ
る
い
は
「
誰
に
対
し
て
も
開
か
れ
た
関
係
性
（
公
共
性
）」

と
し
て
論
じ
る
。

（
5
） V

gl. R
alph Jessen, „Vom

 O
rdinarius zum

 sozialistischen Professor. D
ie N

eu-

konstruktion des H
ochschullehrerberufs in der SB

Z/D
D

R
, 1945-1969“, in: 

R
ichard B

essel / R
alph Jessen (H

rsg.), D
ie G

renzen der D
iktatur. Staat und 

G
esellschaft in der D

D
R

, G
öttingen 1996, S.76-107.

（
6
） V

gl. Ebd.

（
7
） 

東
ド
イ
ツ
時
代
の
レ
オ
ポ
ル
デ
ィ
ー
ナ
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。

Sybille G
erstengarbe / Jens Tiel / R

üdiger vom
 B

ruch (H
rsg.), D

ie Leopol-

dina. D
ie D

eutsche A
kadem

ie der N
aturforscher zw

ischen K
aiserreich und 

früher D
D

R
, B

erlin 2016; K
ristie M

acratis, „The U
nity of Science vs. the 

D
ivision of G

erm
any: The Leopoldina“, in: K

ristie M
acrakis / D

ieter H
off-

m
ann(eds.), Science under Socialism

. East G
erm

any in Com
parative Perspec-

tive, C
am

bridge / M
assachusetts / London 1996, pp.158-179.

（
8
） 

会
員
に
は
芸
術
家
や
作
家
や
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
政
治
家
や
事
務
職
員
、
主
婦

や
医
師
、
技
術
者
な
ど
が
含
ま
れ
、
文
化
同
盟
は
教
養
市
民
層
の
文
化
的
な
交
流

の
た
め
の
大
衆
組
織
で
も
あ
っ
た
。
設
立
時
の
会
員
数
は
一
一
六
人
で
あ
っ
た

が
、
一
九
五
〇
年
に
は
一
九
万
四
七
三
四
人
と
な
っ
て
い
る
。
会
員
数
と
会
員
の

社
会
的
構
成
に
つ
い
て
は
、V

gl. G
erd D

ietrich, „K
ulturbund“, in: G

erd-R
ü-

diger Stephan et al. (H
rsg.), D

ie Parteien und O
rganisationen der D

D
R

: ein 

H
andbuch , B

erlin 2002, S.530-559, hier S.559.

（
9
） B

ernhard K
ellerm

ann et al., M
anifest und A

nsprachen, B
erlin 1945, S.10.

（
10
） Ebd., S.11.

（
11
） 

理
事
会
は
二
十
七
人
で
構
成
さ
れ
た
。
会
長
と
三
人
の
副
会
長
に
加
え
て
以
下
の

人
物
が
理
事
に
な
っ
た
。
Ｋ
Ｐ
Ｄ
か
ら
は
政
治
家
の
ア
ン
ト
ン
・
ア
ッ
カ
ー
マ
ン

と
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
ィ
ン
ツ
ァ
ー
と
ハ
ン
ス
・
マ
ー
レ
が
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
か
ら
は
政
治
家

の
グ
ス
タ
フ
・
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
か
ら
は
（
の
ち
に
西
ベ
ル
リ
ン
市
の

副
市
長
に
な
る
）
政
治
家
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
フ
リ
ー
デ
ン
ス
ブ
ル
ク
と
エ

ル
ン
ス
ト
・
レ
ン
マ
ー
が
理
事
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
か

ら
は
牧
師
の
オ
ッ
ト
ー
・
デ
ィ
ル
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
と
神
学
者
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ク
ル
ム
マ
ッ
ハ
ー
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
は
神
父
メ
ル
ヒ

ヨ
ア
・
グ
ロ
セ
ク
が
理
事
に
選
ば
れ
た
。V

gl. D
ietrich, „K

ulturbund“, S.533; 

M
agdalena H

eider, „K
ulturbund zur dem

okratischen Erneuerung D
eutsch-

lands“, in: M
artin B

roszat / H
erm

ann W
eber (H

rsg.), S B
Z-H

andbuch, M
ün-

chen 1990, S.714-S.733, hier S.727. 

（
1（
） 

た
と
え
ば
、
史
料
が
残
っ
て
い
る
一
九
四
七
年
の
（
当
時
の
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
州

の
）
シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン
ト
の
支
部
を
見
て
み
る
と
、
会
員
は
全
体
で
一
四
五
九

人
お
り
、
そ
の
う
ち
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
は
二
五
八
人
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
党
員
は
二
五
人
、

Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
党
員
は
七
六
人
で
、
最
も
多
い
の
は
政
党
に
入
っ
て
い
な
い
人
た

ち
（
一
一
〇
〇
人
）
で
あ
っ
た
。
州
の
人
民
教
育
省
に
送
ら
れ
た
文
化
同
盟
の

月
次
報
告
書
を
参
照　

„B
etrifft: K

ulturbund zur dem
okratischen Erneuerung 

D
eutschlands gem

äß R
undschreiben N

r. 50/47 vom
 8. M

ärz 1947“, in: 6.11-21, 

N
r. 3176 (M

inisterium
 für Volksbildung), Landeshauptarchiv Schw

erin. O
hne 

B
l.

（
13
） H

einz W
illm

ann, Zw
ei Jahre K

ulturbund, B
erlin 1947, S.12.

（
14
） V

gl. Ebd., S.13, 19.

（
15
） Ebd., S.22.

（
16
） Ebd., S.26

（
17
） V

gl. D
ietrich, „K

ulturbund“, S.533.; H
eider, „K

ulturbund“, S.727.
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（
18
） 

た
と
え
ば
註
一
二
の
シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン
ト
の
支
部
で
は
、
男
性
会
員
は
七
一
三

人
で
、
女
性
会
員
は
七
四
六
人
だ
っ
た
。V

gl. 6.11-21, N
r. 3176.

（
19
） 

文
化
同
盟
全
体
の
社
会
的
構
成
に
か
ん
す
る
統
計
が
最
初
に
確
認
で
き
る

一
九
五
〇
年
に
は
、
知
識
人
〔Intelligenz

〕
が
二
五
・
五
％
、
事
務
職
員

二
一
・
〇
％
、
生
徒
な
ら
び
学
生
一
二
・
四
％
、
労
働
者
一
一
・
七
％
、
農
民
一
・

五
％
と
な
っ
て
い
る
。V

gl. D
ietrich, „K

ulturbund“, S.559. 

ま
た
、
註
一
二
の

シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン
ト
の
地
域
グ
ル
ー
プ
で
最
も
多
い
の
は
（
見
習
い
を
含
め

た
）
事
務
職
員
で
三
七
二
人
、
次
に
多
い
の
が
教
員
で
二
〇
二
人
、
三
番
目
に
多

い
の
が
学
生
・
生
徒
で
一
八
八
人
、
四
番
目
に
主
婦
で
一
五
八
人
を
数
え
た
。
さ

ら
に
以
下
、
商
人
が
一
〇
一
人
、
造
形
芸
術
家
が
七
七
人
、
手
工
業
者
五
九
人
、

医
師
四
六
人
、
労
働
者
三
八
人
と
な
る
。
ま
た
農
民
は
九
人
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ト

ラ
ー
ル
ズ
ン
ト
支
部
全
体
に
占
め
る
労
働
者
と
農
民
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
よ

そ
二
・
六
％
、
〇
・
六
％
と
な
る
。V

gl. 6.11-21, N
r. 3176.

（
（0
） B

undesarchiv B
erlin, Stiftung der Parteien und M

assenorganisationen der 

D
D

R
 (

＝B
A

rch., SA
PM

O
), D

Y
27 923, „Stenografisches Protokoll der Sit-

zung des Präsidialrates des K
ulturbundes. Freitag dem

 13.9.1957“, B
l.16.

（
（1
） Ebd., B

l.18. 

こ
の
発
言
は
機
関
紙
で
も
確
認
で
き
る
。„Ein W

endepunkt. A
us 

der R
ede der Ersten Sekretär des K

ulturbundes K
arl-H

einz Schulm
ei-

 
ster, vor dem

 Präsidialrat“in: Sonntag, H
eft 38, am

 22. 9 1956.

（
（（
） B

A
rch., SA

PM
O

, D
Y

 27 985, „Präsidialausschuss Sitzung des K
ulturbundes, 

am
 D

onnerstag, dem
 3. O

ktober 1957“, B
l.127.

（
（3
） M

agdalena H
eider / K

erstin Thöns (H
rsg.), SED

 und Intellektuelle in der 

D
D

R der fünfziger Jahre. K
ulturbund-Protokolle , K

öln 1991, S.61.

（
（4
） Ebd., S.120.

（
（5
） Ebd., 

こ
のÖ

ffentlichkeit

は
新
聞
雑
誌
等
の
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
も
解
せ
る
が
、

シ
ュ
ー
ル
マ
イ
ス
タ
ー
の
発
言
で
は
、
そ
の
読
み
手
ま
で
が
想
定
さ
れ
て
い
る
た

め
、
世
論
と
訳
し
て
い
る
。

（
（6
） „G

rundaufgaben der D
eutschen K

ulturbund“ in: Sonntag, H
eft 7 am

 16. Feb-

ruar 1958 

（
（7
） 

理
事
の
中
に
は
党
籍
が
不
明
の
者
も
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
あ
く
ま
で
暫
定
的
な

数
字
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
が
三
三
人
、
Ｌ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
と
Ｃ
Ｄ
Ｕ
党
員
が
そ
れ
ぞ

れ
二
人
、
Ｄ
Ｂ
Ｄ
党
員
が
一
人
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
Ｄ
党
員
の
理
事
が
三
人
確
認
で
き
た
。

V
gl. Ebd.

（
（8
） Ebd., 

た
と
え
ば
集
団
農
場
の
農
民
フ
リ
ー
デ
ル
・
ヒ
ン
メ
ル
ラ
イ
ヒ
や
Ｄ
Ｂ
Ｄ

の
幹
部
ベ
ル
ト
ル
ト
・
ロ
ー
ゼ
が
加
わ
っ
た
。V

gl. „D
er neue Präsidialrat“, in: 

Ebd. 

た
だ
し
、
文
化
同
盟
の
構
成
員
の
変
化
は
限
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
組
織

全
体
に
お
け
る
労
働
者
と
農
民
の
比
率
は
、
一
九
五
五
年
の
時
点
で
そ
れ
ぞ
れ

一
二
・
六
％
と
〇
・
九
％
、
一
九
六
〇
年
で
一
五
・
四
％
と
一
・
七
％
、
一
九
六
五
年

で
一
六
・
四
％
と
一
・
四
％
だ
っ
た
。V

gl. D
ietrich, „K

ulturbund“, S.559. 

（
（9
） V

gl. „G
rundaufgaben der D

eutschen K
ulturbund“. 

第
五
回
同
盟
大
会
で
理
事

に
選
出
さ
れ
た
八
七
人
の
う
ち
以
下
八
人
は
ナ
チ
党
に
加
入
し
て
い
た
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
た
。
副
会
長
で
物
理
学
者
の
エ
ル
ン
ス
ト
＝
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ギ
ー
ス
マ
ン

(

一
九
三
七
年
か
ら
党
員)

、
動
物
学
者
の
ダ
ー
テ
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
（
一
九
三
二

年
か
ら
の
党
員
）、
古
代
史
家
の
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ハ
ル
ト
ケ
（
一
九
三
七
年
か
ら

の
党
員
）、
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
エ
ド
ガ
ー
・
キ
ル
シ
ュ
（
一
九
三
七
年
か
ら
の
党

員
）、
軍
事
学
者
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ク
ラ
ウ
ゼ
（
一
九
四
〇
年
か
ら
の
党
員
）、
農

学
者
の
ル
ド
ル
フ
・
シ
ッ
ク(

一
九
三
九
年
か
ら
の
党
員)

、
厚
生
大
臣
の
レ
オ

ポ
ル
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ド
レ
（
一
九
三
三
年
か
ら
の
党
員
）、
化
学
者
の
ペ
ー
タ
ー

＝
ア
ド
ル
フ
・
テ
ィ
ー
ゼ
ン
（
一
九
二
二
年
か
ら
の
党
員
）。
ク
ラ
ウ
ゼ
と
シ
ッ

ク
は
ロ
ス
ト
ッ
ク
大
学
Ｈ
Ｐ
で
経
歴
を
参
照
し
（https://cpr.uni-rostock.de/
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resolve/id/cpr_person_00002955 ; https://cpr.uni-rostock.de/resolve/id/cpr_

person_00002034

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
三
年
一
月
二
九
日
））。
ま
た
キ
ル

シ
ュ
の
履
歴
は
ハ
レ
大
学
文
書
館
の
史
料
を
参
照
し
た
。V

gl. „Personalbogen“ 

am
 18. 8 1951, PA

.27539, „D
oz. D

r. Edgar K
irsch“ in U

niversitätsarchiv 

H
alle. O

hne B
l. 

こ
れ
以
外
は
人
名
事
典
（W

er w
ar w

er in der D
D

R
. Ein Le-

xikon ostdeutscher B
iographien, B

and 1 A
-L/ B

and 2 M
-Z, hrsg. von M

ül-

ler-Enbergs, H
elm

ut et al., B
erlin 2010

）
を
参
照
し
て
い
る
。

（
30
） V

gl. „D
er neue Präsidialrat“. 

女
性
理
事
の
占
め
る
比
率
は
約
一
〇
％
と
な
っ
た
。

（
31
） 

こ
の
会
合
の
プ
ロ
ト
コ
ル
は
、
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
ザ
ク
セ
ン
＝
ア
ン
ハ
ル
ト
州

文
書
館
に
タ
イ
プ
用
紙
一
七
八
枚
の
史
料
と
し
て
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。P.516, 

N
r.5412, „Protokoll des G

esprächs m
it W

alter U
lbricht im

 K
ulturbund zu Fra-

gen sozialistischen B
ew

usstseinsbildung“, in: Landesarchiv Sachsen-A
nhalt, 

A
bteilung M

agdeburg. 

登
壇
者
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
ム
は
し
ば
し
ば
プ
ロ
ト
コ

ル
上
で
は
省
略
さ
れ
て
い
た
が
、
発
言
内
容
や
肩
書
を
参
考
に
し
つ
つ
、
人
名
事

典
と
ハ
レ
大
学
文
書
館
の
Ｈ
Ｐ
（https://w

w
w

.catalogus-professorum
-halensis.

de/index1945.htm
l

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
三
年
一
月
二
九
日
））
を
利
用
し
て

補
っ
た
。
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
ム
が
不
明
の
人
物
は
姓
の
み
を
示
し
た
。

（
3（
） U

lbricht,„D
ie Perspektive: der Sozialism

us“ in: Sonntag, H
eft 17, am

 27. 4 1958.

（
33
） 

薬
学
者
の
ク
ル
ト
・
モ
ー
テ
ス
（
一
九
三
三
年
か
ら
ナ
チ
党
員
、
同
年
に
Ｓ
Ａ
に

加
入
）、
医
学
者
の
エ
ア
ヴ
ィ
ン
・
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
（
一
九
三
三
年
か
ら
の
ナ

チ
党
員
、
同
年
に
Ｓ
Ａ
に
加
入
）、
ス
ポ
ー
ツ
科
学
者
の
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
ル
ー
カ

ス
（
一
九
三
七
年
か
ら
の
ナ
チ
党
員
）、
生
物
化
学
者
の
ホ
ル
ス
ト
・
ハ
ー
ン
ゾ
ン

（
一
九
三
三
年
か
ら
Ｓ
Ａ
、
一
九
三
七
年
か
ら
ナ
チ
党
員
）。
こ
の
ほ
か
に
地
理
学
・
古

生
物
学
者
の
ハ
ン
ス
・
ガ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
一
九
三
三
年
か
ら
三
四
年
に
Ｓ
Ａ
に
在
籍
し

て
い
た
。
以
上
の
経
歴
は
す
べ
て
註
二
九
の
ハ
レ
大
学
文
書
館
の
Ｈ
Ｐ
を
参
照
し
た
。

（
34
） V

gl. P.516, N
r.5412, „Protokoll des G

esprächs m
it W

alter U
lbricht“, B

l.26.

（
35
） V

gl. Ebd., B
l.28.

（
36
） Ebd., B
l.30-31.

（
37
） Ebd., B

l.36.

（
38
） Ebd., B

l.48.

レ
ク
シ
ャ
ス
は
労
農
学
部
か
ら
ハ
レ
大
学
に
入
学
し
た
研
究
者
で
、

一
九
四
七
年
か
ら
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
で
あ
っ
た
。

（
39
） Ebd., B

l.48.

（
40
） V

gl., Ebd., B
l.89.

（
41
） V

gl., Ebd., B
l.97. 

（
4（
） Ebd., B

l.108-109.

（
43
） Ebd., B

l.113.

（
44
） Ebd., B

l.114-115.

（
45
） 

シ
ュ
ル
ツ
ェ
が
Ｉ
Ｍ
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ハ
レ
大
学
文
書
館
Ｈ
Ｐ

の
ア
ー
ラ
ン
ト
に
か
ん
す
る
項
目
を
参
照
し
た
。https://w

w
w

.catalogus-

professorum
-halensis.de/alandkurt.htm

l

（
二
〇
二
三
年
一
月
二
六
日
最
終
ア
ク

セ
ス
）

（
46
） P.516, N

r.5412, „Protokoll des G
esprächs m

it W
alter U

lbricht“, B
l.118-9.

（
47
） Ebd., B

l.119.

（
48
） Ebd., B

l.123.

（
49
） Ebd., B

l.135-136. 

シ
ュ
ル
ツ
ェ
に
よ
っ
て
糾
弾
さ
れ
た
ア
ー
ラ
ン
ト
も
こ
の
会

員
で
あ
っ
た
。「
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
会
」
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。 V

gl. G
ünter 

M
ühlpfordt / G

ünter Schenk, D
er Sprituskreis (1890-1958). Eine G

esellschaft 

in neuhum
anistischer Tradition. Vom

 K
aiserreich bis zum

 Verbot durch 

U
lbricht im

 R
ahm

en der Verfolgungen an der  U
niversität H

alle 1957 und 

1958 , B
and 2: 1945-1958, H

alle 2004; G
ünter Schenk / R

egina M
eyer, A

uch 
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das w
ar die D

D
R

! Zum
 Verbot W

issenschaftlergem
einschaft „Sprituskreis“ 

vor 50 Jahren zur Resivionism
usbekäm

pfung 1958 , H
alle 2007.

（
50
） P.516, N

r.5412, „Protokoll des G
esprächs m

it W
alter U

lbricht“, B
l.135-136.

（
51
） Ebd., B

l.137.

（
5（
） Ebd., B

l.149.

（
53
） V

gl. M
ühlpfordt / Schenk, D

er Sprituskreis (1890-1958), S.512.

（
54
） 

註
四
五
の
ハ
レ
大
学
文
書
館
Ｈ
Ｐ
の
ア
ー
ラ
ン
ト
に
か
ん
す
る
項
目
を
参
照
。

　
【
付
記
】

　
　

本
稿
の
基
に
な
っ
た
の
は
、
第
四
四
回
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
（
二
〇
二
一
年
九
月
一

　
　

八
日
）
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
表
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
行
っ
た
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ー

　
　

ン
と
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
と
ハ
レ
で
の
資
料
調
査
の
結
果
を
利
用
し
、
加
筆
・
修
正
を
行

　
　

っ
て
い
る
。

　

※
本
研
究
は
二
〇
二
二
年
度
獨
協
大
学
学
外
研
修
員
（
派
遣
）
制
度
に
よ
る
成
果
の
一

　
　

部
で
あ
る
。

                      　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
い
ず
た　

し
ゅ
ん
す
け
・
獨
協
大
学
准
教
授
）
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戦
争
障
害
者
は
国
家
に
身
を
捧
げ
た
英
雄
と
し
て
戦
死
者
に
次
ぐ
地
位
を
付
与
さ

れ
る
一
方
、
究
極
の
英
雄
た
る
戦
死
者
が
味
わ
う
こ
と
の
な
か
っ
た
苦
難
を
戦
後
も

長
く
経
験
し
た
。
国
家
や
他
者
へ
の
依
存
を
前
提
に
生
き
ざ
る
を
得
な
い
彼
ら
は
、

社
会
の
周
縁
に
追
い
や
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、と
き
に
家
族
の
な
か
で
も
孤
立
し
た
。

と
り
わ
け
両
大
戦
の
敗
戦
国
た
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
戦
争
障
害
者
は
忘
れ
去
り

た
い
「
過
去
」
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
。
本
書
は
、「
労
働
に
よ
る
自
立
」
原
則
を
柱

と
す
る
戦
争
障
害
者
支
援
が
、
社
会
的
弱
者
救
済
の
た
め
の
福
祉
施
策
と
し
て
国
家

化
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
、
ド
イ
ツ
の
社
会
国
家
の
生
成
過
程
を
読
み
解
い
た

も
の
で
あ
る
。
強
力
な
破
壊
兵
器
の
導
入
と
長
期
戦
・
消
耗
戦
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る

両
大
戦
期
に
急
増
し
た
戦
争
障
害
者
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
、
彼
ら
に
対
す
る
公

的
支
援
の
あ
り
方
、
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
思
想
や
社
会
の
価
値
規
範
が
浮
き
彫
り
に

さ
れ
る
。
第
四
三
回
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
〔
思
想
・
歴
史
部
門
〕
の
受
賞
作
品
と
な

っ
た
本
書
に
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
、
視
点
の
斬
新
さ
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
が
、
緻
密
か
つ
誠
実
な
史
料
分
析
の
上
に
重
ね
ら
れ
て
い
く
議
論
に

は
、
読
む
者
を
圧
倒
す
る
力
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
史
が
専
門
で
は
な
い
評
者
に
は
文
字

通
り
「
手
に
余
る
」
大
作
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
そ
の
概
要
を
記
し
た
上
で
本
書
の
意

義
と
論
点
を
提
示
し
て
み
た
い
。

　

本
書
は
三
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
Ⅰ
部
（
第
一
～
二
章
）
は
第
一
次
世
界
大
戦

ま
で
、
Ⅱ
部
（
第
三
～
五
章
）
は
戦
間
期
、
Ⅲ
部
（
第
六
～
終
章
）
は
第
二
次
世

界
大
戦
と
そ
の
後
を
扱
っ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
戦
争
犠
牲
者
支
援
の
歴
史
が
第

一
次
世
界
大
戦
前
史
と
し
て
整
理
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
る
と
公
的
援
助
の
起
源
は

一
八
五
〇
年
に
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
で
出
さ
れ
た
兵
士
遺
家
族
支
援
法
ま
で
遡
る
こ
と

が
で
き
、
一
九
〇
六
年
の
軍
人
年
金
法
で
就
労
不
能
度
と
関
連
づ
け
た
規
定
が
導
入

さ
れ
た
。
労
災
保
険
の
基
準
を
援
用
し
た
同
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
戦
闘
行
為
に
伴

う
負
傷
が
公
的
補
償
の
対
象
と
な
り
、
戦
争
障
害
者
支
援
が
開
始
さ
れ
る
。
第
一
次

世
界
大
戦
に
焦
点
を
あ
て
た
第
二
章
で
は
、
戦
闘
力
維
持
の
た
め
に
傷
病
兵
の
再
起

用
（
リ
サ
イ
ク
ル
）
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、こ
れ
が
の
ち
の
「
労
働
に
よ
る
自
立
」

思
想
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
再
起
用
／
自
立
を
目
的

と
し
た
補
償
制
度
は
、
義
肢
の
提
供
、
職
業
訓
練
、
就
労
斡
旋
と
い
っ
た
複
合
的
な

支
援
シ
ス
テ
ム
を
生
み
出
し
た
も
の
の
、
当
初
か
ら
精
神
疾
患
の
認
定
に
は
消
極
的

な
姿
勢
が
み
ら
れ
た
。

　

第
三
章
が
対
象
と
す
る
の
は
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
設
立
さ
れ
た
除
隊
者
お
よ
び

戦
争
犠
牲
者
組
織
の
動
向
で
、
党
派
別
に
設
立
さ
れ
る
な
ど
政
治
的
な
分
断
を
特
徴

と
し
て
い
た
。
ナ
チ
党
の
躍
進
に
よ
っ
て
左
派
政
党
系
の
組
織
が
非
合
法
化
さ
れ
、

ナ
チ
戦
争
犠
牲
者
援
護
（
Ｎ
Ｓ
Ｋ
Ｏ
Ｖ
）
へ
の
合
一
が
図
ら
れ
る
な
ど
、
政
治
情
勢

の
変
化
に
伴
う
再
編
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
第
四
章
で
は
、
戦
争
障
害
者
に
注
が
れ
る

社
会
の
ま
な
ざ
し
と
戦
争
障
害
者
の
自
己
認
識
が
焦
点
化
さ
れ
る
。
家
族
の
扶
養
者

と
し
て
の
役
割
を
完
遂
で
き
な
い
戦
争
障
害
者
は
、
社
会
の
な
か
で
周
縁
化
さ
れ
、

と
き
に
家
族
と
も
衝
突
し
た
。
身
体
的
な
「
男
ら
し
さ
」
を
喪
失
す
る
こ
と
で
、「
去

勢
」
さ
れ
、「
女
性
化
」
さ
れ
た
戦
争
障
害
者
が
、
敗
戦
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
イ

メ
ー
ジ
の
体
現
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
説
得
力
を
も
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
第
五
章

が
焦
点
を
あ
て
る
の
は
社
会
国
家
シ
ス
テ
ム
の
基
盤
と
な
っ
た
一
九
二
〇
年
の
全
国

　
▼
書
評

北
村
陽
子
著
『
戦
争
障
害
者
の
社
会
史

　
　
　
　
―
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
の
経
験
と
福
祉
国
家

―
』 

（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
二
月
、
三
六
六
頁
、
五
四
〇
〇
円
＋
税
）　

　
　
　
林
田
敏
子
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援
護
法
で
あ
る
。
同
法
は
国
民
軍
の
理
想
で
あ
る
平
等
原
則
を
前
提
に
、
軍
隊
内
の

階
級
に
関
係
な
く
、
就
労
不
能
度
で
受
給
基
準
を
鑑
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
就
労
不
能
度
の
基
準
が
厳
格
化
さ
れ
る
イ
ン
フ
レ
期
以
降
、
戦
争
障
害
者
は
職

の
確
保
と
年
金
受
給
と
い
う
二
重
の
利
得
者
、社
会
の
厄
介
者
と
し
て
周
縁
化
さ
れ
、

不
満
を
募
ら
せ
た
戦
争
障
害
者
が
ナ
チ
党
に
取
り
込
ま
れ
る
現
象
も
生
じ
た
。

　

第
六
章
で
は
、「
民
族
共
同
体
」
の
不
適
格
者
が
排
除
さ
れ
た
ナ
チ
党
統
治
期
に

焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。
ナ
チ
党
は
障
害
者
差
別
政
策
を
押
し
進
め
る
一
方
、
戦
争
障

害
者
を
「
第
一
の
市
民
」
と
し
て
称
揚
し
、
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
活
用
し
た
。

こ
の
時
期
も「
労
働
に
よ
る
自
立
」原
則
が
踏
襲
さ
れ
、労
働
過
程
へ
の
再
編
入
と「
民

族
共
同
体
」
へ
の
包
摂
が
目
指
さ
れ
た
が
、
そ
の
「
実
現
」
に
は
程
遠
か
っ
た
。
第

七
章
で
は
、
戦
後
の
非
ナ
チ
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
描
か
れ
る
。
一
九
四
五
年
に
戦
争
犠

牲
者
援
護
法
は
す
べ
て
停
止
さ
れ
、
Ｎ
Ｓ
Ｋ
Ｏ
Ｖ
も
解
散
し
た
。
新
た
に
制
定
さ
れ

た
身
体
障
害
者
給
付
法
で
は
、
戦
争
障
害
者
は
労
災
犠
牲
者
と
同
等
に
扱
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
支
援
制
度
の
非
軍
事
化
が
推
し
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
第
八
章
は
戦
後

の
西
ド
イ
ツ
を
対
象
に
戦
争
障
害
者
支
援
の
「
実
態
」
に
迫
っ
た
意
欲
的
な
章
で
あ

る
。
一
九
五
〇
年
の
連
邦
援
護
法
で
は
、
家
族
の
介
護
が
得
ら
れ
る
場
合
は
支
援
の

適
用
外
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
戦
争
障
害
者
の
現
実
の
姿
は
男
性
稼
得
者
モ
デ
ル

か
ら
完
全
に
逸
脱
し
て
い
た
。
一
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
、
戦
争
障
害
者
の
不
可
視

化
は
さ
ら
に
進
む
。
家
族
の
破
綻
（
離
婚
）
と
い
っ
た
危
機
が
生
じ
、
第
二
波
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
影
響
も
受
け
な
が
ら
夫
婦
／
家
族
関
係
の
再
編
が
み
ら
れ
た
。
終

章
で
は
、
戦
争
障
害
者
研
究
の
課
題
と
可
能
性
に
触
れ
つ
つ
、
本
書
の
議
論
が
ま
と

め
ら
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
戦
争
障
害
者
支
援
を
国
が
補
償
す
る
社
会
国
家
シ
ス
テ

ム
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
は
確
立
を
み
た
。
二
一
世
紀
を
迎
え
、
軍
隊
や
戦
争
障
害
者

を
取
り
巻
く
状
況
は
大
き
く
変
化
し
た
も
の
の
、戦
争
障
害
者
の
社
会
復
帰
を
促
す
、

す
な
わ
ち
社
会
生
活
へ
の
再
統
合
を
め
ざ
す
と
い
う
「
労
働
に
よ
る
自
立
」
原
則
は

現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

特
殊
な
ナ
チ
党
統
治
期
も
含
め
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
二
〇
世
紀
半
ば
ま
で
の
約
百

年
を
視
野
に
お
さ
め
た
本
書
は
、
戦
争
障
害
者
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
ド
イ
ツ
福
祉

国
家
形
成
史
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
こ
の
時
代
の
国
家
や
社
会
の
あ
り
方
を
通
史
と

し
て
描
き
出
し
た
ド
イ
ツ
現
代
史
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
対
象
は
戦
争
と
福

祉
に
と
ど
ま
ら
ず
、
医
療
、
技
術
革
新
、
教
育
、
職
業
訓
練
、
家
族
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、

身
体
、
ス
ポ
ー
ツ
と
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
。
二
重
の
意
味
で
周
縁
化
さ
れ
た
精
神
障

害
者
へ
の
着
目
は
、
本
書
の
議
論
に
厚
み
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
特
殊
な
ナ

チ
党
統
治
期
を
と
ら
え
る
切
り
口
と
し
て
も
有
効
に
機
能
し
て
い
る
。

　

本
書
が
描
き
出
し
て
い
る
の
は
、
戦
争
を
契
機
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
障
害
者
支

援
の
理
論
モ
デ
ル
の
一
貫
性
と
、
理
想
と
現
実
の
は
ざ
ま
で
、
戦
後
も
長
い
戦
い
を

強
い
ら
れ
た
戦
争
障
害
者
た
ち
の
「
葛
藤
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
叙
述
か
ら
浮
か

び
上
が
る
戦
争
障
害
者
の
姿
は
プ
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
多
面
的
で
あ
る
。
彼
ら
は
戦
争

の
英
雄
と
し
て
称
揚
さ
れ
、
政
治
利
用
さ
れ
る
と
同
時
に
、
国
家
に
よ
る
補
償
に
依

存
す
る
弱
者
と
し
て
周
縁
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
自
立
へ
の
道
を
懸
命
に
歩
も
う
と
す

る
彼
ら
は
、
戦
後
復
興
や
再
生
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
も
機
能
し
た
が
、
敗
戦
と
い
う

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
「
過
去
」
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
。
経
済
の
波
や
政
治
体
制
の
変
化
に

翻
弄
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
戦
争
障
害
者
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
、

各
時
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
社
会
の
諸
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

本
書
は
戦
争
障
害
者
支
援
を
支
え
た
理
念
や
法
を
分
析
し
た
手
堅
い
実
証
研
究
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
法
シ
ス
テ
ム
と
「
現
実
」
と
の
乖
離
の
な
か
に
、
時

代
に
翻
弄
さ
れ
た
戦
争
障
害
者
や
そ
れ
を
支
え
た
家
族
の
「
生
」
を
読
み
取
ろ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
障
害
認
定
や
就
労
の
「
実
態
」
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
社
会
は

戦
争
障
害
者
に
ど
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
、
社
会
復
帰
で
き
な
い
障
害
者
を
支

え
た
家
族
は
ど
の
よ
う
な
苦
難
を
経
験
し
た
の
か
。
そ
し
て
当
事
者
は
戦
争
障
害
者
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と
し
て
の
自
己
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
戦
後
を
い
か
に
生
き
抜
い
た
の
か
。
本
書

の
タ
イ
ト
ル
に
「
社
会
史
」
の
語
が
入
る
所
以
で
あ
る
。

　

大
戦
研
究
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
も
本
書
は
多
大
な
貢
献
を
な
し
て
い
る
。
戦

争
障
害
者
へ
の
補
償
や
支
援
は
戦
後
に
本
格
化
す
る
た
め
、
本
書
の
議
論
は
第
一
次

世
界
大
戦
よ
り
戦
間
期
、第
二
次
世
界
大
戦
よ
り
占
領
期
に
重
き
が
お
か
れ
て
お
り
、

従
来
の
大
戦
研
究
と
は
い
わ
ば
ネ
ガ
／
ポ
ジ
が
逆
転
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

「
戦
時
」
に
限
定
さ
れ
な
い
議
論
は
、
両
大
戦
を
接
続
し
、
こ
の
時
代
を
通
史
と
し

て
描
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
だ
け
で
な
く
、
戦
争
障
害
者
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
障
害

者
」
一
般
へ
の
視
点
の
拡
大
に
も
寄
与
し
て
い
る
。

　

本
書
の
意
義
や
功
績
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
大
戦
史
・
ジ

ェ
ン
ダ
ー
史
を
研
究
す
る
立
場
か
ら
、
い
く
つ
か
論
点
を
提
示
し
て
み
た
い
。
ま
ず

は
、
著
者
が
ド
イ
ツ
の
障
害
者
支
援
を
貫
く
柱
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
「
労
働
に
よ

る
自
立
」
原
則
、
す
な
わ
ち
戦
争
障
害
者
に
可
能
な
か
ぎ
り
の
就
労
を
促
し
、
社
会

復
帰
を
目
指
す
と
い
う
支
援
の
あ
り
方
は
、
ど
の
程
度
「
ド
イ
ツ
的
」
で
あ
り
え
た

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
著
者
は
こ
う
し
た
原
則
を
ド
イ
ツ
に
特
有
の
も

の
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
戦
争
障
害
者

を
め
ぐ
る
制
度
や
言
説
は
、
他
国
と
比
較
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
と
問
い
直
し
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
本
書
で

は
、
労
災
認
定
の
基
準
が
戦
争
障
害
者
認
定
に
援
用
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
特
有
の
現
象
な
の
か
。
さ
ら
に
、「
敗
者
で
あ
る
こ
と
」
は
、

ど
の
程
度
ド
イ
ツ
の
戦
争
障
害
者
支
援
の
あ
り
方
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
。

　

評
者
が
研
究
対
象
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
戦
争
障
害
者

に
対
す
る
国
家
補
償
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
戦
争
障
害
者
に
支
給
さ
れ
る
年
金
は
あ

く
ま
で
収
入
の
補
助
と
位
置
づ
け
ら
れ
、経
済
的
再
統
合
が
第
一
義
と
さ
れ
る
な
ど
、

理
念
的
に
は
ド
イ
ツ
と
大
き
な
違
い
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
独
自
性
は
理
念
で
は
な

く
、
戦
争
障
害
者
支
援
の
大
部
分
を
民
間
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
が
カ
バ
ー
し
て
い
た
と
い

う
運
用
の
方
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
結
果
的
に
自
立
が
か
な
わ

な
い
戦
争
障
害
者
が
別
の
福
祉
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
た
り
、
民
間
の
支
援
の
対
象
と

な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
国
家
補
償
と
い
う
形
で
の
戦
争
障

害
者
支
援
は
単
独
で
機
能
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
生
存
保
障
と
い
う
よ
り
広
い
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
（
総
体
と
し
て
の
福
祉
）
の
な
か
で
機
能
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、

福
祉
国
家
の
生
成
過
程
を
論
じ
る
本
書
に
と
っ
て
も
論
点
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

次
に
提
起
し
た
い
の
は
、「
戦
争
障
害
者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
自
明
性
と
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
内
の
差
異
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
戦
争
障
害
者
の
中
核
を
占
め
、
研

究
上
も
「
把
握
」
が
容
易
な
の
は
、
公
的
補
償
の
対
象
者
や
互
助
組
織
へ
の
入
会
者

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、公
的
援
助
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
り
、

資
格
を
は
く
奪
さ
れ
た
り
し
た
者
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
戦
争
障
害
者
と
し
て

明
確
な
自
己
意
識
を
も
ち
、
権
利
獲
得
や
互
助
に
主
体
的
に
参
加
し
た
者
ば
か
り
と

も
か
ぎ
ら
な
い
。
な
か
に
は
、
元
兵
士
（
除
隊
者
）
と
い
う
自
己
意
識
を
強
く
も
つ

者
、
あ
る
い
は
、
よ
り
広
い
障
害
者
と
い
う
括
り
に
自
己
同
一
す
る
者
も
い
た
で
あ

ろ
う
。
元
兵
士
、
障
害
者
、
戦
争
障
害
者
と
い
っ
た
複
数
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
ど
の

よ
う
な
関
係
・
重
な
り
を
有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
精
神
疾
患
者
が
戦
争

障
害
者
の
な
か
で
周
縁
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
本
書
で
も
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
戦
争
障
害
者
内
部
に
も
あ
る
種
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
障
害
や
自
立
の
度
合
い
は
国
家
へ
の
犠
牲
や
貢
献
と
ど
の
よ
う
に
関

連
づ
け
て
と
ら
え
ら
れ
た
の
か
。
戦
争
障
害
者
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
内
の
差
異
と
い

う
観
点
か
ら
、
不
況
で
も
好
況
で
も
「
取
り
残
さ
れ
る
」
彼
ら
と
社
会
と
の
関
係
や

分
断
に
つ
い
て
再
考
す
る
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

戦
争
障
害
者
は
、
国
家
へ
の
貢
献
と
依
存
と
い
う
両
義
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
そ
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の
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
（
男
ら
し
さ
）
も
ま
た
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
性
格
を
も
つ
。

稼
得
者
と
し
て
家
族
を
扶
養
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
戦
争
障
害
者
は
、
た
し
か
に
理

想
的
な
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
像
か
ら
逸
脱
す
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
が
自
ら
の

マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
の
「
回
復
」
の
た
め
に
、
健
常
者
と
は
異
な
る
形
で
の
マ
ス
キ

ュ
リ
ニ
テ
ィ
を
構
築
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
Ｒ
・
コ
ン
ネ
ル
が
展
開

す
る
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
の
複
数
性
、
階
層
性
、
可
変
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
触
れ
る

ま
で
も
な
く（

1
（

、
あ
る
種
の
周
縁
性
を
抱
え
る
男
性
集
団
が
特
有
の
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ

ィ
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
支
配
的
な
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
観
に
修
正
を
迫
る
事
例
は

少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
大
戦
期
の
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
戦
争
障
害
者
に
は

「
わ
ず
か
な
恩
給
で
自
立
す
る
労
働
者
」
と
い
う
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
像
が
強
制
さ

れ
て
い
た
。
年
金
省
に
送
ら
れ
た
陳
情
書
を
分
析
し
た
Ｊ
・
メ
イ
ヤ
ー
は
、
戦
争
障

害
者
た
ち
が
不
服
申
し
立
て
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、「
国
家
の
た
め
に
自
ら
の
健

康
と
未
来
を
捧
げ
た
英
雄
」、「
家
族
の
た
め
に
年
金
受
給
と
い
う
権
利
を
要
求
す
る

父
や
夫
」
と
い
う
新
た
な
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
像
を
立
ち
上
げ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る（

（
（

。
同
様
の
現
象
が
両
大
戦
期
の
ド
イ
ツ
で
ど
の
程
度
確
認
で
き
る
の
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、
社
会
が
戦
争
障
害
者
に
ど
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
た
か
だ
け

で
な
く
、
戦
争
障
害
者
自
身
が
自
ら
を
ど
う
認
識
し
、
何
を
考
え
、
ど
う
行
動
し
た

か
に
迫
ろ
う
と
す
る
本
書
に
と
っ
て
、
戦
争
障
害
者
に
よ
る
対
抗
的
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ

テ
ィ
の
構
築
と
い
う
問
題
は
、
彼
ら
の
「
主
体
性
」
に
迫
る
上
で
も
一
つ
の
論
点
と

な
り
う
る
だ
ろ
う
。

　

本
書
の
射
程
は
戦
争
障
害
者
支
援
を
含
め
た
戦
後
処
理
が
一
応
の
決
着
を
見
た

一
九
六
〇
年
頃
ま
で
で
あ
る
が
、
終
章
で
は
新
た
な
戦
争
障
害
者
が
生
み
出
さ
れ
た

一
九
九
〇
年
代
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
国
や
地
域
に
よ
る
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

九
〇
年
代
は
両
大
戦
を
頂
点
と
す
る
「
国
民
軍
の
時
代
」
が
終
焉
を
迎
え
た
時
期
と

も
重
な
る
。
そ
の
後
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
徴
兵
制
を
廃
止
す
る
動
き
が
広
が
り
、

女
性
へ
の
職
域
拡
大
と
い
う
形
で
軍
隊
内
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
統
合
が
加
速
し
た
。ま
た
、

貧
困
層
や
移
民
と
い
っ
た
弱
者
が
軍
事
要
員
の
供
給
源
と
な
り
、
業
務
が
民
間
に
委

託
さ
れ
る
な
ど
、
軍
事
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
化
も
進
行
し
て
い
る（

3
（

。
そ
う
し
た
意

味
で
軍
隊
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
国
民
を
つ
く
る
場
で
も
、
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
を

涵
養
す
る
場
で
も
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
ポ
ス
ト
国

民
軍
時
代
」
の
戦
争
障
害
者
は
、
も
は
や
戦
争
と
い
う
業
務
に
伴
う
「
労
災
」
の
補

償
対
象
に
過
ぎ
な
い
の
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
内
に
抱
え
た

今
日
の
軍
隊
や
社
会
の
な
か
で
、
両
大
戦
期
の
英
雄
像
か
ら
乖
離
し
た
戦
争
障
害
者

は
何
を
経
験
し
、
何
を
表
象
す
る
の
か
。
国
や
時
代
を
超
え
て
、
本
書
が
投
げ
か
け

る
問
題
は
き
わ
め
て
重
い
。

　
注　

  

（
１
） 

レ
イ
ウ
ィ
ン
・
コ
ン
ネ
ル
（
伊
藤
公
雄
訳
）『
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
―
―
男

性
性
の
社
会
科
学
』
新
曜
社
、
二
〇
二
二
年
。

  

（
2
） Jessica M

eyer, M
en of W

ar: M
asculinity and the First W

orld W
ar in Britain, 

London: Palgrave M
acm

illan, 2009.

  

（
3
） 

佐
藤
文
香
『
女
性
兵
士
と
い
う
難
問
―
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
問
う
戦
争
・
軍
隊
の

社
会
学
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
は
や
し
だ　

と
し
こ
・
奈
良
女
子
大
学
教
授
）
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二
〇
二
二
年
度
例
会
一
覧

四
月
例
会
（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
（
日
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　
　

特
集
：
事
典
刊
行
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　

登
壇
：
佐
藤
公
紀
（
明
治
大
学
専
任
講
師
）　　
　

  『
ド
イ
ツ
文
化
事
典
』　

　
　
　
　
　
　
　
　

羽
場
久
美
子
（
青
山
学
院
大
学
名
誉
教
授
）『
中
欧
・
東
欧
文
化
事
典
』

　
　
　
　
　
　
　
　

桑
名
映
子
（
聖
心
女
子
大
学
准
教
授
）         『
中
欧
・
東
欧
文
化
事
典
』

　
　
　
　
　
　
　
　

大
津
留
厚
（
神
戸
大
学
名
誉
教
授
）            『
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
事
典
』
他

六
月
例
会
（
二
〇
二
二
年
六
月
二
六
日
（
日
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　

報
告
：
宇
治
・
ホ
ー
フ
ァ
ー 

フ
ァ
ビ
エ
ン
（
大
阪
大
学
大
学
院
）

　
　
　
　
「
帝
国
日
本
の
知
識
人
と
ド
イ
ツ
の
言
語
政
策
―
―
プ
ロ
イ
セ
ン
東
部
と
ア
ル
ザ
ス
・

ロ
レ
ー
ヌ
に
お
け
る
台
湾
総
督
府
の
視
察
活
動
を
中
心
に
（
一
八
九
五

−

一
九
一
四
年
）」

　
　
　

書
評
：
原
田
昌
弘
『
政
治
的
暴
力
の
共
和
国
―
―
ワ
イ
マ
ル
時
代
に
お
け
る
街
頭
・
酒
場
と
ナ

　
　
　
　
　
　
　

 

チ
ズ
ム
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
◯
二
一
年
）

　
　
　
　
　

評
者
：
小
野
寺
拓
也
（
東
京
外
国
語
大
学
准
教
授
） 

                  

著
者
リ
プ
ラ
イ
：
原
田
昌
弘
（
鳴
門
教
育
大
学
教
授
）

七
月
例
会
（
二
〇
二
二
年
七
月
二
四
日
（
日
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　

報
告
：
村
上
遥
香
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
）

　
　
　
　
「
一
九
八
〇
年
代
の
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
人
労
働
者
の
受
け
入
れ

　
　
　
　
 
―
―
コ
ト
ブ
ス
に
お
け
る
労
働
者
専
用
宿
舎
の
設
置
を
中
心
に
」

　

企
画
：
「
上
山
安
敏
氏
を
偲
ぶ
」

　
　
　

登
壇
：
丸
畠
宏
太
氏
（
敬
和
学
園
大
学
教
授
）

　
　
　
　
　
　
「
上
山
安
敏
先
生
、
そ
の
謦
咳
に
接
し
て
」

　
　
　

登
壇
：
服
部
伸
（
同
志
社
大
学
教
授
）

　
　
　
　
　
　
「『
神
話
と
科
学
』
の
衝
撃
―
―
私
に
と
っ
て
の
上
山
安
敏
先
生
」

一
〇
月
例
会
（
二
〇
二
二
年
一
〇
月
二
三
日
（
日
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　
　

書
評
：
中
野
智
世
ほ
か
『
価
値
を
否
定
さ
れ
た
人
々
―
―
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
強
制
断
種
と

　
　
　
　
　
　
「
安
楽
死
」』（
新
評
論
、
二
〇
二
一
年
）

　
　
　
　

趣
旨
説
明
：
中
野
智
世
（
成
城
大
学
教
授
）

　
　
　
　

自
著
紹
介
：
中
野
智
世
・
木
畑
和
子
（
成
城
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　

コ
メ
ン
ト
：
江
口
布
由
子
（
高
知
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授
）

　
　
　

書
評
：
キ
ー
ス
・
ロ
ウ
『
戦
争
記
念
碑
は
物
語
る
―
―
第
二
次
世
界
大
戦
の
記
憶
に
囚
わ
れ
て
』

　
　
　
　
　
　
（
田
中
直
訳
・
白
水
社
、
二
◯
二
二
年
）

　
　
　
　
　

評
者
：
水
野
博
子
（
明
治
大
学
教
授
） 

                  

訳
者
リ
プ
ラ
イ
：
田
中
直
（
龍
谷
大
学
・
同
志
社
大
学
ほ
か
非
常
勤
講
師
）

一
二
月
例
会
（
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
八
日
（
日
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　
　
　

連
続
フ
ォ
ー
ラ
ム
：
日
本
に
あ
る
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
現
代
史
①

　
　
　

報
告
：
大
津
留
厚
（
神
戸
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
「
姫
路
と
青
野
原
―
―
箱
庭
の
国
際
社
会
と
そ
の
解
体
」」

　
　
　

報
告
：
今
井
宏
昌
（
九
州
大
学
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
「
ド
イ
ツ
兵
と
「
特
殊
俘
虜
」
―
―
第
一
次
世
界
大
戦
期
日
本
の
俘
虜
収
容
所
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
「
箱
庭
の
民
族
問
題
」」

　
　
　

報
告
：
梶
原
克
彦
氏
（
愛
媛
大
学
教
授
）

　
　
　
　
　
　
「
マ
ツ
ヤ
マ
と
世
界
大
戦
―
―
松
山
収
容
所
の
通
時
性
と
共
時
性
に
お
け
る
ド
イ
ツ
兵
捕
虜
」

一
月
例
会
（
二
〇
二
三
年
一
月
二
一
日
（
日
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　
　

連
続
フ
ォ
ー
ラ
ム
：
日
本
に
あ
る
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
現
代
史
②

　
　
　

報
告
：
林
祐
一
郎
（
京
都
大
学
大
学
院
）

「
ド
イ
ツ
系
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
よ
る
日
本
伝
道
と
関
西
―
―
普
及
福
音
新
教
伝

道
会
の
宣
教
師
エ
ミ
ー
ル
・
シ
ラ
ー
（1865-1945

）
を
中
心
に
」

例会一覧
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報
告
：
中
村
綾
乃
（
大
阪
大
学
大
学
院
准
教
授
）

　
　
　
　
　
「
神
戸
の
ド
イ
ツ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
第
二
次
世
界
大
戦
」

三
月
例
会
（
二
〇
二
三
年
三
月
一
九
日
（
土
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　

報
告
：
嶋
田
結
花
（
同
志
社
大
学
院
）

　
　
　
　
　

  「
西
ド
イ
ツ
「
一
九
六
八
年
」
の
転
換
点
―
―
学
生
ベ
ン
ノ
・
オ
ー
ネ
ゾ
ル
ク
の
二
つ
の
身
体
」

　
　
　

報
告
：
河
邊
凌
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
）

　
　
　
　
　
　
「 

帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
保
守
派
に
よ
る
多
民
族
包
摂
の
試
み

　
　
　
　
　
　

 

―
―
ハ
ン
ス
・
デ
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ク
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
問
題
論
を
中
心
に
」
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第
8
条 

事
務
局
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
時
間
的
余
裕
が
少
な
く
、
総
会
を
待
た
ず
に
議
決

す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
議
案
に
つ
い
て
、
メ
ー
ル
審
議
を
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
メ
ー
ル
審
議
に
参
加
す
る
も
の
は
、
本
会
の
会
員
の
う
ち
本
会
の
メ
ー
リ
ン
グ
リ

ス
ト
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。
参
加
者
か
ら
の
回
答
の
う
ち
棄
権
を
除
い
た
も
の

を
有
効
回
答
と
す
る
。
議
案
の
可
決
に
は
、
有
効
回
答
数
の
過
半
数
の
賛
成
が
必
要
と
な

る
。
可
否
同
数
の
場
合
は
代
表
の
判
断
に
よ
る
。

第
9
条 

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
編
集
は
、
編
集
委
員
会
が
行
な
う
。
編
集
委
員
会
は
六
名
か
ら
な
り
、
総
会

で
選
出
さ
れ
る
。
委
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。

第
10
条 

本
会
は
会
計
監
査
を
一
名
お
く
。
会
計
監
査
は
総
会
で
選
出
さ
れ
、
任
期
を
一
年
と
す
る
。

第
11
条 

本
会
の
本
部
は
、
総
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
場
所
に
お
き
、
本
会
の
口
座
管
理
責
任
者

は
、
事
務
局
の
会
計
担
当
と
す
る
。
本
部
は
下
記
の
住
所
に
お
く
。
〒
六
〇
二

−

八
五
八
〇

　

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
烏
丸
東
入　

同
志
社
大
学
文
学
部
（
服
部
研
究
室
内
）

第
12
条 

本
会
の
規
約
改
正
は
、
総
会
に
参
加
し
た
会
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。

会
員
及
び
会
費
に
関
す
る
規
定

（
1
） 

本
会
の
会
費
は
年
額
、
一
般
会
員
四
〇
〇
〇
円
、
学
生
会
員
二
〇
〇
〇
円
、
通
信
会
員

二
〇
〇
〇
円
と
す
る
。

（
2
）  

一
般
会
員
は
、
大
学
・
大
学
院
の
専
任
教
員
、
任
期
付
教
員
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究

員
（
Ｐ
Ｄ
）、
Ｃ
Ｏ
Ｅ
研
究
員
、
定
年
退
職
し
た
元
教
員
、
お
よ
び
事
務
局
が
承
認
し
た
者
と
す

る
。
一
般
会
員
は
、
本
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
配
布
を
受
け
る
。

（
3
）  

学
生
会
員
は
、
大
学
・
大
学
院
の
学
籍
を
有
す
る
者
、
非
常
勤
の
教
員
・
研
究
員
、
お
よ
び

事
務
局
が
承
認
し
た
者
と
す
る
。
学
生
会
員
は
、
本
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
配
布
を
受
け
る
。

（
4
） 

通
信
会
員
は
、
事
情
に
よ
り
本
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
配

布
の
み
を
受
け
る
者
と
す
る
。

（
5
） 

一
年
以
上
の
長
期
に
わ
た
り
在
外
研
究
な
い
し
留
学
す
る
会
員
は
、
当
該
年
度
の
会
費
を
免
除

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
規
約

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
1
条 

本
会
の
名
称
は
、「
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
」
と
称
す
る
。

第
2
条 

本
会
は
、
歴
史
学
の
各
分
野
お
よ
び
隣
接
諸
科
学
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
語
圏
お
よ

び
そ
の
近
隣
・
関
連
地
域
の
近
現
代
史
研
究
の
深
化
を
め
ざ
す
。

第
3
条 

本
会
は
、
研
究
例
会
、
研
究
誌
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
発
行
、
そ
の
他
本
会
の
目
的
に
沿
う
活
動
を

行
な
う
。 

第
4
条 

本
会
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
三
月
三
一
日
に
終
わ
る
。

第
5
条 

本
会
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
所
定
の
会
費
を
納
め
た
も
の
は
、
本
会
の
会
員
と
な
る
こ
と
が
で

き
る
。
本
会
の
会
員
は
、
一
般
会
員
、
学
生
会
員
、
通
信
会
員
か
ら
な
る
。

第
６
条 

本
会
は
、
事
業
年
度
初
め
に
総
会
を
開
き
、
年
度
の
方
針
と
課
題
を
定
め
、
決
算
と
予
算
お

よ
び
、
そ
の
他
本
会
の
運
営
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
。
そ
の
議
案
は
前
年
度
事

務
局
が
用
意
す
る
。
議
案
の
可
決
に
は
、
総
会
参
加
者
数
の
過
半
数
の
賛
成
が
必
要
と
な

る
。
可
否
同
数
の
場
合
は
前
年
度
代
表
の
判
断
に
よ
る
。

第
（
条 

本
会
の
運
営
は
、
事
務
局
が
行
な
う
。
事
務
局
は
、
代
表
、
事
務
局
長
、
編
集
担
当
、
通
信

担
当
、
会
計
担
当
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
例
会
・
総
会
開
催
お
よ
び
会
計
の
任
に
あ
た
る
。

事
務
局
は
総
会
で
選
出
さ
れ
、
任
期
を
一
年
と
す
る
。

二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
九
日
、
臨
時
総
会
に
て
承
認

二
〇
〇
五
年
三
月
二
七
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
〇
七
年
七
月
一
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
〇
八
年
二
月
二
四
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
〇
九
年
四
月
二
六
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
一
二
年
四
月
一
五
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
一
八
年
四
月
一
五
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
二
一
年
四
月
二
五
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
二
三
年
四
月
二
三
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認

規約
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る
。
原
稿
は
、
所
定
の
執
筆
要
領
に
し
た
が
っ
て
、
必
ず
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ま
た

は
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
で
作
成
す
る
。
提
出
に
あ
た
っ
て
は
、
原
稿
の
種
類
、
題
名
、
氏

名
、
所
属
、
連
絡
先
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
原
稿
の
総
字
数
を
記
し
た
表
題
紙
を
添
付
す
る
。

（
5
） 

掲
載
を
認
め
る
か
否
か
は
、
二
ヶ
月
程
度
を
め
ど
に
回
答
す
る
。
論
文
の
掲
載
を
認
め
ら
れ

た
投
稿
者
は
、
編
集
委
員
会
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
完
成
原
稿
一
部
と
内
容
の
デ
ー
タ

を
、
指
定
し
た
期
日
ま
で
に
本
会
事
務
局
（doitsugendaishiken@

gm
ail.com

）
に
提
出
す

る
。
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
メ
ー
ル
に
よ
っ
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
画
像

の
デ
ー
タ
が
あ
る
場
合
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
形
式
（.jpg

）
の
デ
ー
タ
を
添
付
す
る
。

（
6
） 

掲
載
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
投
稿
者
に
は
再
投
稿
の
機
会
を
認
め
る
。
三
月
三
一
日
ま
で
に

そ
の
旨
を
本
会
事
務
局
（doitsugendaishiken@

gm
ail.com

）
に
連
絡
し
た
上
で
、
審
査

用
原
稿
を
可
能
な
限
り
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
に
し
て
、
五
月
三
一
日
ま
で
に
、
電
子
メ
ー
ル
に

て
本
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い
て
は
、（
５
）
に
準
じ
る
。

（
（
） 

編
集
委
員
会
か
ら
の
要
請
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
一
度
提
出
さ
れ
た
完
成
原
稿
の
撤
回
、
差

し
替
え
、
書
き
直
し
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
掲
載
の
可
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
稿
の
返
却
は

行
わ
な
い
。

執
筆
要
領

（
1
） 

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
に
発
表
す
る
論
文
の
分
量
は
、
本
文
・
注
・
図
表
等
を
合
計
し
て
、
全
角
で

二
万
字
以
内
と
す
る
。
研
究
ノ
ー
ト
お
よ
び
研
究
動
向
の
分
量
は
、
全
角
で
一
万
四
〇
〇
〇

字
、
書
評
と
本
会
活
動
報
告
そ
の
他
の
分
量
は
、
全
角
で
六
〇
〇
〇
字
以
内
と
す
る
。

（
2
） 

原
稿
の
デ
ー
タ
の
形
式
は
、
原
則
と
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
形
式
（.pdf

）
と
す
る
。
た
だ

し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
・
ワ
ー
ド
形
式
（.doc

）、
も
し
く
は
リ
ッ

チ
テ
キ
ス
ト
形
式
（.rtf

）
で
も
か
ま
わ
な
い
。

（
3
） 
原
稿
の
書
式
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
な
原
則
を
以
下
の
通
り
と
す
る
。

　
　

① 

原
稿
は
横
書
き
ま
た
は
縦
書
き
と
し
、
用
紙
を
Ａ
４
で
設
定
し
、
一
頁
あ
た
り
四
二
字
×

三
六
行
と
す
る
。

さ
れ
る
。
免
除
を
希
望
す
る
者
は
、
在
外
期
間
を
本
会
事
務
局
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
6
） 

事
務
局
担
当
者
の
会
費
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

（
（
） 
会
員
は
、
任
意
に
退
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
退
会
を
希
望
す
る
者
は
そ
の
旨
を
、
事
業
年

度
末
ま
で
に
、
本
会
事
務
局
に
連
絡
す
る
。
な
お
、
会
費
を
三
年
滞
納
し
た
者
に
つ
い
て

は
、
退
会
し
た
も
の
と
み
な
す
。

編
集
に
関
す
る
規
定

（
1
） 

本
会
は
、
編
集
委
員
会
の
編
集
に
も
と
づ
き
、『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
を
年
一
回
定
期
発
行
す
る
。

（
2
） 

本
誌
は
、
論
文
、
研
究
ノ
ー
ト
、
研
究
動
向
、
書
評
、
本
会
活
動
報
告
そ
の
他
か
ら
構
成
さ

れ
、
ド
イ
ツ
語
圏
お
よ
び
そ
の
近
隣
・
関
連
地
域
の
近
現
代
史
研
究
の
発
表
に
あ
て
る
。

（
3
） 

本
誌
の
掲
載
原
稿
は
、
投
稿
原
稿
と
依
頼
原
稿
と
か
ら
な
る
。

（
4
） 

投
稿
原
稿
は
、
投
稿
に
関
す
る
規
定
に
し
た
が
う
も
の
と
す
る
。

（
5
） 

原
稿
の
掲
載
は
、
編
集
委
員
会
の
決
定
に
よ
る
。
掲
載
に
あ
た
っ
て
、
編
集
委
員
会
は
原
稿

の
修
正
を
も
と
め
る
場
合
が
あ
る
。

（
6
） 

原
稿
の
執
筆
者
は
、
本
会
が
掲
載
原
稿
の
デ
ー
タ
を
無
償
公
開
・
配
布
す
る
こ
と
に

同
意
す
る
。。

投
稿
に
関
す
る
規
定

　
　（

1
） 

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
に
発
表
す
る
論
文
等
は
、
い
ず
れ
も
未
発
表
の
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
学

会
・
研
究
会
等
で
口
頭
で
発
表
し
た
も
の
を
除
く
。

（
2
）  

投
稿
資
格
は
、
本
会
の
一
般
会
員
ま
た
は
学
生
会
員
で
、
所
定
の
会
費
を
納
め
た
者
に
限
る
。

（
3
） 

投
稿
を
希
望
す
る
者
は
、
九
月
末
日
ま
で
に
、
電
子
メ
ー
ル
に
て
本
会
事
務
局
に
そ
の
旨

（
①
名
前
・
②
所
属
・
③
原
稿
の
種
類
・
④
タ
イ
ト
ル
）
を
連
絡
す
る
。

（
4
） 

投
稿
者
は
、
審
査
用
の
原
稿
を
、
可
能
な
限
り
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
に
し
て
、
一
一
月
三
〇
日

ま
で
に
、
電
子
メ
ー
ル
に
て
本
会
事
務
局
（doitsugendaishiken@

gm
ail.com

）
に
提
出
す
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② 

章
に
は
全
角
数
字
で
「
１　

見
出
し
」
と
番
号
を
つ
け
る
。「
は
じ
め
に
」
や
「
お
わ
り
に
」

に
も
必
ず
番
号
を
つ
け
る
。
番
号
の
後
に
は
全
角
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。

　
　

③ 
本
文
で
は
数
字
は
原
則
と
し
て
漢
数
字
を
用
い
、
半
角
の
算
用
数
字
は
用
い
な
い
。
桁
数
の

大
き
な
数
字
に
つ
い
て
は
「
一
〇
億
五
〇
〇
〇
万
」
の
よ
う
に
表
記
す
る
が
、
図
表
等
に
お

い
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　

④ 

注
は
、
本
文
の
該
当
箇
所
に
半
角
数
字+

上
付
き
文
字
で
「（
１
）」「（
２
）」
と
通
し
番
号

を
付
し
、
後
注
で
半
角
数
字
で
「（
1
）」「（
2
）」
と
番
号
を
表
記
し
た
後
に
注
の
内
容
を
記

す
。（
例
） 「
…
…
が
明
ら
か
に
な
っ
た（

1
（

。」「（
1
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
…
…
を
参
照
。」

　
　

⑤ 

参
照
文
献
を
注
等
で
挙
げ
る
際
は
、
著
者
名
、
題
名
、
出
版
社
（
ま
た
は
出
版
地
）、
発
行
年

の
順
に
記
述
す
る
こ
と
。
和
文
書
名
は
『 
』、
和
文
論
文
名
は
「 

」、
欧
文
論
文
名
は“ ”

ま

た
は„ “

で
囲
む
こ
と
。
欧
文
書
名
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
す
る
か
、
下
線
を
引
く
こ
と
。
和
文

文
献
の
場
合
、
項
目
間
の
区
切
り
に
は
全
角
の
読
点
を
用
い
、
最
後
に
句
点
を
う
つ
。
欧
文

文
献
の
場
合
、
項
目
間
の
区
切
り
に
は
半
角
コ
ン
マ+
半
角
ス
ペ
ー
ス
を
用
い
、
最
後
に
ピ

リ
オ
ド
を
う
つ
。

　
　

⑥ 

論
文
以
外
の
場
合
に
は
、
本
文
の
後
に
文
献
リ
ス
ト
を
置
き
、
文
中
で
「（
著
者
名 

発
行

年
：
ペ
ー
ジ
数
）」
と
い
う
形
式
で
文
献
を
指
示
す
る
方
法
を
認
め
る
。
そ
の
場
合
、
著
者
名

と
発
行
年
の
間
、
お
よ
び
コ
ロ
ン
の
後
に
は
、
半
角
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。
文
献
リ
ス
ト
で

は
、
和
文
・
欧
文
文
献
を
一
括
し
、
文
献
を
著
者
名
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
べ
る
。
同

じ
著
者
の
文
献
を
複
数
挙
げ
る
場
合
、
二
点
目
以
降
は
著
者
名
の
か
わ
り
に
四
字
分
の
ダ
ッ

シ
ュ
を
用
い
る
。
和
文
・
欧
文
文
献
と
も
に
、
項
目
間
の
区
切
り
に
は
半
角
コ
ン
マ+

半
角

ス
ペ
ー
ス
を
用
い
、
最
後
に
ピ
リ
オ
ド
を
う
つ
。

　
　

⑦ 

図
表
等
は
別
紙
に
書
き
、
挿
入
箇
所
お
よ
び
大
き
さ
を
指
定
す
る
。
本
文
に
埋
め
込
ん
だ
状

態
で
投
稿
す
る
こ
と
も
認
め
る
。
図
版
を
掲
載
す
る
際
に
生
じ
る
著
作
権
の
問
題
は
、
投
稿

者
の
責
任
で
処
理
す
る
こ
と
。

　
　

⑧ 

体
裁
の
統
一
を
は
か
る
た
め
、
編
集
委
員
会
の
責
任
に
お
い
て
原
稿
に
修
正
を
施
す
場
合
が

あ
る
。

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
事
務
局
か
ら
の
お
願
い

　

以
下
の
場
合
に
は
、
研
究
会
事
務
局
へ
メ
ー
ル
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

・
ご
住
所
・
ご
所
属
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

・
例
会
案
内
等
、
研
究
会
か
ら
の
お
知
ら
せ
が
届
か
な
い
場
合

・
本
誌
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ

入
会
の
ご
案
内

　

入
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
研
究
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
「
規
約
」
を
お
読
み
い
た
だ

い
た
上
で
、「
会
員
登
録
用
紙
」（
ワ
ー
ド
フ
ァ
イ
ル
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
研
究
会

事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
添
付
フ
ァ
イ
ル
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
折
り
返
し
、
通
信

担
当
か
ら
連
絡
を
差
し
上
げ
ま
す
。

退
会
を
ご
希
望
の
場
合

　

退
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
研
究
会
事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
、
あ
る
い
は
当
該

年
度
の
事
務
局
員
に
直
接
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

各
種
書
類
の
発
行
に
つ
い
て

　

転
載
許
可
証
や
掲
載
証
明
書
な
ど
書
類
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
研
究
会
事
務
局
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
：https://dogenken.w

eb.fc2.com
/

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：doitsugendaishiken@

gm
ail.com



第
16
号

２
０
２
３
年
４
月
３
０
日
発
行

　

▼
編
集
委
員

　
　

北
村
昌
史
（
大
阪
公
立
大
学
）

　
　

服
部
伸
（
同
志
社
大
学
）

　
　

田
野
大
輔
（
甲
南
大
学
）

　
　

中
野
智
世
（
成
城
大
学
）

　
　

近
藤
正
基
（
京
都
大
学
）

　
　

西
田
慎
（
奈
良
教
育
大
学
）

　
　

河
合
信
晴
（
広
島
大
学
）

　

▼
編
集
実
務　

　
　

田
中
直
（
同
志
社
大
学
ほ
か
非
常
勤
講
師
）

　

▼
編
集
発
行

　
　
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
（
代
表
・
田
野
大
輔
）

　
　

〒
６
０
２
‐
８
５
８
０

　
　

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
烏
丸
東
入

　
　

同
志
社
大
学
文
学
部　

服
部
伸
研
究
室
内

　

▼
印
刷

　
　
株
式
会
社
オ
ー
エ
ム

▼
編
集
後
記

▽
二
〇
二
三
年
四
月
か
ら
放
映
し
て
い
た
N
H
K
朝
の
連
続
ド
ラ
マ
「
ら
ん
ま
ん
」。
純
粋
に
植
物
学
を
愛
す
る

主
人
公
槙
野
万
太
郎
、
お
よ
び
国
家
を
背
景
に
国
益
の
た
め
の
植
物
学
研
究
を
進
め
る
東
京
帝
国
大
学
の
教
授
た

ち
と
の
間
の
軋
轢
が
、
物
語
の
大
事
な
軸
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
主
人
公
に
は
生
計
の
問
題
が
の
し
か
か
り
、

留
学
帰
り
の
教
授
や
助
教
授
に
は
「
国
」
の
存
在
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
物
語
は

単
純
な
善
悪
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。「
ら
ん
ま
ん
」、
学
問
と
政
治
の
微
妙
な
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
さ
か
三
年
前
の
日
本
学
術
会
議
会
員
の
任
用
拒
否
問
題
が
物
語
に
反
映
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
が
、
学
問

の
社
会
的
立
ち
位
置
を
考
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
、
本
号
の
「
特
集
」
は
、
学
問
と
政
治
の
関
係
の
歴

史
に
つ
い
て
着
実
な
実
証
と
位
置
づ
け
を
行
っ
た
論
考
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
深
く

考
え
る
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
。
三
年
前
に
学
術
会
議
が
あ
た
か
も
特
権
団
体
で
あ
る
か
の
よ
う
な
論
調
が

S
N
S
で
は
び
こ
っ
た
こ
と
を
思
い
返
す
に
、
こ
の
「
特
集
」
が
果
た
し
て
ほ
し
い
役
割
は
大
変
重
い
よ
う
に

お
も
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
村
昌
史
）

▽
ず
い
ぶ
ん
と
お
時
間
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
何
と
か
こ
の
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
16
号
を
形
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
編
集
委
員
や
執
筆
者
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
と
的
確
な
ご
指
摘
、
そ
し
て
忍
耐
強
さ
と
優

し
さ
の
賜
物
だ
と
心
よ
り
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
16
号
に
は
論
文
（
二
本
）、
研
究
ノ
ー
ト
、
特
集
に
書
評

が
掲
載
さ
れ
、
非
常
に
盛
り
だ
く
さ
ん
な
内
容
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ま
に
は
、
是
非
と
も
じ
っ
く
り
と
読

ん
で
い
た
だ
き
、
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
の
奥
深
さ
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

思
い
返
せ
ば
二
二
年
度
は
七
回
も
の
研
究
会
が
Z
O
O
M
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
毎
回
、
多
く
の
参
加
者
に

恵
ま
れ
、
コ
ロ
ナ
の
流
行
と
共
に
「
仕
方
な
く
」
模
索
さ
れ
た
リ
モ
ー
ト
で
の
研
究
会
で
は
あ
り
ま
す
が
、
上
手

く
定
着
し
て
き
た
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
今
後
の
動
向
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
研
究
会
へ
の
参
加

や
こ
の
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
を
通
じ
て
、
ま
す
ま
す
活
発
な
歴
史
学
の
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ

ん
。
最
後
に
、
二
年
間
に
わ
た
り
、
こ
の
よ
う
な
学
会
誌
の
編
集
と
い
う
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
こ

と
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
中
直
）
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テ


